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KSKシステムの概要

徴収システムの概要

ログイン方法

滞納整理事績の入力

■従事事務事績の入力
カレンダー機能

トピックス機能

進行管理ツールの紹介

■徴収システムのQ&A等
参考資料
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SKシステムの概要
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＿ 
KSKシステム忍国税総合管理シスTム） KSKシステムの概要

KSKシステム

納税者情報を総合的に管理

⇒ 納税者から提出された申告書及び申請書等の情報を一括管理

収納情報を管理

⇒ 徴収システム上の収納情報、滞納情報はKSKから連絡
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滞納者の基本情報の確認
終了 よく便う機能翌理 事務運営指針等

処理中：大阪局 (03001)

＋管理運営事務1
ー管理運営事務2
ーロ座照会・カード作成
微収決定口座リスト作成

一薗誓:{ .̀,1f
未納税金目録作成
付金口座照会・カード作成等
＋未到来情権管理カード作成
＋債権管理
＋その他個別事務
帳票出力
書式出力
処理状況表示
一微収
＋内郵亨務
＋滞納整理事務
＋課税情報の照会等
一糾漑者情報の管理

＾ 
一件別徴収カード確認が可能

納税者情報登録確認が可能
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システムの概要
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システム導入の目的

■内部事務削減による滞納整理（外部）事務への投下事務量確保
⇒ 手作業で行っていた事務が廃止される等により内部事務が削減

システムによる組織的・一律的な進行管理の実施

⇒ 事案の処理状況を効率的に把握できるようになり組織的・一律的な進行管

理が可能

多種多様な情報の把握・分析に基づく事務運営の実施

⇒ 多数の所掌事案から様々な条件による事案や帳票の抽出が可能
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ログイン方；
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①局WAN上のログイン画面と②認証ポータルサイトの2通りでログイン可能

次スライド

，
 



ログインの画面遷移

① ②
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滞納整理事績の入力
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滞納者の基本情報の確認
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担当事案の一覧表示
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事案の絞り込み
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滞納者の基本情報画面
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滞納整理記事一覧
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事案の内容に応じて事績内容を選択
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従事事務事績の入力
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従事事務事績の確認方法
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従事事務事績の過不足の確認

も、
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過不足がある場合の時間調整方法
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カレンダー機能
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1か月間の署内面接及び納付予定等が表示される

■…納付予定
・・・署内面接予定

…臨場予定

他…その他予定
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トピックス機能
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面接・臨場予定や 事案等の状況が表示

該当事案の件数が表示されており、青字をクリック
すると詳細を確認できる
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トピックスにより確認可能な項目を抜粋
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進行管理ツールの紹介
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概要
・ 徴収システムの一であり、·|~を強化するためのツールとして開発・運用
・局WANポータルサイトの一に格納することで局署で事案の進捗等の共有が
可能

構成
• Excelファイルに一を一覧表示
・ 局徴収課において稼働日ごとにデータ更新をしており、

．＿のほか で構成

機能

・徴収システムに入力した内容が、一に反映

・一を活用し、任意の条件に応じて、事案抽出

． ＿知＇~とデータ連携しており、一や一
を即座L把握
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． 

・徴収システム内の

ーのデータを
ごとに一覧表示

及

視覚的に把握可月

・毎週金曜日にデータ更新

は、 のExcelシートで構成（関連するシート間で、互いにデータ連携）

入力

単位竺~況等を一
覧表ホ

•月 4 回データ更新

索し、一覧表示
• 3か月に一回を目途に
データ更新

一覧表示
• 3か月に一回データ更
新
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．令和5事務年度に引き続き、局WANポータルサイトの
・局徴収課において日々データ更新作業を実施し、格納

・格納場所

において管理・運用

30 



• --シートは、■■・で構成
•各項目名の変更や、列や行の削除・追加は行わない（列の非表示は可能）
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・メインメニューには 等を備えている。

口

1 詳細 I 

①

②

③
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・署内の一を一覧表示しだソール
•一種類、 期間及び一を
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． 
に検索可能なツール

を保有

．
 

゜

※ 
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情報を利用し

①’~の入力
徴収システムで照会文書を作成する際に、

行う場合

（入力文言のルール）

昌輩出|'
隅付き括弧＋全角・大文字一＋隅付き括弧

（記事入力例）

②
 が保有する情報は、最新情報とはラグがあるため、
を確認した上で差押等を実施すること
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．
 ．
 

しだソール
連動し、任意の条件で事案を抽出
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徴収システムのQ&A等

38 



徴収システムの操作要領・質疑応答集の掲載場所

[
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参考資料

40 



事案ごとに を設定

41 





概要

構成

機能

・徴収システムの一であり、 を強化するためのツールとして開発・運用

・局WANポータルサイトの に格納することで局署で事案の進捗等の共有が
可能

• Excelファイルに一を一覧表示
・ 局徴収課において稼働日ことにデータ更新をしており、

・一のほか、

・徴収システムに入力した内容が、一に反映

• ------を活用し、任意の条件に応じて、事案抽出

・ 一及び一とデータ連携しており、
を即座に把握

で構成

一



シート構成。データ連携

． は、一 のExcelシートで構成（関連するシート間で、互いにデータ連携）

・徴収｀ノス丁ム

ーのデータを
e._とL一覧表示

データ構成図

ーび■．． • 
を視覚的に把握可能
・毎週金曜日にデータ更新

-

霊冒i-詞
単位の-犬況等を
一覧表ホ
•月 4回データ更新

索し、一覧表示

・3か月に一回を目途に
データ更新

を一覧表示
・3か月に一回データ更新
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データ項目詳細（
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データ項目詳細（ ‘
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データ項目詳細（
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データ項目詳細（ ‘,'’ 
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デ — 夕項目詳細（ ‘,'’ 

I一 項目 ＿ • I 

- • ― .. I .̀. _ --_.- 1 •• • •i’ ー・一 —• ― ― : 



データ項目詳細（
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格納場所

► 令和5事務年度に引き続き、局WANポータルサイトの において管理・運用

► 局徴収課において日々データ更新作業を実施し、格納
► 格納場所

'. . ••• • ' ••. "・ ;-'.·—』で合·―― ―•一ー・ マ―-—ーマ・• - - -'ー←―`てー＝ ＝ 一 ・・ • - -- • =- -.  • • ●――- --.  •ー・一•- - -.  = . ． . • . . . . .・ヽ ・ 9.  • • ' — ——, ~- _ •, ~ ___  u_u -~ --



収受簿への記載

► データが格納されていることを確認し、~を開く
► ーを入力することで、必要事項が自動入力
► ＿は不要
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閲覧編集

► 閲覧（編集）をする場合は、 データを開く

ボタンをクリック
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► ーは、·■·で構成
► 各項目名の変更や、列や行の削除・追加は行わない（列の非表示は可能）
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メインメニュー

0 メインメニューには 等を備えている。

： 
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メインメニュー

口



メインメニュー

②
 ． 
． 

をクリック

ボタンをクリック
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主要データ（~）

登載

・一データを開くと一定件数以上の■■■■刀設定漏れ又は設定誤りがあると注
意メッセージが表示されるため、一の設定状況



主要データ（

． 

．
 
にそれぞれ画面遷移

―とで、

押下ゾか—
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の詳細について

．
 ．
 
を設定

．
 

も合わ

せて付与
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※1 

※2 

の詳細について

について



の入力方法

【留意事項】

．
 
． 

．
 

巳
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主要データ（ ‘,'’ 
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主要データ（ ‘,'’ 

．
 

表示
． 
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臼屁后醤互l り

・ ヶ表示
● 1． わl.'(. c:::J由に編集・入力が可能

- ------ ----・  -- .. -
........  ::::.・・

ー・



とは

・署内の'-'を一覧表示しだソール
• 一の種類、期間及び履行状況を

r71l'"?T若・・マー~--•ヽ・ー→．．こ― iプ一ご―—-,'―→•――▼・ー，．-~-汀―ぞ――．） ← ・一 ，—-•一—→ -— 



（表示項目）

主な表示項目について



（活用方法）

の抽出

①抽出したい月のフィルタータブをクリック

」口

②色フィルターを選択し、赤色をクリック

戸ー



とは

・滞納者の主な． 
に検索可能なツール

を保有

．
 

について（
なっている。
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表示項目について
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（留意事項）

一の情報を利用し 行う場合

①―の入力
徴収システムで照会文書を作成する際に、1

（記事入力例）

（入力文言のルール）

昌
隅付き括弧＋全角・大文字・■＋隅付き括弧

② 

ゞ保有する情報は、最新情報とはラグがあるため、
を確認した上で差押等を実施すること

を行い
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I令和6年 7月付「滞納整理の手引」より抜粋I
第1章基本的事項

第 1節徴収事務の基本的な考え方

税務行政の使命は、税法を適正に執行し、租税収入を円滑に確保することにあるが、

申告納税制度の下における税務行政運営の課題は、納税者の全てが租税の意義を認識し、

適正な申告と納税を行うことにより、自主的に納税義務を遂行することである。

なお、納税者の納税道義を高め、適正な自主申告と納税を期待するには、同じような

立場にある納税者は全て同じように適正に納税義務を果たすという保証が必要である。

このような租税負担の公平の理念は、適正に課された租税を確実に徴収することによ

って初めて達成されるものである。

徴収事務は、このことを十分に認識し、滞納国税について、国税徴収法その他関係法

令の定めるところに従い、適正かつ適切な滞納整理を行って確実に徴収することを目的

として実施する必要がある。

したがって、徴収職員は、法令に定められた要件に従い滞納整理手順を遵守した上で、

滞納者個々の実情に即した処理展開を図るとともに、納税に誠意の認められない悪質滞

納者等に対しては、厳正な態度で、適時・的確な滞納処分を実施するなどにより、租税

収入の確保に努めなければならない。
-------------------------------------------

～ 徴収職員に要求されること ～ 

①過去、現在、未来を見抜くカ

過去 現在 未来

過去の金銭等財産の 現在所有する財産 将来の収入等を予測し、

動きから、隠匿財産の有 や事業状況等を把握 今後の納付能力を調査

無を検討

②慎重かつ的確な判断力

徴収職員一人一人が執行機関であり、一次的には、職員自身が差押え、捜索等の

実施を判断

③滞納整理に必要な知識の習得（徴収関係法令以外）

・ 民法等の一般私法の法律知識

． 簿記、経営分析等の会計学の知識
・ 不動産の評価等の専門的な知識

＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ ＇ L----------------------------------------------------------------' 
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第2節滞納整理要領

滞納処分の執行は、滞納者の権利•利益に強い影響を及ぼすことから、滞納者との納

付折衝の際には、滞納者の事業の概況、収支や財産の状況等、納税についての誠実な意

思の有無を確認すると ともに、納付能力調査を中心として滞納者個々の実情を十分に把

握した上で、処理方針を決定する。

なお、処理方針を決定するに当たり、納税に対する誠実な意思が認められない滞納者

に対しては、財産の差押え等の厳正な滞納処分により滞納国税を徴収する一方、納税の

猶予等の法令要件に該当する滞納者に対しては、納税緩和制度を適用するなど、適切に

対応する（別表1「滞納整理事務の流れ」参照）。

1 事前準備

(1) 署内調査

署内調査においては、

を把握するため、滞納者の-をはじめとした内部

資料を活用する。

～ 署内調査 ～ 
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(2) 出張準備

イ 予定の登録

滞納者宅等への臨場又は庁舎内で面接を行う場合は、あらかじめ、徴収シス

テムにおいて次のいずれかの方法により、臨場予定又は署内面接予定を登録す

る。

「予定登録」画面において、臨場予定又は署内面接予定を登録する方法

「面接資料出力」画面において、滞納者総合検索により滞納者を抽出・選

択し、臨場予定又は署内面接予定を登録する方法

これらの方法により登録した予定は、徴収システムの「カレンダー」及び「ト

ピックス」画面に表示されることから、統括官等及び担当者は、これらの機能を

活用して的確に期日管理を行う。

口 出張時の事前手続

出張する場合は、携行書類を準備した上で次の手続を行う。

① 「行政文書等持ち出し整理票」又は、徴収システムの「面接資料出力」画面

から出力した「臨場予定表」及び「臨場予定表（管理者用）」に必要な事項を

記入する。

② 専用ファイルに持ち出し書類を編てつし、統括官等へ臨場予定の滞納事案

の概要、処理方針等を説明した上で、持ち出し書類の確認決裁を了する。

（注） 1 面接資料を出力する前に臨場予定表を出力した場合は、出力した（持ち出す）

面接資料の種類、枚数等が臨場予定表上に反映されないため、手書きで補正す

る。

2 金融機関の預貯金等の調査証、交付（閲覧）申請書、照会文書等を持ち出しす

る場合は、「金紐機関の預貯金等の調査証交付簿」又は「照会文書等決議兼整理

簿」にて取得した文書番号を記載する。

なお、モバイルPCを活用する場合は、令6.3. 29付大局総企（一）第38号

ほか 6課共同「『庁舎外における事務用モバイルパソコン等及び携帯用プリンタ

の使用に係る実施要領』について（指示）」を参照する。
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2 滞納整理

(1) 臨場による滞納者個々の実情の把握

滞納整理に当たっては、滞納国税を適正かつ確実に徴収するため、原則として、

滞納発生後速やかに臨場し、滞納者と面接して、自主的な納付を促し、事業実態

や財産状況等を確認の上、適切に納付能力調査を実施する。

～ 滞納者等との応接に当たっての留意事項 ～ 

． 滞納者等との応接は、礼儀正しく、親切・丁寧な態度で接し、応接中の言動には十分
注意する。

・ 必要な事項について十分な聴き取りを行うとともに、処理方針を踏まえて滞納者等

に伝えるべき事項について確実かつ明確に伝える。

． 滞納者等からの質問に対しては、曖昧な態度をとることなく、即答が困難な場合は、
統括官等と協議の上、改めて回答することを伝え、可能な限り、速やかに回答する。
'---------------------------------------------------------------

～ 臨場時の留意事項 ～ 

． 滞納者宅等に臨場した際には、身分証明書を呈示し、身分・氏名を明らかにすると
ともに、滞納者に面接したい旨を伝える。

・ 応接した者が本人以外の場合、詳細な内容の説明は避け、来署依頼文書等を封かん

した上で手交し、滞納者へ手渡すよう依頼する。

． 滞納者宅等が閉戸不在であった場合には、地番、表札等を十分確認し、来署依頼文
書等の不在用文書を、確実に封かんした上で郵便受け等に差し置く。

・ 表札等で滞納者宅かどうか判明しない場合には、来署依頼文書等の不在用文書を差

し置かずに持ち帰る。

封
か
ん
し
た
来
署
依
頼

文
書
等
を
手
交
・
差
置

不明

来
署
依
頼
文
詈
等
を
差

し
置
か
す
、
持
ち
帰
り

・-- -- -- ---------------------------- --- - - - - - - - ---- - - ----- - -- --- - -
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(2) 財産調査・差押え等

滞納者個々の実情を把握した結果、財産差押え等の処分が必要と認められた場

合には、~法令に定められ
た要件及び滞納整理手順を遵守する（別表 3 「臨場からの財産差押えの事務処理

の流れ」参照）。

イ 財産調査

口差押え

ハ捜索

滞納者所有の物又は住居その他の場所を捜索する。
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(3) 猶予

滞納者によっては、災害、疾病等により直ちに納付することができない場合や、

差押財産を直ちに換価すれば、その者の事業の継続や生活の維持を困難にするおそ

れがあるなどの事情が存在する場合がある。

このような事情がある滞納者から分割納付等の申出があった場合は、法的猶予制

度について適切に説明するとともに、納付能力調査を中心として滞納者個々の実情

を把握した上で、法令に規定する要件に該当する場合は、確実に納税の猶予又は換

価の猶予を行う。

1-6 



(4) 滞納処分の停止

滞納処分の停止は、滞納者が滞納処分の執行をすることができる財産を保有して

いない場合や滞納処分の執行をすることによりその生活の維持を著しく窮迫させ

るおそれがある場合など、一定の要件に該当するときに、その者について滞納処分

の執行を停止するもので、納税の猶予等の猶予措置とともに、納税緩和措置の一環

をなすものである。

滞納国税については、租税負担の公平性を確保する観点から、その確実な徴収に

努める必要がある一方で、滞納者につき、法令に規定する滞納処分の停止の要件に

該当する場合には、納税緩和措置の適切な適用の観点から、適時・適切に滞納処分

の執行を停止する必要がある（別表 5「滞納処分の停止の事務処理の流れ」参照）。

3 滞納整理事績の整理

(1) 復命

担当者は、滞納者等との面接を終えた場合又は出張から帰署（局）した場合は、

速やかに滞納者等との応接の概要及び滞納整理の状況等について、統括官等に口頭

で復命する。

また、持ち出した面接資料等の持ち帰り状況を確認するとともに、持ち帰った面

接資料等を統括官等に返戻して確認決裁を受ける。
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(3) 滞納処分票の編てつ

滞納処分票は、滞納整理を通じて作成、収集又は受領した各種文書や徴収システ
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ム等から出力した各種帳票等を、滞納事案ごとにおおむね次に掲げる順序により一

体として編てつする。

4 滞納事案の管理

(1) 滞納事案の-

滞納事案は、個々の実情に応じた適切な滞納整理を実施するため、
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(2) 滞納事案の進行管理

徴収システムのカレンダー機能及びトピックス機能を活用して的確に事案管理

を行う。

イ カレンダー機能

カレンダーには、各担当者等が入力した事務の予定が表示される。

必要な入力を確実に行うことで、個々の滞納事案の期日管理を行うほか、自己

の予定を管理することができる。

ロ トピックス機能

トピックスには、進行管理を行う期日、滞納の発生・異動等、決裁に関する情

報等、個別事案の処理に関する項目の件数が表示される。
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〇 微収システム入力

5 完結時の処理

--] 

各事案担当者は、 「カレ

ンダー」及び「トピックス」

画面を日々確認すること

により、事案の進行管理を

的確に行う。

＜進行管理＞

徴収システムの機能を

有効活用するためには、デ

ータを正しく入力するこ

とが不可欠であることか

ら、把握した情報等につい

ては、正確かつ確実に徴収

システムヘ入力すること

に留意する。

滞納事案（全ての滞納口座）が完結した場合は、徴収システムの「トピックス」画

面の「完結」項目にその該当事案が表示される。

また、一部の滞納口座が完結した場合は、「税額異動一覧表」の備考欄に「完結（ロ

座）」と表示されるので、その内容を確認するとともに、次により適切に処理する。

① 差押え等事案及び担保を徴取していた事案が完結等（滞納処分の停止を含む。）

となった場合は、速やかに決議を了した上で、差押え等の解除手続を行う。

なお、「トピックス」画面の「差押等解除漏れ」は、対象口座について完結連絡

を受信し、解除決議（確認日）が入力されていないときに件数が表示されるため、件

数が計上されている場合は、事案の処理状況を確実に確認する。

② 納付受託中の証券がある場合には、「納付（弁済）受託取消決議書」に基づき、

決議を了した上で、確実に証券の返還手続を行う。

③ 猶予事績がある場合には、「トピックス」画面の「延滞税免除未了」項目から完

結事案の有無を確認し、必要に応じて延滞税免除決議を行う。

④ 完結処分票（完結した滞納事案に係る滞納処分票をいう。納税義務が消滅したも

のを含む。）は、「滞納者概況票」を先頭に編てつした上で、完結した会計年度ごと

に保存期間別に編てつし、耐火書庫に収蔵する（別表8 「完結した滞納処分票の保
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存期間フローチャート」参照）。

なお、完結（納税義務が消滅したもの及び滞納処分の停止を含む。）した滞納処

分票については、適宜余白に「完結等処分票用ゴム印」を押印するとともに、保存

期間、差押解除及び担保解除について確認する。
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第3節滞納の未然防止

滞納整理とは、滞納となった国税（督促状が発付されたもの）を徴収する事務をいう

が、滞納の圧縮を図るためには、それに加えて滞納の発生を未然に防止することが必要

不可欠である。

滞納の未然防止は、国税組織全体として取り組む事務であり、「期限内収納の確保は、

税務職員共通の課題」であるとの認識の下、納税コールセンター、管理運営部門及び賦

課部門と緊密に連携した上で、滞納の未然防止に取り組む。

また、滞納の未然防止の観点から、滞納整理に当たっては、滞納が常習的なものになら

ないよう、以後発生する国税の期限内納付を確実に指導する。

----------------------------------------------------------------
滞納整理の範囲～ ～ 
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納付指導 1督促前納 滞 納 椛 lII' 

滞納の未然防止

’-----―--_ ---..; ------_―-―_―_―_―_―_―----_―------_―_―------_―_―_――---_―_―-----―---_―_―_――------_―---------
滞納の未然防止への取組～ ～ 

未然防止策 内 容 等

期限前納付指導

督促前納付指導

予納制度の利用勧奨

（ダイレクト納付を利用した予納を含む。）

振替納税・ダイレクト納付の利用勧奨

消費税の任意の中間申告・納付制度の

利用勧奨

納税者に期限内納付の働き掛けを行うことにより

滞納の未然防止を図るための施策

納期限後未納となっている納税者に働き掛けを行

うことで、納税者の期限内納付への意識を向上させ

るとともに、督促状の発付後における早期の納付ヘ

と導くための施策

近い将来において税額が確定することが確実な国

税を、納税者があらかじめ納付する制度

金融機関に預金を準備しておくことで、期限内納

付が可能となり、

ー｀り税者にも利便性が高い制度

年に 1回の確定申告を待たずに、自主的に中間申

告及び納付ができる制度

賦課部門の調査時における納付指導
課税調査時という納税に対する意識が高まってい

る時期に、納付指導を依頼する施策

'----------------------------------------------------------------
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別表 1 滞納整理事務の流れ

,................................................、

I 期限前納付指導 l 
......................................................................., 

＇ 
納期限経過（未納）

督促前納付指導

·，•'口......_....._.....”...-• •••一•• •一 •••• ••一• ••• •一• • ••し、

； 
l 臼 — --- - - - -- -1 督促（滞納）
i 納税コールセンター I 
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• • •口9•• ...".."... ...-•••• •.. . .. ...." . .. . ..”....__....t た --------―日 滞納情報の連絡

-----------------1 
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I NCC督促前納付指導 l
.ヽ.,-..........1""'''".......................... .. 

＇ ＇ I◄-----------------' 

納付指導•財産調査

財産差押え

［第二次納税義務l
［譲渡担保］

［連帯納付義務 ］

ほか

猶予
（納税の猶予）

（徴収の猶予）
（換価の猶予）

不履行時

換価•取立て

配 当

充 当

滞納処分の停止

納税義務の消滅

L------------------------------- 結
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別表2 出張時の標準的な携行書類等
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別表3 臨場から財産差押えまでの事務処理の流れ
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別表4 納税の猶予等の事務処理の流れ

の猶予 申請による換価の猶予 職権による換価の猶予

書の 受 理 申 請書の受 理 誠 実な 意思

事業継続又は生活維持の困難 徴 収 上 有利

or 
事業継続又は生活維持の困難

誠実な意思

f 
I損失割合 l

現在納付能力調査 ※1 
担保徴取※2

！ 
1の算定 I
．．．．．．．．．．．マ．．．．．

納付困難 納付可能

見込納付能力調査 ※3 一部納付 11納付なし 11全額納付

猶予許可決議

履行監視

履行

猶予取消事由

の発生

猶予不許可決議 ※4 

猶予の取消 ※5 

滞納処分

猶予期間延長※ 6|—履行~完 結

※1 現在納付能力調査とは、調査日における納税者の現金、預貯金等の直ちに支払に充てることができる当座資金のほか、当面の

事業の継続又は通常の生活の維持のために真に必要と認められるつなぎ資金の額を把握し、それらを勘案して納付すべき国税の

うち、直ちに納付することができる額及び納付困難な額を判定するための調査である（平27.3. 20付大局徴収（一）第6号ほか1
課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について（事務運営指針）」（以下「猶予通達Jという。）第7章第2節参照）。
※2 猶予を行う場合は、原則として担保を徴さなければならない。ただし、次の①から④のいずれかに該当する場合には、担保を

必要としない（通46⑤、通55④、徴152④)。
① 猶予を受ける国税の額（未確定の延滞税を含む。）が100万円以下である場合（国税の額の判定は、猶予の申請時点で行う。）
② 猶予を受ける期間が3月以内である場合

③ 担保を提供することができない特別な事情がある場合

④納付委託に係る証券の提供により、担保の提供の必要がないと認められるに至った場合

※3 見込納付能力調査とは、猶予期間、分割納付の方法による場合の分割納付期限及び分割納付金額を判定するための調査である
（猶予通達第 7章第 3節参照）。

※4 理由付記及び納付能力調査表の作成が必要となる（職権による換価の猶予を除く。）。

繰上請求事由、質問不答弁等、不当・不誠実な申請などに該当する場合は、猶予の要件の調査を行うことなく不許可とするこ

とができる（通46の2⑩、徴152④)。
※5 分割納付不履行又は新規滞納発生を原因として猶予を取り消す場合は、やむを得ない理由の有無を確認する必要がある。
なお、猶予を取り消す場合は理由付記が必要となる。

また、納税の猶予を取り消す場合は、弁明を聴取しなければならない（通49②)。
（注） 取消事由：猶予通達第5章第1節参照
「納税の猶予の取消し（期間の短縮）に対する弁明を求めるためのお知らせ」を作成し事情を確認する。

※6 猶予期間内に猶予に係る国税を納付することができない場合であって、その納付ができないことにつき、やむを得ない理由が

ある場合は、猶予期間を延長することができる（通46⑦、徴152③)。
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別表5 滞納処分の停止の事務処理の流れ
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別表6 整理区分一覧表
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別表7 処理方針区分一覧表

事案 内 容
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別表8 完結した滞納処分票の保存期間フローチャート

完結した滞納処分票（仮処分票を除く。）

1〗 ②、③以外のもの
（自主納付、取立等）

滞納処分の停止兼
納税義務消滅確認
（決議書）

3〗 納税義務消滅確屁
（決議書）

完
結
し
た
仮
処
分
票

差押等事績
（注3)

差押等事績
（；主 3)

り
―

※ 

・登記登録事績（注4)
．換価取立事績（注5)
．猶予事績（注6)

なし

※ 

・登記登録事績（注4)
．換価取立事績（注5)

なし

差押等事績
（注3)

※ 

・登記登録事績（注4)
．換価取立事績（注5)
．猶予事績（注61

なし

「※」は、いずれかの事績がある場合に「あり」を選択する。

次に掲げるものは、上記保存期間満了後においてもそれぞれに掲げる日の属する各編さん区分の末日まで保存期間を延長する。• 
．
 ．
 ．
 

延滞税の免除をしたもの（暦年）
免除決議（決裁）の日の5年後の日

不服申立て係属中のもの（会計年度）
再調査決定又は裁決の日の 1年後の日

公売による権利移転登記が未了のもの（会計年度）
登記終了時

会計検査院等の検査等の対象となっているもの（会計年度）
検査等の終了時

．
 

． 

．
 

． 

訴訟係属中のもの（会計年度）
訴訟終結時

配当金等の供託中のもの（会計年度）
供託金の払渡時又は消滅時効完成時

開示請求があったもの（会計年度）
開示決定等の日の1年後の日

インボイスの交付事績があるもの
インボイスを交付した日又は提供した日の属する
会計年度の末日の翌日から 2月を経過した日に係る
特定日以降7年を経過する日

（注） 1 保存期間の括弧内の数字は、徴収事務提要第3編第 1章第2節第39の4(61に掲げる「滞納処分票の標準的な保存期間基準」
の番号を示している：

2 保存期間満了後における滞納処分票の廃棄処理に当たっては、保存期間延長の事由に該当するか否かを確認した上で、延長

事由に該当する場合は適切に保存期間を延長し、誤って廃棄することがないよう留意する。

3 「差押等事績」は差押え、参加差押え、交付要求、捜索、猶予事績及び抵当権設定の事績である。

4 「登記登録事績」は差押え、参加差押え及び抵当権設定に係る登記・登録事績である。

5 「換価取立事績」は歳入歳出外現金の受入れを行った事績である。

6 「猶予事績」は納税の猶予申請書又は換価の猶予申請書を受理し、許可又は不許可とした事績である。

7 完結した仮処分票のうち猶予事績のあるものは、 「会計年度5年」の保存期間とする。

8 「特定日」とは、 文書筈理規則第15条第12項の保存期間が確定することとなる日の属する年度の翌年度の4月1日をいう。
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大 分 類共通（研修関係）

中 分 類講習、研修関係書類

名称（小分類）研 修 資 料

保存期間（満了B) 会3年（令和10年3月末）

I ：収：斗務新第任者:修』 |

令和 6 年 8 月 6 日

債権管理事務の概要

大阪国税局

徴収部 徴収課





I令和5年7月付「債権管理事務処理マニュアル」より抜粋 I
【管理運営部門における債権管理事務の概要】

債権管理事務の概要

納税者から提出された申告や更正等により確定した鰯々の納税者に係る租税債槽債務の発生と、その納付状況や還付

金の支払状況について、値別に管理する事務

申告 ● 入カデータ

納禄テータ I 還付テータ

【徴収決定事務】 l l ［渫付金事務】

徽収決定口座の作成
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ニニ..--「「―---------{
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納付すべき税II事の讐珊1::11する事書

還付金口座の作成
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V

 

【収納整理事務】
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4
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厄王］
l還付金0支払い
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 納税書の収納デ呵珊する事糧 ,....., 

納付状況の確認
納付テータ 報
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牛

［ 収納登記 }-----J ＇ 
•o 

完納 コ____-- ＊ I 11 未納

［督促事務】

（ 拿納税饂がある爆台に納覆書へ●促状疇詈遁付する事覆 ） 

納付指導 ） 
てn 

督促状等作成 ） 
も

［ 督促状等の発付 ] 

v I 
徴 収 部 門 （滞納 整

↓ 
納税者

【納付手段】

・ 税務署窓口での納付

• 金議機関窓口での納付

・ コンピニでの納付

こ＿4ンター＝示込ヒL'Cl壬ンユ芍却坤.1.,le.電子納税
：・ 振替納税による酬寸 ＇ 
t—忍］覧］りり翡は信？嬰納面― r---..!＇ 

-̀ 7届出書等の提出

【振替納税・ダイレクト納付に係る事務】

（ ．糟筐舷書・ダイI,クト細利Ill層出書の入力事1項する事覇 ］ 
圃饒紐匹心り卜訓叫鵬晒鶴切罐露：量概滋鵬I

［ 厖出書事の入力 l 

（ 金融機関等への送付 l v 
~ ,. 2 

［和J阻可詣<---―ー： 金融纏震攀l=ilける畳録 ’ 、----ン-----、 冷
＇ ク、

＇，ヽ—- -------- -,.・.―▲--rコ• ▲ ▲ ▲ ●● •—• ● ー一 ~ ー・ 一 --- ·- · こ．．．． ．．：•-一 、 —— . .--.. .、―`. • ——‘ 

妙

［延納・物納等事務】

竃納事漏：饂覺を・して霞行躙厩ま繰り竃ぺる事糧（帽織製・償与税）
暢納事Ill；會鯖の代わりに槽騒鯖●による納団＝関する事暮！褐纏覆）

納糧●9•亀釘釘費暉与ルた嶋會に農寡罐鑢を彙臀lcflり糧葛亭する事檀

延納・物納の初期指毒・未封来債権の管理

納税猶予の処理

担保の設定、管理及び解除の処理
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第 1 共通

1 徴収決定及び収納整理事務の概要

徴収決定とは、「申告や更正、決定等により確定した個々の納税者に係る租税債権の発生を管理

する事務」をいい、収納整理とは、「納付等による個々の納税者に係る租税債権の消滅を管理する事

務」をいう。

これらの事績については、債権管理台帳（資金徴収簿）を作成して個別に管理する。

管理運営部門では、毎月の収支について「国税収納金整理資金徴収済額報告書」という報告書を

作成するとともに、会計検査院の検査を受けるため、「国税収納金整理資金徴収額計算書」という計

算書を作成する。

【徴収決定及び収納整理の仕組み】

納税者

②納付

③領収証書

①申告
（申告書提出）

収納機関

③領収済通知書

督促状

④収納登記

夕云

ー

k
 s
 

K

タデR
 c
 ゚

銀日

領収控

⑤月計突合

＜管理運営部門における処理＞

申告書等により申告事績の入力及び徴収簿

の作成

・ 徴収簿と日銀OCRデータ・領収済通知書と
の突合登記

日本銀行との月計突合

． 督促状の作成・送付（未納分）

日本銀行
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① 申告・徴収決定

申告書入力担当者が納税者から提出のあった申告書に基づき、納税額等をKSKシステム

に入力し、債権管理システムに連絡することにより、「資金徴収簿」（一件別徴収カード等）

が自動的に作成される。ただし、申告書を提出した後、納税者が亡くなった場合などは、相

続人の「資金徴収簿」を個別に作成するケースもある。

② 納付

納税者は、納付書を添えて収納機関に国税を納付する。

【参考】国税の納付方法

1 現金に納付書を添えて、①金融機関、②所轄の税務署及び③コンビニエンスストア（バーコード付

納付書及び二次元バーコードを使用する場合に限る。）で納付

2 指定した金融機関の預貯金口座から振替納税

3 ダイレクト納付、インターネットバンキング又はクレジットカード納付を利用して電子納税

4 不動産、株券等による物納（相続税の納付で一定の条件を満たす場合に限る。）

③ 領収証書・領収済通知書

収納機関は、納税者に「領収証書」を交付し、日本銀行へ「領収済通知書」を送付する。

日本銀行では、 「領収済通知書」をOCR処理して、 KSK中央センターヘデータ連絡す

る。

なお、 OCR処理できない納付書で領収した場合などは、収納機関が「領収済通知書」

を直接税務署に送付する場合がある。

④ 収納登記

管理運営部門では、「資金徴収簿」とKSK中央センターから連絡される「日銀OCRデ

ータ」との確認を行い、「資金徴収簿」に収納登記を行うが、収納機関から直接送付される

「領収済通知書」（非OCR処理分）ついては、 KSKシステムにおいて個別に入力する。

⑤ 月計突合

収納額については、毎月、日本銀行の収納額と突合し、一致していることを確認する。

「収納機関」とは、日本銀行本・支店、代理店、歳入代理店、ゆうちょ銀

行、税務署（国税収納官吏）をいい、収納機関に納付された国税は、「国税

収納金整理資金」として巳本銀行において集中管理されます。
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2 還付金事務の概要

還付金事務とは、「納税者の国に対する債権である還付金及び過誤納金の支払に関する事務」のこと

である。

還付金を大別すると、所得税法その他の個別税法に規定する還付金と国税通則法に規定する過誤

納金とがあり、これらを総称して「還付金等」という。

なお、過誤納金は、納付のときには正当な納付額であったけれども、後に課税処分の取消し等に

より納付すべき金額が減少した結果、超過納付となった「過納金」と、納付すべき税額がないのに

納付した又は納付すべき税額を超えて納付したという「誤納金」に分類される。

還付金の支払は、①金融機関（銀行、ゆうちょ銀行等）の預貯金口座への振込払い、②郵便局窓

口送金払いの二つの支払方法がある。

また、管理運営部門では、毎月の支払について「国税収納金整理資金支払命令済額報告書」とい

う報告書を作成するとともに、会計検査院の検査を受けるため、「国税収納金整理資金支払命令済

額計算書」という書類を作成する。

【還付金事務の主な概要】

く金融機関（銀行、ゆうちょ銀行等）口座振込払い＞

預金口座
貯金口座

還付金を振込◄..—..—······-•••••ー••• • • •一..-—•“ 言］
納税者

①還付申告書 1 国）振込通知書

⑥小切手
国庫金振込明細票

②未納調査
③所在確認等調査
④支払決議書等の作成

⑦領収証書

（小切手振出済通知書）

振込先銀行、ゆうちょ銀行等

「口芯Ill票

日本銀行
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＜郵便局窓口送金払いの場合＞

納税者
郵便局

①還付申告書

．
 

現金を交付

送金通知書提出

l⑤送金通知書
⑥小切手、国庵金送金請求書
送金明細票、送金案内書
送金決済票

送金案内書
送金決済票

②未納調査
③所在確認等調査
④支払決議書等の作成

⑦領収証書

（小切手振出済通知書）

冒

日本銀行

① 還付申告書

納税者が、還付を受けるために提出する申告書をいう。

② 未納調査

管理運営部門において、還付申告書を提出した納税者の還付データが連絡 (KSK課税シス

テムからの連絡又は連絡せんなどの原資料の回付）されると、その納税者について未納の国税

がないかを調査する。

未納の国税がある場合は、還付金を充当（委託納付）する。

③ 所在確認等調査

納税者（債権者）の住所・氏名、支払科目、 支払の方法等の事項を調査する。

④ 支払決議書等の作成

所在確認等調査の結果、適正であると認めたときは、支払決議書等を作成し支払決定する。

※ 還付金の支払又は充当までの期間に応じ、還付加算金を計算して併せて支払決定する。

⑤ 振込通知書（送金通知書）

預貯金口座に振込した場合は、振込通知書を送付する。

郵便局の窓口払いの場合は、送金通知書を送付する。

⑥ 小切手等

支払決定日において、日本銀行代理店（取引店）に対し、日本銀行代理店宛の小切手、日本

銀行に対する国庫金振込（送金）請求書及び納税者各人別の振込口座（送金先）を指定した国

庫金振込（送金）明細票等を交付する。

⑦ 領収証書（小切手振出済通知書）

日本銀行代理店（取引店）より、交付した小切手に係る小切手振出済通知書を受領する。
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【申告書の収受から還付金の支払までの流れ】

[KS K債権管理システムによる還付金処理］ ［手作業による還付金処理］

↓ 
還付申告事績入力

(KS K課税システム）

↓ 

申告書の受理

I 
＿

▼

 

申告書等原資料

▼
 

還付金データ

（システム連絡）
申告書等原資料の受領

. I 

（還付金口座自動作成）

↓ 

▼
 

①
 

イメージ照合リスト等

の出力と照合

↓ 
② | 補完・訂正

↓ 

r-······~ 手作業処理 r・・・・・・i 

↓ 

i I 未納調査 I i 
↓ 

! I 支払決議書の作成 I l 
:..................”••一•・..... •••.. ...... .............................. 

③④⑤ | 

蜘 I

審査・確認・結果入力

↓ 
支払竺定処理

↓ 
⑧ |支払決議書等の作成（出力）

↓ 

審査・確認

l·-…•i ks kシステム内でi
： 

l未納調査 I ~............................. • 

⑨ | 総括決議書の作成・決裁

↓ 
⑩ | 

（振込通知・送金通知）

納税者

還付金の支払
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① イメージ照合リスト等の出力と照合

KSKシステムにおける事務処理では、担当者はシステム連絡されたデータ（「還付金照合

リスト」と「申告書データ」両方の内容を一覧できる「イメージ照合リスト」）を帳票出力し

て、還付申告の内容と還付金データの内容とを個別に照合する。

なお、電子申告による還付申告の場合は、還付金イメージ照合リスト（電子）の照合結果を

確認する（以下③、④においても同様）。

※ 申告所得税及復興特別所得税、法人税及び消費税以外の税目は、「イメージ照合リスト」の帳票出力がで

きないため、申告書等の原資料と「還付金照合リスト」とを照合することになる。

② 補完・訂正

照合した結果、支払先金融機関や郵便局名など訂正、補完が必要なものについては、 KSK

システムヘ補完入力する。

⑧ 審査

審査担当者は、「還付金照合リスト」と「イメージ照合リスト」等の審査を行う。

④ 統括官等による確認

統括官等は、「還付金照合リスト」と「イメージ照合リスト」等を確認し、審査を行う。

⑤ 監査入力

統括官等は、 KSKシステムヘ監査入力を行う。

⑥ 支払決定抽出処理

統括官等が支払決定抽出処理をすると、 KSKシステムにより監査入力したものの中から、

支払可能な還付金のデータを抽出して、支払決定に必要な処理を行う。

※ 支払決定抽出処理によりKSKシステムは還付対象者等の未納の有無を確認する。

⑦ 支払決定日処理

統括官等は、支払決定抽出処理をしたものの中から充当等を行った後、支払決定金額の確定

を行う。

⑧ 支払決議書等の作成

担当者は、 KSKシステムにより支払決議書等を作成する。

⑨ 総括決議書の作成

代行機関等の補助者は1回の支払ごとに、還付金等の発生、充当、支払命令の額を集計した

「総括決議書」を作成して、支払命令官の決裁を受ける。

⑩ 支払

支払方法の態様に応じて、預貯金口座への振込払い又は郵便局窓口送金払いの方法で、還付

金を支払う。
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滞納整理事務において留意すべき事項

大阪国税局

徴収部 徴収課



r 

～滞納整理要領～

ー



〇 滞納者個々の実情を踏まえた滞 理

滞納処分は、滞納となった国税を早期かつ確実に徴収するための一連

の強制的な執行手続であることから、証拠書類の収集と保全を行うなど

事実関係を正確に把握し法令及び滞納整理手順を遵守するとともに、滞

納者個々の実情を踏まえた滞納整理を実施する。

※ （「令和 6事務年度徴収事務実施要領」抜粋）
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〇 滞納整理を行う際の具体的なポイント

1 滞納者等の概況等の把握

2 財産調査・差押え等

3 公売

4 国際徴収

5 納税緩和措置の適切な適用

6 滞納処分の停止等
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〇 滞納整理を行う際の具体的なポイント

1 滞納者の概況等の把握

(1) 接触前

これまでの経緯、処分状況等を確実に把握するほか、署内調査等により

処理方針を検討

(2) 滞納者との面接

誠実な納付意思の有無を確認するとともに、個々の実情を十分把握する

ことが必要

(3) 
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〇 滞納整理を行う際の具体的なポイント

2 財産調査・差押え等

(1) 財産調査

滞納者の

し財産を把i扁

一ィ
させるため、あらゆる調査手法を駆使
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〇 滞納整理を行う際の具体的なポイント

2 財産調査・差押え等

(2) 差押え・捜索

イ差押え

厳正な対応が必要であると判断した事案については、

差押えを実施

ロ捜索

公表財産のみでは、処理の進展が見込めない事案については、必要に

応じて捜索を実施
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〇 滞納整理を行う際の具体的なポイント

3 公売

・ 差押財産等の公売は、期限内に納税した納税者との公平性を確保する観

点から、換価事務提要及び徴収事務提要により適切に実施

・ 「換価執行制度」を活用するなど、換価権がない事案であっても、徴収

方途の有無を検討
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〇 滞納整理を行う際の具体的なポイント

4 国際徴収

． 滞納者からの聴取、署内調査など、滞納整理の過程において、積極的に
国外財産等の情報を収集

と接触する場合は 一 や国外財産等を把握するほか、

国外財産等の資料の写しを徴取

・ インターネットを活用した情報収集の実施

． 
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0 滞納整理を行う際の具体的なポイント

5 納税緩和措置の適切な適用

(1) 分割納付等の申出への対応

納税者個々の実情を把握した上で、法令に規定する要件に該当する場合

は、納税の猶予等を適用

(2) 猶予事務の適切な実施

納税者から猶予の申請書が提出された場合は、徴収事務提要及び猶予通

達等に基づき適切に処理

，
 



〇 滞納整理を行う際の具体的なポイント

6 滞納処分の停止等

(1) 停止相当事案の管理

統括官等が選定した停止相当事案について、徴収システム等を使用し、適

切に管理

(2) 「滞納処分の停止適否点検表」の活用

計画的かつ確実な補完調査を実施

(3) 滞納処分の停止に関する審理等

滞納処分の停止処理に当たっては、金額基準に従って審理を実施
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～厳正 ・的確な事務処理の確保～

百
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～厳正 ・的確な事務処理の確保～

〇 滞納処分票の適切な管理等

〇 不適切な事務処理等の防

〇 滞納者との応接に当たっての留意点

〇 滞納整理における立会し

12 



〇 滞納処分票の適切な管理等

1 滞納処分票の編てつ

2 滞納処分票の取扱い

3 滞納処分票の存否確認

4 滞納処分票の保管及び管理

5 仮処分票の保管及び管理等

13 



〇 滞納処分票の適切な管理等

1 滞納処分票の編てつ

滞納処分票については 一 を活用し、適切に編てつ

※ 滞納処分票には、真に必要な書類のみを編てつすることとし、特に、

交付・収集した書類については、日付．相手方が明らかとなるよう配意
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〇 滞納処分票の適切な管理等

2 滞納処分票の取扱い

(1) 滞納処分票の取扱い

滞納処分票編てつ用ファイルに編てつし、汚損、破損、紛失等のないよ

う、適切に管理・保管

(2) 完結処分票の取扱い

滞納事案が完結した場合において、当該事案の滞納処分票があるときは、

滞納整理中の滞納処分票等と明確に区分し、完結処分票として管理

15 



〇 滞納整理を行う際の具体的なポイント

3 滞納処分票の存否確認

(1) 実施時期

各事務年度の 6月中

(2) 実施方法

事案担当者以外の 2名以上の職員が、滞納者一覧表と滞納処分票を

如ム
ブロ

(3) 引継事項

上記(2)で使用した滞納者一覧表の後任者への引継ぎ
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〇 滞納整理を行う際の具沐的なポイント

4 滞納処分票の保管及び管理

滞納処分票は、原則として耐火書庫に保管

なお、次に掲げる滞納処分票については、それぞれ別途収蔵した上で保管

(1) 完結処分票

完結した会計年度ごとに保存期間別に編てつし、耐火書庫に収蔵

(2) 滞納処分票（停止処分票）

停止した会計年度ごとに耐火書庫に収蔵

17 



〇 滞納処分票の適切な管理等

5 仮処分票の保管及び管理等

(1) 仮処分票の作成

督促状送付前に納付相談を受けた事案について、各種文書を受領、作成

した時は、仮処分票を作成

(2) 仮処分票の管理

仮処分票を作成した事案について、定期事案設定を行う前に納付すべき

国税が収納等により完納となった場合は、仮処分票を完結処分票として管理

18 



〇 不適切な事務処理等の防止

1 法令で差押えが禁止されている各種給付金等の取扱い

2 
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〇 不適切な事務処理等の防止

1 法令で差押えが禁止されている各種給付金等の取扱い

児童手当などの法令で差押えが禁止されている各種給付金について、その

支給を受ける権利等の差押えは禁止
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〇 不適切な事務処理等の防止

2
 

よう留意

の具体例】

． 
． 
． 
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〇 滞納者との応接に当たっての留意点

1 臨場時には、身分証明書を提示し、身分及び氏名を明らかにするとともに、

滞納者に面接したい旨通知

2 滞納者との応接は、目的をはっきりと伝え、礼儀正しく丁寧に

3 滞納者に伝えるべきことは確実に伝え、滞納者からの質問に対しては、責任

をもって回答

4 滞納者が不在の場合は、面接した者に来署依頼文書等を封をした上で滞納者

ヘ手渡すよう依頼

22 



〇 滞納整理における立会い

1 第三者の立会い

2 税理士法違反行為に関する情報の報告
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〇 滞納整理における立会い

1 第三者の立会い

(1) 滞納整理において、税務代理人以外の第三者の立会いがある場合には、

税務代理人であるかどうかを確認の上、第三者の立会いを厳に排除

(2) 税理士等であっても、 「税務代理権限証書」の提出が必要であることに

57l= 甲、壱、
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〇 滞納整理Iおける立会し

2 税理士法違反行為に関する情報の報告

税理士等又は、税理士等でない者の税理士法に違反するおそれがある行為

等を把握した場合には、 「税理士等情報せん」を作成し、 総務課長へ報告
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～補足～

26 



0 行政文書等の適切な管理

1 行政文書等の庁舎外への持ち出し

2 行政文書等の廃棄

3 行政文書等の誤発送・誤交付の防止
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〇 子政文書等の適切な管理

1 行政文書等の庁舎外への持ち出し

行政文書等の庁舎外への持ち出しには、事前に徴収システムから出力した

「臨場予定表」又は「持ち出し整理票」に必要事項を記入し、行政文書等を

持ち出し専用ファイルに編てつの上、許可者（統括官等）の許可が必要

► 証票の持ち出し及び持ち帰り時には、許可者（統括官等）の現物確認が必要
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0 行政文書等の適切な管理

2 行政文書等の廃棄

(1) 保存期間が満了する行政文書を廃棄する場合には、局総務課から別途連

絡する指示に基づき廃棄を実施

► 当該指示があるまでの間は、廃棄しないよう留意

(2) 保存期間が 1年未満の行政文書等は、廃棄すべき文書を各人別の廃棄専

用ファイルにより管理

► 統括官が確認の上、シュレッダー
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0 行政文書等の適切な管理

3 行政文書等の誤発送・誤交付の防止

(1) 出力時

・ 資料等をプリンタから出力する都度、自らが出力した帳票かどうか現

物確認を実施

・ 出力した書類を長時間放置せず、確実に回収

(2) 発送時

• 他の書類が混入しないよう整理整頓された専用スペースで作業

・ 文書の宛名等を複数の職員で確認

• 発送文書全件について、発送簿に記録
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0 行政文書等の適切な管理

3 行政文書等の誤発送・誤交付の防止

(3) 交付時

・ 複数の職員により書類の宛名を確認し、納税者等の本人確認をした上

で交付

・ 交付する書類をクリアファイルに入れて管理するなど、他の書類等の

混入を防止
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大 分 類共通（研修関係）

中 分 類講習、研修関係書類

名称（小分類）研 修 資 料

保存期間（満了日） 会3年（令和 10年3月末）

|こ収］斗務新第任者：Jf修]|

令和 6 年 8 月 6 日

差押調書等の記載方法

大阪国税局

徴収部 徴収課



1 差押え

(1) 差押えの意義

滞納処分による差押えは、徴収職員が滞納者の特定の財産について法律上の処分（売買、贈与等）

又は事実上の処分（き損・廃棄等）を禁止し、国が換価できる状態におく強制的な処分である。

(2) 差押えの性質

① 差押えは、徴収職員が行う強制的な行為であるため、滞納者の同意は不要

② 差押財産を保管中に、天災その他の不可抗力により、その財産が滅失し、亡失し、又はき損

したときは、その損害はすべて滞納者が負担（徴基通 60-5) 

③ 納税の猶予等を行った場合において、担保としての機能を持つ（通46⑥、徴152)。

(3) 差押えの要件

督促状を発した日から起算して10日を経過した日又は繰J:.請求により指定された納期限までに、

国税を完納しないとき（徴47①ー、二）。

なお、督促を受けた滞納者について、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに繰

上請求の事由（通38①)が生じた場合には、直ちに差押えができる（徴47②)。

(4) 差押対象財産の要件

① 財産が国税徴収法の施行地域内にあること（徴某通47-6) 

② 財産が差押え時に滞納者に帰属していること（徴基通47-5) 

③ 財産が金銭的価値を有すること（徴基通47-7) 

④ 財産が譲渡又は取立てができるものであること（徴基通47-8) 

⑤ 財産が差押禁止財産でないこと（徴 75~78)

(5) 差押禁止財産の種類

差押禁止財産 一般の差押禁止財産（徴 75)

その他の差押禁止財産 給与の差押禁止（徴76)

社会保険制度に基づく給付の差押禁止（徴77)

条件付差押禁止財産 （徴 78)



※ なお、国税徴収法に規定する財産以外の財産であっても、他の法令により差押えが禁止され

ているものがあるため、注意が必要である。

(6) 差押財産の選択

差押財産の選択は、徴収職員の裁鼠に委ねられている。

しかしながら、差押えは、滞納者及び第三者の権利に重大な影響を及ぼすことから、差押財産

の選択に当たっては、次の事項に十分に留意する必要がある（徴基通47-17)。

① 第三者の権利を害することが少ない財産であること

② 滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える支障が少ない財産であること

③ 換価が容易な財産であること

④ 保管又は引揚げに便利な財産であること

イ 超過差押えの禁止（徴48①)

国税を徴収するために必要な財産以外の財産は差し押さえることができない。ただし、差押財

産が不可分物である場合には、その財産の価額が差押えに係る国税の額を超過する場合であって

も、その差押えは違法とはならない。

なお、不可分物とは、おおむね次に掲げるものをいう（徴基通48-3)。

① 物の性状から分割することができないもの（例： 1つの絵画、 宝石）

② 分割することはできるが、分割することにより物の経済的価値を著しく害する

もの（例： 1棟の家屋）

③ 法律上分割して売却することができないもの（例：工場財団の組成物件）

口 無益な差押えの禁止（徴48②)

差し押さえることができる財産の価額が、その差押えに係る滞納処分費及び徴収すべき国税に

先立つ他の国税、地方税、その他の債権の金額の合計額を超える見込みがないときは、その財産

は差し押さえることができない。

なお、これに反して行われた無益な差押えは、超過差押えの場合と同様に、取消しの原因とな

ることがある。
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(7) 徴収法上の財産の区分

民法上の動産のうち、登記 （登録）された船舶、航空機、 自動車及び建

設機械を除いたもの

差

押

対

象

財

産

財産権を表彰する証券で、その権利の行使又は移転が証券をもってされる

もの

金銭又は財産の給付を目的とする請求権（例：売掛金、銀行預金、郵便

貯金、消費貸借による債権、俸給、給料）

民法上の不動産のほか、登記（登録）された船舶、航空機、 自動車、建設

機械等

上記の財産以外の財産 （例：特許権、著作権、電話加入権、信用金庫持分

等）

2 差押えの手続及び効力

(1) 各種財産に共通する差押手続

イ 差押調書の作成

徴収職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、差押調書を作成し、これに署名押印（記名

押印を含む。）しなければならない（徴54、徴令21)。

ロ 滞納者への差押えの通知

徴収職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、次の差押財産の区分により差押調書謄本又

は差押書を交付又は送達しなければならない。

① 動産又は有価証券

差押調書謄本を交付する差押財産 ② 債権

（徴54) ③ 第三債務者等のある無体財産権等

④ 振替社債等

① 不動産

差押書を交付する差押財産 ② 登記（登録）された船舶及び航空機

（徴68①、 70①、 71①、 72①) ③ 登録を受けた自動車及び建設機械

④ 第三債務者等のない無体財産権等
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ハ 質権者等への差押えの通知

税務署長は、次に掲げる財産を差し押さえたときは、それぞれの権利者等のうち知れている者

に対し、差押えをした旨の通知をしなければならない（徴55)。

差 押 財 産 通知の相手

質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権、

その他の第三者の権利（担保のための仮登記に 権利を有する者

係る権利を除く。）の目的となっている財産

仮登記がある財産 仮登記の権利者

仮差押え又は仮処分がされている財産
仮差押え又は仮処分をした保全執行

裁判所又は執行官

(2) 差押えの一般的効力

イ 処分禁止の効力

差押えは、その差押財産について、法律上の処分（売買、贈与等）又は事実上の処分（き損・

廃棄等）で国税を徴収するのに不利益となる処分を禁止する効力がある（徴基通47-51)。

口 時効の完成猶予及び更新の効力

差押えは、徴収権の消滅時効の完成猶予の効力がある（通72③、民148①-、徴基通47-55)。

この時効の完成猶予の効力は、差押えを解除するまで継続し、解除した時から新たに時効が進行

する。

差押財産を換価した場合 換価に基づく配当が終了した時

差押財産が滅失した場合 滅失した時

差押えを解除した場合 解除した時

ハ 相続等があった場合の効力

滞納処分執行後に、滞納者が死亡又は滞納者である法人が合併により消滅したときは、その財

産につき滞納処分を続行することができる ー（徴13虹））。

二従物に対する効力

主物（例：建物）を差し押さえた場合には、従物（例：畳、建具）に対しても差押えの効力が

及ぶ（民87②)。
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ホ果実に対する効力

天然果実に対する効力
差押えの効力は、差押財産から生ずる天然果実（民88①)、例：乳牛を

差し押さえた場合の牛乳）にも及ぶ（徴52①)。

差押えの効力は、差押財産から生ずる法定果実（民88⑫)、例：賃貸物

法定果実に対する効力
件を差し押さえた場合の賃料）には及ばない（徴52②)。

※ ただし、債権を差し押さえた場合における差押後の利息には差押え

の効力が及ぶ（徴52②ただし書）。

ヘ保険金に対する効力

差押財産が損害保険に付され、又は共済の目的となっているときは、その差押えの効力は、保

険金又は共済金の支払を受ける権利に及ぶ（徴53①)。ただし、財産を差し押さえた旨を保険者

又は共済事業者に通知しなければ、その差押えをもってこれらの者に対抗することができない

（徴53①ただし書）。

(3) 財産の種類と差押手続等

差 押 手 続

財産の種類 差押調書 滞納者へ
差押えの効力

差押えの方法
権利者

の作成 の通知 への通知
発生時期

動産
① 占有（徴56①)

有価証券
② 封印などの表示

差押調書謄本の ① 占有時（徴56②)

（徴60②)
交付（徴54-) ② 表示時（徴60②)

0 第三債務者に対 〇 債権差押通知書が

債 権 する債権差押通知
差押調書謄本の

書の送達（徴62①)
交付（徴54二）

送達された時（徴62

③) 

①差押書の送達
いずれの

① 差押書が送達され

不動産等 （徴68①)
いずれの 差押書の送達 場合でも

た時（徴68②)

② 登記（徴68③)
場合でも （徴68①) 差押財産

② ①より前に差押え

差押調書 上の権利
の登記がされた場合

第三債務者
の作成が 関係人に

は、その時（徴68④)

等のない
0 差押書の送達 必要 差押書の送達 差押えの 〇 差押書が送達され

無体財産権
（徴72①) （徴54) （徴72①) 通知が必 た時（徴72②)

第三債務者 0 第三債務者等に
要（徴55)

等のある 対する差押通知書
差押調書謄本の 〇 差押通知書が送達

無体財産権 の送達（徴73①)
交付（徴54三） された時（徴73②)

0 発行者及び振替

振替社債等
機関等に対する差 差押調書謄本の

〇 差押通知書が送達

押通知書の 送達 交付（徴54三）
された時（徴73の2

（徴73の2①)
③) 
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法令名（差押えの禁止について規定する条項）

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（第36条）

恩給法（第11条第3項）

介護保険法（第25条）

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する

法律（第7条により警察官の職務に協力援助した者の災

害給付に関する法律第10条を準用）

確定給付企業年金法（第34条第1項）

確定拠出年金法（第32条第1項、第73条）

他の法令により差押えが禁止されている財産

差押えが禁止される財産 □--94  9---| 
副作用救済給付又は感染救済給付（第15条第1項、第16条、第20条）を受ける権利

恩給（第45条から第46条の2まで、第60条、第63条、第73条、第74条、第74条の2、第81条、第82条）を

受ける権利（増加恩給と併給するものを除いた普通恩給及び一時恩給を受ける権利を除く。）

介護給付（第40条から第42条の3まで、第44条から第49条まで、第51条から第51条の3まで）、予防給

付（第52条から第54条の4まで、第56条から第61条の4まで）又は市町村特別給付（第62条）を受ける権利

療養給付、疾病給付、障害給付、介護給付、遺族給付、葬祭給付又は休業給付（第5条）を受ける権利

障害給付金（第43条）の受給権

障害給付金（第37条）の受給権

（旧）簡易生命保険法（第81条） （郵政民営化法等の 被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金、被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める

I施行に伴う関係法律の整備に関する法律（附則第16条） 期間継続したことにより支払う場合の保険金、第76条≪保険金支払等の特例≫第1項及び第2項の規定
により、法施行時に契約を締結しているものに限る。） により支払う場合の保険金又は特約に係る保険金（被保険者の生存中にその保険期間又は保険約款の

定める期間が満了したことにより支払うものを除く。）

！ 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関 拉致被害者等給付金又は滞在援助金（第5条）の支給を受ける権利

する法律（第12条）

--」



「―云名（差押えの禁止について規定する条項）

1 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特

1別措置法（第16条の2第1項、第3項）

1 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法

I（第14条により雇用対策法第21条を準用）

他の法令により差押えが禁止されている財産

差押えが禁止される財産 ---—·- I 
給付（第3条、第4条、第7条の2、第7条の3)を受ける権利（旧国家公務員共済組合法に規定する退職

年金、退職一時金に相当するものを受ける権利を除く。）

職業転換給付金（第13条）の支給を受ける権利（事業主に係るものを除く。）

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する 療養給付、疾病給付、障害給付、介護給付、遺族給付、葬祭給付又は、休業給付（第2条、第5条）を受

法律（第10条） 1ける権利

刑事補償法（第22条）

健康保険法（第61条）

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（第45

条）

原子力損害の賠償に関する法律（第9条第3項、第11

I条）

不当な刑の執行又は抑留、拘禁に対する補償の請求権（第1条）及び補償払渡しの請求権（第20条）

保険給付（第63条、第85条から第88条まで、第97条、第99条から第102条まで、第110条から第115条の

12まで）を受ける権利

医療費（第17条）、一般疾病医療費（第18条）、医療特別手当（第24条）、特別手当（第25条）、原子爆弾小

頭症手当（第26条）、健康管理手当（第27条）、保険手当（第28条）、介護手当（第31条）、葬祭料（第32条）又

は特別葬祭給付金（第33条）の支給を受ける権利及び第34条《特別葬祭給付金の額又は記名国債の交付》

iに規定する国債

原子力損害賠償責任保険契約（第8条）の保険金請求権（第9条第1項、第2項）又は原子力損害賠償

補償契約（第10条）に基づく補償金（第11条）



他の法令により差押えが禁止されている財産

法令名（差押えの禁止について規定する条項） i 差押えが禁止される財産

I ・----- --·—―•「- - - • -- ------- ・--―| 
」.. - • • 

公害健康被害の補償等に関する法律（第16条） i 療養（第19条）、療養費（第24条）、障害補償費（第25条）、遺族補償費（第29条）、遺族補償一時金（第

I35条）、児童補償手当（第39条）、療養手当（第40条）又は葬祭料（第41条）の支給を受ける権利 l 

厚生年金保険法（第41条第1項） ： 障害厚生年金（第47条）、障害手当金（第55条）、又は遺族厚生年金（第58条）に係る保険給付を受ける
！権利

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の 療養補償、休業補償、疾病補償、障害補償、介護補償、遺族補償又は葬祭補償（第2条、第3条）を受

1公務災害補償に関する法律（第8条第2項） ける権利

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校！ 就学支援金（第7条）の支給を受ける権利

等就学支援金の支給に関する法律（第12条）

高齢者の医療の確保に関する法律（第62条）

［ 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措

置法（第8条）

国民健康保険法（第67条）

療養の給付（第64条）、又は入院時食事療養費（第74条）、入院時生活療養費（第75条）、保険外併用療

養黄（第76条）、療養費（第77条）、訪問看護療養費（第78条）、特別療養費（第82条）、移送黄（第83条）、

i高額療養費（第84条）、高額介護合算療養費（第85条）、又は後期高齢者医療広域連合の条例で定めると

iころにより行う給付（第86条）を受ける権利

訓練待期手当、就職促進手当、技能習得手当、移転費、自営支度金、再就職奨励金又は雇用奨励金 I
（第7条）の支給を受ける権利（事業主に係るものを除く。）

保険給付（第36条、第52条から第54条の2まで、第54条の3、第54条の4、第57条の2、第58条）を受け

る権利



I― 法令名（差押えの禁止について規定する条項）

国民年金法（第24条）

他の法令により差押えが禁止されている財産

差押えが禁止される財産

障害基礎年金（第30条）、遺族基礎年金（第37条）、付加年金（第43条）、寡婦年金（第49条）又は死亡一

1時金（第52条の2)の給付を受ける権利

i （旧）国会議員互助年金法（第6条第2項）（国会議 公務傷病年金（第10条）、遺族扶助年金（第19条）又は遺族一時金（第19条の3)を受ける権利

員互助年金法を廃止する法律（附則第2条第1項）によ

り、同法施行前に権利を有する者は従来の例による。） 1 

1 国家公務員共済組合法（第49条）

1 国家公務員災害補償法（第7条第2項）

子ども・子育て支援法（第17条）

雇用対策法（第21条）

雇用保険法（第11条）

1 給付（第41条、第51条、第72条）を受ける権利（退職共済年金又は休業手当金を受ける権利を除く。）

1 （第54条、第55条の2から第57条の4まで、第60条の2から第63条まで、第66条、第67条、第68条の2、第

168条の3、第70条、第71条、第81条、第87条の5、第88条）

I 療養補償（第10条）、休業補償（第12条）、疾病補償年金（第12条の2)、障害補償（第13条）、介護補償
i（第14条の2)、遺族補償（第15条）、遺族補償年金（第16条）、遺族補償一時金（第17条の4)又は葬祭補

償（第18条）を受ける権利

子どものための教育・保育給付を受ける権利

職業転換給付金（第18条）の支給を受ける権利（事業主に係るものを除く。）

失業等給付を受ける権利（第10条、第13条、第36条、第37条から第38条まで、第43条、第56条の2、第

58条、第59条、第60条の2、第61条、第61条の2、第61条の4、第61条の6、第61条の7)

I 



法令名（差押えの禁止について規定する条項）

災害弔慰金の支給等に関する法律（第5条の2及び

第9条）

砂防法（第37条第2項）

自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律（第

3条第1項、第2項）

自動車損害賠償保障法（第18条、第74条）

児童手当法（第15条）

児童福祉法（第57条の5第2項、第3項）

1 児童扶養手当法（第24条）

L __ _ 

他の法令により差押えが禁止されている財産

... ~ • ~ ~ 

差押えが禁止される財産 I 
災害弔慰金（第3条）、災害障害見舞金（第8条）の支給を受けた金銭 I 

保証金（第37条第1項）の返還請求権

自然災害義援金の交付を受ける権利及び交付を受けた金銭

保険会社に対する損害賠償額（第16条第1項）若しくは仮渡金（第17条第1項）又は政府に対する損害 ！

賠償額（第72条第1項）の請求権

児童手当（第4条）の支給を受ける権利

療育の給付（第20条）、又は障害児通所給付費（第21条の5の3)、特例障害児通所給付費（第21条の5

の4)、高額障害児通所給付費（第21条の5の12)、肢体不自由児通所医療費（第21条の5の28)、障害児

相談支援給付費（第24条の26)、特例障害児相談支援給付費（第24条の27)、障害児入所給付費（第24条

の2)、高額障害児入所給付費（第24条の6)、特定入所障害児食費等給付費（第24条の7)、障害児入所 i

医療費（第24条の20)の支給を受ける権利又は支給金品（既に支給を受けたものであるとないとに関わら

ない。）

児童扶養手当（第4条）の支給を受ける権利



他の法令により差押えが禁止されている財産

9----- ---—--- - ---
法令名（差押えの禁止について規定する条項） I 差押えが禁止される財産

•ー· ー・・ ・ ●ム一、一一~ ~ ~ ．｀ぷ•.,. - - • •一ー ・ ー ・--- *ーー・疇しーー ・ •一

障害者自立支援法（第13条） 自立支援給付を受ける権利（第6条、第28条から第30条まで、第34条、第35条、第52条、第70条、第71

l条、第76条）

証人等の被害についての給付に関する法律（第10 療養給付、疾病給付、障害給付、介護給付、遺族給付、葬祭給付又は休業給付（第3条、第5条）を受

I条） ける権利

1 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法 消防団員等公務災害補償（第1条）を受ける権利

律（第55条）

I 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済 I医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、遺族年金又は遺族一時金並びに葬祭料（第3条、
！等に関する特別措置法（第8条） 第4条）の給付を受ける権利

1 じん肺法（第37条） I 転換手当（第22条）の支払を受ける権利

生活保護法（第58条） 生活扶助（第31条）、教育扶助（第32条）、住宅扶助（第33条）、医療扶助（第34条）、介護扶助（第34条

の2)、出産扶助（第35条）、生業扶助（第36条）若しくは葬祭扶助（第37条）により給付を受けた保護金品

又はこれを受ける権利

石炭鉱業年金基金法（第20条により厚生年金保険法 坑内員等の死亡を支給理由とする一時金たる給付

1第41条第1項を準用）

船員の雇用の促進に関する特別措置法（第4条） 就職促進給付金（第3条）の支給を受ける権利（事業主に係るものを除く。）



法令名（差押えの禁止について規定する条項）

船員法（第115条）

船員保険法（第51条）

戦傷病者戦没者遺族等援護法（第47条）

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法（第9条）

1 戦傷病者特別援護法（第26条）

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法（第11

条）

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法（第9条）

他の法令により差押えが禁止されている財産

差押えが禁止される財産 ――-・.＾・―I
失業手当（第45条）、雇止手当（第46条）、送還の費用（第48条）、送還手当（第49条）又は災害補償（第89条 i

から第94条まで）を受ける権利

給料その他の報酬と失業手当、送還手当、傷病手当又は行方不明手当をともに支払うべき期間につい

ての給料その他の報酬を受ける権利のうち、これらの手当の額に相当する部分に関するもの（第114条）

保険給付（第29条、第53条、第61条から第65条まで、第68条、第69条、第72条から74条まで、第76条、

第78条から第81条まで、第83条から第85条まで、第87条、第91条から第93条まで、第97条、第101条、第

102条）を受ける権利

障害年金、障害一時金（第7条）、遺族年金、遺族給与金（第23条）又は弔慰金（第34条）を受ける権利

及び第37条《弔慰金の額及び記名国債の交付》に規定する国債

特別給付金を受ける権利（第3条）及び第4条第1項《特別給付金の額及び記名国債の交付》に規定す I
る国債

療養費（第17条）、療養手当（第18条）、葬祭費（第19条）、更生医療に要する費用（第20条）又は補装具

（購入又は修理に要する費用を含む。）（第21条）を受ける権利

特別弔慰金を受ける権利（第3条）及び第5条第1項《特別弔慰金の額及び記名国債の交付》に規定す

る国債

特別給付金を受ける権利（第3条）及び第4条第1項《特別給付金の額及び記名国債の交付》に規定す

る国債

J
 



[― 法令名（差押えの禁止について規定する条項）

1 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法（第11

条）

地方公務員災害補償法（第62条第2項）

地方公務員等共済組合法（第51条、第167条の3)

中小企業退職金共済法（第20条）

特別児童扶養手当等の支給に関する法律（第16条に

より児童扶養手当法第24条を準用）

I 独立行政法人日本医薬品医療機器総合機構法（第
36条第1項）

独立行政法人日本学生支援機構法（第17条の5)

他の法令により差押えが禁止されている財産

差押えが禁止される財産
’̀ •口 9,I

特別給付金を受ける権利（第3条）及び第5条第1項《特別給付金の額及び記名国債の交付》に規定す

る国債

療養補償（第26条）、休業補償（第28条）、疾病補償年金（第28条の2)、障害補償（第29条）、介護補償

（第30条の2)、遺族補償（第31条）、遺族補償年金（第32条）、遺族補償一時金（第36条）又は葬祭補償

（第42条）を受ける権利

給付（第42条、第53条、第74条）を受ける権利（退職共済年金又は休業手当金を受ける権利を除く。）

（第56条、第57条の3から第59条の4まで、第62条の2から第65条まで、第68条、第69条、第70条の2、第

170条の3、第72条、第73条、第84条、第96条、第99条）

共済給付金（第158条）を受ける権利（退職年金又は退職一時金を受ける権利を除く。） （第162条、第

163条、第163条の3)

退職金等（第10条）の支給を受ける権利（被共済者の退職金等の支給を受ける権利を除く。）

特別児童扶養手当（第3条）、障害児童福祉手当（第17条）又は特別障害者手当（第26条の2)の支給 I

を受ける権利

副作用救済給付（第16条）及び感染救済給付（第20条）を受ける権利

学資支給金（第17条の2)の支給を受ける権利



他の法令により差押えが禁止されている財産

l. --‘←  - - - - -“‘― - - - --

法令名（差押えの禁止について規定する条項） ［ 差押えが禁止される財産
- ---- ~--一こ—← - -―-- ----，｀—-、. _-- ----_--- ・一—· • • -----• 9 - - • • • - - -「
独立行政法人日本スポーツ振興センター法（第33条） I 災害共済給付（第16条）を受ける権利

独立行政法人農業者年金基金法（第26条） i 死亡一時金（第35条）の受給権

農業災害補償法（第89条） i 共済金（第84条）の支払を受ける権利

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等 犯罪被害者等給付金（第3条、第4条）の支給を受ける権利

の支援に関する法律（第17条）

i ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（第23条

第2項）

I ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等
！に関する法律（第8条）

援護として支給される金品（すでに支給を受けたものであるとないとに関わらない。）

補償金（第3条）の支給を受ける権利

東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関す 東日本大震災関連義援金（第3項）の交付を受ける権利及び交付を受けた金銭

る法律（第2項）

ーーー・ ユ — -- 9| 

引揚者給付金等支給法（第20条） 遺族給付金の支給を受ける権利（第8条）及び第11条《遺族給付金の額及び記名国債の交付》に規定

する国債

被災者生活再建支援法（第20条の2) 被災者生活再建支援金（第3条）の支給を受ける権利



他の法令により差押えが禁止されている財産

ロ名（差押えの禁止について規；五；項i--ロー一 差押えが禁止される財産
← - - -—ー I --

1 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する I子ども手当（第4条）の支給を受ける権利
1法律（第14条）

I 平成二十三年度における子ども手当の支給に関する 子ども手当（第4条）の支給を受ける権利
1特別措置法（第14条）

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置 仮払金（第5条）の支払を受ける権利

iに関する法律（第12条）

平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押 平成二十八年熊本地震災害関連義援金（第3項）の交付を受ける権利及び交付を受けた金銭

1禁止等関する法律（第1項及び第2項）

i 平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等 平成三十年特定災害関連義援金（第3項）の交付を受ける権利及び交付を受けた金銭

Iに関する法律（第1項及び第2項）

平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する 弔慰金等（第9条）の支給を受ける権利

弔慰金等の支給に関する法律（第16条）

母子保健法（第24条） 第20条《養育医療》の規定により金品の支給を受ける権利

未帰還者に関する特別措置法（第11条） 弔慰料（第3条）の支給を受ける権利



他の法令により差押えが禁止されている財産

法令名（差押えの禁止について規定する条項） 差押えが禁止される財産
--•一／］

未帰還者留守家族等援護法（第31条） 留守家族手当（第5条）、帰郷旅費（第15条）、葬祭料（第16条）、遺骨引取経黄（第17条）又は障害一時

金（第26条）を受ける権利

予防接種法（第16条） 医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金又は葬祭料（第12条）の給付を受ける権

利

（旧）らい予防法の廃止に関する法律（第10条第2項） 入所者の親族等の生活を援護（第6条）するため、支給された金品又はこれを受ける権利

（ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（附則第3

条）により同法施行前の援護については従来の例によ

る。）

1 令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止 令和二年七月豪雨災害関連義援金（第3項）の交付を受ける権利及び交付を受けた金銭

等に関する法律（第1項及び第2項）

， 令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金に係る差

1押禁止等に関する法律（第1項及び第2項）

令和四年度電カ・ガス・食料品等価格高騰緊急支援

給付金に係る差押禁止等に関する法律（第2条）

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給

付金の支給に関する法律（第23条）

令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金の支給を受ける権利

令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金として支給を受けた金銭その他の財産

令和四年度電カ・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給を受ける権利

令和四年度電カ・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金として給付を受けた金銭

療養給付金（第7条）、休業給付金（第8条）、障害給付金（第9条）、遺族給付金（第10条）、葬祭給付金

（第13条）、打切給付金（第14条）、特別障害給付金（第14条の3)、特別遺族給付金（第14条の4)又は特I
別打切給付金（第14条の5)の支給を受ける権利 ＇ 

J 



他の法令により差押えが禁止されている財産

1 法令名（差押ーえの禁止について規定する条項:__ : ------―― ー一 差押えが禁止される財産 _ | 
~,.~.~ ~ • ・ • ~ ー· -

1 労働基準法（第83条第2項） 療養補償（第75条）、休業補償（第76条）、障害補償（第77条）、遺族補償（第79条）、葬祭料（第80条）、

打切補償（第81条）又は分割補償（第82条）を受ける権利

労働者災害補償保険法（第12条の5第2項）

！
 
!
 

療養補償給付（第13条）、休業補償給付（第14条）、障害補償給付（第15条）、遺族補償給付（第16条）、

葬祭料（第17条）、傷病補償年金（第18条）、介護補償給付（第19条の2)、療養給付（第22条）、休業給付

（第22条の2)、障害給付（第22条の3)、遺族給付（第22条の4)、葬祭給付（第22条の5)、傷病年金（第23

条）、介護給付（第24条）又は二次健康診断等給付（第26条）を受ける権利



〔3-2-02 差押調書 （債権用） 普通預金の場合〕

（

債

権

用

）

屯ご芸書 効力発生日時 管理書類及び添付の有無

整 第三債務者受領署名・＠ 差押調書（債権用）
交付送達 尋さ0年3月 7日 押戸又は送達記録）吝 平成 20 年 8 月 7 日

理 IO時 00分無

大 版税務署
欄 有
郵便送達 年時～月時日 門便物配達証明P 無 財務事務官 徴杞木郎 固

下記の滞納国税・地方消費税及び滞納処分費を徴収するため

下記の財産を差し押さえましたので、国税徴収法第54条の規定

により、この調害を作ります。

（::) 住（居）所 1 大版市十央こ天偽枯,-2-3 I 夏しま名ヽ I 甲 本 三 郎

年度 税 目 納期限 本 税 加算税延滞税利子税滞納処分費法定納期限等備考

滞納 平成18:g;;机 平成194 2 1,000,000 Pl - Pl法場によ了..Pl Pl法這による金額 Pl 平成194,2 

国 以下令白

塁

債務者 住（居）所 I大版市るこ南渥江 1丁目 2毒3号 夏は名ヽ I株式会社 東る飴け
差~

渇納者 (1責枝者）が1責務者 9こj寸して肯する下記骨通預合の払戻計求樟及び1食桂差押通知含が1責務者に到達した 8まて9の利、息
押
のよ払計求様。

財

産 記

、コ座為号 1234567 預全会顛 '・ ooo. 0001';1 

履行期限 1 平成 年 月 日 も税務署から請求があり次第即時

差押調書謄本（滞納者あて）を受領しました。 債権差押通知笞（第三偵務者あて）を受領しました。

平成 20年 8月 7日（印送） 対 易 t・ 留 ⑲ 平成 20年 8月 7日キ前,0時 00分（エよ店長） 全に 田 一 郎 ⑲ 

（連絡先 管理徴収慕2 部門 霞話 (06)1234 局 56 7 8 番 担当徴屯ネ郎 ） 

備 考 1 この差押えは、国税の納付がないときに国が滞納者の債権を取立て等ができる状態におく強制的な処分でありこれにより、

滞納者は、差押えを受けた債権を取り立てたり処分したりすることが禁止されます。

2 滞納者に対しては差押調書の謄本を交付します。また、第三債務者に対しては倍権差押通知書を送達します。

3 差押債権（金銭）を国が取り立てたときは、後日，税務署から「配当inM書J （取り立てた金銭を国税等に配当する旨を記載
した書類）を送付します

巳I I 
決裁

l 
署．長

副署長

総務課長

1月
特官・統括官

担 当

平
成

切
ー
ー
り
ー
ー
取

I
り
ー
ー
紐

年

（徴108H)

作成目的

この差押調書は、徴収法第54条第2号に掲げる債権を、徴収法第62条第1項の規定により差し押

さえた場合に作成する。

記載要領

年月日は、現地で差し押さえるときはその年月日を、署内で差押調書を作成するときは決裁をー

2

3

 

4

5

 

6
 

了した年月日を記載する。

「債務者」欄は、金融機関の本店所在地及び金融機関名称を記載する。

「差押財産」欄は、差し押さえる債権の金額（滞納金額にかかわらず、原則としてその全額と

する。）及び給付の内容等について、第三債務者が被差押債権を明確に認識できるよう具体的に

表示する。

「履行期限」欄は、「当税務署から請求があり次第即時」と記載する。

「差押調書謄本（滞納者あて）を受領しました。」欄のかっこ内は、滞納者と「差押調書（謄

本）」を受領した者との続柄又は関係を記載する（「差押調書（謄本）」を滞納者あて書留郵便な

どにより送付したときは、その旨記載する。）。

「債権差押通知書（第三債務者あて）を受領しました」欄は、かっこ内に「債権差押通知書」

を送達すべき第三債務者と「債権差押通知書」の受領者との続柄又は関係を記載する（「債権差



押通知書」を第三債務者あて配達証明郵便により送付したときは、その旨記載する。なお、配達

証明書は調書裏面にちょう付する。）。

7 整理欄には、送達方法、送達日時及び管理書類等の有無を記載する。

留意事項

郵便貯金の取立てに当たっては、「差押債権取立通知響」を送達することに留意する。

1 即時に取り立てる場合

貯金事務センターに対し、債権差押通知書と併せて「差押債権取立通知書」を送達する。

2 後日に取り立てる場合

取り立てる際に、貯金事務センターに「差押債権取立通知書」を送付する。

※ 「差押債権取立通知書」を送達してから、郵便貯金払戻証書が送付されるまで、おおむね1週

間程度要する。

【差押債権取立通知書】

平成年月 日

株式会社ゆうち ょ銀行

00貯金事務センター所長殿

00税務署長

財務事務官 00 00 

差押債権取立通知書

下記の差押債権について、固税徴収法第 67条第 1項の規定に基づき取り立てますの

で、 郵便貯金払戻証書の発行をお願いします。

1.差押年月 日

平成0年0月〇日

2.債権者（滞納者）

住所

氏名

3.差押但権

記

滞納者（債権者）が、債務者に対して有する00郵便貯金の払戻請求権及び債権差

押通知醤到達日までの利息の支払請求権。

4.通帳記号番号

00-00000 

5.第三債務者

株式会社ゆうちょ銀行

6.差押金額

円 （差押通知書到達時 (0年0月〇日）の債権額）

（担当者）

00税務署 管理 ・徴収部門 00 00 

TEL 00-0000-0000（内線000)



〔3-2-01 差押調書 （債権用） 売掛金の場合〕

（

債

権

用

）

債壇逗茎斤連道法切書 効力発生日時 管旦書類及び添付の有無

差 押調 薔（債権用）整
⑥ 

交付送達 ⑭ 
式20年3月7日 第押三（印債又務は者送受達領記署録名）書・ 平成 20 年 8 月 7 日

理
後 90時 00分

無

大以 税務署
襴 年月 日 郵（便物配達証明書） 

有

徴杞太郎郵便送達
時～ 時 財務事務 官 ⑲ 

索

下記の滑納国税・ 蛇方消費税及び滞納処分費を徴収するため

下記の財産を差し押さえましたので、 国税徴収法第54条の規定

により、この詞書を作ります

（翡:) I 住（居）所 I 心扱市ヤ央こ天偽枯 1- 2- 3
菱は名ヽ I 甲本 三郎

年度 税 目 納期限 本 税 加算税 延滞税 利子税 滞内処分費 法定納期限等 備 考

牛式18消費填及 ネぶ194 2 1, 0 00,00 0 Pl 円法●妻によする金額円 円法律による金額円
平成194 2 滞 地す消責視

納 99 

国 以 下 令 白

塁

債務者1 住ほ）；；；； 1 “"益紅か12Ttl4毒 6子 I ~は名ヽ I 大社高事榛式会社
差

渇納考(f合様考）が1合格者に5dlてすする下記売掛会のよ払汁求樟。
押

記
財

産
Z社穀コピー樟 (WW-777) 10台の売皇p代会/, 260, 0001'3 （消費視及地方侑費祝令む。）

履行期限 1 平成 20 年 ， 月 30 日

差押調書膀本（滞納者あて）を受領しました。 偵権差押通知書（第三偵務者あて） を受領しました。

平成 2碕こ 8月 7日（ 印l!.) 対易t臼R平成 20年 8月 7日＋対 10時 00分（代表着 ） 乙 j11 次 祁 ⑲ 

戸I I 
決裁

署長

副署長

総務楳長

月

特官・統括官

担 当

平
成

切

ー
ー
り
'
_
'
取
ー
ー
り
ー

線

年

日

（連絡先 管理徴収峯z 郎門 霞話 10 6) 1 23 4 局 56 7 8 番 担当..とネ祁 ） 

備 考 1 この差押えは、国税の納f寸がないときに口が湾納者の債権を取立て等ができる状態におく強胡的な処分であり｀これにより、

濁納者は差押えを受けた債権を取り立てたり処分したりすることが禁止されます．

2 滞納者に対しては差押1J1書の臆本を交付します。また第三債務者に対しては偵権丑押通知笞を送達します。

3 差押仮権（金銭）を1llが取り立てたときは、後日、税務署から 「配当計算配 （取り立てた金銭を国税等1ご陀当する旨を記蔵

した書類）を送付します

（徴1083-4)

作成目的

この差押調書は、徴収法第54条第2号に掲げる債権を、徴収法第62条第1項の規定により差し押
さえた場合に作成する。

記載要領

年月日は、現地で差し押さえるときはその年月日を、署内で差押調書を作成するときは決裁を

了した年月日を記載する。

「債務者」欄は、第三債務者の住（居）所又は所在地及び氏名又は商号（法人）を記載する。

第三債務者が、国又は地方公共団体であるときは、直接その支払権限を有する支出官、資金前

渡官吏等（これらの者が判明しないときはその行政機関の長）を記載する。

「差押財産」欄は、 差し押さえる債権の金額（滞納金額にかかわらず、原則としてその全額と

する。）及び給付の内容等について、第三債務者が被差押債権を明確に認識できるよう具体的に

表示する。

ー

2
 

3
 

4
 

5
 

「履行期限」欄は、 差し押さえた債権について履行期日の定めのある場合には、その履行期日、

履行期日が既に到来しているものについては「当税務署から請求あり次第即時」と記載する。

「差押調書謄本（滞納者あて）を受領しました。」欄のかっこ内は、滞納者と「差押調書（謄

本）」を受領した者との続柄又は関係を記載する（「差押調書（謄本）」を滞納者あて書留郵便等



により送付したときは、その旨記載する。）。

6 「債権差押通知書（第三債務者あて）を受領しました」欄は、かっこ内に「債権差押通知書」

を送達すべき第三債務者と「債権差押通知書」の受領者との続柄又は関係を記載する（「債権差

押通知書」を第三債務者あて配達証明郵便により送付したときは、その旨記載する。なお、配達

証明書は調書裏面にちょう付する。）。

7 整理欄には、送達方法、送達日時及び管理書類等の有無を記載する。

留意事項

1 履行期限は、当事者の意思及び取引開始時から現在までの取引状況を調査し、記載する。

なお、手形による履行を行っている場合には、履行期限に留意する。

2 売掛金、貸付金等の債権を差し押さえる場合、その債権の発生の起因となった契約書・請求書

等の写しをできるだけ収集する。



〔2-5-01 捜索調書（その 1）〕

（住所又は所在地）
捜索調書（その1)

〒539-0000

大版市十央こ天偽枯 1-2-3 平成 20年 8 月 5 日

（氏名又は名称） 大扱税務署

財務事務官 徴也ネ郎 印

甲 本 郎 殿 下記の滞納国税・地方消費税及び滞納処分費につき、滞納

処分のため、下記のとおり捜索しましたので、国税徴収法

第146条第 1項の規定により｀この詢書を作ります。

滞

I :名又は 1納 住（居）所 大扱市中央こ天偽枯1-2-3 甲本 三郎
者
年白 税 目 納閉隕 本税 加算税 延滞税 利子 IR 滞納処分費 法定納期限箪 備 考

滞 キ成19 平成20、3、39 " Pi 閂応― Iーー！こ ，ー ・
消費机及地オ侑費就 3,000,000 

ネ式203 31 

納
以下 令白

国
税
等

捜索した 大版市ヤ央こ天偽枯 1 2-3 甲本三郎居宅内
場所又は物

捜索した日時 平成20年8月5日午前4巨妾 I0時 I0分から 午前4H妾II時40分まで

事務用机 l カラーテレビ／ たんす（沖服たんす I 整践たんす 9) の財麦を
備 癸見したが、差4p".)庇財麦の処令予定伍格がきん少のため差押えは見令わせた。

考

上記の捜索に立会い、捜索調書謄本を受領しました。 捜索調書謄本（捜索を受けた者あて）を受領しました。
平成 年 月 日

（本人）甲 本 郎 印 （ ） 印

瀑絡免情理 2 郎門篭話 06 2 局57番 ー当 入 、郎 （償 1081) 
備考 1 この捜索詞書は、国税徴収法第142条の規定により滞納者又は第三者の者又は住居その他の場所を捜索した場合

に作成するものです。
2捜索を受けた滞納者に対しては捜索調書の謄本を交付します。
3 財産を差し押さえたときは、滞納者に対して、差押書又は差押調書謄本を交付します。

作成目的

この捜索調書は、徴収法第 142条第1項及び第2項の規定により、滞納者及び第三者の物又は住所

その他の場所を捜索した場合に作成する。

ただし、「捜索調書（その 2)（捜索して自動車又は建設機械を占有した場合）」又は、「捜索調書（そ

の3)（捜索して差押財産の搬出又は債権証書を取り上げた場合）」を作成した場合には不要である。

記載要領

1 「延滞税」欄は、延滞税が確定しているときは、その金額を、未確定のときは「要す」と記載

する。

2 「捜索した場所又は物」欄には、捜索した物又は場所をできるだけ詳しく記載する。

3 「備考」欄には、捜索のてん末、第三者宅又は日没後捜索した理由等を必要に応じ記入する。

4 「上記の捜索に立ち会い捜索調書謄本を受領しました。」欄には立会人の署名押印を受ける（署

名押印をしないときは、その旨記載し、末尾に徴収職員が押印する。）。

なお、かっこ内は捜索を受けた者と、捜索に立ち会い「捜索調書謄本」を受領した者との続柄

又は関係を記載する。

5 「捜索調書謄本（捜索を受けた者あて）を受領しました。」欄には、捜索に立ち会った者

と捜索を受ける者が異なる場合に、捜索を受けた者に交付すべき捜索調書謄本（捜索を受け

た者あて）を受領した者の署名押印を受ける（署名押印をしないときは、上記4に同じであ

る。）。

なお、かっこ内には、捜索を受けた者と捜索調書謄本（捜索を受けた者あて）を受領した

者との続柄又は関係を記載する。



「滞納整理の手引」から抜粋

く

と

別 表

つ

』
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別表 10 差押対象財産の特定表示例一覧表

1 銀行等

財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、債務者に対して有する下記預金の払戻請求権及び

債権差押通知書到達日までの利息の支払請求権。

記
当税務署から

1 預金の種類 普通預金
請求あり次第即時

2 口座番号 1234567 

3 金額 I, 000, 000円
普通預金 4 取扱店 00銀行00支店

留 意 事 項

1 第三債務者は、法人としての銀行であるから、「第三債務者の表示」欄には、本店の所在地・名称を

記載し、「債権差押通知書」は支店等取扱店へ送達することとする。

2 第三債務者（支店長等）に「債権差押通知書」を交付するときは、他の債権者との競合を考慮して

「差押調書」にその交付した時間を記入しておく。

3 元帳により、残高等を確認した上で差し押さえる。

財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、債務者に対して有する下記預金の払戻請求権。

記

1 預金の種類 当座預金 当税務署から

2 口座番号 1234567 請求あり次第即時

3 金額 I, 000, 000円

4 取扱店 00銀行00支店
当座預金

留 意 事 項

1 第三債務者は、法人としての銀行であるから、「第三債務者の表示」欄には、本店の所在地・名称

を記載し、「債権差押通知書」は支店等取扱店へ送達することとする。

2 第三債務者（支店長等）に「債権差押通知書」を交付するときは、他の債権者との競合を考慮して、

差押調書にその交付した時間を記入しておく。

3 元帳により、残高等を確認した上で差し押さえる。

4 当座預金には、利息はつかない。

財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、債務者に対して有する下記預金の払戻請求権及び

債権差押通知書到達日までの利息の支払請求権。

記

1 預金の種類 定期預金
満期日

2 口座番号 1234567 

3 金額 I, 000, 000円

4 満期日 令和0年0月〇日
定期預金

5 取扱店 00銀行00支店

留 意 事 項

1 第三債務者は、法人としての銀行であるから、「第三債務者の表示」欄には、本店の所在地・名称

を記載し、「債権差押通知書」は支店等取扱店へ送達することとする。

2 第三債務者（支店長等）に「債権差押通知書」を交付するときは、他の債権者との競合を考慮して

差押調書にその交付した時間を記入しておく。

3 元帳により、残高等を確認した上で差し押さえる。

4 満期日までは取立てできないことに留意する。
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財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、債務者に対して有する下記定期積金契約に基づく

給付契約金請求権。

記

1 契約年月日 令和0年0月〇日
満期日

2 証書番号 AB-'4567 

3 給付契約金 I, 000, 000円

4 満期日 令和0年0月〇日

5 取扱店 00銀行00支店

定期積金 留 意 事 項

1 第三偵務者は、法人としての銀行であるから、「第三債務者の表示」欄には、本店の所在地・名称

を記載し、「債権差押通知害」は支店等取扱店へ送達することとする。

2 第三債務者（支店長等）に「債権差押通知書」を交付するときは、他の倍権者との競合を考慮して

「差押調書」にその交付した時間を記入しておく。

3 元帳により、差押日現在の残高等を確認する。

4 満期日までは取立てできないことに留意する。

5 定期積金には利息はつかないが、給付補填金が加算される。

6 差押えの対象は差押時の掛金残額にかかわらず、定期積金契約に基づく給付契約金請求権である。

この給付契約金請求権を差し押さえた場合には、積金累計額及び給付補填金相当額にも差押えの効力が

及ぶ。

財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（伎権者）が、債務者に対して有する下記通常貯金の払戻請求権

及び債権差押通知書到達日までの利息の支払請求権。

記 当税務署から

1 通帳記号番号 12-45678 請求あり次第即時

2 金額 この通知書到達時点の残高

(0年0月〇日現在の残高00円）

留 意 事 項

1 第三債務者は株式会社ゆうちょ銀行であり、 「第三債務者の表示」欄には、 「東京都千代田区丸の内

通常貯金 二丁目 7番2号 株式会社ゆうちょ銀行」と記載する。「債権差押通知書」の送付先は「貯金原簿を

所管する貯金事務センター」 とする。

2 郵便貯金の差押えに当たっては、貯金事務センターから債務承認書を徴取する。

3 郵便貯金の取立てに当たっては、取り立てる際に、貯金事務センターに「差押債権取立通知番」を

送付する。

4 郵便貯金の取立ては、貯金事務センターから郵便貯金払戻証書の送付を受け、最寄りの郵便局に呈

示して払戻しを受ける。

なお、郵便貯金払戻証書の 「受取人」欄には、税務署長名で差し押さえた場合には、税務署長名と

官印、徴収職員名で差し押さえた場合には、徴収職員名と私印を記名なつ印する。

5 歳入歳出外現金領収証書は、第三債務者である株式会社ゆうちょ銀行宛に発行し、領収証書は滞納

処分票に編てつする。

財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（偵権者）が、債務者に対して有する下記郵便振替口座（振替貯

金）の支払請求権。

記 当税務 署から

郵便振替口座 1 通帳記号番号 001-123456 請求あり次第即時

（振替貯金） 2 金額 この通知書到達時点の残高

(0年0月〇日現在の残高00円）

留 意 事 項

郵便振替口座 （振替貯金）は、銀行の当座預金に類似したものであり、利息はつかない。
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財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、債務者に対して有する下記定額郵便貯金の払戻請

求権及び債権差押通知書到達日までの利息の支払請求権。

記

1 通帳記号番号 001-123456 払戻開始期日

2 金額 この通知書到達時点の残高

(0年0月〇日現在の残高00円）

3 預入年月日 平成0年0月〇日

留 意 事 ＇項

定額郵便貯金 1 第三伎務者は、差し押さえるべき定額郵便貯金の預入年月日によって次のとおりとなる。

(I) 平成 19年9月30日以前

東京都港区虎ノ門五丁目 13番1号

虎ノ門40 MTビル3階

独立行政法人 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構

12) 平成 19年 10月1日以降

東京都千代田区丸の内二丁目 7番2号

株式会社 ゆうちょ銀行

2 履行期限は、定額郵便貯金の場合には「払戻開始期日」 とするが、差押え時において既に払戻開始

期日が経過している場合には「当税務署からの請求があり次第即時」とする。

3 「債権差押通知書」の送付先は、「貯金原簿を所管する貯金事務センター」宛とする。

（郵便貯金差押えの流れ）

―·—•一• •一］
①
 
「債権差押通知書」

②
 
「債務承認書」

③
 
「差押債権取立通知書」

［税務署（長） ④
 
「郵便貯金払戻証書」

f""—ー-'"'“"'ベ

| | 
！ 

三 I
I 

. ·—••・＿＿ー］
⑤
 
「郵便貯金払戻証書」（注 1)

「――•,.....,..—.........—·,...、..l

I 

： 
L.........—……----... 

⑥払戻し □ 
⑦差押解除
《「差押解除通知書」＋「郵便貯金払戻証書」（注 2)》

I i i ,999--'"ー一•""""--―·9999999991

（注） 1

2

 

「郵便貯金払戻証書」の受領後は、速やかに郵便局において払戻しを受けること。

払戻し前に完納となった場合などやむを得ない事情があるときには、差押解除を行う。

この場合には、差押解除通知書に郵便貯金払戻証書を同封し、貯金事務センターに送付する。
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～預貯金債権の差押え等に当たっての留意事項について～

1 差押え時

金融機関調査を実施する際には、単なる預貯金残高の確認にとどまらず、必ず、入出

金履歴を確認し、滞納者の実情把握に努める。

また、差押禁止俵権等が振り込まれていないことを確認した上で差押えを実施する

など慎重に対応する。

なお、差押えに当たっては、財産の帰属認定（例えば、滞納者の住所・氏名・生年月

日等との照合など）を確実に実施する。

2 -

3 郵送による差押え•取立て

(1) 郵送による差押えの実施

なお、差押えを実施するときは、債権差押通知書の送付に併せて照会書（預貯金等

用）を送付又は同封するなどして、差押え前に確認した入出金状況に係る異動履歴

の最終地点から債権差押通知書が到達した時までの間に差押禁止債権等が振り込ま

れていないか確実に調査する。

おって、差押禁止債権等が振り込まれていた場合において、実質的に差押禁止債

権等を差し押さえたものと同視できると判断されるおそれがあるときは、差押を解

除（国税徴収法第 152条第2項等）するなど適切に対応する。

(2) 取立ての時期

上記(1)なお書きの調査による確認を終えるまでは、差し押さえた預貯金債権の取

立ては行わない。

•---------------------------------------------------------------
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財産 差押財産の特定表示例

00信用金庫（信用組合）に対する下記出資持分。

記

履行期限

1 出資口数

2 出資金額

1 0 0口

500, 000円

留 意 事 項

信用金庫

（信用組合）

の会員の持分

1 第三債務者は、法人としての信用金庫（信用組合）であるから、「第三債務者の表示」欄には、本

店の所在地・名称を記載し、「債権差押通知書」は支店等取扱店へ送達することとする。

※ 差押調書（第三債務者等がある無体財産権等用）を手書きで作成する場合は、特定表示例に加え、

「第三債務者本店所在地 (00市00) OO信用金庫（組合） （取扱 00支店）」を記載

する必要があることに留意する。

2 会員（組合員等）の持分の譲受け等の請求は、徴収法 74条1項各号に掲げる理由がある場合に行

うことができる。

3 また、法定脱退事由（会員たる資格の喪失、死亡又は解散、破産、除名等、信用金庫法 17条）が

ある場合には、持分の全部又は一部の払戻しができる（信用金庫法 18条）。
4 信用金庫（信用組合）に対し持分の譲受けの請求をするときは、 3の場合を除き、 1万円以下の金

額の部分（信用組合においては、 1口以下の部分）については、その譲受けの請求をしないものとす

る。

5 払戻請求の予告については、信用金庫（信用組合）定款で期間制限を加えている場合が多いので、

定款を調査する。

6 差押えに際し、権利証券を取上げする場合には、差押調書に「出衰証券を取り上げる。」旨を付記

し、その証券の記号番号を記載する。
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2 保険会社等

財 産 差押財産の特定表示例 履 行期限

滞納者（債権者）が、下記生命保険契約に基づき債務者に対して有する

満期保険金又は解約返戻金の支払請求権及び剰余金配当請求権。

記

1 契約年月 H 平成0年0月〇日

2 保険の種類 終身保険 保険事故発生の時、

3 証券番号 12-34567 満期時又は解約の時

4 保険金額 I 0, 000, 000円

生命保険金 5 保険契約者 滞納者

6 被保険者 滞納者

7 保険金受取人 甲野花子

留 意 事 項

1 第三債務者は、保険会社である。

2 生命保険契約を確認した上で差し押さえる。

3 生命保険契約の解約返戻金支払請求権を差し押さえた場合、徴収法 67条の規定に基づき、解約権を

行使することができる（最商裁平成 11年9月9日判決）。

（生命保険契約のしくみ）

保険金受取人 保険契約者

保険料

保険会社

（保険者）

金

金

金

険

当

戻

保

配

返

期

益

約

満

利

解｛
 保険の対象

被保険者

（保険金支払請求権等の種類及び帰属）

満期保険金 死亡保険金 利益配当金 解約返戻金

債権者
保険契約者

被保険者の相続人
保険契約者 保険契約者

（受取人の指定なし） （固有の財産）

債権者 指定受取人
（受取人の指定あり） 指定受取人

（固有の財産）
保険契約者 保険契約者

（死亡保険金の差押え）

契約者 被保険者 受取人 死亡保険金

甲の相続財産となるので、甲の滞納国税につきA、Bに納税義務の承継

甲 甲 指定なし を行うとともに、相続人A、Bが法定相続分に応じて原始取得した死亡保

険金を各々差押えを行う。

受取人である相続人A固有の財産となるので、甲の滞納国税につきA、

甲 甲 相続人A Bに納税義務の承継を行うとともに、受取人である相続人の滞納国税につ

いては、 Aが原始取得した死亡保険金につき差押えを行う。

甲 甲 相続人（相続放棄） 相続人固有の財産となるため、差押えはできない。

甲 乙 甲 甲の財産として差押えを行う。

（注）甲の相続人として、 A、Bがいる場合とする（法定相続分は各2分の 1)。
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財産 差押財産の特定表示例

滞納者（債権者）が、下記簡易生命保険契約に基づき債務者に対して有

する満期保険金、生存保険金、還付金及び契約者配当金の支払請求権。

記

1234-5678 

（住所） （氏名）

履行期限

l 契約者番号

2 保険契約者

3 被保険者 （氏名） 支払条件成就の時

かんぽ

生命保険

僅駐囀）

4 保険金受取人 （氏名）

5 契約年月日

6 満期日

7 保険の種類

8 保険金額

平成0年0月〇日

令和0年0月〇日

全期間払込0年満期養老保険

1, 000, 000円

留意事 項

1 第三債務者は、 差し押さえるべきかんぽ生命保険の契約年月日によって次のとおり となる。

(1) 平成 19年9月30日以前（簡易生命保険）

東京都港区虎ノ門五丁目 13番 1号

虎ノ門 40 MTビル3階

独立行政法人 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構

(2) 平成 19年 10月1日以降（かんぽ生命保険）

東京都千代田区大手前二丁目 3番 1号

株式会社かんぽ生命保険

2 「債権差押通知書」の送付先は、当該簡易生命保険を取り扱う郵便局を管轄する「各契約に係るか

んぽ生命保険サービスセンター」宛とする。

3 還付請求権を差し押さえた場合、徴収法 67条の規定に基づき、解約権を行使することができる。

（簡易生命保険に係る保険金等の差押えの可否）

1 平成3年4月1日以後に効力が発生した保険契約に係るもの

以下のものについては旧簡易生命保険法81条により差し押さえることができない。

① 死亡保険金

② 介護保険金

③ 誼度障害による死亡保険金

④ 特約に係る保険金

⑤ 介護割増年金付終身年金保険契約に係る介護割増年金

2 平成3年3月31日以前に効力が発生した保険契約に係るもの

剰余金を除いて差し押さえることができない。

なお、旧郵便年金法（平成3年4月1日廃止、旧簡易生命保険法に統合された。）により ．年金にあっては2分の 1、返還

金にあっては5分の 1に相当する部分は差し押さえることができない。

3 取引先等

財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、債務者に対して有する下記売掛金の支払請求権。

記

令和0年0月0日売却に係る△△製コピー機 3台の売却代金
支払H

売掛金
I, 500, 000円（消費税及地方消費税を含む。）。

留 意 事 項

1 取引先において、買掛金元帳、請求害及び納品書等の関係書類を調査した上で差し押さえる。

2 債権額に消費税及地方消費税相当額が含まれていない場合は、消費税及地方消費税相当額を含めた

合計額で債権の特定をすることに留意する。
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財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、下記運送請負契約に基づき債務者に対して有する

運送代金500,DOD円（消費税及地方消費税を含む。）の支払請求権。

記

1 契約日 令和0年0月0日 契約による日

2 運送物 00会社製プリンター 100箱

運送代金 3 運送場所 00市00町3丁目 3番2号

株式会社00△△工場

留 意 事 項

1 運送請負契約を確認した上で差し押さえる。

2 債権額に消費税及地方消費税相当額が含まれていない場合は、消費税及地方消費税相当額を含めた

合計額で債権の特定をすることに留意する。

財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、下記工事請負契約に基づき債務者に対して有する

工事代金3,000, 000円（消費税及地方消費税を含む。）の支払請求権。

記
契約による日

1 契約日 令和0年0月〇日

2 工事名 00市00町第3号道路工事

3 エ期 令和0年0月〇日～令和0年0月〇日

留 意 事 項

工事代金 1 請負契約を確認した上で差し押さえる。

2 請負代金債権は、請負工事完成前であっても、請負契約が有効に成立した後は差押えができる（徴

基通62-1)。

3 債権額に消費税及地方消費税相当額が含まれていない場合は、消喪税及地方消費税相当額を含めた

合計額で債権の特定をすることに留意する。

4 支払時期（民633)

特約がない場合には、

(1) 目的物の引渡しを要するときは、目的物の引渡時

(2) 目的物の引渡しを要しないときは、請負工事の完成の時

財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、債務者に対して有する下記不動産売買に係る宅地

建物取引業者としての仲介報酬 I,638, 000円の支払請求権。

記

1 契約H 令和0年0月0日

2 売主 甲野一郎 契約による日

不動産 3 買主 乙野次郎

仲介報酬 4 物件 00市00町3丁目 3番2

宅地 100. 00111 

5 売買代金 50, 000, 000円

留 意 事 項

1 売主又は買主において、仲介契約書又は売買契約書を確認した上で差し押さえる。

2 仲介報酬は、売主と買主の双方から受領する場合もある。
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財 産

クレジット

販売に係る

債 権

4 貸付金等

財産

貸付金

差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）と債務者との間の令和0年0月〇日付クレジットカ

ード加盟店契約に基づき滞納者が債務者に対して有する下記信用販売侠

権の譲渡代金（立替代金）のうち、令和0年0月OH以降譲渡された順序

で上記滞納税額に満つるまでの支払請求権。 各履行期日ごと

記

1 加盟店番号 123456 

2 店名 株式会社00商店

留 意 事 項

1 加盟店契約はカード会社により異なるため、契約内容の把握に努める。

2 クレジット会社の加盟店が、クレジッ トカードを所有する会員に対して商品等を販売し、信販会社

等が集金をする場合、販売債権の譲渡代金を差し押さえることができる。

3 信販会社等が立替払いする場合は、立替払金を差し押さえる。

差押財産の特定表示例

滞納者（債権者）が、債務者に対して有する下記貸付金現在額

!, 000, 000円の返還請求権及び債権差押通知書到達日までの約定利息の

支払請求権。

記

1 貸付年月日 平成0年0月OB

2 貸付元本額 2, 000, 000円

3 約定利息 年5%

4 遅延損害金 年10%

5 弁済期 令和0年0月0日

留 意

1 契約の内容を確認した上で差し押さえる。

2 倍務者から債務承認書を徴する。

事 項

履行期限

契約による弁済期

3 貸付金の差押えに当たっては、必要に応じ金銭消費貸借契約書、金銭借用証書．受領証書等を取

り上げる（徴65)。

4 利息については、

(1) 無利息の約定があるとき・・・請求不可（民 589)

なお、商人間の金銭消費貸借は、当然に利息付となる（商513①)。

(2) 利息の約定があるとき・・・・請求可

なお、単に利息を付する旨の約定の場合の利率は、民事債権については年 5分（旧民404)、商

事債権については年6分（旧商514)となる。

※ 契約時が改正民法施行日以後であるとき、民事債権及び商事債権ともに年3分である（民404)。

5 弁済期が到達している場合は、

(1) 履行期限は、「当税務署から請求あり次第即時」とする。

(2) 遅延損害金が発生する場合は、別途差し押さえる。
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財産

家賃

財 産

敷金

財 産

入居保証金

差押財産の特定表示例

滞納者（債権者）が、下記不動産の賃貸借契約に碁づき債務者から受領

すべき令和0年0月分以降の家賃の支払請求権。

ただし、上記滞納国税に満つるまで。

記

1 不動産の表示 00市00町三丁目 3番地2

2 賃料

3 支払日

家屋番号 3番

木造瓦葺2階建 居宅

1階 150.00 rrf 2階 100.00 rri 

月額0000円共益費月額000円

翌月分を前月末までに支払う

留意事項

1 賃貸借契約の内容を確認した上で差し押さえる。

履行期限

毎月の支払日

2 管理費・共益費といった名目で契約害上家賃とは別に定められている楊合に、それらが清掃費や給

水管のメンテナンス費用等に使用されており、それらを取り立てることによって、賃貸人による物件

の維持管理ができなくなると認められるときは、それらの管理費・共益費については、差し押さえな

い取扱いとして差し支えない。

3 差押え後、当事者間で家賃を増額する旨の合意がなされた場合は、当該増額相当部分に係る家賃債

権は差押えの効力が及ばないことから、当該増額相当部分に係る家賃債権について、改めて差押えを

行う。

4 抵当権の物上代位の目的物（家賃）に対する差押えと、当該目的物（家賃）に対する滞納処分によ

る差押えとが競合した場合における優先関係は、抵当権の設定日と差押国税の法定納期限等との先後

により判定する（徴基通 15-19、16-4、東京地裁平成 II年3月26日判決）。

差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、下記不動産の賃貸借契約に基づき平成0年0月〇

日債務者に差し入れた敷金の返還請求権。

記

1 賃貸人 乙野二郎

2 賃借人 甲野一郎
返還条件成就の時

3 不動産の表示 00市△△町三丁目 3番地2

家屋番号 3番

木造瓦葺2階建居宅

1階 150.00 rrl 2階 100.00 rrl 

4 敷金額 500, 000円

留 意 事 項

1 契約書等により、賃貸借契約の内容を確認した上で差し押さえる。

2 不動産明渡しの時に、未納の家賃等があれば、控除した残額が返還される。

差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、下記不動産の笠貸借契約に基づき平成0年0月〇

日債務者に差し入れた入居保証金の返還請求権。

記

1 賃貸人 乙野二郎

2 賃借人 甲野一郎
返還条件成就の時

3 不動産の表示 00市△△町三丁目 3番地2

家屋番号 1番

木造瓦葺2階建店舗

1階 150.00 rrl 2階 100.00 rrl 

4 保証金額 2, 000, 000円

留 意 事 項

1 契約書等により、賃貸借契約の内容を確認した上で差し押さえる。

2 不動産明渡しの時に、未納の家賃等があれば、控除した残額が返還される。
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財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、宅地建物取引業者営業保証金として供託した下記

供託金の取戻請求権及び債権差押通知嘗到達日までの利息の支払請求

権。

記
取戻公告後、

1 供託年月日 令和0年0月〇日
6か月を経過した時

営業保証 2 供託番号 令和0年度（金）第0号

供託金 3 供託金額 00000円

留 意 事 項

1 上記の特定表示例は、宅地建物取引業者の場合である。

2 各都道府県の所轄課で調査し、登録簿を確認の上で差し押さえる。

3 第三債務者は、「国 代表者 00法務局供託官 0000」である。
4 差し押さえた際、既に払渡期日を経過した供託金利息がある場合は、即時に取り立てる。

5 差押え後、毎年、供託金利息を取り立てることが可能であるため、確実に取り立てる。
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財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、債務者に対して有する令和0年0月分以降の給料

（扶養手当、時間外手当、宿日直手当等を含む。）の支払請求権。

ただし、別紙による金額を控除した残額とし、上記滞納国税に満つる
毎月の給料支給日

給料等 まで。

留 意 事 項

1 給与台帳又は源泉徴収簿等を確認した上で差し押さえる。

2 給料のほか、賃金、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の差押えも同様に行う。

（別紙）

給料等から控除する金額

1 その給料等から徴収すべき源泉所得税及び復興特別所得税相当額

2 その給料等から徴収すべき道府県民税、都民税、市町村民税及び特別区民税相当額

3 その給料等から徴収すべき社会保険料相当額

4 月額本人100,000円及び、本人と生計をーにする親族一人につき45,000円を加算した金額

5 その給料等から上記 1~4までの金額を控除した残額の100分の20に相当する金額

ただし、その金額が上記4の金額の 2倍を超える場合は2倍相当額を限度とします。

（注） 差押債権の履行に際して、その具体的金額、手続等についてご不明の点があるときは、当税

務署徴収部門（担当）にお問い合わせください。

なお、差押債権の履行の際は、給料支払明細書（写）を添付してください。

（計算例）

給料等債権の差押可能金額の計算表（令和0年0月分）

区 分 金 額 摘 要

円， 基本給に相当する金額 287, 100 

扶養手当、日当直料、通勤手当等 21, 300 の
金 時間外手当等 18, 820 
額
計 ① 327, 000 I, ODO円未満切捨て

給与所得について

差
給料等から差引かれる所得 の源泉所得税額 12, 000 

税額 年末調整額

計 ② 12, 000 1,000円末満切上げ

押
給料等から差引かれる住民税額 ③ 14, 000 I, 000円未満切上げ

給料等から差引かれる社会
健康保険料 26, 000 

共済掛金
保険料の金額

計 ④ 26, 000 I, 000円未満切上げ
禁

滞納者 100, 000 

生活保障費
生計を一にする配 135, 000 45,000円

偶者及び他の親族等 x親族数(3)
止 計 ⑤ 235, 000 

ただし、⑤の金額の 2倍を

体面維持費
⑥ 8, 000 

超えるときはその2倍の金

額 （①- （②＋③十④十⑤）） X20/100 額とする

1,000円未満切上げ

差押禁止額 ②十③十④十⑤十⑥ ⑦ 295, 000 

差押可能金額 ①ー⑦ 32,000 
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財産 差押財産の特定表示例

滞納者（債権者）が、債務者に対して有する退職手当の支払請求権。

ただし、国税徴収法第 76条第4項各号に規定する金額（下記に例示す

る金額）を控除した残額とする。

履行期限

退職手当等

記

1 その退職手当等から徴収すべき源泉所得税及び復興特別所得

税相当額

2 その退職手当等から徴収すべき道府県民税、都民税、市町村

民税及び特別区民税相当額

3 その退職手当等から徴収すべき社会保険料相当額

4 本人300,000円及び滞納者と生計を一にする親族一人につき

135, 000円を加算した金額

5 支給の基礎となった期間が5年を超える場合には、その超え

る年数 1年につき、上記4の金額の100分の20に相当する金額

なお、支給の基礎となった期間に 1年未満の端数があるとき

は、切り上げて計算する。

留

退職手当等の支給日

意 事 項

徴収法76条4項4号の規定による差押禁止額に加算すべき金額を計算する場合において、同号の「5

年をこえる場合には、そのこえる年数 1年」に 「1年未満の端数があるときは、すべて切り上げて計算

する。
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【別紙】演習問題

大阪国税局

徴収部 徴収課



（演習問題 1)

次の内容を基に、差押調書を作成しなさい。

令和 6年8月8日、国税銀行・徴収支店に臨場し、預金調査を実施したところ、普通預金口座を

発見した。

2
 

3
 

滞納者

名称

住所

生年月日

滞納国税

課税期間

税目

申告年月日

督促年月日

滞納税額

口座情報

口座名義

登録住所

口座番号

口座残高

反対債権

4
 

甲野太郎

大阪市中央区天満橋1丁目 2番3号

平成5年4月22日

令和5年

消費税及び地方消費税（確定申告分）

令和 6年3月15日

令和6年5月23日

500, 000円（本税）

甲野太郎 H5.4.22生

大阪市中央区天満橋1丁目 2番3号

123456 

300, 000円（調査日現在）

なし

銀行に関する情報

名 称 ： 株式会社国税銀行

住 所 ： 大阪府大阪市中央区大手町 1丁目 5番63号



（演習問題2)

次の内容を基に、差押調書を作成しなさい。

令和6年8月8日、滞納者の取引先であるA工業株式会社に臨場し、滞納者との契約内容を確認

した。

1 滞納者

名称

住所

2 滞納国税

課税期間

税目

申告年月日

督促年月日

滞納税額

乙木二郎

大阪府大阪市中央区大手前1-5 -63 

令和5年

消費税及び地方消費税（確定申告分）

令和6年3月15日

令和6年5月23日

1, 500, 000円（本税）

3 契約に関する情報

債務者 ： A工業株式会社（本店所在地：大阪府大阪市中央区大手前 1-1-1)

契約事項 ： 道路整備工事請負契約

工事代金 ： 1, 000, 000円（消費税及地方消費税を含む。）

契約 B : 令和6年7月10日

工事名 ： 寝屋川市00町第 10号道路工事

工 期：令和6年8月1日～令和6年8月31日

支払期日 ： 令和6年10月31日

2
 



（演習問題3)

次の内容を基に、捜索調書を作成しなさい。

令和 6年8月8日、滞納者の自宅に臨場、 滞納者を立会人として捜索を実施した。

捜索を行ったが、 差押可能な財産は発見できなかった。

捜索調書謄本は同日滞納者に手交した。

1 滞納者

名 称

地

種
税納

業

2 滞納国税

課税期間

税目

申告年月日

督促年月日

滞納税額

丙本三郎

大阪府大阪市中央区天満橋1丁目 2番3号(〒540-8541)

会社員

令和5年

所得税及復興所得税

令和6年3月15日（確定申告分）

令和6年5月 26日

120, 000円（本税）

3 発見した財産

・ 天板に傷があるテーブル

・ 経年劣化が見られる液晶テレビ (32型）

． 滞納者が使用している長財布（CHO-SHUKAと刻印あり）
※ 現金の残高は僅少

4 捜索

令和6年8月8日午後2時00分から午後3時30分まで

3
 



【演習問題 1】

債

権

用

）

債権の送差押達通方知法害 効力発生日時 管理書類及び添付の有無
差 押 調 書 （債権用）

整

令和年 月
日第三債務者受領署名・ 有 令和 年 月 日

交付送達
午前・後 時 ／刀、押印又は送達記録書

理 （ ）  無 税務署

欄 有 財務事務官 ⑱ 
郵便送達

年 月 日郵便物配達証明書
時～ 時 （）

無 下記滞納国税・地方消費税が、督促状を発した日から起算して10
日を経過した日までに完納されていないことから、当該塁納国税・
地方消費税及び滞納処分費を徴収するため、国税徴収法 47条第1項
第1号の規定によりあなた（貴社）の下記財産を差し押さえましたの
で、同法第54条の規定により、この調書を作ります。
なお、この差押え後は、下記財産の取立て、その他の処分をする
ことができません。

滞納者
住（居）所 氏又は名名称（債権者）

年度 税 目
納期限

本 税 加算税 延滞税 利子税 滞納処分費 法定納期限等 備 考督促等年月日
円 円法律による金額円 円 法律による金額円

滞
納
国

II 

＂ 
税

等
II II 

II II 

債務者 住（居）所 氏 名
又は名称

差

押

財

産

履行期限 I 令和 年 月 日

差押調書謄本（滞納者宛）を受領しました。 債権差押通知書（第三債務者宛）を受領しました。

令和 年 月 日（ ） ＠ 令和 年 月 日 時 /刀‘ （ ） ⑲ 

決 裁

可和

特官・統括官

月

担当 ＇日

（連絡先 部門 電話 （）  担当 ） （徴1083-4A)

備 考 1 この差押えは、国税の納付がないときに国が滞納者の債権を取立て等ができる状態におく強制的な処分であり、これにより、滞納者は、差押えを

債権を取り立てたり処分したりすることが禁止されます。

2 滞納者に対しては差押調書の謄本を交付します。また、第三債務者に対しては債権差押通知書を送達します。

3 差押債権（金銭）を国が取り立てたときは、後日、税務署から「配当計算書」 （取り立てた金銭を国税等に配当する旨を記載した書類）を送付し

4 「滞納処分費」棚に掲げた金額は、この調響作成の日までのものです。



【演習問題2】

債

権

用

）

債権差送達押通方知書 効力発生日時 管理書類及び添付の有無
差 押 調 書の法

（債権用）
整

令和年 月
日第三債務者受領署名・ 有 令和 年 月 日

交付送達
午前・後 時

分押印又は送達記録醤
理 （ ）  無 税務署

欄 有 財務事務官 ⑲ 
郵便送達

年 月 日戸便物配達証明 書
時～ 時 ）

無 下記滞納国税 ・地方消費税が、督促状を発した日から起算して10
日を経過した日までに完納されていないことから、当該滞納国税 ・
地方消費税及び滞納処分費を徴収するため、国税徴収法第47条第1項
第1号の規定によりあなた（貴社）の下記財産を差し押さえましたの
で、同法第54条の規定により、この調書を作ります。
なお、この差押え後は、下記財産の取立て．その他の処分をする
ことができません。

滞納者
住（居）所 氏 名

（債権者） 又は名称

年度 税 目 納期限 本 税 加勾税 延滞税 利子税 滞納処分費 法定納期限等 備 考督促等年月日
円 円法律による金額円 円法律による金額円

滞
納

II II 

国
税

等 ＂ ＂ 
II II 

債務者 住（居）所 氏 名
又は名称

差

押

財

産

履行期限 I 令和 年 月 日

差押調書謄本（滞納者宛）を受領しました。 債権差押通知書 （第三債務者宛）を受領しました。

令和 年 月 日（ ） ⑲ 令和 年 月 日 時 分 ， ） ⑮ 

決 裁

署長

副署長

総務課長

特官・統括官

令
和

年

月

担当 ，日

（連絡先 部門 篭話 （）  担当 ） （徴!083-4A)

備 考 1 この差押えは、国税の納付がないときに国が滞納者(/)債権を取立て等ができる状態におく強制的な処分であり、これにより、滞納者は、差押えを

債権を取り立てたり処分したりすることが禁止されます。

2 滞納者に対しては差押調書の膀本を交付しますm また、第三債務者に対しては債権差押通知書を送達します。

3 差押／貨権（金銭）を国が取り立てたときは、後日、税務署から「配当計算書J （取り立てた金銭を国税等に配当する旨を記載した書類）を送付し

4 「滞納処分費J梱に掲げた金額は、この調書作成の日まで(/)ものです。



【演習問題3】

債

権

用

）

（住所又は所在地）

捜 糸志 調 書 （その 1)
令和 年 月 日

税務署
（氏名又は名称）

財務事務官 ⑲ 

下記滞納国税・地方消費税及び滞納処分費につき、滞納処分のた
め、下記のとおり捜索しましたので、国税徴収法第146条第1項の規
定により、この調書を作成します。

滞納者 住（居）所
氏 名
又は名称

年度 税 目
納期限 本 税 加算税 延滞税 利子税 滞納処分費 法定納期限等 備 考
督促等年月日

円 円法律による金額円 円法律による金額円

滞
納
国 ” ” 
税

等
II II 

＂ 
II 

捜索した
場所又は物

捜索した日時

備

考

上記の捜索に立会い、捜索調書謄本を受領しました。 捜索調書謄本（捜索を受けた者あて）を受領しました。

令和 年 月 日

（ ） ⑮ （ ） ⑮ 

決 裁

汀和

特官・統括官

月

担当 ＇日

（連絡先 部門 電話 （）  担当 （徴 1081)

備 考 1 この捜索調書は、国税徴収法第142条の規定により滞納者又は第三者の物又は住居その他の場所を捜索した場合に作成するものです。

2 捜索を受けた滞納者に対しては捜索調書の謄本を交付します。

2 財産を差し押さえたときは、滞納者に対して、差押書又は差押調書謄本を交付します。



【演習問題1・解答】

債

権

用

）

債権の差送達押通方知法書 効力発生日時 管理書類及ぴ添付の有無
差 押 調 書 （債権用）

幣

令和年 月
日第三債務者受領署名・ 有 令和 6 年 8 月 8 日

交付送達
午前・後 時 分押印又は送達記録書

理 （ ）  無 大阪 税務署

欄 有 財務事務官 国税 太郎 ＠ 
郵便送達

年 月
日’ 便物配達証明 書

時～ 時 ）
無 下記滞納国税・地方消費税が、督促状を発した日から起算して10日

を経過した日までに完納されていないことから、当該滞納国税・地方
消費税及び滞納処分費を徴収するため、国税徴収法第47条第1項第1号
の規定によりあなた（貴社）の下記財産を差し押さえましたので、同法
第54条の規定により、この調書を作ります。
なお、この差押え後は、下記財産の取立て、その他の処分をするこ
とができません。

滞納者
住（居）所 大阪府大阪市中央区天満橋 1丁目 2番3号 氏 名

甲野太郎（債権者） 又は名称

年度 税 目 納期限 本 税 加箕税 延滞税 利子税 滞納処分費 法定納期限等 備 考督促等年月日

令5 消費税及び 令和6 4 l 500, 000 円
円法律による金額円 円法律による金額円

令令和和s5 lJ Z 3J1~ 確定滞 地方消費税 令和6 5 23 要す
令和6 4 I 

納
国

以下 余白
税
等

債務者 住（居）所 大阪府大阪市中央区大手前 1丁目 5番63号 氏 名 株式会社国税銀行
又は名称

差
滞納者（偵権者）が、債務者に対して有する下記預金の払戻請求権及び債権差押通知書が債務者に到達した日までの利息の

押
支払請求権。

財

記
産

l 預金の種類普通預金 2 口座番号 123456 

3 金額 300, 000円 4 取扱店 国税銀行徴収支店

履行期限 I 鼻— 『

当税務署から請求あり次第即時

差押調書謄本（滞納者宛）を受領しました。 債権差押通知書（第三債務者宛）を受領しました。

令和 年 月 日（ ） ⑲ 令和 6年 8月 8日 10時 30分 （支店長代理） 三菱花子 ＠ 

］ 
決裁

口
＾ 丁
和

特官・統括官

月

担当 ＇日

（連絡先 徴収第一部門 電話 (06) 1234-56 78 担当国税太郎 ） （徴1083-4A)

備 考 1 この差押えは、国税の納付がないときに国が滞納者の債権を取立て等ができる状態におく強制的な処分であり、これにより、滞納者は、差押えを受

偵権を取り立てたり処分したりすることが禁止されます。

2 滞納者に対しては差押調曹の殷本を交付します。また、第三偵務者に対しては偵権差押通知書を送達します。

3 差押偵権（金銭）を国が取り立てたときは、後日、税務署から 「配当計算書」 （取り立てた金銭を国税等に配当する旨を記載した書類）を送付しま
油ヽ



【演習問題2.解答】

（

債

権

用

）

債権差押通知書
効力発生13時 管理書類及び添付の有無

差 押 調 書の送達方法 （債権用）
整

令和年 月
日第三債務者受領署名・ 有 令和 6 年 8 月 8 日

交付送達
午前・後 時

八刀 押印又は送達記録書
理 （ ）  無 大阪 税務署

欄 有 財務事務官 国税太郎 ⑲ 
年 月 日郵便物配達証明書

郵便送達
時～ 時 （） 下記滞納国税・地方消穀税が、督促状を発した日から起算して10日無

を経過した日までに完納されていないことから、当該滞納国税・地方
消費税及び滞納処分費を徴収するため、国税徴収法第47条第1項第1号
の規定によりあなた（貴社）の下記財産を差し押さえましたので、同法
第54条の規定により、この調書を作ります。
なお、この差押え後は、下記財産の取立て、その他の処分をするこ
とができません。

滞納者
住（居）所 大阪府大阪市中央区大手前 1-5 -63 氏 名

乙木二郎
（債権者） 又は名称

年度 税 目 納期限 本 税 加算税 延滞税 利子税 滞納処分費 法定納期限等 備 考
督促等年月日

消費税及び 令和6 4 1 I, 500, 000 円
円 法律による金額 円 円法律による金額円

令和 5 1 1~ 
滞 令5 地方消費税 令和6 5 23 要す

令和6 4 1 
令和5l2 3l 確定

納

国
以下 余白税

等

債務者 住（居）所 大阪府大阪市中央区大手前 1-1-1
氏 名 A工業株式会社
又は名称

差 滞納者（債務者）が、下記道路整備工事請負契約に基づき債務者に対して有する工事代金1.000, 000円（消費税及地方消費税を含む。）

押 の支払請求権。

財 記

産 1 契約日 令和6年7月10日

2 工事名 寝屋川市00町第10号道路工事

3 エ期 令和6年8月1日 ～ 令和6年8月31日

履行期限 | 令和 年 日 日 契約による日

差押調書謄本（滞納者宛）を受領しました。 債権差押通知書（第三債務者宛）を受領しました。

令和 年 月 日（ ） ⑲ 令和 6年 8月 8 日 11時 15分 （代表者） 大阪一郎 固

三
決裁

万和

特官・統括官

月

担当 ＇ 日

（連絡先 徴収第一部門 電話 (06) 1234-5678 担当国税太郎 ） （徴1083-4A)

備 考 1 この差押えは、国税の納付がないときに国が滞納者の債権を取立て等ができる状態におく強制的な処分であり、これにより、滞納者は、差押えを受t:

債権を取り立てたり処分したりすることが禁止されます。

2 滞納者に対しては差押調書の謄本を交付します。また、第三債務者に対しては債権差押通知書を送達します。

3 差押債権（金銭）を国が取り立てたときは、後日、税務署から「配当計算書」 （取り立てた金銭を国税等に配当する旨を記載した書類）を送付します



【演習問題3・解答】

偵

権

用

）

（住所又は所在地）

〒 540-8541 捜 志糸 調 書 （その 1)
大阪市中央区天満橋 1丁目 2番 3号

令和 6 年 8 月 8 日

大阪 税務署
（氏名又は名称）

財務事務官 国税 太郎 ⑲ 

丙本三郎 殿

下記滞納国税・地方消贄税及び滞納処分費につき、滞納処分のた
め｀下記のとおり捜索しましたので、国税徴収法第146条第1項の規
定により、この調書を作成します。

滞納者 住（居）所 大阪府大阪市中央区天満橋 1丁目 2番 3号 氏 名
丙本三郎

又は名称

年度 税 目
納期限

本 税 加 算税 延滞税 利子税 滞納処分費 法定納期限等 備 考督促等年月日

申告所得税及 令和6 3 15 120, 000 円
円法律による金額円 円法律による金額 円

滞 令5 復興所得税 令和6 5 23 要す
令和6.3 15 令和5年分確定

納
国

以下 余白
税
等

捜索した
大阪市中央区天滴橋1丁目2番3号丙本三郎居宅内

場所又は物

捜索した日時 令和6年8月8日 土白海・午後 2時00分から 勺肴午後 3時30分

テープル1、液晶テレピ (32型） 1、CHO-SHUKAと刻印のある長財布1の財産を発見したが、処分予定価額がきん少

備
のため差押えは見合わせた。

考

上記の捜索に立会い、 捜索調嘗謄本を受領しました。 捜索調書謄本（捜索を受けた者あて）を受領しました。
令和 年 月 日

（本人） 丙本三郎 ⑮ （ ） ⑮ 

匡
決裁

可和

特官・統括官

月

担当 ，13

（連絡先 徴収第一部門 竜話 (06) 1234-5678 担当国税太郎 （徴 1081)

備 考 1 この捜索調檻は、国税徴収法第142条の規定により滞納者又は第三者の物又は住居その他の場所を捜索した場合に作成するものです。

2 捜索を受けた滞納者に対しては捜索調書の歴本を交付します。

2 財産を差し押さえたときは、滞納者に対して、差押爵又は差押調書諮本を交付します。
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目次
1 滞納整理の進め方

2 納税緩和制度

(1) 換価の猶予

(2) 納税の猶予

(3) 猶予の取消し

(4) 滞納処分の停止
2
 



滞納整理の進め方

3
 



1 滞納整理（ ‘佳め方

基本的な滞納整理の姿勢

滞納者の事業概況、収支及び財産状況等から

納付能力調査を行い、滞納者個々の実屑を明確
に把握した上で、滞納整理の処理方針を決定

喜
納税について誠実な意思を
有するなど法令の要件に該当
する滞納者

⇒ 納税緩和制度の適用

左記以外の滞納者

⇒ 財産の差押え等の厳正な滞納処分
の執行

4
 



1 滞納整理の進め方

納付相談時の対応
〇 納付能力調査を中心とした実情の把握
► 納付能力調査を中心として滞納者の実情を確認
した上で処理方針を決定
※ 必要に応じて、帳簿調査等を実施

I 納付能力調査 I 

【現在納付能力調査】 【見込納付能力調査】

現在納付可能
資金額

納付を困難
とする金額

猶予期間
分割納付 分割納付

期限 11 金額

5
 



1 滞納整理の進め方

〇 納税について誠実な意思を有するなど法令
の要件に該当する場合
► 猶予制度について確実に説明し、換価の猶予又
納税の猶予の申請をしょうよう

〇 上記以外の場合
► 猶予はできない旨を伝えるとともに、財産調査
を実施の上、滞納処分を検討することとなる旨説

明

6
 



1 滞納整理の進め方

一括納付
困難の申出

納付誓約

納付受託

職権による
換価の猶予

申請による
換価の猶予

納税の猶予

法的猶予

完納

滞納処分

7
 



納税緩和制度

8
 



2 納税緩和制度

納税緩和制度の種類

0 国税徴収法に規定されるもの
換価の猶予（徴151-1.-15_1の2)
滞納処分の停止（徴153)

国税徴収法以外の法令に規定されるもの

納期限等の延長（通11)、納税の猶予（通46)

徴収の猶予（通105②など）

所得税の延納（所131,132)

納税猶予（措70の4など） など

，
 



2 納税緩和制度（換価の猶：-,)

） 換価の猶予

10 



2 納税緩和制度（換価の猶予）

―換価の猶予の種類

〇 職権による換価の猶予（徴151)
► 税務署長の権限によって行うもの

申請による換価の猶予（徴151の2)
► 滞納者の申請に基づいて行うもの

職権による換価の猶予と、申請による換価の
猶予では、効果は同じですが要件は異なります。

確認していきましょう。

l l 



2 納税緩和制度（換価び＿ j 

換価の猶予の効果

①換価の制限（徴151①、徴151の2①)

②差押えの猶予又は解除（徴152②)

ロ 効の不進行（通73④、徴基通151-12)

4延滞税の免除（通63①、通63③、徴基通151-11)

⑤差押財産の果実等の換価及び充当（通48③、徴152③)

12 



2 納税緩和制度（換価の猶予）

―職権による換価の猶予
【要件（徴151)】
① 納税について誠実な意思を有すると認められること

② 納税の猶予又は申請による換価の猶予の適用を受けている

税ではないこと

次のいずれかに該当すると認められる場合であること

• 財産の換価を直ちにすることにより、事業の継続又は生
活の維持を困難にするおそれがあるとき

• 財産の換価を猶予することが、直ちに換価することに比
し、国税の徴収上有利であるとき

④ 原則として、国税の額に相当する財産の差押え又は担保の

提供があること
13 



2 納税緩和制度（換価の猶—― )

猶予金額

〇 納付を困難とする金額（徴152①、徴基通152-1) 

国税の金額 ーI|その他換価の I -
1 容易な財産

現在において納付可能な金額

納付を困難

とする金額

14 



2 納税緩和制度（換価の猶予）

猶予期間

〇 納付能力に応じた期間

► 1年を限度として、合理的かつ妥当な金額で

分割して納付した場合において、最も早く国税

を完納することができると認められる期間

（徴152①、徴基通151-5-2)

15 



2 納税緩和制度 （換価の猶予）

猶予期間の始期
〇 換価の猶予をする日（＝判断した日）

判断した旨及び日付を、徴収システムの滞納
整理事績記事に確実に入力しましょう！

換価の猶予をする日より前に
納付受託を行った場合

⇒ その納付受託を行った日

換価の猶予をする日が、猶予に係る
国税の法定納期限以前の日である場合

⇒ その法定納期限の翌日

16 



2 納税緩和制度（換価の猶予）

― 申請による換価の猶予
【要件（徴151の2)】
① 納付すべき国税を一時に納付することにより、事業の継続

又は生活の維持を困難にするおそれがあること

②／納税について誠実な意思を有すると認められること

納付すべき国税の納期限から6月以内に申請書の提出があ

ること
④ 納税の猶予を受けている国税ではないこと

⑤ 原則として、換価の猶予の申請に係る国税以外の滞納がな

いこと
⑥ 原則として、換価の猶予の申請に係る国税の額に相当する

担保の提供があること
17 



2 納税緩和制度（換価の狛予）

猶予金額

〇 納付を困難とする金額（徴152①、徴基通152-1)

国税の金額 1-1 |その他換価の , _ 
容易な財産

現在において納付可能な金額

納付を困難

とする金額

18 



2 納税緩和制度（換価の猶予J

猶予期間

〇 納付能力に応じた期間 ＇

► 1年を限度として、合理的かつ妥当な金額で

分割して納付した場合において、最も早く国税

を完納することができると認められる期間

（徴152①、徴基通151の2-7)

19 



2 納税緩和制度 (1屯価の炉予）

猶予の始期

〇 換価の猶予申請書が提出された日

猶予申請書の提出日が、申請に係る
国税の法定納期限以前の日である場合

⇒ その法定納期限の翌日

20 



2 納税緩和制度（換価の猶予）

QUESTION. 1 
郵送により申請書が提出された場合において

「申請日」はいつになるか？

発信主義 or 到達主義

21 



2 納税緩和制度（納； の猶 ，）

） 納税の猶予

22 



2 納税緩和制度（納わの猶予

― 納税の猶予の効果

① 督促及び滞納処分の制限（通48①)

② 差押えの解除（通48②)

時効の不進行（通73④)

延滞税の免除（通63①、通63③)

⑤ 差押財産の果実等の換価及び充当（通48③)

23 



2 納税緩和制度（納税の猶予）

納税の猶予の種類

〇災害により相当な損失を受けた場合の猶予（通46①)
► 相当な損失を受けた場合の納税の猶予

0災害、病気、事業の廃止等の場合の猶予（通46②)
► 通常の納税の猶予

0納付すべき税額の確定が遅延した場合の猶予（通46③)
► 一定期間経過後に税額が確定した場合の納税の猶予

24 



2 納税緩和制度（納税の猶予）

相当な損失を受けた場合の納税の猶予

【要件 （通46①)】

・① 災害により納税者がその財産につき相当の損失を受けた

こと

災害のやんだ日から 2月以内に納税者から申請書の提出

があること

③ 損失を受けた日以後1年以内に到来する国税で、通46①

各号に掲げるものであること

25 



2 納税緩和制度（納税の猶1)

通常の納税の猶予

【要件 （通46②)】

① 納税者に猶予該当事実があること

②／ 納付困難であること

納税者から申請書の提出があること

④ 相当な損失を受けた場合の納税の猶予（通46①)の

適用を受ける場合でないこと

⑤ 原則として担保提供があること

26 



2 納税緩和制度（納税の猶予

猶予該当事実
①納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他

の災害を受け、又は盗難にかかったこと（通46②-)
②納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、

又は負傷したこと（通46②二）
3Y納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと（通46②三）
,4) 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと（通46②四）
⑤納税者に災害、盗難又は病気、負傷に類する事実があったこと

（通46②五） （一、二号類似）
⑥納税者に事業の休廃止又は事業上の著しい損失に類する事実

があったこと（通46②五） （三、四号類似）

27 



2 納税緩和制度（納税の猶予）

一定期間後に税額が確定した場合の納税の猶予

【要件（通46③)】

① 法定申告期限から 1年を経過した日以後に納付すべき税額

が確定するなど、通46③各号に掲げる場合に該当すること

納付困難であること

原則として国税の納期限内に申請書が提出されていること

原則として担保提供があること

28 



2 納税緩和制度（換価の猶予 ・納税の猶予）

申請のための書類

〇 猶予を受けようとする国税の金額によって、
添付書類が異なる

境目は100万円！

29 



2 納税緩和制度 （換価の猶予・納税の猶予）

申請のための書類

【猶予金額が100万円以下の場合】

換価（納税）の
猶予申請書

財産収支状況書

※ 職権による換価の猶予の場合は、申請書の提出は不要で
あるが、分割納付計画書及び財産収支状況書の提出を求め

ることができる。

30 



2 納税緩和制度（換価の猶予 ・納税の猶予）

申請のための書類

【猶予金額が100万円を超える場合】

換価（納税）の

猶予申請書
財産目録 収支の明細書 11担保関係書類

※ 職権による換価の猶予の場合は、申請書の提出は不要である
が、分割納付計画書、財産目録、収支の明細書及び担保関係書

類の提出を求めることができる。

31 



2 納税緩和制度（換価の猶予 ・納税の猶予）

― QUESTION. 2 
猶予を受けようとする国税について、 本税のみの金額

は100万円以下ですが、猶予期間終了までに課される延

滞：を含めると100万円を超えると見込まれる場合は、

申＝目書の添付書類として「財産目録」及び「収支の明細

」の提出が必要でしょうか？

． 
いる？

‘ら切I?

32 



2 納税緩和制度（換価の猶予 ・納税の猶予）

- QUESTION. 3 

猶予を受けようとする国税について、 本税のみの金額

は100万円以下ですが、猶予期間終了までに課される延

含めると100万円を超えると見込まれる場合、担

を徴すべきでしょうか？

． 
参餐困？

‘'る？

‘'らない？
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2 納税緩和制度 換価の猶予・納税の猶予）

QUESTION. 4 

担保提供を受けることができる財産はどれ？

①土地 ④ゴルフ会員権

国債 ・地方債 ⑤保証人

③金地金

34 



2 納税緩和制度（滞納処分の停止）

） 猶予の取消し

35 



2 納税緩和門度（換価の猶予）

猶予の取消し
【要件 （通49①等）】

次のいずれかに該当するときは、猶予を取り消し、又は猶予

期間を短縮することができる。

①」操上請求 （通49①-、徴152③、徴152④)

分納不履行 （通49①二、徴152③、徴152④)

担保不変更 （通49①三）

④ 併有滞納発生（通49①四）

⑤ 不正申請

⑥ 事情変更

（通49①五）

（通49①六、通基通49-5)
36 



2 納税緩和制度（換価の猶予）

分納不履行及び併有滞納発生時の対応
実情把握のため接触 （電話連絡・ 臨場）

可 不可

「猶予中の納税について」を送付

連絡あり ＿― | 連絡なし

やむを得ない理由の有無を確認

あり

猶予継続又は

納付計画の変更

なし

猶予取消し（理由附記）

滞納処分を検討
37 



2 納税緩和制度（換価の猶字）

〇 実屑把握のため接触（電話連絡・臨場）

＞ 猶予の取消しや納付計画の変更などの処理方針
を決定するため、電話連絡や臨場により、速やか
に滞納者の実情を把握

＞ 滞納者と接触した場合には、 「なぜ」納付がで
きなかったか、理由を聴取し、その理由が「やむ
を得ない理由」に当たるか検討

38 



2 納税緩和制度（換価の猶予）

〇 「猶予中の納税について」を送付

► 滞納者の実情を把握できない場合は、 「猶予中
の納税について」を送付し、指定日までに滞納者
から連絡等がない場合は、 「やむを得ない理由」
はないものとして、猶予を取消し

文書を送達した場合は、送達事績を確認するため、追跡
可能な手段（特定記録郵便等）を利用してください。

39 



2 納税緩和制度（換価の猶予）

0 やむを得ない理由の有無を確認

＞ 猶予をした時に予見できなかった事実の発生に
より分割納付金額をその分割納付期限までに納付
することができなかったとき

► おおむね次の分割納付期限までに納付すること
ができるとき

► 猶予をした時から新たに納付すべき国税の納期
限までの期間が短く、その新たに納付すべき国税
を期限内に納付できなかったとき

40 



2 納税緩和制度（滞納処分の停止）

） 滞納処分の停止

41 



2 納税緩和制度（滞納処分の件止）

―滞納処分の停止
【要件 （徴153①)】
次のいずれかに該当するときは、滞納処分の停止をするこ

とができる。

①／ 滞納処分の執行及び租税条約等の規定に基づく当該租税

条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要

請による徴収（以下「滞納処分の執行等」という。）をす

ることができる財産がないとき (1号）

② 滞納処分の執行等をすることによって滞納者の生活を著

しく窮迫させるおそれがあるとき (2号）

③ 滞納者の所在及び滞納処分の執行等をすることができる

財産が共に不明であるとき (3号） 42 



2 納税緩和制度（滞納処分の停止）

― 滞納処分の停止の手続

〇 事実の確認

滞納処分の停止が安易に行われることに

ねれば、租税負担の公平が損なわれるのみ

ならず、税務行政に対する国民の信頼をも

失うことになりかねない。

► 滞納処分の停止の要件に該当する事実の確認

が確実に行われることが重要！

43 



2 納税緩和制度 滞納処ガの停止）

滞納処分の停止の手続

〇 滞納者への通知

滞納処分の停止をしたときは、その旨を滞納者に通知

しなければならない（徴153②)。

► 滞納処分の停止は、滞納処分の停止の要件に該当す

ることとなったときに、滞納者の申請に基づくこと

なく税務署長の職権により行うもの（徴基通153-5) 

44 



2 納税緩和制度（滞納処分の停止）

― 滞納処分の停止の効果

① 差押えの解除及び新たな差押えの禁止

（徴153③、徴基通153-10)

納税義務の消滅（徴153④)

③ 延滞税の免除（通63①)

45 



2 納税緩和制度（換価の知予・納税の猶予）

ANSWER. 1 
一

発信主義

※ 通信日付印により表示された日に提出が
されたものとみなします（通22)。

46 



2 納税緩和制度（換価の猶予 ・納税の猶予）

—A~WE R. 2 

不要

•知 申請書の添付書類については、未確定の延滞
税を除いた税額が100万円を超えるか否かで判
断するため、質問の事例のような場合は、 「財
産収支状況書」を添付書類として提出すること

となります。

47 



2 納税緩和制度（換価の猶予 ・納税の猶予）

ANSWER. 3 

徴すべき

※ 担保は、原則として納付すべき国税の全額
（未確定の延滞税を含む。）を保全するため

に徴するものであるため、質問の事例のよう
な場合は、原則として担保を徴すべきとなり
ます。
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2 納税緩和制度（換価の猶予 納税の猶予）

― ANSWER. 4 

①土地

②国債・地方債
保証人

※ 国税の担保とすることができる財産は、
国税通則法第50条各号に規定されている財
産のみです。

49 



おわり
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大 分 類共通（研修関係）

中 分 類講習、研修関係書類

名称（小分類）研 修 資 料

保存期間（満了日） 会3年（令和 10年3月末）

| :収了斗務新第任者,修]| 

納付相談実習

大阪国税局

徴収部 徴収課

令和 6 年 8 月 6 日





【納付相談実習（電話編）】

1 納税の誠意がある滞納者から、署に納付相談の電話が架かってきた。

【申告所得税及び復興特別所得税確定分： 48万円、申告期限： 3月15日】

（メモ）

① 3月5日受電（納期限前）

② 5月15日受電（督促状送付後）

③ 8月30日受電（督促状送付後）

2 納付催告の電話を架ける。

(1) 督促状送付前

④ 個人の滞納 (4月22B架電）

【申告所得税及び復興特別所得税確定分： 60万円、申告期限： 3月15日】

⑤ 法人の滞納（累積ではないが常習• 9月20日架電）

【消費税及び地方消費税中間分： 60万円、申告期限： 8月31日】

（メモ）

④ 4月22日架電

④ 9月20日架電



(2) 督促状送付後

⑥ 個人の納付誓約が不履行 (8 月末の納付分 (2 回目）が不履行• 9月15B架電）

【源泉所得税及び復興特別所得税告知分： 30万円、 7月末から月 10万円の納付

誓約】

⑦ 法人の滞納（期限前納付指導では、認識が今一つ・ 10月 15日架電）

【消費税及び地方消費税中間分： 60万円、納期限： 8月31日】

⑧ 法人の調査に係る滞納（本税の納付を確認済． 9月15日架電）

【法人税加算税（決定） ：10万円、納期限： 7月31日】

（メモ）

⑥ 9月15日架電

⑦ 10月15日架電

⑧ 9月15日架電



【納付相談実習（応接編）】

1 納税の誠意のある者が来署した。

⑨ 滞納分を計画どおり分納中(11月 10日来署）

【消費税及び地方消費税中間分： 150万円、納期限： 8月31日、 9月末から月 50万

円の納付誓約】

⑩ 店舗が 1年前に火事 (8月 29日来署）

【消費税及び地方消費税中間分： 60万円、納期限： 8月31日】

（メモ）

⑨ 11月 10日来署

⑩ 8月 29日来署

2 納税の誠意のない者が来署した。

(1) 滞納者及び団体職員

【消費税及び地方消費税確定分： 120万円、納期限： 9月30日】

⑪⑫ 不満を申出(IO月4日来署）

（メモ）

⑪ 10月4日来署

⑫ 10月4日来署



(2) 滞納者及び弁護士

【消費税及び地方消費税確定分：滞納残 90万円、月 30万円の分割納付中】

⑬ 売上不振等を申出 (9月4日来署）

⑭ 証券の取戻しを申出 (9月1日来署）

【受託証券あり： 9月5日決済分、額面30万円の小切手 (2回目）】

（メモ）

⑬ 9月4日来署

⑭ 9月1日来署

3 納税に関する知識に乏しい者が来署した。

【消費税及び地方消費税中間分： 72万円、納期限： 8月31日】

⑮ 滞納法人の従業員 (9月4日来署）

⑯ 滞納者の妻 (9月4日来署）

（メモ）

⑮ 9月4日来署

⑯ 9月4日来署



4 少額分納を繰り返す者が来署した。

【消費税及び地方消費税本税（督促後） ：152万円】

⑰ 滞納者及び税理士1（少額分納を継続的に履行.9月4日来署）

⑱ 滞納者及び税理士2 （少額分納の不履行の繰り返し• 9月4日来署）

（メモ）

⑰ 9月4日来署

⑱ 9月4日来署

5 納税証明書（その 3)を請求したい者が来署した。

【消費税及び地方消費税： 100万円、納期限： 8月31日】

⑲ 滞納者来署（分納中・ 11月3日来署）

⑳ 滞納法人の経理担当者から受電（分納中・ 11月20日）

（メモ）

⑲ 11月3日来署

⑳ 11月20日来署



6 財産がない滞納者が来署した。

【令和 5年分申告所得税及復興所得税確定分： 890万円（譲渡所得）】

⑪ 滞納者 (5月15日来署）

（メモ）

⑪ 5月15日来署

【納付相談実習（応接・差押え編）】

1 債権差押え時の対応（取引先（第三債務者）へ臨場し差押え）

【コロナの影響はないものとする。】

(1) 滞納者情報等

イ 滞納者名：株式会社甲建設（建設業）

ロ滞納税金

課税期間 税目

令和4.1. 1~ 

令和4.12. 31 
消費税及び

地方消費税

納期限 1 督促年月日

令和5.2. 28 令和5.3. 24 

ハ 滞納整理の経緯

本税

1. 400, 000円

滞納発生後、納付相談を実施し、 3か月での納付計画書を徴し、納付誓約とし

たが、一度の履行もない。

臨場や電話による接触を図るも接触できず、来署依頼書を送付するも応答なし。

差押予告書を送付するも連絡がなく、差押予告期限までに納付もないことから、

取引先へ臨場し、売掛金の差押えを執行することとした。

(2) 取引先の概要等

イ 取引先の法人名：株式会社A建設

ロ 滞納者との取引：補修工事請負契約



⑫ 取引先株式会社A建設の代表者及び経理担当者 (8月7日臨場）

（メモ）

⑫ 8月7B臨場

2 債権差押え時の対応（差押えに対する滞納者からの苦情）

【滞納者情報等の前提事項は、上記1に同じ】

⑬ 滞納者株式会社甲建設の代表者及び謎の人物 (8月9日来署）

（メモ）

⑬ 8月9日来署

【納付相談実習（応接・換価の猶予申請編）】

〇 換価の猶予申請を想定した模擬面接

【パターン 1】

⑭ 納税者が、確定申告書の写しを持参し、「振替納税予定であったが、資金繰りが悪く完

納することができない」旨の申し出があった場合

【消費税及び地方消費税確定分：納税額90万円、月 15万円の分納】



（メモ）

⑭ 4月 10日来署

【パターン2】

⑮ 納税者が、確定申告書の写し及び小切手 12枚を持参し、「振替納税予定であったが、

資金繰りが悪いので、分納してほしい」旨の申出があった場合

【消費税及び地方消費税確定分：納税額 90万円】

（メモ）

⑮ 4月 10日来署



大 分 類 共 通（研修関係）

中 分 類講習、研修関係 書領

名称（小分類）研 修 資 料

保存期間（満了日） 会3年（令和 10年3月末）

| ：収 事 ：新任：研修]|
令和 6 年 8 月 7 日

基本的 ICT調査法

大阪国税局

徴収部 徴収課
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ICT調査の実施① ～法的根拠～
ICT調査の実施に当たっては、その法的根拠を理解し、調査範囲を認識しておくことが重要

【国税徴収法第141条（質問検査権）】
徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、
滞納者又はその他の者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類（その作成又は保存に代えて電磁的記録）その他の
物件を検査し、又は当該物件（その写しを含む。）の提示若しくは提出を求めることができる。

一1 提示・提出を求めることができる権限の整備► 電子帳簿書類等のダウンロードの請求が可能

2 対象に「帳簿書類」のほか、 「その他の物件」を追加
► 帳簿書類作成のための原始記録、電子メールによる取引記録などが該当

3 質問検査権の行使先について、滞納者に「現に債権・債務がある者」のほか、 「過去に債権・債務が
あった者」が含まれることを明確化

4 検査拒否等の罪（徴188)について、 「提示・提出の要求に対して偽りの記載や記録をした帳簿書類
等を提示した場合」が追加

※ 上記の改正は、施行日（令和6年1月1日）以後に滞納となった国税に係る調査についてのみ適用
施行日前に滞納となった国税と施行日以後に滞納となった国税が混在している場合には、改正後の規定が適用
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参考 I

滞納整理における ICT調査の法的根拠

滞納整理における ICT調査を実施する際の法的根拠や関係法令は次のとおりである。

1 質問検査権（国税徴収法第141条）

法 141 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、下記(2)に掲

げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類（電磁的記録によるものを含む。）その他の物件を検査し、又は当該物件（写しを

含む。）の提示若しくは提出を求めることができる。

(1) 賀問、検査又は提示若しくは提出の要求をすることができる場合

法第 141条の r滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるとき」とは、法第5章（滞納処分）の規定による滞納処分のため、

滞納者の財産の有無、所在、種類、数量、価額、利用状況、第三者の権利の有無等（第 141条関係において「財産の状況等」という。）

を明らかにするため調査する必要があるときをいう。

この場合において、質問の内容、検査の方法及び提示又は提出を求めることができる物件の範囲等は、財産の状況等を明らかにする

ために必要であると認められる範囲内に限られる（徴基通 141-1)。

(2) 質問、検査又は提示若しくは提出の要求の相手方（徴 141、徴基通 141-2~4) 

号 I 質問・検査の相手方

1号 I 滞納者

1号

3号

滞納者の財産を占布する第三老

滞納者の財産を占有していると認められるに足りる相当の
理由がある第三者

滞納者に対し債権若しくは債務があった、若しくはあると
認めるに足りる相当の理由がある者

滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由が
ある者

4号 I 滞納者が株主又は出資老である法人

(3) 質問、検査又は提示若しくは提出の要求の方法

法第 141条の「質問」及び「物件の提示又は提出の要求」は、口頭又は書面（質問の内容を記録した電磁的記録を含む。）のいずれに

ょうても差し支えない。この場合において、口頭による質問の内容が菫要な事項であるときは、必ずてん末を記録することとし、その

てん末を記載した書類には答弁者の署名を求め、その者が署名をしないときは、その旨を付記しておくものとする（徴基通 141-5)。

(4) 黄問、検査又は提示若しくは提出の要求の対象

法第 141 条の 「財産に関する帳簿書類・ 9•その他の物件」とは、法第 141 条第 1 号から第 4号までに掲げる者の有する金銭出納帳、売

掛帳、買掛帳、土地家屋等の賃貸借契約書、預金台帳、売買契約書、株主名簿、出資者名簿等これらの者の偵権若しくは債務又は財産

の状況等を明らかにするため必要と認められる一切の帳簿書類（その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場

合における当該電磁的記録を含む。）その他の物件をいう（徴基通 141-6)。

また、「その他の物件」とは、滞納者の財産の状況等を明らかにするために必要と認められる一切の物件（電磁的記録を含む。）をい

い、例えば、帳簿書類作成のための原始記録や、電子メールによる取引記録などが該当する。

(5) 物件の提示又は提出の意義

法第 141条の 「物件の提示」とは、徴収職員の求めに応じ、遅滞なく当該物件（その写しを含む。）の内容を徴収職員が確認し得る状

態にして示すことを、 「物件の提出」とは、徴収職員の求めに応じ、遅滞なく徴収職員に当該物件（その写しを含む。）の占有を移転す

ることをいう（徴基通 141-6 -2)。

なお、電子データ等のダウンロードの求めについては、「物件の提示又は提出の求め」として行われることとなり、メールでの取引記

録や有価証券・暗号資産の取引明細等についても対象となる。

(6) I CT調査実施時に留意すべき点

また、電子データ等の提示又は提出を求める場合には、当該電子データ等の名称等を相手方に十分説明し、「電子情報確詑リスト」を

作成した上で、写しを交付する。

※ 質問検査権（徴 141)については、令和 5年度税制改正において、質問検査等の対象に、帳簿魯類のほか「その他の物件」が追加

されたことで、パソコン等も費問検査等の対象になり、保存されている電子データ等について提示又は提出を求めることができると
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明確化された。

2 個人情報の保護に関する法律

第三者提供の制限

法 27① 個人惜報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで．個人データを第三者に提供しては

ならない。

1 法令に基づく場合

（中略）

2 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で

あって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

3 参考

電子帳簿保存法と徴収事務の関係について

(1) 電子帳簿保存制度の概要

電子帳簿保存制度とは、税法上保存が必要な「帳簿」や「領収磐・請求書 ・決算書など（国税関係書類）」を、紙ではなく電子データ

で保存することに関する制度をいい、次の 3つの制度に区分さわる。

イ 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等

国税関係帳簿書類のうち電子計算機を使用して作成している国税関係帳簿書類については、一定の要件の下で、電磁的記録等によ

る保存等（国税関係帳簿の場合はには備付け及び保存をいう。）が認められる（法4①⑫)、 5)。

ロ スキャナ文書による保存

取引の相手先から受け取った請求書等及び自己が作成したこれらの写し等の国税関係芯類（決算関係書類を除く。）について、 書面

による保存に代えて、一定の要件の下で、スキャン文書による保存が認められる（法4③)。

ハ 電子取引の取引情報に係る霜磁的記録の保存（法7条）

所得税（源泉徴収に係る所得税を除く。）及び法人税の保存義務者がいわゆるEDI取引等の電子取引を行った場合には、電子取引

により授受した取引梢報（注文書、 領収書等に通常記載される事項）を電磁的記録により保存しなければならない（法7)。

なお、改窟など課税上問題となる行為を防止する観点から、保存方法等について、真実性・可視性の確保に係る一定の要件が設けら

れている。

(2) 各種電磁的記録に対する質問検査

各種電磁的記録は、 「税務職員による質問検査権に基づく霞磁的記録の提示又は提出の要求に応じること」 が保存要件の一つになって

いる。

ここでいう「電磁的記録の提示又は提出の要求に応じること」とは、法の定めるところにより備付け及び保存が行われている国税関

係帳簿又は保存が行われている国税関係書類若しくは電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、税務職貝から提示又は提出の要

求 (4-14において「ダウ ンロードの求め」という。）があった場合に、そのダウンロードの求めに応じられる状態で電磁的記録の保

存等を行い、かつ、実際にそのダウンロードの求めがあった場合には、その求めに応じることをいうのであり、「その要求に応じるこ

と」とは、当該職貝の求めの全てに応じた場合をいう（電子帳簿保存法取扱通達4-14)。

(3) 国税徴収法との関係

令和3年度税制改正における電子帳簿等保存制度の見直しにより、帳簿書類等を電子的に保存する際の手続きについて抜本的に簡素

化されるなど、今後、更に電子帳簿書類等の普及及び一般化が見込まれる中、滞納処分に関する調査に係る質問検査権については、電

子帳簿書類のダウンロード（帳簿聾類の提示又は提出）を求めることができる明文の規定がないこと等から、こうした電子化に対応す

るための調査手法等の整備として、令和5年税制改正において、 国税徴収法第 14l条の質問検査権が改正された。
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【想定問答①】 滞納者が使用しているパソコン内の電子情報の調査

¢ 取引先に対して送信しているメールと
請求書をまとめているフォルダを確認
させてください。

パソコンを見せるのはちょっと・ 。
パソコンまで確認する権限はあるんですか？

国税徴収法141条で、質問検査権が認められています。
質問検査権は、あなたの財産に関する帳簿書類その他物件
を検査し、提示又は提出を求めることができる権限です。
パソコンは「その他の物件」に該当し、質問検査の対象と
なりますので、ご協力ください。

個人情報保護法では、個人情報の第三者への提供につい
ては制限されていますが、法令に基づく場合はその制限を
受けません。
また、国家公務員には守秘義務が課されており、質問検
査等で把握しだ情報が外部に漏洩することはありませんの

徴収官 ＼でご安心ください。

【参考法令／国税徴収法］

パソコンには従業員の情報や
滞納に関係ない情報も多数保存
されています。
それらを提供することは、個
人情報保護の関係で問題になら
ないのですか？

参考 II

第百四十一条 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿否類
（その作成又は保存に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供
されるものをいう。）の作成又は保存がされている塔合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二（事業者等への協力要請）及び第百八 十八条第三号（罰則）において同じ。）
その他の物件を検査し、又は当該物件（その写しを含む。）の掃示若しくは棉出を求めることがでぎるn
一滞納者
二 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者
三 滞納者に対し債権若しくは債務があつた、若しくはあると認めるに足りる相当の理由がある者又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者
四 滞納者が株主又は出資者である法人

【想定問答②】 滞納法人の従業員が使用しているパソコン内の電子情報の調査

取引先に対して送信しているメールと、請求書を
まとめているフォルダを確認させてください。

べて経理担当者が

個人のパソコンといっても会社の資産であり、
業務のために使用しているものです。
従業員の方が使用しているパソコンも、国税
徴収法第141条に規定されている「その他の物件」
に該当し、質問検査の対象になりますのでご協力
ください。

【参考法令／国税徴収法】
第百八十八条 次の各号のいずれかに該当する揚合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

すか？

ー 第百四十一条（徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権）の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳をしたとき。
二 第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
三 第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件（その写しを含む。）を提示
し、若しくは提出したとき。
第百九十条法人の代表者（人格のない社団等の管理人を含む。）又は法人若しくは人の代理人、侍用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第百八十七条又は第
百八十八条（罰則）の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とす
る場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

-6-



ICT調査の実施② ～情報セキュリティの確保～
ICT調査の実施に当たっては、滞納者等のパソコン（タブレット・スマートフォン等を含む）に保存されて
いる帳票類やメール等（電子情報）を確認・抽出するほか、その電子情報の提示又は提出を要求

＞ 電子情報の漏洩がないよう、定められた事務処理手順を遵守し、情報セキュリティの確保を徹底

＞ 財産調査関係書類を電子情報の形式で収集する場合には、ダウンロードする電子情報の名称等を滞納者等に
十分説明し、必ず同意を得るとともに、 「電子情報確認リスト」を作成し、写しを滞納者等I¥交付
＞ パソコンの操作は、納税者等に依頼

-7-



電子情報確認リスト

殿

令和年月日

署徴収 部門

財務事務官

（電話番号 ー ー 内線

※ 税務署へお電話をおかけの際に自動音声

が流れましたら、音声案内に従って『 2』

を選択してください。

ダウンロード（コピー）した電子情報は、下記のとおりです。

記

番号 電子情報の名称 形 式 期間・年分等 容量 備 考

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 ， 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

暗号化操作



1 パソコン等現物確認

(1) パソコン等の現物確認について

ICT調査は、調査全般を補完する調査手法であり、効率的に調査展開を図る上でも必要不

可欠な調査手法といえます。その ICT調査の手法の一つとしてパソコン等の現物確認調査が

ありますが、どのように調森展開すればよいのでしょうか。

ィ

(2) パソコン等の現物確認・データ取得における留意事項

-1-



2
 

3
 

⇒ 

※
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⇒
 

※ 
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8 プリントスクリーン(pCの画面をコピーする機能）の活用

【全画面プリントスクリーンの方法】

「＜、 デ久万ードツヲi的＂う9：：：あ幕苔ジ‘•••••一•い••••一•一• ••一••••-••…•1

プリントスクリーン[PrtSc]を押下する。 ： 

＜ノートパソコンの場合＞
ファンクションキー[Fn]を押下しながら
[PrtSc]を押下する。

【最前面プリントスクリーンの方法】

最前面にある

windowだけを画像化
.I ー ジ・·>·~·:::; ··-;,···i.: ..::·:·::,~··;~~··~ .. ;・::.:;・::・:・;:;.::'ia・z:,・.................................................... i 

iくデスクトップパソコンの場合＞ ； 
j [Alt]を押下しながら [PrtSc]を押下する。 i 
l 

！ l ／ノートパソコンの場合＞
1 [Fn]、[Alt]を押下しながら [PrtSc]を押下する。

｀．．．．．｀．．．．．鴫● ●●●● ● ● ●● ●_........．、．．．．． ．．．． ．．．．．．ー・. .......... ・-！ ロロ
※ メーカー、機種によりキーの印字等に違いあり。

【参考】
貼り付けた阿1象(/)不要な固所はトリミング機能を活用する。
O'l...,. 

r
“
5凶

B心 1• Exo・ 

"1 パ..,,.,,賣式デ•9 帽譴苓；；ヽ...阪血が [E:l

.....•• 9:: = ＝ ＝ ；； ＝ ＝口名：：：
文Ly.• ヽ・｀｀ 9，・’’ 

A逼

5

5

 ”” 
立

“

f
,
 
5

4

 日
m
却

，
 

"
千

⑥
 

図

L

9

.

1

6

9

0 
A ・

•一凸ー ぢ竺
2“ ーロ・J.,•、 9 ... 

.. ,... 
l(‘ ←缶三＂ ー：ーI
11 9号＝ よる＇` ；oi．二＿、三
19,  p•・．—+斗.:ー..
2J,.  : ! f 
：：．一ア事「＇ゴ――
”’心•. • • I,  ←:  : D 

—・ 1, •凸＿,,.--~ 
:;rヽ ．．， ニ デ｀
21 

’" 

G 

凰＊9＝7e；ー・＂

? tそJ- 5'x 

ビb-·—
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10 パソコン等現物確認後の終了作業
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大 分 類共通（研修関係）

中 分 類講習、研修関係書類

名称（小分穎）研 修 資 料

保存期間（満了日） 会3年 （令和 10年3月末）

| ：収事：新任：研修』l
令和 6 年 8 月 7 日

エクセル操作法

大阪国税局

徴収部 徴収課





Excel操作研修（初級）

令和 6年 8月7日



I I Exce1とは I 

Excelとは、マイクロソフト社が提供する、データ計算・分析を行うた

めの表計算‘ノフトて‘す。

データの管理・整理

データを見やすい形て管理することがてきるだけてなく、必要に応じて閲覧したい情報のみ

を抽出したり、元のデータベースを加工したりてきる。

データの計算・分析

計算式を入力し数値の算出がて‘きるほか、関数を使ってデータの計算・集計・分析がて‘き

る。また、簡単にグラフ等を作成し、データを可視化することもて‘きる。

文書・ドキュメント作成

セルに数字だけてなく文章を書き入れいることがて‘きるため、金額・個数などの数字管理以

外にも様々な文書や書類を作成することがて‘‘きる。



企画課が運営している「~にExcelて‘必要な関数
等のスキルが掲載しているのて‘参考にしてください。



r
 

」のExcelスキルメニュー



III業務て‘使えるExcelスキル | 

ここからは徴収事務て‘‘役立つExcelスキルについて紹介します。

～目次～

I①セルの書式設定
日付や金額の表示形式を設定す

る

I②検索置換
特定の文字を検索したり、別の文

字に置き換える

I③フィルター機能
データを絞り込んだり、特定の条

件に合致するデータを抽出する

し 歪件付き書式

指定したセルの値や数式の計算

結果に対してルールを設定する

I⑤データの入力規則
特定のセルに入力てきるデータ

の種類や条件を制限する

I ⑥ピポットテーブル
データを項目別に自動集計し、分

析する

I⑦関数（sum、COUnt等）
金額を集計したり、値の入力され

たセルの個数を調べる

I⑧関数(if、vlookup等）
設定した条件に基づき値を算出

したり、特定の範囲からデータを参
照する



I IlI―①セルの書式設定 任意のExce||

→ ¥ 
貼け
D岨・
・ヽ ゞ

クh茄ード 5

A1 

MS;>ゴシyク

B I M ~ 

：ニコ旦．
3 1 

マ］11 ▼ A▲ 

．．．叫 ▼ぷ▼ムマi

万ント

必
雨
ち

た

＿

C
-

クツ）
 
ク右

―

-

l

J
 

4

5
6

7
8

9

 

切り取りに）

コビー~}

貼曲itのオプション：
....~· 
巨＝＇ヽ
形式点逼択して貼り付け(~)...

挿入(l)...

削除m)…
数と徳の加ア（凶）

呈l
フィルターに）

並べ替え位）

切 コメントの挿入(M)

セルを選択し、右クリックをすると

プロパティが表示されるのて‘‘、「セル

の書式設定」をクリックします。

匂虚吾式后定 ？ x 

痴遥式 配置 万・ント 罫縁 塗わ砒保蓑

ー

↓

義

方

定

言
閂
醤
円
雰

サンブル
i 

. , r- - - .,  

II澤点以下叩甜如）：io ': 
• --≫ 

□桁区切り（， ）を使用する但）
負⑬敦の表示形式lli):

(1234) 
(1234} 
1234 

.け!-----------
-1234 
△ 1234 
i. 1234 

きヽりがな磁踪但）

名前9定袈偽］…

i, 1;ンク（l)

数健の表示形式琶釘tl,ます．小数点位匿む言え炉潟合は、［会計］も魁Rして併さい。

仁 三 コ キャ池



I皿一①セルの書式設定 任意のExce,I

I訓讀三 ？ x| 
表市試 配器 フォント 罫線 塗わぶし 保蓑

ジ

ト

ー

グ〖一塁
呻
紐
毘
即
蜘
｀
〖
函

＂昌退 FE一

サンプル

種類a);
------
IG/晏準
-- ~ ~— 

$#,##0.00_）；［赤］（サ，＃＃0.00)
[$—ja-JP]ge.m.d 
[$-ja-JP]ggge"年"m"月"d"日＇’
yyyy/m/d 
yyyy"年”m"月"d"日＂
yyyy"年"m"月＂
m"月’d'’日＇’
m/d/yy 
d-mmm-yy 
d-mmm 
mmm-

＾ 

v 

v 自濫（D)

釦屯碑み込み咽昆蒜式む鯰し、新しし環示形式を入力して俎さい．

［ニ キャスル

1数値タブ
小数点以下の桁数を変更したり、千単

位の桁区切りを設定することがてきます。

1日付タブ
日付の表示形式を変更てきます。

※和暦表示はユーザ一定義タブて，，

行う

1ューザー定義タブ
セルの表示を自由に設定てきます。

（例）

和暦表示

[$-ja-JP]ggge"年"m"月"d"日'’

.̂̀ ヽ
表示がわかりやすくて見やすいね。
単位の表示も自由に設定できるし、

数字のままだから扱いやすいね。

円表示

@’'円'’
※‘‘（ダブルクォーテーション）の中

を変更すれば任意の文字を数字の

後に表示て‘きる



I III—②検索置換 任意のExce|I

..Eエコ

田 出 芦 閲フィル・
tテーブルとしてセ）は） 揮入 清詮 書式
君式設足・スタイル● 曹 ・ ・ ゲ””

スタイル セル 編葉 1 1 ^ 

i L_ 」-_M_ 量 N 9.- -P→・ー ー・-・・ Q ___—• R.. と i --9ニ
I 
I 

ホームタブの右端にある「検索と選

択」をクリックし、検索または置換を選択

します。

※ショートカットキー

検索 Ctrl+ F 
置換 Ctrl+ H 

※検索・置換したい範囲を選択すれば、その範囲内で検索等がされます。

範囲選択しなければシート全体が対象て‘す。

和紅る文翔l]lli): I 'V,  
1 , 

木たaン江） ＞＞ l 

すぺて検索~) |次を検索(E)| 剛凶

1検索
検索したい文字を「検索する文字列」に

入力します。

lセルづつ検索したい場合は「次を検
索」すると順番に表示されます。

シート内全てを検索したい場合は「すべ

て検索」をクリックすると一覧表示されます。

※オプションをクリックし、検索範囲を

ブック内全てに変更可能



I IIIー②検索置換 任意のExce||

1置換
|三戸 ？ x | 置換前の文字を「検索する文字列」に

置換後の文字を「置換後の文字列」に入

力します。

検索(Q) 置換e

畔紋呼l(N}:[L

薗文lに）： I 
L- - - -

ガシン(I)>>

すべて正凶 麟図 すべて検索(l) |次を検索(E)| 閉凶
lセルづつ置換したい場合は「置換」を
シート内全てを置換したい場合は「すべ

て置換をクリックします。

置換機能を使えば・・・

“ .I .. (?  i',ヽi'、.:...・・1・::i 
こ虹←ニ.9也］
臼

- -- 1; 

戸ご三冑□言三靡
-— ↓ --̀  ; —U•ぶ＿ 1 :=：：ニー し＝社＇ 芯 ． i•••，•立： ，芸

三 三量三：：ロ
預金元帳を複合機て‘‘

スキャン

→ 

※検索と同様にオプションをクリックし、

検索範囲をブック内全てに変更可能

| ICT支援ルーム ・ ••••• • I 

①かての方はこちら ヒ＝— 皐 お知らせ E 
寛●鼻ーム0f9●... 賓••ームヘ●←●量 ，．―＂...シェ’"””

冒•.. Aa 

こここ

ICT支援ルームて‘
OCR 

靱弓18 出金謂 入金翡 残高

20710. 2c0,000 200.れ
R20714 200.OOO400.OOO 

20714 400.000 0 
?OO⑦, 200奴涎9 200血

一一~ 鱗砕検稟⑫—) -―-
⑤2OORI 匹す荻迂暉）： 0 1 

ニー—-・ • .. . - - -

由印文囮、｀ ユ
ズ芦心” | 

021105 
T心皿） 詈虹） がて虹U) 国 !11じる I 

誤読を一括補正



I ～ 演習問題 l~ 。し演習問題 1.x|sx|

以下のとおり、データを補正してください。

【条件】

補正に当たっては、 「置梧し」又は「書「式漬皮定：」を使用すること

'―---------------------------------------------------------------------------------------------------------
回 「◎」 ⇒ 「O」 （ゼロ）

回 「O」 （大文字） ⇒ 「O」 （小文字）

回 「西暦」 ⇒ 「和暦」

回 「1000」 ⇒ 「I,000」 （制限時間10分）
--~--------------------------------------------------------------------------------------------------.) 

～応用編～
「E列」の検算欄、 「F列」の判定欄を使用して、出金額、入金額、

残高が一致しているか、判定してみよう！

＊ 判定は、 「IF関数」を使用



I IlI―③フィルター機能 。3＿仕訳日記帳． x|sxー ・

＇ 国テキスト甜出：csvから区最迂使ったソース
弓｀Web応 『細虚翠
況
,:~テーカ頃たは範回から

データ”取雲と変換 クエ'.lei鞠E 並べ替え':J-(J”―

丘 日付

A B C D E F 

日「了ー伝票N可借方科目 円借方奎F 貸方面《3曰方：
令和2年3月1日 1775福利犀生董 2,OOO』現全 .... 

令和2年3月1日 2419 I 現金 125, 

令和2年3月1日 2420事務用品聾 7, 

令和2年3月2日 2421 現金 178, 

令和2年3月2日 2422 仕入高 450, 

令和2年3月2日 2422 仕入高 352, 

データタブの「フィルタ」をクリックすると

最上段の項目に「▼」が付きます。

抽出したいものだけにチェックを入れる

と、必要なデータのみ抽出することがてき

ます。

検索ボックスに任意文字を入力し抽出

することもて‘きます。

i？↓即硲）

l紅賂i.l!(Q)
色で並べ替え紅）

て衷手与；ー芍

2•1,',、 'i-i

卜テキストフィルター(El

r-- -—--—— 
，検索 .£1 

:••OO （すべて退択）
i—口仮叩限等
,4コ仮払金
i・口1J!金
！．口支払手形
i．．口受取手形
，＿．口受惑11旦
：＿．口当座9金
i口買掛金m「 -,l

OK キャンセル

→ 

A B C D E F G 

ビ伝薫N（こ|
I 

日付 勘定料目 曰借方金F] 勘定科目 !'3--!貸方金＇： 摘妻

令和2年3月1日 2419 現金 125,439売上再 125,439本日売上

令和2年3月2日 2421 現金 178,572，売上高 178,572本日売上

令和2年3月3日 24241現金 129,400売上高 129,400本日売上

令和2年3月7日 2433 現金 142,343売上高 142,343本日売上

令和2年3月7日 2434 現金 148,543売上高 148,543本日売上

令和2年3月8日 2435 I 現金 137,629売上高 137,629本日売上

令和2年3月8日 2436売掛金 1邸，000売上高 184,000 1002市川ストア



I皿一④条件付き書式 。孔仕訳日記帳． x|sX|

特定の条件に該当するセルに書式設定が出来る機能て‘‘す

ホームタブにある「条件付き書

式」をクリックします。

％数但9 ~d8 1.lここt月！認マ

例えば

A5
1
1
1〗
守
i

翌
002003
如

004

+
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
 

署
ー

1

1

1

1

l
i105 
l

2

3

4

5

6
 

品
忠
g
g

B

名

セル

C 

追徴税額

3,000,000 
2,000,000 
2,500,000 
3,000,000 
10,000,000 

条件付き書式機能を活用し、A列て，，
重複しているデータを抽出します。

皆挿入
ー・ーニ —ー• 一．． 「

｀切切強調衷下ルール（印 ~

↓ 

ホームタブの「条件付き書式」をク

リックし、 「セルの強調表示ルール」→

「重複する値」の順に選択します。

里複する恒(Q)...



皿一④条件付き書式 。3＿仕訳日記帳 x|sXI
重複す記直 ? X 

次の値を含む匂n：書式設定：

琶 但 害式：i濃澤の文字竺豆嘩匹硬し」ョ

「下雰レ

A B C 
` ― ~ "ー・じ ● ●―` - ------・・・---・-- - - - - --

1 f局署＋整理番号 法人名 追徴税額
2 ;051 01 00111111 （株）A 3,000,000 

3 !051 01 00222222 8（株） 2,000,000

4 応510100333333 C（株） 2,500,000

5応5101 00111111 （株）A 3,000,000 

6応510100444444 （株）D 10」000,000

口指定の値より大さい(§)...

呈指定碩より小さい(l,)...

区 指定の蕊囲内(H)...

閾指定直に等しい(!;:)...

文`字列(I)...

悶1日付（A）…

重複する値の書式を設定し、「OK」を

クリックすると、

重複する値が赤で色付けされます。

重複する値だけてなく、左の選択肢

のような条件を設定して書式設定をす

ることがてきます。



I III —④条件付き書式 。孔仕訳日記帳．刈 SX]

調査等て‘は

日付 売上
R6.1.10 1,000,000 

R6.1.15 600,000 

R6.1.20 290,000 

R6.1.25 3,00Q,QOO 
R6.2.1 9QQ,OOO 
R6.2.10 1,500,000 

R6.2.15 35Q,OOO 
R6.2.20 }00,000 

日付 売上
R6.1.1 0 1,000,000 

R6.1.15 600,000 

R6.1.20 200,000 

R6.1.25 3,000,000 

R6.2.1 900,000 

R6.2.10 1,500,000 

R6.2.15 3_50,000 

R6.2.20 7.00,000 

コ詣定の値より大きい(g)…

I窄この1匡よ：大きし，’9 - - - - - ? x | 

次の緬より大きし屯ルを書式設定：

「ーュー • -- • ---- 、 99 叩 ~a-·'`’:· :

書式： ；濃し苛の文字、明る咋芹の背景 v ' 
し- --3,~―  ー・ __..—マ ＾ ＇

| 0k | キャンセル

l 
上記のように「指定の値より大きい」を選択

し、 1,000千円以上の売上を赤て‘‘表示するこ
とも簡単にてきます。

検討したい項目を簡単に強調できるね。

帳簿調査等で使えば効率的な検討ができるぞ。 Oa 



I ー一～演習問題 2~ 02＿演習問題2.x|sx

し＇

‘ー‘‘

以下のとおり、データを抽出してください。

【条件】

抽出に当たっては、 「フィルター棟籍E」又は「条 件付き書式」
を使用すること

「'------------------------------------------------------------------------------------------------------------―’
回 入金金額「I,000, 000」以上のセルを赤て表示

回 「力）キタハマドケン」との取引を抽出

回 上記2のうち「20円年」及び「2020年」の取

引を抽出 （制限時間15分）

...--------------------------------------------------—---------------------------------------------------------.J C 

～応用編～
ピポットテーブルを作成し、各取引先の年間取引金額を算出してみよう。



III―⑤データ入力規則 。3＿仕訳日記帳． x|sx]
特定のセルに入力てきるデータの種類や条件を制限させる機能て，，す。

I四 翫口校腿 表示 問□□ルプExce|9実行し厄咋業を入力して0注し＼ I データタブにある「データの入力
両臼続 ？↓閃可 マ 企宦万伊フィル 恥聡 イ規則」をクリックします。

こ 圭t↓並べ替ここ＿1：よこ区切位［：：：ョ酋データらら管

旦--『--.:---g-- .!:!- ----」• 一-- J -^  K I L--

データの、1、言そ戸吾j ? X 

設定 入力叡吠ージ エラーメ吠ージ 日本室入力

条件の設定

入力恒の種類~}:

!云--|’・ど空白を旗視する(B)

整数
小数点数

凪
文字列は記指定｝
ユーザー設定

濯即入力規則が設定されたすべてのでJ比要更を適用する(P)

すべて!Ji)アに） こ キャ池レ

何も設定しなければ「すべての値」となり入

力制限されていませんが、「整数」を選択すれ

ば整数の数字のみしか入力て‘‘きなくなります。

また、リストを選択し特定の文字をプルダウ

ンリストから選択て‘きるような設定もてきます。



I皿一⑥ピポットテーブル 。入仕訳日記帳． x|sXI 

大量のデータをさまざまな視点て‘分析するためのExcelの機能て‘す

例として

ピボットテーブルを使い、仕訳日記帳から売上集計表を作成します

A1 

. | 
167 I 
168 

169 | 170 

171 

172 

173i 

191m79945 6 i ! 

178 I 
179 

180 I 
181, 

＂ばぶt•おすすめ マッブt
グラフ 』・ヒ：. ・:; 

困 ビポットテーブn、訂和了• 9 x 

A 8 

日付 」伝血・•-豆・・・→ ~ ~ ~ ",  テーブル厖嘩紅）： 1仕.-訳-日-記帳！ジ＄1ぷG$1瞑 仝

令和2年3月31日 2535 • 

令和2年3月31日 2536 

令和2年3月31日 2537 

令和2年3月31日 2539 

令和2年3月31日 2539 

令充2年3月31日

三
！［製）

令和2年3月31日 売掛 ⑨新規ワークシート但｝

令和2年3月31日 売掛1 0 既存のワーお—嘩）
令和2年3月31日 2540亮掛 場所(!:):I ， ー・ 仝

令和2年3月31日 2540 売掛

令和2年3月31日 2541 当座預

令和2年3月31日 2542 当座預I□こ砺ータ芍ータザ心函迦
I ＇ 打スル令和2年3月31日 2542 OK 支払手

令和2年3月31日 2543 坦金 ~,v．り0 てt"= J.:;.り."t-,1.-0 LU'V-L. 

令和2年3月31日 25441現金 5,670売掛金 5.670 WOOlリ・

任意のセルを選択し、挿入タブのピ

ボットテーブルをクリックします。

ピポットテーブルの作成ウインドウが開

くのて「データの選択範囲」、「配置場

所」を選択して「OK」をクリックします。



I IIIー⑥ピポットテーブル 。え仕訳日記帳． x|sx| 

・・'---' 二、一ー一 ， 

―
―
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し
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を
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し
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．
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ヅポピ

ー
ン
~
．

1

．
ー 一
羊
詞
ー

-●.●-

； -_..,—­
□ 釦—―

回 口｀―
ロ

ピボットテープルのフィー…マ
i,,ポートi遠助四~るフィールドむ鼠択して依逹
し＼：

検索
•一 、~ ~., 

P' 

□日付
□伝稟No.
口借方科目

二
回貸方．

7で
⑰鰭要

次砂秘クス間でフィールドをド元yグして炊逹い：

x
 ぐ"... 

卜... 

.... 

マ
l

l
,
 

フィIB- i]III列
-- ---1  

I貸万科巨 ... h ， 

一，．一
辛打

r・ 

＇授要

こ値
・、--

亨＇，合計／黄万金額 マ；
―̀--- -、

別シートにピボットテーブル画

面が作成されます。

「行」は縦方向、「列」は横方

向に表示したい項目を配置し、

「値」には計算対象の項目を配

置します。

今回は、「摘要」を「行」に、

「貸方科目」を「列」に、「貸方金

額」を「値」にドラッグ＆ドロップ

て‘‘配置します。

一＾

i sheet1 仕訳日記温 i
| 

← レイアウ呵の更新を保留する `
J
 H
 

奎

｝



I皿一⑥ピポットテーブル 。凡仕訳日記帳． x|sx

3 合計j'貸方金霞

4 ：行ラベ｀

5 /I介蓑保険料3月分

6 iII胎与 3月分

7'.II/ii!与 3月分禄込

8 :II社会保険料3月分

9 :/,'住民税3月分

10 :3月分

11:3月分、バーツ代

12 !3月分、地会

13 13月分テザイン料

14>A002耳木産芙
| 

15 lA200アンデス

,:↓ 昇頑但）

但フィJ汐ー('i) .' 
i検索 邑

:i』；，•．．．口口圏口コ（仮仮現支す受払金払べ消金手て菱JI選;税択等） ＾ 
口受靭手形

！9汀ロi.・.．．{0口コココ巴買亮受当園l取座IItt日利預金金 患会

l I 

V 

列ラベルのプルダウンをクリックし、

売上高のみにチェックを入れます。

i

如l1！o合現市計会1,心1亮ス／ 負方金顧 列ラベル f... 寸...売上面 麓計

上 3325582 3325582 

ヤア' 292000 292000 

i厚這芙 1567000 1567000 

御殴場リビンダ 440000 440000 

文京食器店 1430500 1430500 

496100 496100 

1865500 1865500 

368400 368400 

9785082 978印82

簡単に売上集計表を作成することがてきます。

また、目的に応じて、行や列、値に配置するフィールドを変えることによって

任意の形て‘‘簡単に集計することがてきます。



I IlI―⑦関数(SUM、COUNT等） 。4＿関数．x|sxI
関数とは

Excelて‘あらかじめ定義されている数式。具体的には「引数」として指定した数値や

文字列等を使って計算や処理を行い、その結果を返します。

直冗三竺］ニ
丘A1 マ

＾
 

B
 

D
 

E
 

F
 

G
 

H
 

② ④ 
l l l l 

= SUM (A2: A5) 
L」 L」 L」 L」

① ③ ⑤ ③ 

①

②

③

 

④
 

⑤
 

イコール

関数名

括弧

引数

コロン
（カンマ）

最初に「＝」 （イコール）を入
力することで文字ではなく、関数
として認識されます。

使用する関数名を入力します。

引数の全体を「（）」
コ）で囲む。
引数が不要な場合には、
「（）」だけを入力します。

計算の基となる数式や文邦嘩与を
入力します。

計算の基となるセルを「：」
（コロン）で繋いだ場合、繋いだ
セル全体が引数として指定されま
す。
引数を複数指定できる場合には、
それぞれの引数を「，」 （カン
マ）で区切ります。

（カッ



田一⑦関数(SUM、COUNT等） 。生関数．x|sXI

I suM（数値を合計する）
関数の書き方＝SUM（範囲）
選択範囲内の数字を合計した結果を表示する。

範囲は(AI :A I 0)ても（AI,BI,CI)ても可

I COUNTA（データの個数を数える）
関数の書き方＝COUNTA（範囲）
選択範囲内のデータの個数を数える。

I COUNTIF（条件に合うデータの個数を数える）
関数の書き方＝COUNTIF（範囲，検索条件）
選択範囲内の条件に合うデータの個数を数える。

【例】 1,500以上の数字の個数を数える
=COUNTIF（範囲，’’>=I500") 

A 
r - ---一
1 取引先
！ 
2 I 1A社

3 IB社

4 IC社

5.o社
！ 
6 !E社

7 l合計
A 

1ゴ 取引先

2 1A社
I 

3 ;B社
I 

4 ic社
， 
5 D社
I 

6 E社

B 

売上高． ． 
1.ooo 

1,500 

800 

2,000 

1,300 

•l=-SじM(82:8-6) 

B C 

売上高．．  
1,000 

1,500 

800 

2,000 

1,300 

7 |データの個数 I下平冗函•BE)

A B C D 

1 I 取引先 売上高

2 1A社 ・ 1,000.

3 IB社 1,500

4 IC社 800

5 D社 2,000

6 1E社1,300

-11,500以上の個数「＝COUNTIF(B2:8-5,">= 1500") 



III―⑧関数（IF、VLOOKUP等） 。4＿関数． x|sX|
I IF（条件に基づき値を求める）
関数の書き方＝IF（論理式、真の場合、偽の場合）
・論理式 ：条件を示す式

•真の場合：論理式の条件を満たしている場合の処理
・偽の場合：論理式の条件を満たしていない場合の処理

【例】

各人の売上金額が平均を超えているかを判断する場合

=IF(E2>$E$ l l、“O'’、‘‘x")
•一・一・一·ー・一·ー・一. -.ー・一・ー・一・一・ー・ー・ー・一

金額が平均金額より大きい ！ 【参考】
＄はセルの値を固定する場合に使う

$E$1 I →絶対参照

$El I →列の絶対参照

E$1 I →行の絶対参照

B
 
c
 

D
 1 

2＿函面 A 800 5 4,00 
3 l鈴木 B I 1, 000 I 31 3, 0001 x 
4 I高橋 C 600 10 6,000 0 
5 I田中 D I 1. 2001 71 8, 4001 0 
6 l佐藤 E 750 4 3.ooo x 
7 鈴木 A I 8001 61 4, 8001 x 
8 _;佐藤 D 1,200 8 9, 600 0 
9J鈴 i ‘‘文字’'ダブルクォーテーションで囲
10高橋 A 800 1 800 x iむと文字列になる
11 平均 4, 8171 i 
------------------------------- ------- -----------l ＿．一・ー・一·ー・ー・一・一·ー・ー・ー・ー・一•一・ー・ー・一

絶対参照した値は他のセルにコピー

しても保持する



IIl一⑧関数（IF、VLOOKUP等） 。化関数．x|sx]

1 suMIF（条件と一致する値の合計を求める）
関数の書き方＝SUMIF（範囲、検索条件、合計範囲）
・範囲 ：検索条件に一致する値を検索する範囲

・・検索条件：範囲から検索する条件
・合計範囲：検索条件に一致した範囲の値を合計する

※範囲と合計範囲のセル範囲の高さを同じにする

【例】

A商品の販売金額計を求める
=IF(B2:B I 0、“A'’、E2:EI 0) 

A

ぽ
讐

詈
麟

贔
ー

0

1

2

3

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 ．
．
．
．
 

B
『
-
―
A
-
B
-
C
-0
-E
-A
-
D
-E
-A
 

」
800
-000
-600-200750-800200750
-800

C
F

L

1

L

 

合計

000000000400000800600750
-800
-350 

E
-』

4
点

屯

店

ふ

ふ

ー・ー・ー・ー・一•一.-.ー・ー・一・ー・一・ー・一・一・ー・
【参考】

・範囲は商品名が記載されている列

82:B I 0 
・検索条件は商品名

“A'’ 
・合計範囲は金額

E2:E I 0 
検索条件と一致した行の金額が合計

される
•一·ー・一. -.一・ー・ー・ー・ー・一•一・一・一・ー・ー・一



Ill―⑧関数（IF、VLOOKUP等） 。4＿関数：：
I VLOOKUP（特定のデータを取り出す）
関数の書き方＝VLOOKUP（検索値、範囲、列番号、検索の型）
・検索値 ：どのデータを

・範囲 ：どこを検索して

・列番号 ：どの列にある値を取り出すか

・検索の型：検索する値が見つからない場合どう処理するか

基本は「FALSE}

【例】

商品単価を商品参照する

=VLOOKUP(B2,$B$8:$C$ I I,2,FALSE) 
•一.-.ー・ー・ー・ー・ー・一・-・ー・ー・ー・一・-・ー・ー・一・一・ー・一・
【参考】

・検索値は商品名が記載されている列

82 

・範囲は商品マスタの商品と単価の列

$8$8:$C$ I I 絶対参照にすること
・列番号は取り出したい列

2 範囲て‘選択した2番目の列が単価
・検索の型は検索する値が見つからない場合

はN/Aて表示させたいのて‘
FALSE N/Aはノーアンサー
ー・一・ー・ー・ー・一・ー・ー・ー・ー・一・ー・ー・ー・一・ー・ー・一・一・ー．I

A
 

疇
芦
伍

1

2

3

4

 

A
-B
-
D
 5 

6鳥品マスタ
7 
8 ， 
10 

11 

し こ1H 9 つ

I 1 A 4,000 
: 2 B 2,500 
13 C 10,000 
l4 D 800 

1
-5
-4 



【演習問題1】

取引日 出金額 入金額 残高 検算 判定
2022/7/10 2◎0000 200000 

2◎22/07/14 200000 400000 
2022/7/14 400000 

゜2022/8/5 20000◎ 200000 
2022/8/5 198◎00 2000 
2022/8/5 220 1780 
2022/8/7 1000 780 
2022/8/8 220 560 

2◎22／◎9／◎4 200000 200560 
2◎22/09／◎5 200◎◎〇 560 
2022/9/5 220 340 
2022/10/2 200000 200340 
2022/10/2 200000 340 
2022/10/2 110 230 

2022/11/05 200000 200230 
2022/11/5 200000 230 
2022/11/5 220 10 

2022/12/04 200000 200010 
2022/12/4 199000 1010 

2022/12／◎4 220 790 



取引日 和暦 出金額 入金額 残高 検算 判定
20710 020710 R2.7.10 200,000 200,000 200,000 0 
20714 020714 R2.7.14 200,000 400,000 400,000 0 置換 ◎ → O 
20714 020714 R2.7.14 400,000 

゜
oo 0 → O 

20805 020805 R2.85 200,000 200,000 200,000 0 検算 数式追加
20805 020805 R2.8.5 198,000 2,000 2.000 0 判定 i改追加
20805 020805 R2.8.5 220 1,780 1,780 0 和暦 date関数
20806 020806 R2.8.6 1,000 780 780 0 書式設定
20806 020806 R2.8.6 220 560 560 0 
20904 020904 R2.9.4 200,000 200,560 200,560 0 
20905 020905 R2.9.5 200,000 560 560 0 
20905 020905 R2.95 220 340 340 0 
21002 021 002 R2 10.2 200,000 200,340 200,340 0 
21002 021002 R2.10.2 200,000 340 340 0 
21002 021002 R2.10.2 110 230 230 0 
21105 021105 R2.11.5 200,000 200,230 200,230 0 
21105 021105 R2.11.5 200,000 230 230 0 
21105 021105 R2.11.5 220 10 10 0 
21204 021204 R2.12.4 200,000 200,010 200,010 0 
21204 021204 R2.124 199,000 1,010 1,010 0 
21204 021204 R2.124 220 790 790 0 



【演習問題2】

銀行／支店 口座種別 口座番号 名義 年 月 日 取引 出金 入金 摘要
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 1 10 振込 991,440 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 1 25 振込 2,376,000 カ）タニヨンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 1 31 振込 648,000 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 2 5 振込 1,188,000 カ）キタハマドケン
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 2 10 現金 1,000,000 
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 2 10 振込 1,277,640 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 2 25 振込 2,700,000 カ）タニョンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 2 28 振込 756,000 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 3 10 振込 1,236,600 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 3 25 振込 2,484,000 カ）タニヨンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 3 31 振込 810,000 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 4 5 振込 648,000 カ）キタハマドケン
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 4 10 振込 1,1 66,400 カ）ホンマチコヴギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 4 15 現金 1,500,000 
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 4 25 振込 2,700,000 カ）タニョンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 4 30 振込 594,000 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 5 10 振込 1,270,080 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 5 25 振込 1,998,000カ）タニョンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 5 31 振込 756,000 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 6 10 振込 1,064,880 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 6 1 1 現金 1,000,000 
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 6 25 振込 2,700,000カ）タニヨンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 6 30 振込 702,000 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 7 10 振込 879,120 カ）ホンマチコウギョウ
一国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 7 25 振込 2,052,000 カ）タニヨンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 7 31 振込 680,400 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 8 10 振込 1,353,240 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 8 20 現金 1,500,000 
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 8 25 振込 2,116,800 カ）タニヨンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 8 31 振込 777,600 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 ， 10 振込 1,089,720 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 ， 25 振込 2,376,000 カ）タニヨンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 ， 30 振込 594,000 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 10 2 現金 1,000,000 
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 10 5 振込 1,134,000 カ）キタハマドケン
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 10 10 振込 1,276,560 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 10 25 振込 2,700,000 カブシキガイシャタニョンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 10 31 振込 658,800 ソウムジロウ



国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 1 1 9 10 振込 1,146,960 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 1 1 25 振込 I 2,808,000 カ）タニョンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 1 1 30 振込 702,000 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 12 3 現金 l 1,000,000 

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 12 5 振込 1,404,000 カ）キタハマドケン
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 1 2 10 振込 ＇ 1,358,640 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 12 25 振込 2,376,000 カ）タニヨンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2018 12 28 振込 I 766,800 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 1 5 振込 1,296,000 カ）キタハマドケン
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 1 10 振込 1,316,520 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 1 25 振込 2,700,000 カ）タニョンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 1 31 振込 810,000 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 2 2 現金 1,000,000 

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 2 1 0 振込 1,333,800 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 2 25 振込 3,024,000 カ）タニヨンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 2 28 振込 712,800 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 3 10 振込 939,600 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 3 25 振込 3,348,000 カ）タニヨンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 3 31 振込 648,000 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 4 5 現金 1,000,000 

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 4 10 振込 882,360 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 ・普通 123456 国税太郎 2019 4 25 振込 3,186,000 カ）タニヨンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 4 30 振込 680,400 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 5 5 振込 1,620,000 カ）キタハマドケン
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 5 10 振込 924,480 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 5 25 振込 2,268,000 カ）タニヨンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 5 31 振込 594,000 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 —昇 国税太郎 現金123456 2019 6 3 1,000,000 
国税銀行／天満橋支店 123456 国税太郎 2019 6 10 振込 I 1,097,280 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 6 25 振込 2,214,000 カブシキガイシャタニヨンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 6 30 振込 637,200 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 7 5 振込 1,404,000カ）キタハマドケン
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 7 10 振込 1,159,920 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 7 25 振込 1,944,000 カ）タニヨンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 7 31 振込 669,600 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 8 7 現金 1,000,000 

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 8 10 振込 1,281,960 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 8 25 振込 1,998,000 カ）タニョンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 I 8 31 振込 702,000 ソウムジロウ



国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 ， 5 振込 1,296,000 カ）キタハマドケン
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 ， 10 振込 948,240 カ）ホンマチコウ平ョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 ， 25 振込 1,890,000 カ）タニヨンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 ， 30 振込 712,800 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 10 3 現金 1,000,000 
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 10 10 振込 1,282,600 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 10 25 振込 2,090,000 カ）タニョンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 10 31 振込 770,000 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 1 1 5 振込 1,430,000 カ）キタハマドケン
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 1 1 10 振込 986,700 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 11 25 振込 2,750,000 カ）タニヨンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 11 I 30 振込 792,000 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 12 5 現金 1,000,000 
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 12 10 振込 1,293,600 カ）ホンマチコウギョウ

盟銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 12 25 振込 2,420,000 カ）タニヨンケンセッ
銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2019 12 28 振込 759,000 ソウムジロウ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 1 5 振込 1,210,000 カ）キタハマドケン
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 1 10 振込 885,500 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 1 25 振込 2,860,000 カ）タニヨンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 1 31 振込 715,000 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 2 1 現金 1,500,000 
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 2 1 0 振込 1,128,600 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 2 25 振込 3,080,000 カ）タニヨンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 2 28 振込 726,000 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 3 5 振込 1,320,000カ）キタハマドケン
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 3 10 振込 1,080,200 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 3 25 振込 3,025,000 カ）タニョンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 3 31 振込 748,000 ソウムジロウ ． 
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 4 5 現金 1,000,000 
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 4 5 振込 1,650,000 カ）キタハマドケン
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 4 10 振込 1,332,100 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 4 25 振込 3,300,000 カブシキガイシャタニョンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 4 30 振込 792,000 ソウムジロウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 5 10 振込 1,399,200 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 5 25 振込 3,080,000 カ）タニヨンケンセッ

鱈銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 5 31 振込 759,000 ソウムジロウ
銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 6 5 現金 1,000,000 
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 6 5 振込 880,000 カ）キタハマドケン
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 6 10 振込 1,139,600 カ）ホンマチコウギョウ



国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 6 25 振込 2,750,000 カ）タニョンケンセッ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 6 30 振込 825,000 ソウムジロウ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 7 10 振込 1,115,400 カ）ホンマチコウギョウ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 7 25 振込 2,640,000 カ）タニョンケンセッ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 7 31 振込 770,000 ソウムジロウ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 8 2 現金 1,500,000 

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 8 5 振込 1,210,000 カ）キタハマドケン

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 8 10 振込 885,500 カ）ホンマチコウギョウ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 8 25 振込 2,420,000 カ）タニョンケンセッ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 8 31 振込 748,000 ソウムジロウ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 ， 10 振込 l 1,116,500 カ）ホンマチコウギョウ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 ， 25 振込 2,750,000 カ）タニョンケンセッ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 ， 30 振込 781,000 ソウムジロウ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 10 3 現金 1,000,000 

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 10 10 振込 1,205,600 カ）ホンマチコウギョウ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 10 25 振込 2,860,000 カ）タニヨンケンセッ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 10 31 振込 I 825,000 ソウムジロウ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 11 10 振込 1,403,600 カ）ホンマチコウギョウ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 11 25 振込 2,640,000 カ）タニヨンケンセッ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 11 30 振込 803,000 ソウムジロウ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 1 2 1 現金 1,500,000 

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 12 10 振込 1,078,000 カ）ホンマチコウギョウ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2020 12 25 振込 2,530,000 カ）タニヨンケンセッ

国税銀行／天満橋支店 1 普通 123456 国税太郎 2020 1 2 28 振込 792,000 ソウムジロウ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2021 1 10 振込 1,107,700 カ）ホンマチコウギョウ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2021 1 25 振込 3,630,000 カ）タニヨンケンセッ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2021 1 31 振込 759,000 ソウムジロウ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2021 2 8 現金 1,000,000 

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2021 2 10 振込 1,153,900 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2021 2 25 振込 3,575,000 カ）タニヨンケンセッ
国税銀行／天満橋支店 ， 普通 123456 国税太郎 2021 2 28 振込 726,000 ソウムジロウ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2021 3 10 振込 1,349,700 カ）ホンマチコウギョウ
国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2021 3 25 振込 3,410,000 カ）タニヨンケンセッ

国税銀行／天満橋支店 普通 123456 国税太郎 2021 3 31 振込 781,000 ソウムジロウ



【仕訳日記帳】

日付

令和2年3月1日

令和2年3月1日

令和2年3月1日

令和2年3月2日

令和2年3月2日

令和2年3月2日

令和2年3月3日

令和2年3月3日

令和2年3月5日

令和2年3月5日

令和2年3月5日

令和2年3月5日

令和2年3月5日

令和2年3月5日

令和2年3月5日

令和2年3月5日

令和2年3月5日

令和2年3月6日

令和2年3月6日

令和2年3月6日

令和2年3月6日

令和2年3月6日

令和2年3月7日

伝票No. 借方科目

1775福利厚生費

2419現金

2420事務用品費

2421現金

2422仕入高

2422仕入高

2423普通預金

2424現金

2425保険料

2426広告宣伝費

2427保険料

2428定期預金

2428法人税、住民税及び：

2428法人税、住民税及び：

2429仕入高

2429仕入高

2429仕入高

2430車両費

2431通信費

2432仕入高

2432仕入高

2432仕入高

2433現金

借方金額 貸方科目

2,000現金

125,439売上高

7,530現金

178,572売上高

450,000買掛金

352,500買掛金

500,000現金

129,400売上裔

46,000普通預金

420,000当座預金

23,000普通預金

4,000受取利息

750 

250 

100,000買掛金

300,000買掛金

328,000買掛金

1,210現金

40,000現金

22,500買掛金

25,000買掛金

96,000買掛金

142,343売上高

貸方金額 摘要

2,000軽減税率：従業員夜食代

125,439現金売上

7,530文具堂 ファイル

178,572現金売上

450,000 HOOl橋本商会

352,500 HOOl橋本商会

500,000預入れ

129,400現金売上

46,000自動車保険

420,000チラシ印刷代城西プリント

23,000自動車保険やよい火災

5,000利息

源泉所得税

源泉地方

100,000 H002北海商事

300,000 H002北海商事

328,000 H002北海商事

1,210パーキング市営駐車場（弥生幸子）

40,000切手代

22,500 H002北海商事

25,000 H002北海商事

96,000 H002北海商事

142,343現金売上



令和2年3月7日 2434現金 148,543売上高 148,543現金売上

令和2年3月8日 2435現金 137,629売上高 137,629現金売上

令和2年3月8日 2436売掛金 184,000売上高 184,000市川ストア

令和2年3月8日 2436売掛金 108,000売上高 108,000市川ストア

令和2年3月8日 2437売掛金 1,567,000売上高 1,567,000厚木産業

令和2年3月8日 2437売掛金 78,350仮受消費税等 78,350 A002厚木産業

令和2年3月9日 2438現金 182,515売上高 182,515現金売上

令和2年3月10日 1776交際費 10,000未払金 10,000軽減税率：接待交際費未払計上

令和2年3月10日 2439水道光熱費 25,150普通預金 25,150電気代関東電力

令和2年3月10日 2440預り金 37,100普通預金 37,100住民税支払

令和2年3月10日 2441水道光熱費 52,457普通預金 52,457電気代関東電力

令和2年3月10日 2442現金 183,372売上高 183,372現金売上

令和2年3月10日 2443［製］水道光熱費 170,000普通預金 170,000電気代関東電力

令和2年3月10日 2444［製］福利厚生費 5,825現金 5,825お茶、コンビニストア

令和2年3月10日 2445仕入高 438,500買掛金 438,500 A200アンデス

令和2年3月10日 2446買掛金 978,600当座預金 978,600買掛金支払い

令和2年3月10日 2447当座預金 222,852売掛金 222,852 C002中央産業仙台

令和2年3月10日 2448当座預金 413,936売掛金 414,476 HOOlハマ屋

令和2年3月10日 2448支払手数料 540 HOOlハマ屋

令和2年3月10日 2449現金 124,320売掛金 124,320 S001品川屋

令和2年3月10日 2450当座預金 189,225売掛金 189,225掛代金回収 COOl中央産業

令和2年3月10日 2451当座預金 949,431受取手形 949,431決済，振出人：中野産業

令和2年3月13日 2452普通預金 900,000現金 900,000預入れ

令和2年3月13日 2453現金 193,696売上高 193,696現金売上



令和2年3月13日 2454［製］賃借料 44,625普通預金 44,625弥生信販機械リース 2月分

令和2年3月14日 2455現金 116,391売上高 116,391現金売上

令和2年3月14日 2456売掛金 312,000売上高 312,000御殿場リビング

令和2年3月14日 2456売掛金 128,000売上高 128,000御殿場リビング

令和2年3月14日 2456売掛金 22,000仮受消費税等 22,000 GOOl御殿場リビング

令和2年3月15日 1777未払金 10,000普通預金 10,000接待交際費の支払い

令和2年3月15日 2457現金 1,066,778売掛金 1,066,778売掛金小切手入金

令和2年3月15日 2458通信費 58,741普通預金 58,741電話料 2月分 」TT

令和2年3月15日 2459通信費 16,659普通預金 16,659電話料 2月分 」TT

令和2年3月15日 2460通信費 53,548普通預金 53,548携帯電話 2月分 モバイル BB （弥生幸子）

令和2年3月15日 2461現金 100,010売上高 100,010現金売上

令和2年3月15日 2462［製］通信費 6,008普通預金 6,008電話料 2月分 JTT 

令和2年3月15日 2463仕入高 34,000買掛金 34,000 HOOl橋本商会

令和2年3月15日 2463仕入高 60,000買掛金 60,000 HOOl橋本商会

令和2年3月15日 2463仕入高 25,000買掛金 25,000 HOOl橋本商会

令和2年3月15日 2463仕入高 12,500買掛金 12,500 HOOl橋本商会

令和2年3月15日 2463仕入高 30,000買掛金 30,000 H001橋本商会

令和2年3月15日 2463仕入高 12,500買掛金 12,500 HOOl橋本商会

令和2年3月15日 2463仕入高 12,500買掛金 12,500 HOOl橋本商会

令和2年3月15日 2464仕入高 34,000買掛金 34,000 HOOl橋本商会

令和2年3月15日 2464仕入高 60,000買掛金 60,000 HOOl橋本商会

令和2年3月15日 2464仕入高 12,500買掛金 12,500 HOOl橋本商会

令和2年3月15日 2464仕入高 12,500買掛金 12,500 HOOl橋本商会

令和2年3月15日 2464仕入高 30,000買掛金 30,000 HOOl橋本商会



令和2年3月15日 2464仕入高 25,000買掛金 25,000 HOOl橋本商会

令和2年3月15日 2464仕入高 12,500買掛金 12,500 HOOl橋本商会

令和2年3月15日 2465買掛金 985,687当座預金 985,.687買掛金支払

令和2年3月15日 2466買掛金 220,000当座預金 220,000買掛金支払

令和2年3月16日 2467現金 165,962売上高 165,962現金売上

令和2年3月17日 2468普通預金 500,000現金 500,000預入れ

令和2年3月17日 2469現金 119,096売上高 119,096現金売上

令和2年3月17日 2470売掛金 1,430,500売上高 1,430,500文京食器店

令和2年3月18日 2471仕入高 540,000買掛金 540,000 A201アトラス

令和2年3月18日 2471仕入高 600,000買掛金 600,000 A201アトラス

令和2年3月18日 2471仮払消費税等 57,000買掛金 57,000 A201アトラス

令和2年3月19日 2472［製］消耗品費 1,050現金 1,050マット、モップ代

令和2年3月19日 2473売掛金 496,100売上高 496,100中央産業

令和2年3月20日 1778交際費 10,000現金 10,000軽減税率：交際費（贈答品）

令和2年3月20日 1779交際費 15,000仮払金 15,000軽減税率：仮払精算（お土産・贈答品）

令和2年3月20日 1785買掛金 3,558,215支払手形 3,558,215発行，期日：R.02/05/19

令和2年3月20日 2474リース料 5,250普通預金 5,250レジスターリース料

令和2年3月20日 2475現金 184,600売上高 184,600現金売上

令和2年3月20日 2476買掛金 260,925当座預金 260,925 1201イーグル

令和2年3月20日 2477買掛金 138,250当座預金 138,250 M201ミラクル

令和2年3月20日 2478売掛金 1,400,000売上高 1,400,000愛知マート

令和2年3月20日 2478売掛金 420,000売上高 420,000愛知マート

令和2年3月20日 2478売掛金 34,440売上高 34,440愛知マート

令和2年3月20日 2478売掛金 92,722仮受消費税等 92,722 L003愛知マート



令和2年3月20日

令和2年3月20日

令和2年3月20日

令和2年3月20日

令和2年3月21日

令和2年3月22日

令和2年3月22日

令和2年3月22日

令和2年3月22日

令和2年3月23日

令和2年3月23日

令和2年3月23日

令和2年3月23日

令和2年3月23日

令和2年3月23日

令和2年3月23日

令和2年3月23日

令和2年3月23日

令和2年3月24日

令和2年3月25日

令和2年3月25日

令和2年3月25日

令和2年3月25日

令和2年3月25日

2479売掛金

2480売掛金

2554長期借入金

2554支払利息

2481現金

2482現金

2483普通預金

2559短期借入金

2559支払利息

2484現金

2485給料手当

2485役員報酬

2485旅費交通費

2485支払手数料

2485［製］給料手当

2485 

2485 

2485 

2486現金

1780新聞図書費

1781新聞図書費

1782新聞図書費

1783仮払金

2487買掛金

71,525仮受消費税等

24,805仮受消費税等

196,507当座預金

17,521 

121,753売上高

140,791売上高

600,000現金

500,000普通預金

9,791 

87,905売上高

1,010,800 

800,000立替金

71,440現金

2,160当座預金

267,600預り金

預り金

預り金

預り金

124,505売上高

4,000現金

3,500普通預金

3,000当座預金

15,000現金

199,500当座預金

71,525 B001文京食器店

24,805 COOl中央産業

214,028設備投資資金返済3月分

121,753現金売上

140,791現金売上

600,000預入れ

509,791短期借入金（年末融資（令和 1年））返済3回目

87,905現金売上

給与 3月分／／

9,877弥生幸子 3月分／／雇用保険 3月分

285,804／／給与 3月分

1,405,742／／給与 3月分振込

204,860給与 3月分／／源泉所得税 3月分

199,567／／社会保険料 3月分

37,100／／住民税 3月分

9,050／／介護保険料 3月分

124,505現金売上

4,000軽減税率：新聞購読料（定期購読）

3,500軽減税率：新聞代（定期購読）普通預金

3,000軽減税率：新聞代（定期購読）自動振替

15,000仮払金支給（交際費）

199,500買掛金支払



令和2年3月25日

令和2年3月25日

令和2年3月25日

令和2年3月25日

令和2年3月27日

令和2年3月27日

令和2年3月27日

令和2年3月27日

令和2年3月27日

令和2年3月28日

令和2年3月28日

令和2年3月28日

令和2年3月28日

令和2年3月28日

令和2年3月28日

令和2年3月28日

令和2年3月28日

令和2年3月28日

令和2年3月28日

令和2年3月28日

令和2年3月28日

令和2年3月29日

令和2年3月29日

令和2年3月29日

2488通信費

2489当座預金

2490当座預金

2490支払手数料

2491交際費

2492福利厚生費

2493リース料

2494現金

2495仕入高

2496地代家賃

2497旅費交通費

2498買掛金

2499買掛金

2500現金

2501支払報酬料

2501 

2502仕入高

2503仮払消費税等

2504売掛金

2504売掛金

2504売掛金

2505福利厚生費

2506給料手当

2507地代家賃

2,513普通預金

973,643売掛金

350,070売掛金

540 

207,900現金

4,700現金

12,300普通預金

238,886売上高

108,000買掛金

21,000現金

10,040現金

1,258,756当座預金

2,058,793当座預金

143,458売上高

50,000普通預金

預り金

1,958,654買掛金

58,775買掛金

218,400売上高

150,000売上高

18,420仮受消費税等

546現金

85,200現金

189,000普通預金

2,513国際電話料 1Bテレコム：銀食器

973,643売掛金振込入金

350,610 K002川崎ホームショッ7゚

K002川崎ホームショップ

207,900お歳暮やよいデパート

4,700残業食事ラーメン珍楽（清水）

12,300コピーリース料アジア信販

238,886現金売上

108,000 H002北海商事

21,000駐車場早川

10,040アルバイト通勤定期代城西バス

1,258,756買掛金支払

2,058,793買掛金支払

143,458現金売上

45,000税理士顧問料 3月分

5,000 

1,958,654 HOOl橋本商会

58,775 HOOl橋本商会

218,400川崎ホームショッ7

150,000川崎ホームショップ

18,420 K002川崎ホームショッ7

546お茶菓子セブンマート城西店（中村）

85,200アルバイト店員

189,000店舗家賃振込



令和2年3月29日 2508当座預金 856,478売掛金 856,478売掛金振込入金

令和2年3月29日 2509地代家賃 252,000当座預金 252,000事務所家賃支払

令和2年3月29日 2510車両費 89,653当座預金 89,653北海石油・ガソリン代

令和2年3月29日 2511荷造運賃 365,200当座預金 365,200やよい配送・運賃

令和2年3月29日 2512現金 170,248売上高 170,248現金売上

令和2年3月30日 2513旅費交通費 56,800現金 56,800通勤定期代城西バス

令和2年3月30日 2514［製］材料仕入高 236,000買掛金 236,000 3月分、地金

令和2年3月30日 2515現金 94,658売上高 94,658現金売上

令和2年3月30日 2516普通預金 550,000当座預金 550,000預け替え

令和2年3月30日 2517仕入高 3,508,963買掛金 3,508,963当月仕入請求／3月分

令和2年3月30日 2518仕入高 563,895買掛金 563,895 H002北海商事

令和2年3月30日 2519仮払消費税等 48,975買掛金 48,975 H002北海商事

令和2年3月30日 2520売掛金 14,600仮受消費税等 14,600 1002市川ストア

令和2年3月30日 2521普通預金 312,050売掛金 312,050 1002市川ストア

令和2年3月31日 2522買掛金 3,420,000当座預金 3,420,000買掛金送金

令和2年3月31日 2523当座預金 4,100,000売掛金 4,100,000振込・山口聖子

令和2年3月31日 2524当座預金 1,542,587売掛金 1,542,587売掛金振込入金

令和2年3月31日 2525買掛金 4,528,964当座預金 4,528,964買掛金支払

令和2年3月31日 2531［製］地代家賃 115,000現金 115,000 3月分

令和2年3月31日 2532［製］材料仕入高 78,000買掛金 78,000 3月分、パーツ代

令和2年3月31日 2533買掛金 72,000当座預金 72,000買掛金支払

令和2年3月31日 2534［製］外注加工費 198,000買掛金 198,000 3月分デザイン料

令和2年3月31日 2535現金 95,810売上高 95,810現金売上

令和2年3月31日 2536普通預金 500,000現金 500,000預入れ



令和2年3月31日 2537［製］旅費交通費 7,800現金 7,800通勤定期代

令和2年3月31日 2539法定福利費 243,512普通預金 443,079社会保険料会社負担／自動振替

令和2年3月31日 2539預り金 199,567 社会保険料

令和2年3月31日 2539［製］法定福利費 43,945法定福利費 43,945科目振替

令和2年3月31日 2540売掛金 2,800売上高 2,800愛知マート

令和2年3月31日 2540売掛金 4,760売上高 4,760愛知マート

令和2年3月31日 2540売掛金 3,500売上高 3,500愛知マート

令和2年3月31日 2540売掛金 553仮受消費税等 553 L003愛知マート

令和2年3月31日 2541当座預金 3,024,000売掛金 3,024,000未回収売掛金残高回収

令和2年3月31日 2542当座預金 226,380売掛金 226,812 LOOl L Sリビング大

令和2年3月31日 2542支払手数料 432 LOOl L Sリビング大

令和2年3月31日 2543現金 326,418売掛金 326,418 L002 L Sリビング福

令和2年3月31日 2544現金 5,670売掛金 5,670 WOOlリークショップ鈴鹿

令和2年3月31日 2545買掛金 1,986,745当座預金 1,986,745 H002北海商事

令和2年3月31日 2546受取手形 587,698売掛金 587,698回収，期日：R.02/05/09，振出人：中野産業



【関数】

取引先

A社

B社

C社

D社

E社

データの個数

1,500以上の個数

売上高

1,000 

1,500 

800 

2,000 

1,300 



・．［国t司一 9,, I出固 ー＿ と当「ii..

佐藤 A 800 
鈴木 B 1.000 
周橋 C 600 
田中 D 1,200 
佐藤 E 750 
鈴木 A 800 
佐藤 D 1 200 
鈴木 E 750 
周橋 A 800 

平均

- t•'>1 i l. • 
5 
3 
10 
7 
4 
6 
8 
5 
1 

；．こー四一・一

4 000 
3 000 
6,000 
8,400 
3,000 
4,800 
9 600 
3,750 
800 

~ t.:!組諏•a

平均値以上は「0」
平均値未満は「X」
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各種ツールの活用

大阪国税局
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徴収事務新任者研修II

各種ツールの活用について
徴収課指導第二係
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目次＿ 
研修の目的

• データ活用

とは

● 各種ツールの紹介

斗料資考参

••• 
とは

の活用方法

2-



研修の目的

研修の目的

とは何かを理解する

を利用することで、事案の進行管理
の検索が可能であることを理解する

一の概要を理解し、
を理解する

※ BIの用語の説明については、参考資料に掲載

4
-



データ活用

データ活用①

一
データ活用とは

一言でいうと…「データを業務に役立てること」

具体的には、①データを収集、②データを分析、③業務に活用すること

① データ収集 ② データ分析 ③ 業務に活用
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データ活用②

一
データ活用のメリット

1 

経験や勘（主観的指標）ではなく、
データ、統計手法等（客観的指標）に
基づく現状の分析及び意思決定が可能

一業務における課題を効率的に把握
一意思決定スピードの向上

さらに・・・

じン

将来の予測が可能

7
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データ活用③

一
データ活用の基本（可視化の例）

可視化



とは





各種ツールの紹介

各種ツールの紹介



とは



活用方法





参考資料

参考資料＿ 
BIツールとBAツール

什例： SPSS

過去

BIツール (BusinessIntelligence) 
意思決定支援を行ラッール

現在

（蓄積されたデータから統計的な手法を使って可視化するた

めのツール）

BAツール (BusinessAnalytics) 
意思決定そのものを行ラッール

未来

函

（藷栢されたデータを基に、統計学や機械学習などの技術を用いて分析し、過去や現在の分析だけでな
＜将来起こりうることを予測できる）



参考資料
-
Pythonについて¢

Pythonとは・・ •AIやアプリ開発など、さまざまな開発に対応できるプログラミング言語

実用的なライブラリが豊富にある

汎用性が高く色々なコンテンツを簡単に作
成可能

Pythonで作成されたWebサービス

機械学習を使った人工知能の開発

スクレイピングによるWEB上の画像デー
タ・テキストデータの自動収集

プラットフォームの開発、セキュリティ、顧客分析等

双



大 分 類共通（研修関係）

中 分 類講習、研修関係 書類

名称（小分類）研 修 資 料

保存期間（満了日） 会3年（令和 10年3月末）

I ：収：務新第任 者 ：修]|

令和 6 年 9 月 3 0 日

財産調査•財産差押え・交付要求

大阪国税局

徴収部 徴収課





1 財産調査とは

財産調査とは、滞納者の潜在的な納付能力を顕在化させるための一切の調査である。

徴収職員が滞納処分を執行するに当たっては、滞納者が差押えの対象となる財産を有しているかど

うか及び滞納者が現に有している財産が価額、換価性等から判断して差押えに適するものであるかど

うか、あるいは滞納者の財産をその親族等が占有（所持）していないか、などについて調査・確認する

必要がある。

また、財産の差押えに当たって、その対象となる財産が差し押さえる時点において滞納者に帰属し

ていなければならない（徴基通47-5)ため、その帰属を認定するためにも必要な調査である。

このように財産調査は、滞納処分を行う上で欠くことのできない調査であることから、実務を行っ

ていく上での調査の項目、順序等について画ー的・網羅的に行うことなく、滞納者の状況等に応じ、

その実情に即した調査を行うよう留意する。

2 財産調査のための権限

(1) 質問検査権

徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められ

る範囲内において、滞納者とその他特定の者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類（電磁的

記録を含む。）その他の物件を検査し、又は当該物件（その写しを含む。）の提示若しくは提出を

求めることができる（徴141)。

※ 質問、検杏又は提示若しくは提出の要求（以下、「質問検査等」という。）

〇 質問検査等をすることができる相手方

1 滞納者

2 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由

がある第三者

と認めるに足りる相当の理由がある者

4 滞納者が株主又は出資者である法人

(2) 質問検査等の権限の性質

質問検査等は、強制力を伴わない任意調査であることから、相手方の協力を得て行う必要があり、

徴収職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの陳述をした者、検査を拒み、妨げ若しくは忌避し

た者又は提示若しくは提出の要求に対し、正当な理由なくこれに応じず、若しくは偽りの記載、記

録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出をした者には罰則の適用がある（徴 188、

190)。



(3) 捜索

捜索とは、国税徴収法により認められた強制調査であり、徴収職員が滞納処分のため差し押さえ

るべき財産の発見又は差し押さえた財産の占有等を行うために実施するものである。

イ 捜索することができる場合（徴142①、②)

徴収職員は、次に揚げる場合において、滞納処分のために必要があるときは、滞納者又は特定

の第三者の物又は住居その他の場所について捜索することができる。

1 捜索の相手方が滞納者である場合

2 滞納者の財産を所持する第三者がその引渡しをしない場合

3 滞納者の親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の

理由がある場合において、その引渡しをしない場合

ロ 捜索することができる物及び場所（徴142①、②)

日滞納者又は第三者が使用し、若しくは使用していると認められる金庫、貸金庫、たんす、

書箱、かばん、戸棚、衣装ケース、封筒等（徴基通142-5)。

滞納者又は第三者が使用し、若しくは使用していると認められる住居、事務所、営業所、

工場、倉庫等の建物のほか、間借り、宿泊中の旅館の部屋等があり、また、建物の敷地はも

ちろん、船車の類で通常人が使用し、又は物が蔵置される場所

※ 解散した法人について、清算事務が執られたとみられる清算人の住居は、捜索できる「場

所」に含まれる（徴基通142-6)。

③
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園法方の索¥

m

山

I
 

1

2

 

滞納者又は第三者による開扉

徴収職員自らによる開扉

（滞納者又は第三者が開扉の求めに応じない場合等、やむを得ないとき（徴基通142-7))

二 捜索の時間制限（徴143)

日I日没後から日出前までは捜索不可
時

間

制

限

の

例

外

1 日没前に着手した捜索は日没後も継続可能

2 捜索する場所が旅館、飲食店、その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所（バ

ー、キャバレー、映画館、演劇場、その他の興行場等）については、滞納処分の執行のた

めやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があるときは、日没後でもその営

業等により公開している時間中は捜索することができる。

※ 「滞納処分の執行のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由があ

る」とは、次のような場合等をいう（徴基通 143-5)。

イ 捜索の相手方が夜間だけ在宅又は営業し、あるいは、財産が夜間だけ蔵置されてい

る等の事情が明らかである場合

ロ 滞納者が海外に出国することりゞ前日に判明した場合



ホ捜索の立会人（徴144)

1 捜索を受ける滞納者又は第三者
2 捜索を受ける滞納者又は第三者の同居の親族で相当のわきまえのある者

3 捜索を受ける滞納者又は第三者の使用人その他の従業者で相当のわきまえのある者

までの者が不在であるとき又は立

上又は地方公共団体の職員若しくは警察官

(4) 出入禁止（徴145)

捜索、差押え等の処分の執行に支障があると認められるときは、徴収職員は、次に掲げる者を

除き、その場所に出入りすることを禁止することができる。

イ 出入りが認められる者

1 滞納者（その滞納者が法人である場合は、その法人を代表する権限を有する者を

いう。）

2 差押財産を保管する第三者及び捜索を受けた第三者

3 1及び2に掲げる者の同居の親族

4 滞納者の国税に関する申告、申請その他の事項につき滞納者を代理する権限を有す

る者

口 出入禁止の方法

出入禁止の掲示
徴収職員は出入りを禁止した場合には、掲示、口頭その他の方法

により、出入りを禁止した旨を明らかにする（徴基通l45-6)。

出入禁止に従わない場合

徴収職員の出入禁止命令に従わない者に対しては、扉を閉鎖する

等必要な措置をとることができるものとするが、身体の拘束はでき

ない（徴基通145-7)。

(5) 時効の完成猶予及び更新の効力

差押えのため捜索したが、差し押さえるべき財産がないために差押えができなかった場合は、

その捜索が終了した時に時効の更新の効力が生ずる。

この場合において、その捜索が第三者の住居等につきされたものであるときは、捜索による時

効の更新の効力は、その捜索につき捜索調書の謄本等により滞納者に対して通知したときに生ず

る（徴基通142-11)。
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0 参考

※ 固定資産課税台帳の所有者（納税者）は、その年の 1月1Fl時点の所有者である。
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検

査

及

び

捜

索

等

滞納者等に

対する質問

検査及び事

務所等の捜

索並びに取

引先等への

反面調査

質問 口頭又は書面により、直接又は間接に滞納者の財産を把握

検査 帳簿調査により、滞納者に係る財産の把握、事実の確認等

徴収 滞納処分のための財産の発見を目的とし、令状は不要

捜索
捜査との

違い
査察 脱税を立証する資料の把握を目的とし、全状は必豊
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3 差押え

(1) 差押えの意義

滞納処分による差押えは、徴収職員が滞納者の特定の財産について法律上の処分（売買、贈与等）

又は事実上の処分（き損・廃棄等）を禁止し、国が換価できる状態におく強制的な処分である。

(2) 差押えの性質

① 差押えは、徴収職員が行う強制的な行為であるため、滞納者の同意は不要

② 差押財産を保管中に、天災その他の不可抗力により、その財産が滅失し、亡失し、又はき損

したときは、その損害はすべて滞納者が負担（徴基通60-5) 

③ 納税の猶予等を行った場合において、担保としての機能を持つ（通46⑥、徴152)。

(3) 差押えの要件

督促状を発した日から起算して10日を経過した日又は繰上請求により指定された納期限までに、

国税を完納しないとき（徴47①ー、二）。

なお、督促を受けた滞納者について、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに繰

上請求の事由（通38①)が生じた場合には、直ちに差押えができる（徴47②)。

(4) 差押対象財産の要件

① 財産が国税徴収法の施行地域内にあること（徴基通47-6) 

② 財産が差押え時に滞納者に帰属していること（徴基通47-5) 

③ 財産が金銭的価値を有すること（徴基通47-7) 

④ 財産が譲渡又は取立てができるものであること（徴基通47-8)

⑤ 財産が差押禁止財産でないこと（徴75~78)

(5) 差押禁止財産の種類

差押禁止財産 一般の差押禁止財産（徴75)

その他の差押禁止財産 給与の差押禁止（徴76)

社会保険制度に基づく給付の差押禁止（徴77)I 
条件付差押禁止財産（徴78)
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※ なお、国税徴収法に規定する財産以外の財産であっても、他の法令により差押えが禁止され

ているものがあるため、注意が必要である。

(6) 差押財産の選択

差押財産の選択は、徴収職員の裁量に委ねられている。

しかしながら、差押えは、滞納者及び第三者の権利に重大な影響を及ぼすことから、差押財産

の選択に当たっては、 ，次の事項に十分に留意する必要がある（徴碁通47-17)。

① 第三者の権利を害することが少ない財産であること

② 滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える支障が少ない財産であること

③ 換価が容易な財産であること
| 

I ④ 保管又は引揚げに便利な財産であること

イ 超過差押えの禁止（徴48①)

国税を徴収するために必要な財産以外の財産は差し押さえることができない。ただし、差押財

産が不可分物である場合には、その財産の価額が差押えに係る国税の額を超過する場合であって

も、その差押えは違法とはならない。

なお、不可分物とは、おおむね次に掲げるものをいう（徴基通48-3)。

① 物の性状から分割することができないもの（例： 1つの絵画、 宝石）

② 分割することはできるが、分割することにより物の経済的価値を著しく害する

もの（例： 1棟の家屋）

③ 法律上分割して売却することができないもの（例：工場財団の組成物件）

口 無益な差押えの禁止（徴48②)

差し押さえることができる財産の価額が、その差押えに係る滞納処分費及び徴収すべき国税に

先立つ他の国税、地方税、その他の債権の金額の合計額を超える見込みがないときは、その財産

は差し押さえることができない。

なお、これに反して行われた無益な差押えは、超過差押えの場合と同様に、取消しの原因とな

ることがある。
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(7) 徴収法上の財産の区分

民法上の動産のうち、登記（登録）された船舶、航空機、自動車及び建

設機械を除いたもの

差

押

対

象

財

産

財産権を表彰する証券で、その権利の行使又は移転が証券をもってされる

もの

金銭又は財産の給付を目的とする請求権（例：売掛金、銀行預金、郵便

貯金、消費貸借による債権、俸給、給料）

民法上の不動産のほか、登記（登録）された船舶、航空機、自動車、建設

機械等

上記の財産以外の財産（例：特許権、著作権、 電話加入権、信用金庫持分

等）

4 差押えの手続及び効力

(1) 各種財産に共通する差押手続

イ 差押調書の作成

徴収職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、差押調書を作成し、これに署名押印（記名

押印を含む。）しなければならない（徴54、徴令21)。

ロ 滞納者への差押えの通知

徴収職員は、滞納者の財産を差し押さえたときは、次の差押財産の区分により差押調書謄本又

は差押書を交付又は送達しなければならない。

① 動産又は有価証券

差押調書謄本を交付する差押財産 ② 債権

（徴54) ③ 第三債務者等のある無体財産権等

④ 振替社債等

① 不動産

差押書を交付する差押財産 ② 登記（登録）された船舶及び航空機

（徴68①、 70①、71①、 72①) ③ 登録を受けた自動車及び建設機械

④ 第三債務者等のない無体財産権等

,
 



ハ 質権者等への差押えの通知

税務署長は、次に掲げる財産を差し押さえたときは、それぞれの権利者等のうち知れている者

に対し、差押えをした旨の通知をしなければならない（徴55)。

差 押 財 産

質権、抵当権、先取特権、留置権、賃借権、

その他の第三者の権利（担保のための仮登記に

係る権利を除く。）の目的となっている財産

仮登記がある財産

仮差押え又は仮処分がされている財産

(2) 差押えの一般的効力

イ 処分禁止の効力

通知の相手

権利を有する者

仮登記の権利者

仮差押え又は仮処分をした保全執行

裁判所又は執行官

差押えは、その差押財産について、法律上の処分（売買、贈与等）又は事実上の処分（き損・

廃棄等）で国税を徴収するのに不利益となる処分を禁止する効力がある（徴基通47-51)。

口 時効の完成猶予及び更新の効力

差押えは、徴収権の消滅時効の完成猶予の効力がある（通72③、民148①-、徴基通47-55)。

この時効の完成猶予の効力は、差押えを解除するまで継続し、解除した時から新たに時効が進行

する。

差押財産を換価した場合 換価に基づく配当が終了した時

差押財産が滅失した場合 滅失した時

差押えを解除した場合 解除した時

ハ 相続等があった場合の効力

滞納処分執行後に、滞納者が死亡又は滞納者である法人が合併により消滅したときは、その財

産につき滞納処分を続行することができる（徴13虹））。

二従物に対する効力

主物（例：建物）を差し押さえた場合には、従物（例：畳、建具）に対しても差押えの効力が

及ぶ（民87②)。
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ホ果実に対する効力

天然果実に対する効力
差押えの効力は、差押財産から生ずる天然果実 （民88①、例：乳牛を

差し押さえた場合の牛乳）にも及ぶ（徴52①)。

差押えの効力は、差押財産から生ずる法定果実 （民88②)、例：賃貸物

法定果実に対する効力
件を差し押さえた場合の賃料）には及ばない （徴52②)。

※ ただし、債権を差し押さえた場合における差押後の利息には差押え

の効力が及ぶ （徴52②ただし書）。

ヘ保険金に対する効力

差押財産が損害保険に付され、又は共済の目的となっているときは、その差押えの効力は、保

険金又は共済金の支払を受ける権利に及ぶ（徴53①)。ただし、財産を差し押さえた旨を保険者

又は共済事業者に通知しなければ、その差押えをもってこれらの者に対抗することができない

（徴53①ただし書）。

(3) 財産の種類と差押手続等

差 押 手 続

財産の種類 差押調書 滞納者へ
差押えの効力

差押えの方法
権利者

の作成 の通知 への通知
発生時期

動産
① 占有（徴56①)

有価証券
② 封印などの表示

差押調書謄本の ① 占有時（徴56②)

（徴60②)
交付（徴54-) ②表示時（徴60②)

0 第三債務者に対 〇 債権差押通知書が

債 権 する債権差押通知
差押調書謄本の

書の送達（徴62①)
交付（徴54二）

送達された時（徴62

③) 

①差押書の送達
いずれの

① 差押書が送達され

不動産等 （徴68①)
いずれの 差押書の送達 場合でも

た時（徴68②)

② 登記（徴68③)
場合でも （徴68①) 差押財産

② ①より前に差押え

差押調書 上の権利
の登記がされた場合

の作成が 関係人に
は、その時（徴68④)

第三債務者

等のない
0 差押書の送達 必要 差押書の送達 差押えの 〇 差押書が送達され

無体財産権
（徴72①) （徴54) （徴72①) 通知が必 た時（徴72②)

要（徴55)
第二債務者 0 第三債務者等に

等のある 対する差押通知書
差押調書謄本の 〇 差押通知書が送達

無体財産権 の送達（徴73①)
交付（徴54三） された時（徴73②)

0 発行者及び振替

振替社債等
機関等に対する差 差押調書謄本の

〇 差押通知書が送達

押通知書の送達 交付（徴54三）
された時（徴73の2

（徴73の2①)
③) 
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5 交付要求

(1) 交付要求の意義

交付要求とは、滞納者の財産について既に強制換価手続が開始された場合に、その手続に参加し

滞納国税への交付（配当）を求める手続である。

なお、交付要求は、それ自体が強制的に滞納国税を実現させることはなく、この点において差押

え、換価及び配当と異なる。

(2) 交付要求の要件

次のいずれにも該当するときは、交付要求ができる（徴82①)。

① 滞納者の財産について強制換価手続が行われたこと。

② 滞納国税があること。

※ 納期限を経過した国税であればよく、督促の有無、猶予期間中、滞納処分の停止中であるか

否かを問わない（徴基通82-1)。

(3) 交付要求の制限

交付要求を行うと、国税優先の原則により、国税に劣後する債権者の利害に重大な影響を及ぼす

こととなるため、これらの債権者を保護するため、次のいずれにも該当するときは、交付要求を行

わない（徴83)。

① 滞納者が、他に換価が容易な財産で、かつ、第三者の権利の目的となっていないものを有して

いること。

※ 「換価の容易な財産」とは、評価が容易であり、かつ、滞納処分との関係において市場性の

ある財産をいうが、その財産は、換価をするために直ちに差押えをすることができるものに限

られる。

なお、債権については、確実に取り立てることができると認められるものも、換価の容易な

財産に含まれるものとする（徴基通83-2、50-5)。

② ①の財産を換価することにより、滞納国税の全額を徴収できること。

(4) 交付要求の手続

税務署長
交付要求書（徴82①)

強制換価手続をした執行機関

交付要求通知書（徴82②)
滞 納 者

交付要求通知書 （徴 82③) 4 質 権 者 等
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(5) 交付要求の効力

配当を受ける効力
先行の執行機関により強制換価手続が行われた場合に、その換価代金

から配当を受けることができる。

時効の完成猶予 交付要求は、時効の完成猶予及び更新の効力を有し、交付要求をし

及び更新の効力 ている間は、時効の完成猶予が継続する（通73①五）。

※ 交付要求は、 交付要求を受けた執行機関の強制換価手続が解除又は取り消された場合には、

その効力を失う（徴基通82-8)。

6 参加差押え

(1) 参加差押えの意義

参加差押えは、交付要求の一つとして行われるものであり、参加差押えを受けた差押えが解除さ

れるまでの効力は交付要求と同様であるが、参加差押えを受けた先行の差押えが解除された場合、

参加差押えをした時等にさかのぼって差押えの効力を生じ、その後は参加差押財産の換価処分がで

きる（徴基通86-1)。

(2) 参加差押えの要件

次のいずれにも該当するときは、参加差押えができる（徴86①)。

① 滞納者の次の財産について、既に滞納処分による差押えがされていること。

※ 動産、有価証券、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、電話加入権

② 滞納国税が差押えの要件（徴47)を備えていること。

(3) 参加差押えの制限

交付要求と同様に、次のいずれにも該当するときは、参加差押えを行わない（徴88①)。

① 滞納者が、他に換価が容易な財産で、かつ、第三者の権利の目的となっていないものを所有

していること。

② ①の財産を換価することにより、滞納国税の全額を徴収できること。
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(4) 参加差押えの手続

参加差押書（徴86①)
.. 1 行 政機 関 等税務署長 I I 

参加差押通知書（徴86②)
り 滞 納 者

参加差押通知書（徴86②)
.. I 第 三 債 務者

参加差押登記（登録）嘱託書（徴86③)り
登記（登録）機関

参加差押通知書（徴86④)
質 権 者 等

(5) 参加差押えの効力

配当を受ける効力
対象財産が、先行の行政機関等により換価に付された場合に、換価代金

から配当を受けることができる。

時効の完成猶予 交付要求と同様に時効の完成猶予及び更新の効力を有し、参加差押

及び更新の効力 えがされている間は、時効の完成猶予が継続する（通73①五）。

換価遅延に対し
先行の滞納処分による差押財産が相当期間内に換価に付されないとき

は、速やかにその換価をすべきことをその滞納処分をした行政機関等に催
催告ができる効力

告することができる（徴87③)。

参加差押えをした財産について、先行の差押えが解除されたときは、次

の財産の種類ごとに、それぞれに掲げる時に遡って差押えの効力が生ずる

（徴87①)。

財産の種類 差押えの効力が発生する時

動産及び有価証券
参加差押書が先行の差押えをした行政機関等

に送達された時

不動産（鉱業権を除
参加差押通知書が滞納者に送達された時先行の差押えが解除

<p)、船舶、航空機、
された場合の効力

自動車、建設機械、
ただし、参加差押えの登記（登録）がその送達

小型船舶
前にされた場合は、その登記（登録）がされた時

電話加入権 参加差押通知書が第三債務者に送達された時

鉱業権 参加差押えの登録がされた時

参加差押えをした財産が動産、有価証券、自動車、建設機械若しくは小

型船舶である場合、先行の行政機関等が差押えを解除すると、その財産の

引渡しを受けることができる（徴基通87-1)。

14 



I――五一令名（差押えの禁止について規定する条項）
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（第36条）

恩給法（第11条第3項）

介護保険法（第25条）

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する

法律（第7条により警察官の職務に協力援助した者の災

害給付に関する法律第10条を準用）

確定給付企業年金法（第34条第1項）

他の法令により差押えが禁止されている財産

差押えが禁止される財産 ］ 
副作用救済給付又は感染救済給付（第15条第1項、第16条、第20条）を受ける権利

恩給（第45条から第46条の2まで、第60条、第63条、第73条、第74条、第74条の2、第81条、第82条）を

受ける権利（増加恩給と併給するものを除いた普通恩給及び一時恩給を受ける権利を除く。）

介護給付（第40条から第42条の3まで、第44条から第49条まで、第51条から第51条の3まで）、予防給

付（第52条から第54条の4まで、第56条から第61条の4まで）又は市町村特別給付（第62条）を受ける権利

療養給付、疾病給付、障害給付、介護給付、遺族給付、葬祭給付又は休業給付（第5条）を受ける権利

障害給付金（第43条）の受給権

確定拠出年金法（第32条第1項、第73条） I 障害給付金（第37条）の受給権

（旧）簡易生命保険法（第81条） （郵政民営化法等の 被保険者が死亡したことにより支払う場合の保険金、被保険者の特定要介護状態が保険約款の定める

施行に伴う関係法律の整備に関する法律（附則第16条） 期間継続したことにより支払う場合の保険金、第76条≪保険金支払等の特例≫第1項及び第2項の規定

により、法施行時に契約を締結しているものに限る。） により支払う場合の保険金又は特約に係る保険金（被保険者の生存中にその保険期間又は保険約款の

定める期間が満了したことにより支払うものを除く。）

北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関 拉致被害者等給付金又は滞在援助金（第5条）の支給を受ける権利

する法律（第12条）=---__ l_ - - -------



- - •一

法令名（差押えの禁止について規定する条項）

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特

別措置法（第16条の2第1項、第3項）

他の法令により差押えが禁止されている財産

• -

差押えが禁止され句財産 ー ー•- ----| 
給付（第3条、第4条、第7条の2、第7条の3)を受ける権利（旧国家公務員共済組合法に規定する退職

年金、退職一時金に相当するものを受ける権利を除く。）

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 職業転換給付金（第13条）の支給を受ける権利（事業主に係るものを除く。）

I（第14条により雇用対策法第21条を準用）

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する 療養給付、疾病給付、障害給付、介護給付、遺族給付、葬祭給付又は、休業給付（第2条、第5条）を受

法律（第10条） 1ける権利

刑事補償法（第22条）

健康保険法（第61条）

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（第45

条）

不当な刑の執行又は抑留、拘禁に対する補償の請求権（第1条）及び補償払渡しの請求権（第20条）

保険給付（第63条、第85条から第88条まで、第97条、第99条から第102条まで、第110条から第115条の

2まで）を受ける権利

医療費（第17条）、一般疾病医療費（第18条）、医療特別手当（第24条）、特別手当（第25条）、原子爆弾小

頭症手当（第26条）、健康管理手当（第27条）、保険手当（第28条）、介護手当（第31条）、葬祭料（第32条）又

は特別葬祭給付金（第33条）の支給を受ける権利及び第34条《特別葬祭給付金の額又は記名国債の交付》

に規定する国債

原子力損害の賠償に関する法律（第9条第3項、第11 原子力損害賠償責任保険契約（第8条）の保険金請求権（第9条第1項、第2項）又は原子力損害賠償

条） I補償契約（第10条）に基づく補償金（第11条）



［―-法令名（差押えの禁止について規定する条項）

r--ー-

公害健康被害の補償等に関する法律（第16条）

厚生年金保険法（第41条第1項）

他の法令により差押えが禁止されている財産

差

療養（第19条）、療養費（第24条）、障害

35条）、児童補償手当（第39条）、療養手当

障害厚生年金（第47条）、障害手当金（第55条）、又は遺族厚生年金（第58条）に係る保険給付を受ける

権利

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の 療養補償、休業補償、疾病補償、障害補償、介護補償、遺族補償又は葬祭補償（第2条、第3条）を受

公務災害補償に関する法律（第8条第2項） ける権利

1 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校 1 就学支援金（第7条）の支給を受ける権利

等就学支援金の支給に関する法律（第12条）

高齢者の医療の確保に関する法律（第62条） I 療養の給付（第64条）、又は入院時食事療養費（第74条）、入院時生活療養費（第75条）、保険外併用療
養費（第76条）、療養費（第77条）、訪問看護療養費（第78条）、特別療養費（第82条）、移送費（第83条）、

高額療養費（第84条）、高額介護合算療養費（第85条）、又は後期高齢者医療広域連合の条例で定めると

1ころにより行う給付（第86条）を受ける権利

国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措

置法（第8条）

国民健康保険法（第67条）

I 

訓練待期手当、就職促進手当、技能習得手当、移転費、自営支度金、再就職奨励金又は雇用奨励金

（第7条）の支給を受ける権利（事業主に係るものを除く。）

保険給付（第36条、第52条から第54条の2まで、第54条の3、第54条の4、第57条の2、第58条）を受け

る権利

I 



他の法令により差押えが禁止されている財産

［~¢（差押えの禁止について規定する条項）
国民年金法（第24条）

（旧）国会議員互助年金法（第6条第2項）（国会議

員互助年金法を廃止する法律（附則第2条第1項）によ

り、同法施行前に権利を有する者は従来の例による。）

差押えが禁止される財産 ` ----- ] 

障害基礎年金（第30条）、遺族基礎年金（第37条）、付加年金（第43条）、寡婦年金（第49条）又は死亡一

時金（第52条の2)の給付を受ける権利

公務傷病年金（第10条）、遺族扶助年金（第19条）又は遺族一時金（第19条の3)を受ける権利

国家公務員共済組合法（第49条）

国家公務員災害補償法（第7条第2項）

子ども・子育て支援法（第17条）

1 給付（第41条、第51条、第72条）を受ける権利（退職共済年金又は休業手当金を受ける権利を除く。） I 
（第54条、第55条の2から第57条の4まで、第60条の2から第63条まで、第66条、第67条、第68条の2、第 1

68条の3、第70条、第71条、第81条、第87条の5、第88条） ＇ 

療養補償（第10条）、休業補償（第12条）、疾病補償年金（第12条の2)、障害補償（第13条）、介護補償

（第14条の2)、遺族補償（第15条）、遺族補償年金（第16条）、遺族補償一時金（第17条の4)又は葬祭補

償（第18条）を受ける権利

子どものための教育＂保育給付を受ける権利

雇用対策法（第21条） 職業転換給付金（第18条）の支給を受ける権利（事業主に係るものを除く。）

雇用保険法（第11条）

ー＇ー

一

失業等給付を受ける権利（第10条、第13条、第36条、第37条から第38条まで、第43条、第56条の2、第

58条、第59条、第60条の2、第61条、第61条の2、第61条の4、第61条の6、第61条の7)



他の法令により差押えが禁止されている財産

Iー ・9- - - - - -- - - - - .r-- ------嘗- - • • • • -

法令名（差押えの禁止について規定する条項） ＾ i 差押えが禁止される財産 -―---| 
I 災害弔慰金の支給等に関する法律（第5条の2及び 1 災害弔慰金（第3条）、災害障害見舞金（第8条）の支給を受けた金銭

！第9条） I 
I 
1 砂防法（第37条第2項）

自然災害義援金に係る差押禁止等に関する法律（第

3条第1項、第2項）

自動車損害賠償保障法（第18条、第74条）

児童手当法（第15条）

児童福祉法（第57条の5第2項、第3項）

児童扶養手当法（第24条）

保証金（第37条第1項）の返還請求権

自然災害義援金の交付を受ける権利及び交付を受けた金銭

保険会社に対する損害賠償額（第16条第1項）若しくは仮渡金（第17条第1項）又は政府に対する損害

賠償額（第72条第1項）の請求権

児童手当（第4条）の支給を受ける権利

療育の給付（第20条）、又は障害児通所給付費（第21条の5の3)、特例障害児通所給付費（第21条の51

の4)、高額障害児通所給付費（第21条の5の12)、肢体不自由児通所医療費（第21条の5の28)、障害児

相談支援給付費（第24条の26)、特例障害児相談支援給付費（第24条の27)、障害児入所給付費（第24条

の2)、高額障害児入所給付費（第24条の6)、特定入所障害児食費等給付費（第24条の7)、障害児入所 ・
医療費（第24条の20)の支給を受ける権利又は支給金品（既に支給を受けたものであるとないとに関わら

ない。）

児童扶養手当（第4条）の支給を受ける権利

_ _J  



他の法令により差押えが禁止されている財産

1 法令名（差押えの禁止について規定する条項） _I 差押えが禁止される財産 - --- ----- ] 

i 障害者自立支援法（第13条）

証人等の被害についての給付に関する法律（第10

条）

i 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法

律（第55条）

新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済

等に関する特別措置法（第8条）

じん肺法（第37条）

I 

生活保護法（第58条）

石炭鉱業年金基金法（第20条により厚生年金保険法

第41条第1項を準用）

船員の雇用の促進に関する特別措置法（第4条）

自立支援給付を受ける権利（第6条、第28条から第30条まで、第34条、第35条、第52条、第70条、第71| 
条、第76条）

療養給付、疾病給付、障害給付、介護給付、遺族給付、葬祭給付又は休業給付（第3条、第5条）を受

ける権利

消防団員等公務災害補償（第1条）を受ける権利

医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、遺族年金又は遺族一時金並びに葬祭料（第3条、

第4条）の給付を受ける権利

転換手当（第22条）の支払を受ける権利

生活扶助（第31条）、教育扶助（第32条）、住宅扶助（第33条）、医療扶助（第34条）、介護扶助（第34条

の2)、出産扶助（第35条）、生業扶助（第36条）若しくは葬祭扶助（第37条）により給付を受けた保護金品

I又はこれを受ける権利

坑内員等の死亡を支給理由とする一時金たる給付

就職促進給付金（第3条）の支給を受ける権利（事業主に係るものを除く。）

_」



口 名（差押えの禁止について規定する条項）

船員法（第115条）

船員保険法（第51条）

戦傷病者戦没者遺族等援護法（第47条）

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法（第9条）

戦傷病者特別援護法（第26条）

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法（第11

条）

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法（第9条）

他の法令により差押えが禁止されている財産

「- - - -]い押えが禁止される財産 I 
失業手当（第45条）、雇止手当（第46条）、送還の費用（第48条）、送還手当（第49条）又は災害補償（第89条

から第94条まで）を受ける権利

給料その他の報酬と失業手当、送還手当、傷病手当又は行方不明手当をともに支払うべき期間につい

ての給料その他の報酬を受ける権利のうち、これらの手当の額に相当する部分に関するもの（第114条）

保険給付（第29条、第53条、第61条から第65条まで、第68条、第69条、第72条から74条まで、第76条、

第78条から第81条まで、第83条から第85条まで、第87条、第91条から第93条まで、第97条、第101条、第

102条）を受ける権利

障害年金、障害一時金（第7条）、遺族年金、遺族給与金（第23条）又は弔慰金（第34条）を受ける権利

及び第37条《弔慰金の額及び記名国債の交付》に規定する国債

特別給付金を受ける権利（第3条）及び第4条第1項《特別給付金の額及び記名国債の交付》に規定す

る国債

療養費（第17条）、療養手当（第18条）、葬祭費（第19条）、更生医療に要する費用（第20条）又は補装具

（購入又は修理に要する費用を含む。）（第21条）を受ける権利

特別弔慰金を受ける権利（第3条）及び第5条第1項《特別弔慰金の額及び記名国債の交付》に規定すI
る国債

特別給付金を受ける権利（第3条）及び第4条第1項《特別給付金の額及び記名国債の交付》に規定す

る国債



他の法令により差押えが禁止されている財産

法令名（差押えの禁止について規定する条項） I 差押えが禁止される財産 ----—-/- | 
．．． ~ ＾ベ一 ~ 

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法（第11! 特別給付金を受ける権利（第3条）及び第5条第1項《特別給付金の額及び記名国債の交付》に規定す
条） 1る国債

地方公務員災害補償法（第62条第2項）

地方公務員等共済組合法（第51条、第167条の3)

療養補償（第26条）、休業補償（第28条）、疾病補償年金（第28条の2)、障害補償（第29条）、介護補償

（第30条の2)、遺族補償（第31条）、遺族補償年金（第32条）、遺族補償一時金（第36条）又は葬祭補償

（第42条）を受ける権利

給付（第42条、第53条、第74条）を受ける権利（退職共済年金又は休業手当金を受ける権利を除く。）

I （第56条、第57条の3から第59条の4まで、第62条の2から第65条まで、第68条、第69条、第70条の2、第
70条の3、第72条、第73条、第84条、第96条、第99条）

共済給付金（第158条）を受ける権利 （退職年金又は退職一時金を受ける権利を除く。） （第162条、第

163条、第163条の3)

中小企業退職金共済法（第20条） I 退職金等（第10条）の支給を受ける権利（被共済者の退職金等の支給を受ける権利を除く。）

特別児童扶養手当等の支給に関する法律（第16条に 1 特別児童扶養手当（第3条）、障害児童福祉手当（第17条）又は特別障害者手当（第26条の2)の支給

より児童扶養手当法第24条を準用） を受ける権利

＇ 独立行政法人日本医薬品医療機器総合機構法（第 副作用救済給付（第16条）及び感染救済給付（第20条）を受ける権利

|36条第1項）

独立行政法人日本学生支援機構法（第17条の5) I 学資支給金（第17条の2)の支給を受ける権利



他の法令により差押えが禁止されている財産

法令名（差押えの禁止について規定する条項） 差押えが禁止される財産

独立行政法人日本スポーツ振興センター法（第33条）

独立行政法人農業者年金基金法（第26条）

晨業災害補償法（第89条）

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等

の支援に関する法律（第17条）

ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（第23条

第2項）

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等

に関する法律（第8条）

東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関す

1る法律（第2項）

引揚者給付金等支給法（第20条）

1
|

'ー」

被災者生活再建支援法（第20条の2)

災害共済給付（第16条）を受ける権利

死亡一時金（第35条）の受給権

共済金（第84条）の支払を受ける権利

犯罪被害者等給付金（第3条、第4条）の支給を受ける権利

援護として支給される金品（すでに支給を受けたものであるとないとに関わらない。）

補償金（第3条）の支給を受ける権利

東日本大震災関連義援金（第3項）の交付を受ける権利及び交付を受けた金銭

遺族給付金の支給を受ける権利（第8条）及び第11条《遺族給付金の額及び記名国債の交付》に規定

する国債

被災者生活再建支援金（第3条）の支給を受ける権利 |

.|
1
 



他の法令により差押えが禁止されている財産

Iー五歪名（差押えの禁;:-,;云―ヽ ーて規定する条項）
—·-· 

平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する

法律（第14条）

！ 平成二十三年度における子ども手当の支給に関する 子ども手当（第4条）の支給を受ける権利

特別措置法（第14条）

平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置 仮払金（第5条）の支払を受ける権利

に関する法律（第12条）

平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押 平成二十八年熊本地震災害関連義援金（第3項）の交付を受ける権利及び交付を受けた金銭

禁止等関する法律（第1項及び第2項）

平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等 平成三十年特定災害関連義援金（第3項）の交付を受ける権利及び交付を受けた金銭

に関する法律（第1項及び第2項）

1 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する

1弔慰金等の支給に関する法律（第16条）

母子保健法（第24条）

未帰還者に関する特別措置法（第11条）

差押えが禁止される財産

子ども手当（第4条）の支給を受ける権利

弔慰金等（第9条）の支給を受ける権利

第20条《養育医療》の規定により金品の支給を受ける権利

7

|

l
 

弔慰料（第3条）の支給を受ける権利

l 



I．．．一｀｀（差押えの禁止について規定する条項）
I • -• 一·―-

i 未帰還者留守家族等援護法（第31条）

予防接種法（第16条）

（旧）らい予防法の廃止に関する法律（第10条第2項）

（ハンセン病問題の解決の促進に関する法律（附則第3

条）により同法施行前の援護については従来の例によ

る。）

他の法令により差押えが禁止されている財産

I —— ー一差押えが禁正され：厨産 一

留守家族手当（第5条）、帰郷旅費（第15条）、葬祭料（第16条）、遺骨引取経費（第17条）又は障害一時 1

金（第26条）を受ける権利

I 医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金又は葬祭料（第12条）の給付を受ける権
利

入所者の親族等の生活を援護（第6条）するため、支給された金品又はこれを受ける権利

令和二年七月豪雨災害関連義援金に係る差押禁止 1 令和二年七月豪雨災害関連義援金（第3項）の交付を受ける権利及び交付を受けた金銭

等に関する法律（第1項及び第2項）

1 令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金に係る差l令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金の支給を受ける権利
押禁止等に関する法律（第1項及び第2項） I 令和三年度子育て世帯等臨時特別給付金として支給を受けた金銭その他の財産

I 令和四年度電カ・ガス・食料品等価格高騰緊急支援 令和四年度電カ・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給を受ける権利

給付金に係る差押禁止等に関する法律（第2条） 令和四年度電カ・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金として給付を受けた金銭

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給 1 療養給付金（第7条）、休業給付金（第8条）、障害給付金（第9条）、遺族給付金（第10条）、葬祭給付金

付金の支給に関する法律（第23条） （第13条）、打切給付金（第14条）、特別障害給付金（第14条の3)、特別遺族給付金（第14条の4)又は特I
別打切給付金（第14条の5)の支給を受ける権利



他の法令により差押えが禁止されている財産

［ 法令名（差押えの口止につい←五定する、五;--]― ・ //―＿ー 差押えが禁止される財産 ----l 
9 •一---- ------,--------- -- -・  ・眉

労働基準法（第83条第2項） i 療養補償（第75条）、休業補償（第76条）、障害補償（第77条）、遺族補償（第79条）、葬祭料（第80条）、

打切補償（第81条）又は分割補償（第82条）を受ける権利

労働者災害補償保険法（第12条の5第2項） 療養補償給付（第13条）、休業補償給付（第14条）、障害補償給付（第15条）、遺族補償給付（第16条）、

葬祭料（第17条）、傷病補償年金（第18条）、介護補償給付（第19条の2)、療養給付（第22条）、休業給付

（第22条の2)、障害給付（第22条の3)、遺族給付（第22条の4)、葬祭給付（第22条の5)、傷病年金（第23

条）、介護給付（第24条）又は二次健康診断等給付（第26条）を受ける権利

＇ー↑



「滞納整理の手引」から抜粋
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別表10 差押対象財産の特定表示例一覧表

1 銀行等

財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、債務者に対して有する下記預金の払戻請求権及び

偵権差押通知書到達日までの利息の支払請求権。

記

1 預金の種類
当税務署か ら

普通預金
請求あり次第即時

2 口座番号 1234567 

3 金額 I, 000, 000円
普通預金 4 取扱店 00銀行00支店

留 意 事 項

1 第三債務者は、法人としての銀行であるから、「第三債務者の表示」欄には、本店の所在地・名称を

記載し、「債権差押通知書」は支店等取扱店へ送達することとする。

2 第三債務者（支店長等）に「債権差押通知書」を交付するときは、他の債権者との競合を考慮して

「差押調書」にその交付した時間を記入しておく。

3 元帳により、残高等を確認した上で差し押さえる。

財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、債務者に対して有する下記預金の払戻請求権。

記

1 預金の種類 当座預金 当 税務署から

2 口座番号 1234567 請求あり次第即時

3 金額 I, 000, 000円

4 取扱店 00銀行00支店
当座預金

留 意 事 項

1 第三債務者は、法人としての銀行であるから、「第三債務者の表示」欄には、本店の所在地・名称

を記載し、「債権差押通知書」は支店等取扱店へ送達することとする。

2 第三債務者 （支店長等）に「債権差押通知書」を交付するときは、他の債権者との競合を考慮して、

差押調書にその交付した時間を記入しておく。

3 元帳により、残高等を確認した上で差し押さえる。

4 当座預金には、利息はつかない。

財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、債務者に対して有する下記預金の払戻請求権及び

債権差押通知書到達日までの利息の支払請求権。

記

1 預金の種類 定期預金

口座番号
満期日

2 1234567 

3 金額 I. 000, 000円

4 満期日 令和0年0月0日
定期預金

5 取扱店 00銀行00支店

留 意 事 項

1 第三伎務者は、法人としての銀行であるから、「第三債務者の表示」棚には、本店の所在地・名称

を記載し、「債権差押通知書」は支店等取扱店へ送達することとする。

2 第三債務者 （支店長等）に「債権差押通知書」を交付するときは、 他の債権者との競合を考慮して

差押調書にその交付した時間を記入しておく。

3 元帳により、残高等を確認した上で差し押さえる。

4 満期日までは取立てできないことに留意する。



財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、債務者に対して有する下記定期積金契約に基づく

給付契約金請求権。

記

1 契約年月日 令和0年0月〇日
満期日

2 証書番号 AB-4567 

3 給付契約金 I, 000, 000円

4 満期日 令和0年0月〇日

5 取扱店 00銀行00支店

定期積金 留 意 事 項

1 第三債務者は、法人としての銀行であるから、 「第三債務者の表示」欄には、本店の所在地・名称

を記載し、「債権差押通知書」は支店等取扱店へ送達することとする。

2 第三偵務者（支店長等）に 「伯権差押通知書」を交付するときは、他の倍権者との競合を考慮して

「差押調書」にその交付した時間を記入しておく。

3 元帳により、差押日現在の残高等を確認する。

4 満期日までは取立てできないことに留意する。

5 定期積金には利息はつかないが、給付補填金が加算される。

6 差押えの対象は差押時の掛金残額にかかわらず、定期積金契約に基づく給付契約金請求権である。

この給付契約金請求権を差し押さえた場合には、積金累計額及び給付補填金相当額にも差押えの効力が

及ぶ。

財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（佼権者）が、債務者に対して有する下記通常貯金の払戻請求権

及び伯権差押通知書到達日までの利息の支払請求権。

記 当税務署から

1 通帳記号番号 12-45678 請求あり次第即時

2 金額 この通知書到達時点の残高

(0年0月〇日現在の残高00円）

留 意 事 項

1 第三債務者は株式会社ゆうちょ銀行であり、「第三債務者の表示」欄には、「東京都千代田区丸の内

通常貯金 二丁目 7番2号 株式会社ゆうちょ銀行」と記載する。「債権差押通知四」の送付先は「貯金原簿を

所管する貯金事務センター」とする。

2 郵便貯金の差押えに当たっては、貯金事務センターから債務承認害を徴取する。

3 郵便貯金の取立てに当たっては、取り立てる際に、貯金事務センターに「差押債権取立通知書」を

送付する。

4 郵便貯金の取立ては、貯金事務センターから郵便貯金払戻証書の送付を受け、最寄りの郵便局に呈

示して払戻しを受ける。

なお、郵便貯金払戻証書の「受取人」欄には、税務署長名で差し押さえた場合には、税務署長名と

官印、徴収職員名で差し押さえた場合には、徴収職員名と私印を記名なっ印する。

5 歳入歳出外現金領収証書は、第三倍務者である株式会社ゆうちょ銀行宛に発行し、領収証書は滞納

処分票に編てつする。

財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、債務者に対して有する下記郵便振替口座（振替貯

金）の支払請求権。

記 当 税 務 署 から

郵便振替口座 1 通帳記号番号 001-123456 請求あり次第即時

（振替貯金） 2 金額 この通知書到達時点の残高

(0年0月〇日現在の残高00円）

留 意 事 項

郵便振替口座（振替貯金）は、 銀行の当座預金に類似したものであり、 利息はつかない。



財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、債務者に対して有する下記定額郵便貯金の払戻請

求権及び伎権差押通知書到達日までの利息の支払請求権。

記

1 通帳記号番号 001-123456 払戻開始期日

2 金額 この通知害到達時点の残高

(0年0月〇日現在の残高00円）

3 預入年月日 平成0年0月〇日

留 意 事 項

定額郵便貯金 1 第三債務者は、 差し押さえるべき定額郵便貯金の預入年月日によって次のとおりとなる。

II) 平成 19年9月30日以前

東京都港区虎ノ門五丁目 13番1号

虎ノ門 40 MTビル3階

独立行政法人 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構

11) 平成 19年 10月1日以降

東京都千代田区丸の内二丁目 7番2号

株式会社 ゆうちょ銀行 ・. 
2 履行期限は、定額郵便貯金の場合には 「払戻開始期日」とするが、差押え時において既に払戻開始

期日が経過している場合には「当税務署からの請求があり次第即時」とする。

3 「債権差押通知書」の送付先は、「貯金原簿を所管する貯金事務センター」宛とする。

（郵便貯金差押えの流れ）

ー......—•.......—•••••••ヽ..一•••I

① 「債権差押通知書」

② 「債務承認書」

③ 「差押債権取立通知書」

I貯金事務センタ―|

I税務署（長） 1 ④ 「郵便貯金払戻証書」

.. - --._. ] 
⑤ 「郵便貯金払戻証書」（注 1)

「....—•,.......,·—..—ー"""'"

⑥払戻し 口
⑦差押解除
《「差押解除通知書」＋「郵便貯金払戻証書」（注2)》

L....…·一.......――.....—••"...l

（注） 1 「郵便貯金払戻証書」の受領後は、速やかに郵便局において払戻しを受けること。

2 払戻し前に完納となった場合などやむを得ない事情があるときには、差押解除を行う。

この場合には、差押解除通知書に郵便貯金払戻証書を同封し、貯金事務センターに送付する。



～預貯金債権の差押え等に当たっての留意事項について～

1 差押え時

金融機関調査を実施する際には、単なる預貯金残高の確認にとどまらず、必ず、入出

金履歴を確認し、滞納者の実情把握に努める。

また、差押禁止債権等が振り込まれていないことを確認した上で差押えを実施する

など慎重に対応する。

なお、差押えに当たっては、財産の帰属認定（例えば、滞納者の住所・氏名•生年月

日等との照合など）を確実に実施する。

3 郵送による差押え•取立て

(1) 郵送による差押えの実施

なお、差押えを実施するときは、債権差押通知書の送付に併せて照会書（預貯金等

用）を送付又は同封するなどして、差押え前に確認した入出金状況に係る異動履歴

の最終地点から債権差押通知書が到達した時までの間に差押禁止債権等が振り込ま

れていないか確実に調査する。

おって、差押禁止債権等が振り込まれていた場合において、実質的に差押禁止債

権等を差し押さえたものと同視できると判断されるおそれがあるときは、差押を解

除（国税徴収法第 152条第2項等）するなど適切に対応する。

(2) 取立ての時期

上記(1)なお書きの調査による確認を終えるまでは、差し押さえた預貯金債権の取

立ては行わない。

・---------------------------------------------------------------



財産

信用金庫

（信用組合）

の会員の持分

差押財産の特定表示例

00信用金庫（信用組合）に対する下記出資持分。

1 出資口数

2 出資金額

記

1 0 0口

500, 000円

留意

履行期限

事 項

1 第三偵務者は、法人としての信用金庫（信用組合）であるから、「第三偵務者の表示」欄には、本

店の所在地・名称を記載し、「佼権差押通知書」は支店等取扱店へ送達することとする。

※ 差押調書（第三債務者等がある無体財産権等用）を手書きで作成する場合は、特定表示例に加え、

「第三債務者本店所在地 (00市00) 00信用金庫（組合） （取扱 00支店）」を記載

する必要があることに留意する。

2 会員（組合員等）の持分の譲受け等の請求は、徴収法 74条1項各号に掲げる理由がある場合に行

うことができる。

3 また、法定脱退事由（会員たる資格の喪失、死亡又は解散、破産、除名等、信用金庫法 17条）が

ある場合には、持分の全部又は一部の払戻しができる（信用金庫法 18条）。

4 信用金庫（信用組合）に対し持分の譲受けの請求をするときは、 3の場合を除き、 1万円以下の金

額の部分（信用組合においては、 1口以下の部分）については、その譲受けの請求をしないものとす

る。

5 払戻請求の予告については、信用金庫（信用組合）定款で期間制限を加えている場合が多いので、

定款を調査する。

6 差押えに際し、権利証券を取上げする場合には、差押調書に「出資証券を取り上げる。」旨を付記

し、その証券の記号番号を記載する。



2 保険会社等

財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、下記生命保険契約に基づき債務者に対して有する

満期保険金又は解約返戻金の支払請求権及び剰余金配当請求権。

記

1 契約年月H 平成0年0月〇日

2 保険の種類 終身保険 保険事故発生の時、

3 証券番号 12-34567 満期時又は解約の時

4 保険金額 10, 000, 000円

生命保険金 5 保険契約者 滞納者

6 被保険者 滞納者

7 保険金受取人 甲野花子

留 意 事 項

1 第三偵務者は、保険会社である。

2 生命保険契約を確認した上で差し押さえる。

3 生命保険契約の解約返戻金支払請求権を差し押さえた場合、徴収法 67条の規定に基づき、解約権を

行使することができる（最嵩裁平成 II年9月9日判決）。

（生命保険契約のしくみ）

保険金受取人 保険契約者

保険料

保険会社

（保険者）

金

金

金

険

当

戻

保

配

返

期

益

約

満

利

解｛
 

被保険者

（保険金支払請求権等の種類及び帰属）

満期保険金 死亡保険金 利益配当金 解約返戻金

債権者
保険契約者

被保険者の相続人

（受取人の指定なし） （固有の財産）
保険契約者 保険契約者

債権者 指定受取人

（受取人の指定あり）
指定受取人

（固有の財産）
保険契約者 保険契約者

（死亡保険金の差押え）

契約者 被保険者 受取人 死亡保険金

甲の相続財産となるので、甲の滞納国税につきA、Bに納税義務の承継

甲 甲 指定なし を行うとともに、相続人A、Bが法定相続分に応じて原始取得した死亡保

険金を各々差押えを行う。

受取人である相続人A固有の財産となるので、甲の滞納国税につきA、

甲 甲 相続人A Bに納税義務の承継を行うとともに、受取人である相続人の滞納国税につ

いては、 Aが原始取得した死亡保険金につき差押えを行う。

甲 甲 相続人（相続放棄） 相続人固有の財産となるため、差押えはできない。

甲 乙 甲 甲の財産として差押えを行う。

（注）甲の相続人として、 A、Bがいる場合とする（法定相続分は各2分の 1)。



財産 差押財産の特定表示例

滞納者（偵権者）が、下記簡易生命保険契約に基づき債務者に対して有

する満期保険金、生存保険金、還付金及び契約者配当金の支払請求権。

記

1234-5678 

（住所） （氏名）

履行期限

1 契約者番号

2 保険契約者

3 被保険者 （氏名） 支払条件成就の時

かんぽ

生命保険

僅駐峠検）

4 保険金受取人

5 契約年月日

6 満期日

7 保険の種類

8 保険金額

（氏名）

平成0年0月〇日

令和0年0月08

全期間払込0年満期養老保険

I, 000, 000円

留意事 項

1 第三伎務者は、差し押さえるべきかんぽ生命保険の契約年月日によって次のとおりとなる。

(1) 平成 19年9月30日以前（簡易生命保険）

東京都港区虎ノ門五丁目 13番1号

虎ノ門 40 MTビル3階
独立行政法人 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構

(2) 平成 19年 10月1日以降（かんぽ生命保険）

東京都千代田区大手前二丁目 3番1号

株式会社かんぽ生命保険

2 「債権差押通知書」の送付先は、 当該簡易生命保険を取り扱う郵便局を管鞘する 「各契約に係るか

んぽ生命保険サービスセンター」宛とする。

3 還付請求権を差し押さえた場合、徴収法 67条の規定に基づき、解約権を行使することができる。

（簡易生命保険に係る保険金等の差押えの可否）

1 平成3年4月1日以後に効力が発生した保険契約に係るもの

以下のものについては旧簡易生命保険法81条により差し押さえることができない。

① 死亡保険金

② 介護保険金

③ 重度障害による死亡保険金

④ 特約に係る保険金

⑤ 介護割増年金付終身年金保険契約に係る介護割増年金

2 平成3年3月31日以前に効力が発生した保険契約に係るもの

剰余金を除いて差し押さえることができない。

なお、旧郵便年金法（平成3年4月1H廃止、旧簡易生命保険法に統合された。）により、年金にあっては2分の 1、返還

金にあっては5分の1に相当する部分は差し押さえることができない。

3 取引先等

財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、債務者に対して有する下記売掛金の支払請求権。

記

令和0年0月0日売却に係る△△製コピー機 3台の売却代金
支払日

売掛金
I, 500, 000円（消費税及地方消費税を含む。）。

留 意 事 項

1 取引先において、買掛金元帳、請求害及び納品書等の関係書類を調査した上で差し押さえる。

2 債権額に消費税及地方消費税相当額が含まれていない場合は、消費税及地方消費税相当額を含めた

合計額で債権の特定をすることに留意する。



財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、下記運送請負契約に基づき債務者に対して有する

運送代金 500,ODO円（消費税及地方消費税を含む。）の支払請求権。

記

1 契約日 令和0年0月〇日 契約による日

2 運送物 00会社製プリンター 100箱

運送代金 3 運送場所 00市00町3丁目 3番2号

株式会社00△△工場

留 意 事 項

1 運送請負契約を確認した上で差し押さえる。

2 債権額に消費税及地方消費税相当額が含まれていない場合は、消賀税及地方消費税相当額を含めた

合計額で債権の特定をすることに留意する。

財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、下記工事請負契約に基づき債務者に対して有する

工事代金3,000, 000円（消賀税及地方消費税を含む。）の支払請求権。

記

1 契約日 令和0年0月〇日
契約による日

2 工事名 00市00町第3号道路工事

3 エ期 令和0年0月〇日～令和0年0月〇日

留 意 事 項

工事代金 1 請負契約を確認した上で差し押さえる。

2 請負代金債権は、請負工事完成前であっても、請負契約が有効に成立した後は差押えができる（徴

基通62-1)。

3 偵権額に消費税及地方消費税相当額が含まれていない場合は、消費税及地方消費税相当額を含めた

合計額で債権の特定をすることに留寇する。

4 支払時期（民633)

特約がない場合には、

(1) 目的物の引渡しを要するときは、目的物の引渡時

(2) 目的物の引渡しを要しないときは、請負工事の完成の時

財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、債務者に対して有する下記不動産売買に係る宅地

建物取引業者としての仲介報酬 I,638, 000円の支払請求権。

記

1 契約H 令和0年0月〇日

2 売主 甲野一郎 契約による日

不動産 3 買主 乙野次郎

仲介報酬 4 物件 00市00町3丁目 3番2

宅地 100. OOrrl 

5 売買代金 50, 000, 000円

留 意 事 項

1 売主又は買主において｀仲介契約書又は売買契約書を確認した上で差し押さえる。

2 仲介報酬は、売主と買主の双方から受領する場合もある。



財 産

クレジット

販売に係る

債 権

4 貸付金等

財産

貸付金

差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）と債務者との間の令和0年0月〇日付クレジットカ

ード加盟店契約に基づき滞納者が債務者に対して有する下記信用販売債

権の譲渡代金（立替代金）のうち、令和0年0月〇日以降譲渡された順序

で上記滞納税額に満つるまでの支払請求権。 各履行期Hごと

記

1 加盟店番号 123456 

2 店名 株式会社00商店

留 意 事 項

1 加盟店契約はカード会社により異なるため、契約内容の把握に努める。

2 クレジット会社の加盟店が、クレジットカードを所有する会員に対して商品等を販売し、信販会社

等が集金をする場合、販売債権の譲渡代金を差し押さえることができる。

3 信販会社等が立替払いする場合は、立替払金を差し押さえる。

差押財産の特定表示例

滞納者（債権者）が｀債務者に対して有する下記貸付金現在額

I, 000, 000円の返還請求権及び債権差押通知書到達日までの約定利息の

支払請求権。

記

1 貸付年月日 平成0年0月〇日

2 貸付元本額 2, 000, 000円

3 約定利息 年5%

4 遅延損害金 年10%

5 弁済期 令和0年0月08

留 意 事 項

1 契約の内容を確認した上で差し押さえる。

2 侠務者から債務承認書を徴する。 ＇ 

履行期限

契約による弁済期

3 貸付金の差押えに当たっては、必要に応じ金銭消費貸借契約書、金銭借用証書、受領証書等を取

り上げる（徴65)。

4 利息については、

(1) 無利息の約定があるとき・・・請求不可（民589)

なお、商人間の金銭消費貸借は、当然に利息付となる（商513①)。

(2) 利息の約定があるとき・・・・請求可

なお、単に利息を付する旨の約定の場合の利率は、民事債権については年5分（旧民404)、商

事偵権については年6分（旧商514)となる。

※ 契約時が改正民法施行日以後であるとき、民事債権及び商事債権ともに年3分である（民404)。

5 弁済期が到達している場合は、

(1) 履行期限は、「当税務署から請求あり次第即時」とする。

(2) 遅延損害金が発生する場合は、別途差し押さえる。



財産

家賃

財 産

敷金

財 産

人居保証金

差押財産の特定表示例

滞納者（債権者）が、下記不動産の笠貸借契約に基づき債務者から受領

すべき令和0年0月分以降の家賃の支払請求権。
ただし、上記滞納国税に満つるまで。

記

1 不動産の表示 00市00町三丁目 3番地2

2 賃料

3 支払日

家屋番号 3番

木造瓦査2階建 居宅

1階 150.00 rrl 2階 I00. 00 rrl 

月額0000円共益費月額000円

翌月分を前月末までに支払う

留意事項

1 貸貸借契約の内容を確認した上で差し押さえる。

履 行期限

紐月の支払日

2 管理費・共益費といった名目で契約書上家賃とは別に定められている場合に、それらが清掃費や給

水管のメンテナンス費用等に使用されており、それらを取り立てることによって、賃貸人による物件

の維持管理ができなくなると認められるときは、それらの管理費・共益費については、差し押さえな

い取扱いとして差し支えない。

3 差押え後、当事者間で家賃を増額する旨の合意がなされた場合は、当該増額相当部分に係る家賃債

権は差押えの効力が及ばないことから、 当該増額相当部分に係る家賃債権について、改めて差押えを

行う。

4 抵当権の物上代位の目的物（家賃）に対する差押えと、当該目的物（家賃）に対する滞納処分によ

る差押えとが競合した場合における優先関係は、抵当権の設定日と差押国税の法定納期限等との先後

により判定する（徴基通 15-19、16-4、東京地裁平成 11年3月26日判決）。

差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（偵権者）が、下記不動産の賃貸借契約に基づき平成0年0月〇

日倍務者に差し入れた敷金の返還請求権。

記

1 賃貸人 乙野二郎

2 賃借人 甲野一郎
返還条件成就の時

3 不動産の表示 00市△△町三丁目 3番地2

家屋番号 3番

木造瓦葺2階建居宅

1階 150.00 rrl 2階 100.00 rrl 

4 敷金額 500, 000円

留 意 事 項

1 契約苔等により、賃貸借契約の内容を確認した上で差し押さえる。

2 不動産明渡しの時に、未納の家賃等があれば、控除した残額が返還される。

差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、下記不動産の賃貸借契約に基づき平成0年0月〇

日債務者に差し入れた入居保証金の返還請求権。

記

1 賃貸人 乙野二郎

2 賃借人 甲野一郎

3 不動産の表示 00市△△町三丁目 3番地2
返還条件成就の時

家屋番号 1番

木造瓦登2階建店舗

1階 150.00 rr:i 2階 100.00 rr:i 

4 保証金額 2, 000, 000円

留 意 事 項

1 契約書等により、賃貸借契約の内容を確認した上で差し押さえる。

2 不動産明渡しの時に、未納の家賃等があれば、控除した残額が返還される。



財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、宅地建物取引業者営業保証金として供託した下記

供託金の取戻請求権及び債権差押通知書到達日までの利息の支払請求

権。

記

1 供託年月日 令和0年0月〇日

取戻公告後、

6か月を経過した時

営業保証 2 供託番号 令和0年度（金）第0号

供託金 3 供託 金額 00000円

留 意 事 項

1 上記の特定表示例は、宅地建物取引業者の場合である。

2 各都道府県の所轄課で調査し、登録簿を確認の上で差し押さえる。

3 第三債務者は、 「国 代表者 00法務局供託官 0000」である。
4 差し押さえた際、既に払渡期日を経過した供託金利息がある場合は、即時に取り立てる。

5 差押え後、毎年、供託金利息を取り立てることが可能であるため、確実に取り立てる。



財 産 差押財産の特定表示例 履行期限

滞納者（債権者）が、債務者に対して有する令和0年0月分以降の給料

（扶養手当、時間外手当、宿日直手当等を含む。）の支払請求権。

だだし、別紙による金額を控除した残額とし、上記滞納国税に満つる
毎月の給料支給日

給料等 まで。

留 意 事 項

1 給与台帳又は源泉徴収簿等を確認した上で差し押さえる。

2 給料のほか、賃金、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の差押えも同様に行う。

（別紙）

給料等から控除する金額

1 その給料等から徴収すべき源泉所得税及び復興特別所得税相当額

2 その給料等から徴収すべき道府県民税、都民税、市町村民税及び特別区民税相当額

3 その給料等から徴収すべき社会保険料相当額

4 月額本人100,000円及び、本人と生計を一にする親族一人につき45,000円を加算した金額

5 その給料等から上記 1~4までの金額を控除した残額の100分の20に相当する金額

ただし、その金額が上記4の金額の 2倍を超える場合は2倍相当額を限度とします。

（注） 差押債権の履行に際して、その具体的金額、手続等についてご不明の点があるときは、当税

務署徴収部門（担当）にお問い合わせください。

なお、差押債権の履行の際は、給料支払明細書（写）を添付してください。

（計算例）

給料等債権の差押可能金額の計算表（令和0年0月分）

区 分 金 額 摘 要

円

［ 基本給に相当する金額 287, 100 

扶養手当、日当直料、通勤手当等 21, 300 
の
金 時間外手当等 18, 820 
額
計 ① 327, 000 I, 000円未満切捨て

給与所得について

差
給料等から差引かれる所得 の源泉所得税額 12, 000 

税額 年末調整額

計 ② 12, 000 I, 000円未満切上げ

押
給料等から差引かれる住民税額 ③ 14, 000 I, 000円未満切上げ

給料等から差引かれる社会
健康保険料 26,000 

共済掛金
保険料の金額

計 ④ 26, 000 I, 000円未満切上げ
禁

滞納者 100, 000 

生活保障費
生計をーにする配 135, 000 45,000円

偶者及び他の親族等 x親族数(3)
止 計 ⑤ 235, 000 

ただし、⑤の金額の2倍を

体面維持費
⑥ 

超えるときはその2倍の金

（①- （②＋③十④＋⑤）)X20/100
8, 000 
額とする額

I, 000円未満切上げ

差押禁止額 ②十③十④十⑤十⑥ ⑦ 295, 000 

差押可能金額 ①一⑦ 32,000 



財産

退職手当等

差押財産の特定表示例

滞納者（債権者）が、債務者に対して有する退職手当の支払請求権。

ただし、国税徴収法第76条第4項各号に規定する金額（下記に例示す

る金額）を控除した残額とする。

記

1 その退職手当等から徴収すべき源泉所得税及び復興特別所得

税相当額

2 その退職手当等から徴収すべき道府県民税、都民税、市町村

民税及び特別区民税相当額

3 その退職手当等から徴収すべき社会保険料相当額

4 本人300,000円及び滞納者と生計をーにする親族一人につき

135, 000円を加算した金額

5 支給の基礎となった期間が5年を超える場合には、その超え

る年数 1年につき、上記4の金額の100分の20に相当する金額

なお、支給の基礎となった期間に 1年未満の端数があるとき

は、切り上げて計算する。

留 意 事 項

履行期限

退職手当等の支給日

徴収法76条4項4号の規定による差押禁止額に加算すべき金額を計算する場合において、同号の「5

年をこえる場合には、そのこえる年数 1年」に「 1年未満の端数があるときは、すべて切り上げて計算

する。



大 分 類共通（研修関係）

中 分 類講習、研修関係書類

名称（小分類）研 修 資 料

保存期間（満了日） 会3年（令和 10年3月夫）

l ：収：斗務新第イモ者：修]| 

演習問題

大阪国税局

徴収部 徴収課

令和 6 年 9 月 3 0 日





（演習問題 1)

次の記述について、 正しいものには0印を、 誤っているものにはX印を付しなさい。

1 
質問・検査を行うことができるのは、差押えのために滞納者の財産を調査

する必要がある場合に限られる。

2 
「財産に関する帳簿書類」というのは、例えば、現金出納帳、売掛帳、買

掛帳などがあり、これには電磁的記録を含まない。

国税徴収法第 141条を根拠とした徴収職員による質問・検査は、強制力を

3 持たない任意調査であるため、相手方が正当な理由なく質問に答えない場合

又は検査を拒否した場合には行うことができない。

徴収職員は、国税徴収法第 141条に基づいた質問・検査を行うことしかで

4 きないため、滞納者の隣人に滞納者の帰宅時間等について質問することはで

きない。



（演習問題2)

次の記述について、 正しいものには0印を、誤っているものにはX印を付しなさい。

1 
滞納法人の本店事務所内には代表者はいなかったが、滞納法人の従業員

(18歳） 1名を立会人として本店事務所内を捜索した。

2 
滞納者が立会いの最中に暴れ出したので、仕方なく捜索場所への出入りを

禁止とした。

3 日没後は、国民の社会生活の安寧のため、捜索は一切できない。

4 
従業員を立会人として捜索を実施していたが、事務所内の金庫の鍵を保管

していなかったので、鍵を壊して金庫を開けた。

滞納者宅に臨場したところ、滞納者本人は不在であったが、近所に住んで

5 いるという滞納者の母親が留守番にきていたので、その母親を立会人として

捜索を実施した。

6 
滞納者宅に臨場したところ不在であったため、管理人に開扉させ、年金事

務所の職員 1人を立会人として捜索を実施した。

7 
捜索した場合は、捜索に着手したときに、徴収権の消滅時効が必ず更新さ

れる。

8 捜索で動産を発見し、 差し押さえたので、捜索調書は作成しなかった。



（演習問題 1)

次の内容を基に、給料等の差押金額計算書を作成しなさい。

1 滞納者甲（以下「甲」という。）は、独身である。

2 甲の令和 6年 9月分の給与明細書は次のとおりであり、他に給料等は得ていない。

【（株）Aの給与明細書】 （単位：円）

基本給 地域手当 残業手当 通勤手当 住居手当 総支給額

201, 100 20, 110 7, 975 12, 000 27, 000 268, 185 

所得税 住民税 健康保険料 厚生年金

5, 111 9, 300 8, 940 21, 035 

財形貯蓄 控除額合計

20, 000 64, 386 

振込額 差引支給額



（演習問題2)

次の内容を基に、差押調書を作成しなさい。

令和6年9月30日、滞納者（甲本 三郎）の自宅に臨場、滞納者を立会人として捜索を実施した。

捜索を行った結果、居宅の金庫内から現金を発見、午後2時30分に差し押さえた。

差押調書謄本は同日滞納者に手交した。

1 滞納者

名

住

称

所

甲本三郎

大阪市中央区天満橋1丁目 2番3号

2 滞納国税

課税期間

税 目

申告年月日

督促年月日

滞納税額

令和 5年

申告所得税及復興特別所得税

令和6年3月15日（確定申告分）

令和6年 5月9日

1, 500, 000円（本税）

3 差押現金の内訳

一万円紙幣

五千円紙幣

• 千円紙幣

80枚

30枚

50枚

4 捜索

令和6年9月30日午後2時00分から午後3時00分まで

2
 



大 分 類共通（研修関係）

中 分 類講習、研修関係書類

名称（小分類）研 修 資 料

保存期間（満了日） 会3年（令和 10年3月末）

徴収事務新任者研修 II
資料第 2 号

令和 6 年 9 月 3 0 日

演習問題回答用紙

大阪国税局

徴収部 徴収課



ー

演習1解答用紙 ）） 

（住（居）所） 給料等の差押金額計算書

令和 年 月 日

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-' '  ： （氏名又は名称） ： 
’ ‘  ''  ''  ''  ’’ ' ’’ ' ＇ ， :..................................................... ; 

税務署長

財務事務官

9

9

9

,

 

几
又届

□]
 

令和 年 月 日付で差し押さえた下記滞納
者の給料等につきましては、御手数ですか卜記により計
算

の上「差押金額」欄の金額を当税務署あて計算書（提出用

を添えて支払ってください。

冨□嘉住（居）所 氏名又は
名称

令和 年 月分給料等支給額

上記給料等から控除された源泉所得税額

”
 

”
 

府県民
税額

市町村民

社会保険料

（所得税法第74条2項各号の保険）

国税徴収法施行令

第 34 条の金額
100, 000十〔 45,ooox ()〕＝

〔①-（②十③十④十⑤）〕 X

。
20-10 

（生計を一にする親族数）

ただし⑤の2倍を
越えるときは2倍
までの金額

差押金額

（税務署に支払う金額）
〔①- （②＋③十④十⑤十⑥）〕＝

① 円Ii
絡

② 

円．先

③ 

④ 

円

⑤ ]: 
⑥ 

I 

⑦ 

百I局

履行期
限 一 給

料等 の 支 払 日 番

）

御注意 1 ①欄の金額について、千円未満の端数がある場合は切り捨ててください。

2 ②～⑥の金額について、千円未満の端数がある場合はそれぞれ切り上げてください。

（徴 1093の1)



（
 

演習2 解答用紙）
 差押調書 （動産 ． 有価証券用 ） 

令和 年 月 日

税務署

財務事務官 印

下記の滞納国税・地方消費税が、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されていないことから、当該滞納国税・地方消費税及
び滞納処分費を徴収するため、国税徴収法第47条第1項第1号の規定により、あなた（貴社）の下記財産を差し押さえましたので、同法第54条の規定
により、この調書を作ります。

滞
住所 | 氏名 | 納

者 又は名称

年度 税 目 納 9年 限 本 税 加算 税 延滞税 利子税 滞納処分費 法定納期限等 備考
督促 月日

滞

納

国

税

等

""................̀............................,."""""......................" ........................響···················ヽ··響臀..臀●臀• ・・・・・・・-・・・・" ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ..................幽・・・・・・・・・・幽．．．．．．．幽・・・・幽●●●● ●●● ●● ．． 

差

押
．．． '●響響・響響響響響・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ •••• •• •• ,._........... ・・・・-・・・・ ・・・・-・・・・ -

財 、,.............................................. ... ......●·................．•...........・·・・．.．.. ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．冒冒●● 冒•・・ ．． 
産

．． •• .噸噸 •噸·噸-······· - .........................................~···· ・・..............................................・・・・・・・.・． ＂唱．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・ ・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

滞納処分のため捜 | 捜索 I 年 月 日
索した場所又は物 日時午（前）後 時 分から午（前）後 時 分まで

上記の財産の捜索に立ち会い差押調書謄本を受領しました。 I差（押調書謄本（）捜索を受けた者宛）を受領しました。
（ ） 印 印

上記差押財産の保管を命ずる。
理由

平成
殿

税務署

年

財務事務官

月 日

印

王記差押財産は通知があるまで無償で保管します。

平成

保管人（

年 月 日

印

備 考 1 この差押えは、国税の納付がないときに国が滞納者の債権を取立て等ができる状態におく強制的な処分であり、これにより、滞納者は差押えを受

財産を処分したりすることが禁止されます。

2 差押財産を公売するときは、税務署から事前に「公売通知書」

3 現金を差し押さえたときは、後日、税務署から「充当通知書」

（公売の日時・場所等を通知）を送付します。

（差押現金を滞納国税等に充てた旨の通知）を送付します。

書類番号
第号

決 裁

署 長

副署長

総務謀長

令
和

年

月
＇ 特官・統括官

切
＇
9
9
9
9
・
り
、

9
9
9
9
•取
i
,
'
’
り
＇
9
9
9
9
·線

担 当

日

コ
し＿＿―-ロ 号 番

―

―
 

号 SN-No 000000 （連絡先

電話

税務署 徴収 部門

内線〕



徴収事務関係様式記載例集から抜粋

〔3-1-03 差押調書（動産・有価証券用 金銭の場合）〕

差押調書（動産・有価証券用） I で竺

整 年月 日
平成 zo 年 8 月 7 日

理 強「差制押飴書行」がの軌され行て官いにる対動す蜜る等交に付対日す時る

時～ 時 大扱 税務署

襴
該当の有無 有 ・（無） 財務事務官 徴杞ネ郎 ⑲ 

決裁

三
平

下記の滞納国税（地方消費税を含む。）及び滞納処分費を徴収するため、下記の財産を差し押さえましたので、国税徴収法第54
成

条の規定により、 この調書を作ります。

滞

住（居）所I大扱古t央こ天偽枯 /-2-3 又氏は名名称 本三郎納 甲
者

滞 年度 税 目 納期隈 本 税 加算税 延滞税 利子税 滞納処分費 法定納期限等 備 考

納 平成18消地す費税は及賣材』 平瓜9941 1,000,000 円 円法律妻1こよする金額 円 円法律による金額円
キぶ19、4.2

国 下令 白 " ＂ 以

税
,, 

＂ 

等 ＂ ” 

本邦通貨 担当，日

差
を万円紙苓 I 0杖 100, OOOl'J 

押
五十円紙苓 2 0杖 100, OOOffl 

財
千円組~繁 I 0杖 I O. 0 0 0 l'J 平式20~ 8月 7a え記差押財表を扱出する 。 R 

産

令 計 210,000/'j l 占有日時平戎20年8月7日午前4姜 II 時30分

: 
納処分のため日大以古中央こ天俗枯 1-2-3
した場所又は 甲本三郎 居宅内

捜索 I 立成 20年 8 月 7 日
日時 午4前l-後 I 0時 0 0分から午十前l--後 I I時 3 0分まで

上記の捜索に立ち会い差押襄書糟本を受領しましt0o

⑲ | 差押貌書謄本（捜索を受けた者あて）を受領しました（ 妾 ） 甲本幸子 （奏） 甲本ずふ ⑮ 

信 考 1 差押えは、国税の納付がないときに国が滞納者の財産を換価できる状態におく強制的な処分であり、これにより、滞納者は差押えを受けた
財産を処分することを禁止されます，

2 差押財産を公売するときは、大以税務署から事前に「公売通知書J（公売のB時・場所等を通知）を送付します。
3 現金を差し押さえたときは、後日、大以税務署から「充当通知書」（差押現金を滞納国税等に充てた旨の通知）を送付します。

I 記号番号= [霞絡先 （：：）税1務2署34-56 7 8脊硬 内線慕2;部門34〕 ⑩ 

作成目的

この調書は、徴収法第54条第1号に掲げる動産又は有価証券を、徴収法第56条第1項の規定によ

り差し押さえる場合及び滞調法第2条第3項の動産を、滞調法第 21条第3項の規定により差し押さ

えた旨を通知する場合に作成する。

記載要領

1 「差押財産」欄は、本邦通貨と記載した上で、紙幣の種類ごとの枚数、金額及び合計金額、そ

の他重要な事項を記載する。

また、「差押財産」欄又は欄外余白に「平成0年0月〇日上（下・右・左）記の差押財産を搬

出する。」と記載する（搬出調書作成不要）。

2 占有日時についても確実に記載する。

3 「滞納処分のため捜索した場所又は物」欄の記載要領は「捜索調書（その 1)」の記載要領と

同様である。

4 「上記の捜索に立ち会い差押調書謄本を受領しました。」及び「差押調書謄本（捜索を受けた

者あて）を受領しました。」欄の記載要領は、「捜索調書（その 1)」と同様である。



留意事項

1 給料等として支払を受けた金銭を差し押さえる場合は、滞納者が承諾したときを除き、徴収法

第 76条第1項第4号及び第5号の金額の合計額に、給料等の支給期間の日数のうちに差押えの

日から、次の支払日までの日数の占める割合を乗じた金額については、差し押さえることができ

ない。

2 差し押さえた金銭の受入れは次による。

① 歳入歳出外現金領収証書を作成する（領収証書は処分票に添付）。

② 歳入歳出外現金出納官吏は直ちに国税に充当する（即日充当）。

③ 充当決議〔8-2-02参照〕及び充当通知〔8-2-03参照〕の手続を行う。



大 分 類共通（研修関係）

中 分 類講習、研修関係書類

名称（小分類）研 修 資 料

保存期間（満了B) 会3年（令和10年3月末）

I ：収］斗務新第任者:修]| 
令和 6 年 9 月 3 0 日

演習問題解答

大阪国税局

徴収部 徴収課



（演習問題 1)

質問・検査を行うことができるのは、 「滞納処分のため滞納者の財産を調査

1 X する必要があるとき」であり、差押えの必要があるときに限られず、広く「滞

納処分」のため必要があるときにすることができる（徴基通 141-1)。

2 X 
「財産に関する帳簿書類」というのは、例えば、現金出納帳、売掛帳、買掛

帳などがあり、これには電磁的記録を含む（徴基通 141-6)。

国税徴収法 141条に規定する質問又は検査には直接的な強制力はないが、国税

3 

゜
徴収法は、同条に規定する質問又は検査を実効性のあるものとするため、検査拒

否等があった場合には、 1年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処することとし

て間接的な強制力を持たせている（徴 188)。

国税徴収法 141条は、その他の方法による調査を禁止する趣旨は含んでい

4 X 
ないと考えられ、徴収職員は、滞納処分のために必要があるときは、その職務

行為として、国税徴収法 141条各号に掲げる者以外の者に対する任意調査を

行うことができる。



（演習問題2)

1 I 0 
事務所内にいた従業員を立会人として捜索を行う。

従業員は、成年に達した者であることを要しない（徴基通 144-4、5)。

2 I X 

滞納者本人は、出入禁止にできない。

捜索をする場合は、滞納者・第三者・同居の親族・代理権限者の者を除き出

入禁止にできる（徴 145)。

3
 

日没後であっても、捜索ができる場合がある。

XI 
例えば、日没前に捜索に着手した場合には、その捜索に着手した物又は住居

その他の場所の捜索は、日没後まで継続することができる（徴 143①ただし書

き、徴基通 143~ 2)。

金庫等を開くために必要な処分をすることができる（徴 142③)。

4 I 0 

5 I X 「留守番」の母は、同居の親族には当たらない（徴 144)。

6
 

7
 

「地方公共団体」とは、捜索する場所の所在する都道府県、市町村、特別区、

X I地方公共団体の組合及び財産区をいうため、年金事務所は該当しない。ただし、

成人2人以上としてなら可能である（徴基通 144-6)。

捜索が第三者の住居等につきされたものであるときは、捜索による時効の更

X 
，新の効力は、その捜索につき捜索調書の謄本等により滞納者に対して通知した

国税徴収法54条の規定により差押調書を作成する場合には、国税徴収法146

条1項の規定による捜索調書の作成及び同条2項の規定による謄本の交付の

8 I O I必要はない（徴 146③、徴基通 146-6)。
現在、動産・有価証券用の差押調書は、資金現金領収書帳などと同様に管理

されていることに留意する。



ー
演習1解答例

、

l―
（住（居）所） 給料等の差押金額計算書

令和 年 月 日

:. ; ;..;:.・;; ・..;_; ;:,_・;; ::..::;................................―: 
： （氏名又は名称） ： 
' '  ''  ''  ‘’’  ， 
' ' ， ， 
:.................................................... _; 

税務署長

財務事務官

9

9

9

9

 

IL
又展
令和年月

口

日付で差し押さえた下記滞納

者の給料等につきましては、御手数ですが下記により計算

の上「差押金額」欄の金額を当税務署あて計算書（提出用）

を添えて支払ってください。

霜広嘉 I住（居）所 氏名又は
名称

令和 5 年 9 月分給料等支給額 ①
 

上記給料等から控除された源泉所得税額 ②
 

”
 
＂ 

府県民
税額

市町村民

社会保険料

（所得税法第74条2項各号の保険）

③
 

④
 

国税徴収法施行令

第 34 条の金額
100, 000十〔 45,000 X (0)〕=100,000I⑤ 

（生計を一にする親族数）

〔①―（②十③十④十⑤）〕 x 畠＝
ただし⑤の2倍を

24,400 越えるときは2倍
までの金額

⑥
 

差押金額

（税務署に支払う金額）
〔①―（②十③十④十⑤十⑥）〕＝ 97,000 ⑦

 

268,000 円Ii
絡

円．先

6,000 
徴

円収

10,000 部
門

円

30,000 

100,000 
］塁

25,000 
I 
局
百

97,000 

I 

履行期限 給料等の支払日 番

）

御注意 1 ①欄の金額について、千円未満の端数がある場合は切り捨ててください。

2 ②～⑥の金額について、千円未満の端数がある場合はそれぞれ切り上げてください。

（徴 1093の1)



'
ー
演習2 解答例 ）
 差押調書 （動産 ． 有価証券用 ） 

令和 年 月 日

税務署

財務事務官 印

下記の滞納国税・地方消費税が、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されていないことから、当該滞納国税・地方消費税
及び滞納処分費を徴収するため、国税徴収法第47条第1項第1号の規定により、あなた（貴社）の下記財産を差し押さえましたので、同法第54条の
規定により、この調害を作ります。

滞

住所 I 大阪市中央区天満橋1丁目2番3号 | 氏名 甲本三郎納
又は名称者

年度 税 目 納期限 本 税 加算税 延滞税 利子税 滞納処分費 法定納期限等 備考督促等年月日

申告所得税及復興 令和6.3.15 円 円 法律による金額 円 日法律による金額円
滞 令和5特別所得税 令和6.5.9 1,500,000 要す

令和6315 令和5年確定

納

国 以下余白
税

等

本邦通貨
..... ,._.......... .................................響・・響．．．．．．．．．．．．． .. ．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．！．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．． 

差 壱万円紙幣 80枚 800, 000円
押＂

．． ．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．， .. ・・--...................................... ．．． .... 

財
五千円紙幣 30枚 150, 000円
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，▼•響•響• •·•...... ．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． •• 

産 千 円紙幣 50枚 50, 000円 令和6年9月30日 左記財産を搬出する R 
99 ・--・・・・・・・・ ．． ・・・・・-・・ ．． 9● 9●響..響響響......響響・響...響．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．， ・噸................................................冒・ •• ・・ 

合 計 1, 000, 000円 占有日時令和6年9月30日 午後2時30分

滞納処分のため捜 I 大阪市中央区天満橋1丁目2番3号 I 捜索 I 令和 6年 9月30日
索した場所又は物 甲本三郎居宅内 日時 午信船後 2時00分から午舗船後 3時00分まで

上記の財産の捜索に立ち会い差押調書謄本を受領しました。 I差（押調書謄本（）捜索を受けた者宛）を受領しました。
（本人） 甲本三郎 印 印

上記差押財南の保管を命ずる。
理由：

上記差押財産は通知があるまで無償で保管しまず。

殿

税務署

平成 年

財務事務官

月 日

印

平成

保管人（

年 月 日

印

備 考 1 この差押えは、国税の納付がないときに国が滞納者の債権を取立て等ができる状態におく強制的な処分であり、これにより、滞納者は差押えを

財産を処分したりすることが禁止されます。

2 差押財産を公売するときは、税務署から事前に「公売通知書」

3 現金を差し押さえたときは、後日、税務署から「充当通知書」

（公売の日時・楊所等を通知）を送付します。

（差押現金を滞納国税等に充てた旨の通知）を送付します。
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大 分 類共通（研修関係）

中 分 類講習、研修関係書類

名称（小分類） 令和6年度研修関係資料

保存期間（満了日） 会3年 （令和 10年3月末）

I ：収門斗務新第任者:修]| 

令和 6 年 9 月 3 0 日

原告訴訟端緒事案の把握

大阪国税局

徴収部 国税訟務官室



1 国税訟務官室の所掌事務

徴収部国税訟務官室では、徴収事務及び管理運営事務に関する以下の事務を担当して

いる。

(1) 訴訟事件及び非訟事件の処理

訴訟事件は、次の二つに大別される。

原告訴訟

滞納処分の一環として国が原告となって提起する訴訟

被告訴訟

国が被告（国税局長、税務署長、国税局又は税務署職員を含む。）となる訴訟

例えば、「国が行った行政処分について納税者等がその取消しを求めるもの」や

「国が配当等により受領した金銭等が不当利得であるとして他の債権者等が国にそ

の返還を求めるもの」など

(2) 不服申立事案の処理及び指導等

不服申立ては、次の二つの方法がある。

税務署長等に対する再調査の請求

国税不服審判所長に対する審査請求

「指定代理人制度」（法曹資格を有しない国税職員が訴訟に携われる理由）

国が当事者又は参加者となる訴訟等については、法務大臣が国を代表するとされてい

る（「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」（以下「権

限法」という。）第 1条）。

そして、法務大臣は、国に利害関係がある訴訟等について、次の者にその権限を委任

して、訴訟等を行わせることができるとされている（権限法第2条、第3条）。

① 法務省所属の職員のうち、法務大臣の指定する者

② 政庁の所轄・監督する事務に係る訴訟について必要があると認められるときは、当

該行政庁の意見を聞いた上で、当該行政庁の職員で法務大臣の指定する者

※ 徴収関係訴訟については、国税訟務官室所属の国税訟務官、国税実査官（徴収官）が

訴訟事案等に関する処理を行っている。

③ 弁護士

2 自力執行権と原告訴訟

(1) 自力執行権

自力執行権とは、自己の債権が履行されなかった場合に、債権者自ら強制手段を執

ることによって履行があったときと同一の結果を実現させる権限をいう。

私債権については、債権者による自力執行権の行使が認められていないため、債権

の強制的な取立て（回収）を図るためには「債務名義（確定判決等：民事執行法第22

条）」を取得した後、裁判所へ強制執行手続を申し立てることが必要となる。

一方、国税等（租税債権）については、債務名義の取得を必要としないため、滞納



となった場合には、徴収職員が自ら滞納者に帰属する財産に対し滞納処分（差押え等）

を執行すること（自力執行）により強制的に徴収する（取立て等を行う）ことができ

る。

これは、租税債権の優先性と迅速かつ効率的にその確保を図る観点から、特別に認

められているものである。

(2) 徴収職員が自力執行権を行使できる範囲

徴収職員の自力執行権は、滞納者に帰属する財産に対してのみ行使できる。

そのため、例えば、①第三債務者に帰属する債権、②滞納者に帰属するが登記名義

が第三者となっている不動産には、自力執行権を行使できない。

(3) 自力執行権を補完するための手段としての原告訴訟

国税通則法や国税徴収法の規定では対応できない（自力執行権が行使できない）場

合には、民法や民事執行法等の一般私法の規定に基づいて、例えば、①差押債権を履

行しない第三債務者に対して債権取立訴訟を提起し、勝訴後の強制執行手続により差

押債権を強制的に取り立てる、②第三者名義に偽装された滞納者に帰属する不動産を

滞納者名義に戻すといった裁判上の手続により、滞納国税等の徴収を図ることが可能

となる。

このように、原告訴訟の提起は、滞納整理の一部ということができるものであり、

課税にはない徴収独自の手法である。

3 原告訴訟事件の概要

原告訴訟事件とは、訴訟手続（裁判）によって、裁判所に対し、①第三者に債務を履

行すべき義務や登記手続を行う義務があること、②原告（国）が権利を有していること

等の確認（判決）を求める手続をいう。

(1) 差押債権取立請求訴訟

イ内容

租税債権者（国）が滞納者の有する債権を差し押さえた場合で、第三債務者が任

意に差押債権を履行しないときに、国税徴収法第67条（差押債権の取立権）に基づ

いて、差押債権を取り立てるために提起する訴訟

|留意事項|

債権を差し押さえる場合には、その差押えに係る国税の時効の完成猶予及び更新

の事由となるものの、被差押債権（差し押さえた売掛金等）の時効の完成猶予及び

更新の事由とはならないことに留意（徴基通62-36)

また、差押債権者（国）に差押債権の取立責任があることに留意（徴基通67-7)

口 勝訴後の方途

勝訴判決の確定後、第三債務者が差押債権を任意に弁済しないときは、確定した

判決を「債務名義」（民事執行法第22条）として、裁判所に対し、第三債務者の財産



に対する強制執行の申立てを行うことにより、差押債権を強制的に取立て

(2) 名義変更訴訟（民法第423条：債権者代位訴訟）

イ内容

名義変更訴訟とは、滞納者が所有権を有しているにもかかわらず、登記名義など

が第三者名義となっている場合に、この名義を滞納者名義へと変更することを求め

る訴訟

① 所有権移転登記手続請求訴訟

売買等によって滞納者が不動産の所有権を取得したが、前所有者等が滞納者へ

の所有権移転登記手続に協力しない場合

② 所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟

滞納者に帰属する不動産について、売買等の所有権移転原因（その事実）がな

いにも関わらず、滞納者から第三者への所有権移転登記等がされている（登記名

義が偽装されている）場合

口 勝訴後の徴収方途

財産の名義を滞納者に変更した上で、滞納処分（差押え⇒公売）を執行
(3) 詐害行為取消請求訴訟（民法第424条）

イ内容

滞納者から滞納国税等を徴収するため、債権者（国）が「債務者（滞納者）と第

三者の間における債権者（国）を害する行為（詐害行為）」を取り消した上で、滞納

者から逸出した財産を第三者から取り戻し、債務者（滞納者）に復帰させるために

提起する訴訟（※）

※ 例外的に財産の返還に代えて損害賠償を求める場合もある

詐害性のある行為の存在

財産権を目的とする行為が行われたこと

詐害性が存在すること（債務者がその行為により無資力となったこと）

② 詐害の意思の存在

債務者の悪意及び受益者・転得者の悪意が存在すること

③ 被保全債権の存在

原則として詐害行為の前に被保全債権が成立していること

口 勝訴後の徴収方途

第三者から取り戻して債務者（滞納者）に復帰させた財産に対して滞納処分を執行

損害賠償を請求した場合には、支払（履行）を受けた金銭を国税に充当



4 非訟事件の概要

非訟事件とは、訴訟手続によらずに申立てに対する裁判所の裁量による審判によって、

新たな法律関係を形成する手続をいう。

(1) 相続財産清算人選任申立事件

滞納者が死亡し、相続人全員の相続放棄等により、相続人が不存在となった場合に、

滞納処分を執行（滞納処分に関する通知書等を送達）するため、死亡した滞納者の相

続財産に係る清算人の選任を裁判所に申し立てる手続

(2) 一時取締役兼一時代表取締役職務代行者選任申立事件

会社の代表取締役が死亡し、後任の代表取締役の就任が見込めない場合等に、滞納

処分を執行（滞納処分に関する通知書等を送達）するため、 一時代表取締役等の選任

を裁判所に申し立てる手続

(3) 清算人選任申立事件

滞納法人の破産手続が終了している、または滞納法人が解散し清算結了している場

合等に、滞納処分を執行（滞納処分に関する通知書を送達）するため、清算人の選任

を裁判所に申し立てる手続



配付基準 I管理運営・徴収担当職員 I 大分類共通（法令・通達）

中分類情報通信類

小分類徴収情報

屈存凋間（骨了8) 暦3年（令和1年12月末）

徴収情報
令和 4 年 3 月 I6 日

第 4 号

大阪国税局

徴収部国税訟務官室

いまさら9けなし＼ 訟務 事って？
～原告訴訟への第一歩は、事案担当者である「あなたの気付き」から始まります。～

徴収部国税訟務官室は、「徴収関係訴訟や不服申立て」などの業務に携わっています。今回は、私達の

業務内容等について簡単にご紹介します。

.、
一̂

徴収部の国税訟務官室ってどこにあるんですか？

国税局の徴収部徴収課や特別整理部門にはお邪魔したことがあるんです

が・・・ 。

訟務官室は、徴収課や特別整理部門と同じ国税局の8階にあるよ。
北側の西「816号」の部屋が国税訟務官室だよ。 • 

.'、^
連絡調整官

訟務官室にはとんな職員が伺人いらっしゃるんですか？

国税訟務官室長、主任国税訟務官、そして国税訟務官3名に加えて、
主査、連絡調整官、国税実査官、国税徴収官2名と非常勤職員の計 11名1本
制で業務を行っているんだよ。

このほか、大阪法務局にも職員1名が出向しているよ。

‘̂ ＼
 

徴収関係訴訟や不服申立てなどの業務を行っているよ。

国税訟務官と国税実査官又は国税徴収官がそれぞれペアになって、原告訴

訟や被告訴訟の徴収関係訴訟を担当し、主査が不服申立てを担当しているよ。

詳しくは次の頁で訟務官から説明してもらおう。

＾ 心
訟務官室の皆さんは、毎日、とんなお仕事をしているんですか？

＾ 
信頼で屠の財政支える組繊
職員一人一人の多様性を尊重し、明る＜風通しが良く、チームワークで
高いバフォーマンスを発揮する組織。



伶・ 1̂  

1^  

訟務官室では、訴訟（本案）担当、非訟担当及び不服担当の3グループ

に分かれて業務を行っています。それぞれのグループの業務内容について、

私から説明しましょう。

訴訟担当は、原告訴訟（詐害行為取消請求訴訟等、滞納処分の一環とし

て国が原告となって提起する訴訟）及び被告訴訟（納税者が国に対し行政

処分の取消しを求める訴訟等）を担当し、

非訟担当は、原告訴訟のうち、申立てに対する裁判所の裁量による審判

によって新たな法律関係を形成する、相続財産清算人選任申立て等の訴訟

手続を担当しています。

また、不服担当は、不服申立て（再調査の請求及び審査請求）を担当し

ています。

実際の裁判では、国税訟務官はとのような役割なんですか？

国が当事者となる訴訟については、法務大臣が国を代表するんだけと、訟

務官室の職員は、法務局の検事とともに代理人となって裁判手続を遂行して

いるんだよ。

裁判手続って、具体的にどのようなことをしているんですか？

裁判では、訴状や答弁書を裁判所に提出する必要があるんだけと、ます、

国税訟務官等がそれらの「行政庁案」を作成し、それを基に法務局の検事が

訴状や笞弁書を作成しているんだよ。

また、弁論期日等に代理人として出廷し、国の主張を陳述することもある

んだよ。

ちなみに、不服申立てでは、再調査決定露や国税不服審判所へ提出する答

弁書等を作成しているよ。

原告訴訟は、租税負担の公平を実現するための最終的な手段として、滞納

整理上不可欠なものです。

訟務官室は、「全面勝訴」に向けて、日閃戦っています。

国税訟務官

• .. 

• 
“ 

＾ 
訟務官室では、本年4月から6月の間、原告訴訟に関する職場研修の講師を派遣する
予定としています。

ご希望のある署は、訟務官室（連絡調整官）までお問い合わせください。

（注）訟務官室では、原告訴訟に関する情報を発遣していますので、是非ご覧ください。

【掲載場所】 大阪WANポータルサイト → 徴収部 国税訟務官室文書ライプラリ → 04 情報

その他不明な点があれば遠慮なく、訟務官室までご連絡ください。



配付基準 I徴収担当職員 I 大分類共通（法令・通達）

中分類情報通信類

小分類徴収情報

保存庸間（貴了i) 暦3年（令和6年1i月末）

徴収情報
令和 3 年 1 月 14 日

第 1 号

大阪国税局

徴収部国税訟務官室

讐進め！ 息＿ —：訴訟への道
ぅ繹！！ ～ 原告訴訟への第一歩は、事案担当者である「あなたの気付き」から始まります ～ 

（纏緒となり得る事実）

それでは、情報No.1「差押債権取立訴訟」に1系る事例を、次ページで紹介します。 e．．貞



原告訴訟端繕事案情親（No.1) 

嘉饗鸞渥麗言顧麗
こんなときは「差押債帽取立訴訟」を検討しよう！

注意！ 差押債権の時姶は止まりません。

｀：：の時効は、差押えによって完成力る云；：云；てに
よって更新されます。一方、被差押債権の時効は滞納処分によっ
て更新されません。差押え後、国が理由もなく放置し、消滅時効
が完成した場合には、損害賠償責任を負う場合があります（徴基
通67-7)。



配付基準 I徴収担当職員 I

徴収情報
令和 3 年 3 月 5 日

第 4 号

大分類共通（法令・通達）

中分類情報通信類

小分類徴収情報

保存蘭問（骨了廿） 暦3年（令和6年Ii月末）

大阪国税局

徴収部国税訟務官室

原告訴訟端綴裏案情親 (No.2) 

虞慕嚢覆謬パ置辱宣言
こんなときは 「相続財産清算人選任申立」を検討しよう ／

［祖饒闊産清算人遍任申立てとほ？）

滞納者が死亡し、相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は法人となります（民法951条）。

この場合、家庭裁判所は利害関係人らの請求によって相続財産の清算人を選任しなければなりません（民法

952条）。このように家庭裁判所に申し立てる訴訟手続のことを、相続財産清算人選任申立てといいます。，I



原告訴訟端縞事案情親（No.3) 

こんなときは「一時取締役葦一時代豪取締役職務代行者選任申立」を櫓討しよう！

（一時取締役葦一時代豪取締役職務代行者選任申立てaは？l
一時取締役兼一時代表取締役職務代行者（以下「イ反代表取締役」という。）選任申立てとは、法人の代表

取締役が死亡し、後任の代表取締役の就任が見込めない等の湯合に、滞納処分を執行するため、仮代表取締

役の選任を裁判所に申し立てる訴訟手続です。



配付基準 I徴収担当職員 ！

徴収情報
令和 3 年 3 月 29 日

第 5 号

大分類共通（法令・通達）

中分類情報通信類

小分類徴収情報

屈存蘭間（柑了旧 暦3年（令和6年lt月末）

大阪国税局

徴収部国税訟務官室

原告訴訟端緬事案情親（No.4) 

謬義羹穿塁翌鱈房°
こんなとさは「名義窄更訴訟」を検討しよう I

（名鶴賽更訴訟とほ？I
名義変更訴訟（i責権者代位訴訟）とは、滞納処分によっては滞納者から滞納国税の徴収ができない

滉合に、国が、滞納者に代位して、滞納者に帰属しながら第三者名義となっている財産を滞納者名義

に変更することを求めて提起する民事訴訟です。



" 原告訴訟端縞裏案情親（No.5) 
，． 9-一99999 - - - - 酎"'・W

酔喜墨萄恩9闊麟窪墨〗
こんなときは「詐害行為取消請求訴訟」を検討しよう I

ニ＝
- E9>

（詐害行為取清請求訴訟とは？J

詐害行為取消請求訴訟とは、滞納者から滞納国税を徴収するため、国が滞納者と受益者（滞納法人

の代表者）の間における国を害する行為（詐害行為・事例の場合は弁済）を取り消した上で、滞納者

から逸出した財産を受益者から取り戻すことを求めて提起する民事訴訟です。

（鬱ば行為とは？J

債務者による、特定のi貴権者にのみ利益を与え、他の債権者を害する行為のことをいい、民法424
条の3（特定の｛貴権者に対する担保の1共与等の特則）により、詐害行為取消権の対象とされています。



灰亙欧叡誓笏



48 原告・被告訴訟に係る事務処理手順等



49 原告訴訟端緒事案チェック表1• 2 





竺 三

国税とは違う組織で違った視点か
ら新しい経験ができます。
法務局と国税局の橋渡し役として
仕事をします。
（法務局出向 1年目訟務官）

小所帯なので、アットホーム
な雰囲気で情報共有が密に
できています。
（配属 1年目連絡調整官）

原
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2
年
目
徴
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（そうなんてすよ！

うわああ！！

大変だああ！！

配付 徴収担

基準 当職員

太郎くん、そんな大声出して

一体どうしたんだい？

ピックリしたなぁ・・・

こういうこともあるよ。

確か、亡くなった滞納者を相

手方に滞納処分はてきない

滞納者の納税義務は相続人に

承継されるんだ。

相続人調査

一
滞納者が亡くなったら、住民票や戸籍等

｀に、

を確認して、相続人の有無を調べよう！

令和6年6月24日1 大阪国税局
徴収情報第 1号 徴収郡国税訟務官室

2國mも
~ 

ビック＇）したな畠．．．

徴収 1 保存期間 1 暦3年
情報 （満了日） （令和 9年 12月末）

この前亡くなった滞納者、相続人

が全員相続放棄してるみたいな

それは残念だね。

この事案は中断して

-" ． し ． 他の事案を優先しようか。

相続人が被相続人（亡

くなった人）の権利や義

務を一切承継しないよ

うにする手続のことだ！

卿畔鄭畔鳩う卿繹



あと一歩だったのになぁ・・・。

上席、本当にもうどうしようもないんてすよね？

＾ 
そうだね。もうどうしようも…

...いや、待てよ。

確か、こんな時に財産を処分する

方法があったような・・・。

ぇ～っと

炉●心‘紅‘ft•..

相 続 財産清 算人とは・ ・・ 規定されていないので注意！

説明しよう＼ ＼ 

…あった！これだ！

に載っているよ！

へぇ～！！

じやあ、仮に滞納者が

亡くなってもこれて全部

解決てきますね！

いや、甘い！

甘いよ！

清算人がやって

くれるんだ～！

ラッキー女

正しく壇廓していないと

麟った事務処遷に

つながるよ！！

分かりました！今後は上席じゃなくて統括官に相談しますね！

そ、そうだね！まず統括官に相談することは大切だね！

国税訟務官室ては他にも様々な事務を取り扱っているから

何を相談てきるか知っておくと役に立つと思うよ！

諦めずに色んな方法を検討しよう！！I

一使命感を胸に挑戦する税のプロフェッショナル



配付 徴収担

基準 当職員
令和6年8月26HI 大阪国税局
徴収情報第 2号 徴収器国税訟務官室

徴収 1保存期間 1 暦3年
情報 （満了日） （令和 9年 12月末）

第2話一時代豪ヽ
太郎くん、張り切っているね。

｀ 燃えてるなぁ



2
か
月
後

太郎くん、しょんぼりして

調査しても、新しい

代表者になる人が

太郎君！方法はあるんだ！

一時取締役兼一時代表取締役

法第 346条及び351条

に規定されているよ
炉と参紅

イきが・^ • 

！統括官に一時代表を選任したいと相談してきます]―]

＿ ー：：皐べるの疲れた

¥ -そのとおり。まずは、統括官に相談だよ。

・徴収訟務だより露1号（令和6年6月 24日発行）も見てね！
lさぁ！キミも諦めずに挑戦だ！！I

使命感を胸に桃戦する税のプロフェッショナル



大 分 類共通（研修関係）

中 分 類講習、研修関係書類

名称（小分類）研 修 資 料

保存期間（満了日） 会3年（令和 10年3月末）

I ：収：斗務新第任者：Jf修]|

令和 6 年 9 月 3 0 日

質問検査権及び書類の送達に関する事例研究

大阪国税局

徴収部 徴収課



徴収事務新任者研修II 
質問検査権及び書類の送達に関する事例研究

質問検査権

徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があ

るときは、その必要と認められる範囲内において、滞納者とその

他特定の者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類（電磁的記

録を含む。）その他の物件を検査し、又は当該物件（その写しを

含む。）の提示若しくは提出を求めることができる（徴141)。

※ 以下、本研修資料においては、 「質問、検査及び提示又は提出の要求」を「質問検査等」という。

ー



質問検査等をすることができる場合

徴収職員が質問検査等をすることができるのは、 「滞納処分のた

め滞納者の財産を調査する必要があるとき」である。

: 「滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要がぁるとき」とは l 
国税徴収法第5章（滞納処分）の規定による滞納処分のため、滞納者の

財産の有無、所在、種類、数量、価額、利用状況、第三者の権利の有無等

を明らかにするため調査する必要があるときをいう（徴基通141-1)。

質問検査等の相手方
-|  

し一 ＿＿＿ 回怠ー事項――-- -- --

① 滞納者（徴141-) 第二次納税義務者及び保証人などが含まれる（徴2六、九、徴基通2-10)。

滞納者の財産を占有する第三者（徴141 正当な権原の有無にかかわらず、滞納者の財産を自己の占有に移し、事実上支配
② 
二） している第三者をいう（徴基通141-2)。

R 
滞納者の財産を占有していると認めるに足 「相当の理由がある」とは、滞納者等の陳述、帳簿書類の調査、伝聞調査等によ

りる相当の理由がある第三者（徴141二） り、滞納者の財産を占有していると認められる場合等をいう（徴基通141-3)。

滞納者に対し債権若しくは債務があった、 「相当の理由がある」とは、滞納者等の陳述、帳簿書類の調査、伝聞調査等によ

④ 若しくはあると認めるに足りる相当の理由が り、滞納者に対し債権債務があった、若しくはあると認められる場合等をいう（徴

ある者（徴141三） 基通141-3). 

滞納者から財産を取得したと庇めるに足り 「相当の理由がある」とは、滞納者等の陳述、帳簿書類の調査、伝聞調査等によ
⑤ 
る相当の理由がある者（徴141三）

滞納者が株主又は出資者である法人（徴
⑥ 
141四）

り、滞納者から財産を取得したと認められる場合等をいう（徴基通141-3)。

滞納者が株主である株式会社又は滞納者が出頁者である持分会社、各種協同組合、

信用金届、人格のない社団等をいう（徴基通141-4)。

2
 



質問検査等の方法
9?i••. 「質問」及び「物件の提示又は提出の要哀」の方法
口頭又は書面（電磁的記録を含む。）のいずれによっても差し支えない。

この場合において、口頭による質問の内容が重要な事項であるときは、必ずてん末を記録す
ることとし、そのてん末を記載した書類には答弁者の署名を求め、その者が署名をしないとき
は、その旨を付記しておくものとする（徴基通141-5)。

I 2 「検査」の方法 I 

質問検査等の相手方に対して財産に関する帳簿書類その他の物件の呈示を求めて行う。

質問検査等の相手方が有する金銭出納帳、売掛帳、買掛帳、土地家屋等の賃貸借契約書、預
金台帳、売買契約書、株主名簿、出資者名簿等これらの者の債権若しくは債務又は財産の状況
等を明らかにするため必要と認められる一切の帳簿書類（その作成又は保存に代えて電磁的記
録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。）その他の物件について
行うことが出来る（徴基通141-6)。

提出物件の留置き
徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、当該調査にお
いて提出された物件を留め置くことができる（徴141の2)。

ただし、真に必要があると認める場合を除き、原則として行わないものとする。

I 「真に必要があると認める場合」とは ］ 

徴収事務提要（第3編第5章第64の3• 1)にて、次の①～④が掲げられている。

① 滞納者等の事務所等で調査を行う場所がなく効率的に調査を行うことができない場合
② 取引先や財産の情報が極めて多数発見され、帳簿書類等についてその写しが必要であ
るものの、臨場先又はその周辺にコピー機がなく、かつ、必要な事項を書き写す方法に
よると調査・捜索が長時間に及ぶことが見込まれ、滞納者等の負担が特に大きいと認め
られる場合
③ 訴訟における証拠資料の収集など、証拠保全の必要性が認められる場合
④ 財産情報の隠匿や資料廃棄のおそれがあると認められる場合

3
 



調査権に基づかない調査

国税徴収法第141条各号に掲げる者以外の者 （滞納者の

親族、隣人、知人、同業者等の者）について、その承諾を

得て、必要な範囲で任意調査を実施することができる。

事業者等への協力要請

徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるとき

は、事業者又は官公署に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書

類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができ

る（徴146の2)。

I 「滞納処分に関する調査について必要があるとき」とは ］ 

滞納者の所在調査等を含め滞納処分に関し調査が必要と認められるときをいい、

滞納者の財産調査が必要と認められるときに限られない（徴基通146の2-1)。
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書類の送達

国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行

政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは信

書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべ

き者の住所又は居所に送達する（通12①本文）。

書類の送達場所
原則：書類の送達を受けるべき者の住所又は居所（通12①本文）

r
 

I 口場所 j 

① 納税管理人がある場合 納税管理人の住所又は居所（通12①ただし書）

② 住所又は居所が2以上ある場合 送達すべき書類と緊密な関係のある住所又は居所（通基通12-1) 

法人が事実上解散し、又は清算を
③ 法人を代表する権限を有する者の住所又は居所（通墓通12-2) 
結了し、その所在が不明である場合

その者の住所又は居所

④ 制限行為能力者である場合 その者の法定代理人が明らかな場合には、その法定代理人の住所又は居所（通基通

12-3) 

⑤ 破産者である場合 破産管財人の住所又は居所（通基通12-4) 

その者の住所又は居所

⑥ 在監中である場合 ただし、その者の住所又は居所が不明である場合又はその者のために書類を受け取る

べき者がいない場合には、その者が在監している刑務所等（通基通12-5) 

5
 



送達の方法

I「：万ご］塁二；雰：；：：二こ二：1/］図芦ij翌；忌，＇↑よ‘・沈： 」
原則的

交付送達

（通12④本文）

出会送達 補充送達

（通12④ただし書） （通12⑤-)

差置送達

（通12⑤二）

原則的交付送達

税務署等の職員が、送達すべき場所において、その送達

を受けるべき者に書類を交付して行う（通12④本文）。

なお、この原則的交付送達の例外として、出会送達、補

充送達、差置送達がある。 、-:..‘̂ 
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出会送達

送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所

において交付することができる（通12④ただし書）。

| 「その他の場所」とは ＿ 1 

送達する場所以外の送達を受けるべき者と出会った場所やその他住所
及び居所以外の場所（例えば、送達を受けるべき者の勤務先等）

補充送達

送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わ

ない場合、送達を受けるべき者の使用人その他の従業者又は同居

の者で書類の受領について相当のわきまえのある者に書類を交付

する（通12⑤-)。

l 「同居の者」とは 1 I 「相当のわきまえのある者」とは 1 

送達を受けるべき者と同一の建物内で共同生 書類の送達の趣旨を了解し、受領した書類を送達を受けるべき者

活をしていれば足り、生計を一にしていること に交付することを期待しうる能力を有する者をいい、必ずしも成年

を要しない（通基通12-8)。 者であることを要しない（通基通12-9)。
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差置送達

書類の送達を受けるべき者若しくは補充送達を受けるべ

き者が送達の場所にいない場合、又はこれらの者が正当な

理由がなく書類の受領を拒んだ場合には、送達すべき場所

に書類を差し置く（通12⑤二）。

事例研究

【事案の概要】

1 建設業を営む滞納者Aは、令和 5年分消費税及地方消費税の確定申告に係る30万円を滞

納している。短期間の分割納付を申し出たため、履行監視を行っていた。ところが納付不

履行となったため、電話催告を行ったものの、一切応答がなかった。一

2 令和6年9月30日徴収官Xは、催告文書を持参の上、 A宅へ臨場することとした。

3 課税資料から、 Aは配偶者Bと子供 1人（中学3年生C (15歳））の3人で同居してい

ることを確認済みである。
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事例研究

1 不在であった場合の対応

I① 表札等にAの表記を確認できた場合 I 

”机噸｝叩叫碕渭叩如叩胴け社秤／•一

i③ 表札等にAの表記1ぉ•く、郵便受けは郵便物であふれている場合 I 

事例研究

1 不在であった場合の対応

、し等にAの表記を確認できた場合 ― --- 9でブ ―---ーヤ→］、

尉璽匹f • • ＇ ． 

”机叫田噴mt呻且評柑赫閻田一

，
 



事例研究

1 不在であった場合の対応

ヽ→衷札等にAの衷記を確認戸ぎた場合、 ．．ア四---”"？：只？ダマで9”i'’
「し等にAの表記を確認できないが何者かが居住している様子がある場合ー7
I③ 表札等にAの表記（およく、郵便受けは郵便物であふれている場合 I 

事例研究

1 不在であった場合の対応

I 表札等にAの表；；Bを確認できないが、何者かか居住し口::--l
｀ー 廿`4F - 捕樗屯枷喪曰- -
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事例研究

2 配偶者Bが応答した場合の対応

ーニーm:ii＝皿t：ニー

ー島這i置・I――口置輝直三皿、ニー

ー＝—！置＇C白声置皿＝逗碑瓢瓢1-

事例研究

2 配偶者Bが応答した場合の対応

”粍峠評’iml"ヤ層旧神詔寺材屯詞四叶・・・!
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事例研究

2 配偶者Bが応答した場合の対応

「夏従虹あ免 経顎の更競に従更している場合― -1

！一丁·了ょー"1-nr-百|T1-rm•rm口Ir干ロ・ 11-If-----.......-....

事例研究

2 配偶者Bが応答した場合の対応

IT!Aの専従者てあり呻経浬等の事務に従事してい歪揚合―--下…-1
□ Aの収入で生活しているものの、事業に全く関与していない場合 __J 

r （こ躙婚しておりr`Aは転居歴である←こと力遡態虚含：＇‘
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事例研究

3 子供が応答した場合の対応

事例研究

3 子供が応答した場合の対応

13 



お疲れ様でした。

<
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大 分 類共通（研修関係）

中 分 類講習、研修関係書類

名称（小分類）研 修 資 料

保存期間（満了日） 会3年（令和 10年3月末）

| :収：務新第任者;Jf修]|
令和 6 年 9 月 3 0 日

納税コールセンターの概要

大阪国税局

徴収部 機動課

集中電話催告センター室



納税コールセンター (NCC)の概要
正式名称 ：集中電話催告センター室

所在地： 大阪市浪速区難波中3-13-9 浪速税務署5階

令和6年7月大阪国税局徴収部



1 設置目的

「徴収システム集中電話催告機能」を活用し、新規滞納発生事案につい

て集中的に電話催告等を行うことにより催告事務の効率化を図るとともに、

署（実地）の滞納整理事務量を確保する。

2 設置の経緯

平成14年8月
平成14年11月
平成16年 5月
令和2年4月
令和4年6月

大阪局で試行実施（浪速署、東住吉署、東署を対象）

大阪局管内83全税務署を対象に本格実施
浪速署の新庁舎完成に伴い現在の場所へ移転

（コロナ禍） 「国税局猶予相談センター」を併設

「国税局猶予相談センター」を閉設

局名 開設年月

上［三



3 事務内容等

〇 所掌事務

•新規滞納発生事案の電話催告

・再所掌事案の電話催告等

．猶予事案（再所掌事案を含む。）の履行監視

・期限前納付指導

．督促前納付指導

・文書催告（不応答事案等）

・定期文書催告の集中処理

・事後監査事務の集中化（試行）



4 所掌期間

〇 所掌事案及び期間



5
 

職員構成
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6 事務処理の流れ

税務署 NCC 

期限前納付指導 ・ 督促前納付指導

督促状発送

税務署

所掌

NCC 

所掌

・定期事案設定

・個別事案設定

・電話催告（夜間含む。）

・文書催告

履行監視）

・短声謂涸

・法定猶予許可

事案の再所掌（猶予事案）

実地の滞納整理

事案の返戻

税務容

ゥ

e
 



7 催告スケジュール（標準月）



8 集中電話催告機能による催告の流れ

「コールリスト」 織履システムに

作咸 ＝＝＝＝＇ 「キャンベーン」
畳鐵

► A_Iコールリスト

＞ キャンベーン

電薩饉告

「 P V •PD 」
霙偏

④ 

織叡システムに
「儡告事績」

入力



9-1 架電方式

・コールリストに基づき、システムが自動で見込み発信する機能
・不応答等の相手方に接続されなかった事案はオペレーターによる対応は
不要
・短時間に多数の納税者へ架電することが可能

・コールリストに基づき、滞納者の情報を「催告架電業務（プレビュー） 」
画面に表示し、内容を確認した上で発信する機能

・コールリストとは無関係に、滞納者の情報を「催告架電業務」画面に
表示し、内容を確認した上で発信する機能

•特定の滞納者へ架電する場合に発信



9-2 PV発信 ．PD発信

滞納者情報等が表示
（ システムが自動発信

オペレークーが
手動で発信

（発償画面をクリック） ｀］ばば
再架電対象

（リトうイ）

9 ~ ~ ~. .. . ~ • -~ ・ • • 

納付催告
9)
 

端末機の画面に

滞納者情報等が表示

オペレークーが
事績を入力 ） ［オ澁ば；；ヵく］

設定した

架電回数に到達

NO 

システムが
事績を
自動で入力



10 催告実績（令和5年7月～令和6年6月）

【催告回数】

事務年度 催告回数
架電回数 受電回数

5 266,945 245,154 21, 791 

4 239,654 221,040 18,614 

3 184, 934 169, 747 15, 187 

応答回数 応答率

65,313 26. 6 

54,146 24. 5 

42, 821 25. 2 

（単位：回、％）

催告回数
（全国）

2,387,282 

1, 940, 112 

、1,864, 253 

【整理済人員】



令和 6 事務年度

徴収事務実施要領

（事務 手続編）

第1章 「徴収事務運営」

⇒ 第8節 「効果的・効率的な事務運営への取組」

⇒ 5 「NCCの効果的な活用」

(P. 50~P. 54) 



5 NCCの効果的な活用

NCCは、署の滞納整理の前さばき的な役割を担っており、署の滞納整理事務量の確保に有効であ

ることから、署においては、 NCC所掌事案となるものは原則として全件引き継ぎ、その運用を図る。

なお、 NCCを最大限活用するためには、 NCCとの徴収システムを通じた情報共有が不可欠であ

ることから、納税者から聴取した納付計画等については、正確かつ確実に徴収システムに入力する。

(1) NCC所掌事案等

イ 定期事案設定 ⇒ 
1 督促状を発付して「滞納」となった事案を、徴収システム上］紅m:]
1 の所掌事案とNCCの所掌事案に振り分けるために行う処理 I 

し 』

統括官等は、当月に督促状が発送される新規滞納発生事案のうち、 の滞納事案に

ついては、徴収システムの定期事案設定により、 NCCへ引き継ぐ（参考資料14「定期事案設定

以後における事案の所掌部署」参照）。

となる。

ただし、定期事案設定時に再所掌基準に該当する事案については、署所掌の処分対象滞納事案

となる（参考資料15「再所掌基準」参照）。

また、定期事案設定後、新規定期事案について、署で納付相談を行い猶予決議（納付誓約を含

む。）を行う場合など、署において各種決議を行う場合には、個別事案設定により署へ所掌を変

更した上で、決議を行う。 ⇒ 

＇ 
「決議後、再所掌機能を使って、 NCCへ所掌を変更する ］ 

------ - -------------

おって、 NCC所掌事案の所掌期間については、次のとおりとする。

0 NCC所掌期間

（注） 1 所掌期間の始期は、定期事案設定が行われた日の翌日とNCCへの再所掌が行われた日の翌日のいずれ

か遅い日となる。

2 換価の猶予 （許可）事案については、上記にかかわらず、猶予期間に応じてNCCでの所掌開始から起

算して'’’’まで所掌期間を延長する。

3 NCCにおいて履行監視中の事案にあっては、

4 



口 引継方法

署において、期限前納付指導、督促前納付指導を行った場合は、 NCCからの二重架電を防止

するため、徴収システムの滞納整理事績記事又は「督促前納付指導架電業務」画面から納付指導事

績（相手方、適任者区分、事績内容、猶予決議）を入力する。

督促後の徴定口座との結合処理の後、定期事案設定によりNCC所掌事案と署所掌事案に自動

的に振り分けられる（督促抽出処理日の翌日に、 KSKシステムから徴収システムに滞納口座情

報等が連絡されるため、定期事案設定までに滞納整理事績等を確実に入力する。）。

なお、再所掌基準に該当した事案については、再所掌エラー事由を解消した上で、再所掌機能

を活用してNCCへ所掌を変更する。

また、定期事案設定後、徴収システムにより自動作成される「集中電話催告センター室所掌事案

一覧表（滞納者別）」と「納付相談事績票（徴収担当部門用）」 （様式15)」及び様式40「期限前

納付指導事績票」等を照合することで、滞納整理事績や猶予決議の入力漏れがないことを確認する。

おって、滞納整理事績等の入力漏れを把握した場合は、個別事案設定を行い、適切な入力を行

った上でNCCへ所掌を変更する。

（注） 1 結合処理は、督促抽出後に出力した「仮滞納者・仮口座登録一覧表」を使用する。

2 課税部門及び管理運営部門において期限前納付指導又は督促前納付指導を実施した事案で、「期限前納

付指尊事績票」 （様式40)又は様式41「実地調査事案の滞納未然防止・納付指導等連絡せん」等の回付を受

けたものについても、滞納整理事績等の入力漏れがないよう留意する。

ハ 個別事案設定の確実な処理

次に掲げる事案は、 NCC所掌事案としないことから、速やかに個別事案設定を行う。

なお、滞納の整理推進が十分に図れているなどの理由により、複数のNCC所掌事案に対して、

弾力的に個別事案設定を行う場合は、可否判断に当たり、必ず局徴収課（指導第一係）と事前協

議を行う。



【NCC履行監視事案】

NCCにおいて所掌する次の事案を 「NCC履行監視事案」とする（参考資料16「NCCへの引継ぎフローチャ

ート」参照） 。

なお、 「NCC履行監視事案」は、 「実地調査事案の滞納未然防止・納付指導等連絡せん」 （様式41)の回付を受

けた事案を含む（重加算税が含まれる事案を除く。）。

① 署が期限煎納付指導又は督促前納付指導を実施した事案のうち、最終納付履行期限が

（注） 様式42「納付誓約書」を徴取している事案であっても、

② 署における納付相談の結果、最終納付履行期限カ

所掌事案の返戻事由一覧」を参照する。

(2) 再所掌機能の活用

イ 再所掌処理

のほか、 署に返戻される事由等については、参考資料17「NCC



担当者は、署所掌の処分対象滞納事案（再所掌基準に該当する事案を除く。）で、次に掲げる

事案について、再所掌（手動）機能を活用し、滞納整理事績の起案時にNCCへ所掌を変更する。

統括官等は、起案された事案が、再所掌すべき事案か否かの判断を行った上で、決裁する。

なお、 NCCへ所掌を変更した事案については、再所掌時の署の担当者が維持されるため、担

当者は必要に応じて処理状況を確認し、 NCCへの情報提供や署における滞納整理の実施（署へ

の返戻）の要否を検討する。

【再所掌対象事案】

① 定期事案設定時に再所掌基準に該当したが、再所掌エラー事由を解消した事案

② NCC所掌事案で、猶予決識入力をするために個別事案設定を行った事案

③ 猶予決議又は納付相談予定日時が未入力のため、 NCCから返戻された事案について、猶予決議等を入

力した事案

④ 処分対象事案のうち、滞納国税全額について納付計画を聴取し、 ~NCC履行監視事案＞に該当するこ

ととなった事案

⑤別途、局徴収課が指定する事案

（注） 1 新規滞納事案のほか、繰越、長期及び超長期滞納事案に係るものも対象事案に含む。

ロ

2 納付不履行時に直ちに滞納処分を行うこととしている事案等については、 NCCに所掌変更（再所掌）を行

わないこととして差し支えない。

に対して優先的に事務量を確保するため、署

をNCCへ再所掌し、 NCCにおいて架電・文書催告を集中的に実施する。

なお、実施署及び実施時期等については、別途連絡する。

(3) NCCにおける期限前納付指導

イ NCC期限前納付指導対象事案

消費税の申告書発送対象者（法人にあっては中間申告分及び確定申告分、個人にあっては確定

申告分）のうち、 最近の消費税の納付状況において期限後納付の事績があり、かつ、 KSKシス

テムに電話番号の登録がある者とする。

（注） NCC期限前納付指導対象事案に係る「納付指導対象者一覧表」については、徴収部門において出力の上、 管理

運営部門へ回付する （「『納付指導対象者一覧表』の納付指導区分表」の納付指導区分①及び②が対象）。

ロ実施期間

の間に実施する。

実施期間については、徴収課ホームページの「事務日程表」に掲載する。

ハ 実施期間中におけるNCCへの連絡

NCC期限前納付指導対象事案について、納付相談を受けた場合や署内領収の事績が確認され

た場合など、期限前納付指導を行う必要がない場合には、対象から除外する必要があることから、



管理運営部門と連携の上、速やかにNCCへ連絡する（後述(5)「NCCへの確実な連絡」参照）。

（注） 1 実施期間の開始日までに納付指導を行う必要がないと判明している事案（納付相談済みである場合など）

については、実施月10日の翌稼動日(10日が休日の場合は、翌々稼働日）以降、開始日の前日までに連絡す

ることに留意する（保留データリストについては、原則として、開始日の前日に確認する。）。

2 管理運営部門において保留データリスト等による収納の事実等を把握し、徴収部門へ連絡があった場合

は、速やかにNCCへ連絡する。

ー 実施期間中におけるNCCから署への連絡

NCCにおいて、期限前納付指導を行った結果、署へ連絡する必要がある内容については、徴

収システムの「催告センター室からの連絡情報」画面から確認する。

なお、署において速やかに対応する必要があるものについては、統括官及び担当者のトピック

ス「センターからの連絡」画面に表示されるため、定期的にトピックス及び「催告センター室か

らの連絡情報」画面から確認し、適切に対応する。

(4) NCCにおける督促前納付指導

イ NCC督促前納付指導対象事案

NCCでは、原則として、···l~を除き実施する。

一具体的な実施対象者は、徴収システムの「滞納者一覧（督促前）」画面により、

降、適宜確認する。

以

ロ実施期間

から各署で定期事案設定を実施するまでの間とする。

ハ 実施期間中における連絡体制

（イINCCへの連絡

NCC督促前納付指導対象事案について、納付相談を受けた場合や署内領収の事績が確認さ

れた場合など、督促前納付指導を行う必要がない場合には、個別事案設定を実施し、 NCC督

促前納付指導対象事案から除外する。

（注） 1 実施期間の開始日までに納付指導を行う必要がないと判明している事案（納付相談済みである場合など）

については、一に仮滞納者・仮口座を登録した上で滞納整理事績を入力することに留意する。

2 管理運営部門において保留データリスト等による収納の事実等を把握し、徴収部門へ連絡があった場

合は、速やかにNCCへ連絡する。

(o) NCCによる連絡

NCCにおいて納付指導を実施した結果、納税者の死亡・転出等など督促状を送付すべきで

ない事実を把握した場合は、実施月の最も早い督促状発付予定日の2稼働日前に局WANメー

ルにより管理運営第一部門統括官及び管理運営部門文書箱へ連絡する（センター対象署にあっ

ては、業務センターの債権管理グループ主任国税管理官及び債権管理グループ文書箱へ連絡す

る。）。



なお、連絡後は、原則として、督促状の引き抜きは行われない。そのため、苦情に発展する

可能性がある等、連絡後に対応が必要となる事案が生じた場合は、納税コールセンターから徴

収部門へ連絡するため、徴収部門は連絡内容を記載した「連絡せん」（様式 16)を作成する。

おって、管理運営第一部門統括官へ連絡し（センター対象署にあっては、局WANメールに

より業務センターの債権管理グループ主任国税管理官及び債権管理グループ文書箱へ連絡す

る。）、引き抜きが可能か確認の上で、対応を依頼する。

【督促状発布予定日】

督促状発付予定日は、毎月末に更新される大阪局WANポータルサイト上の「月間処理状況整理・確

認表」において、原則、各月 3稼働日程度の期間に設定される。

なお、具体的な督促状発付日は、実施月の毎月 3稼働日目までに徴収部門と管理運営部門（センター

対象署にあっては、業務センターの債権管理グループ）で共有する。

おって、徴収部門とセンター対象署との督促状発付日の共有については、大阪局WANポータルサイ

ト内に開設している共有フォルダを活用する。

(5) NCCへの確実な連絡

NCC所掌事案、 NCC期限前納付指導対象事案及びNCC督促前納付指導対象事案について、

滞納者等から納付相談等を受けた場合は、次に掲げる方法により NCCへ連絡する。

イ 滞納整理事績の共有

NCC所掌事案、 NCC期限前納付指導対象事案（既滞納あり）及びNCC督促前納付指導対

象事案（既滞納あり）について、署で入力した滞納整理事績は、一時保存の状態であっても、 N

CCとリアルタイムに共有されるため、これらの事案について、納付相談等を受けた場合は、速

やかに滞納整理事績を入力することにより、 NCCと情報を共有する。

口 連絡情報機能による連絡

NCC期限前納付指導対象事案（既滞納なし）は、滞納整理事績の共有ができないため、徴収

システムに滞納整理事績を確実に入力するとともに、徴収第一部門統括官は速やかに連絡情報機

能により NCCに連絡する。

なお、連絡情報機能によるNCCへの連絡については、内部担当者等が行っても差し支えない

が、送信後、徴収第一部門統括官は徴収システムの「集中電話催告システムヘの連絡」画面にお

いて、内部担当者が送信した連絡情報（連絡番号・送信日時・連絡件数・送信者・自動／手動）

を確認し、連絡漏れが発生しないよう留意する。

ハ NCCへ連絡を要する事項

確実に滞納整理事績に入力する事項及びその他連絡を要する事項は次のとおりであるが、連絡

内容に不備があれば、 NCCから署へ照会や返戻を行う必要があり、双方の事務負担となるため、

連絡内容に不備がないよう留意する。



【確実に滞納整理事績に入力する事項】

①

②

③

④

 

納付計画（猶予決議の入力）

納付相談予定日時（又は連絡期限）

猶予申請書の提出予定日（又は提出期限）

新たに把握した電話番号（優先電話番号として連絡先を登録）

⇒ 口
（注） 1 

2
 

本税の収納等により延滞税が確定した場合、 NCCから延滞税の納付書が送付（「延滞税等のお知らせ」

を同封）されるため、既に各署において滞納者へ納付書を交付しているなど、 NCCからの送付を要しない

ときは、滞納整理事績記事の入力が必要である（催告保留期間中に個別事案設定した場合で、本税の収納等

により延滞税が確定した場合も同様である。）． •

納税者から納付の申出があった場合、面接（受電）日から 1週間以内の納付申出であれば、滞納整理事績

記事のみの入力で差し支えない。

【その他連絡を要する事項】

ー

①

②

③

④

 

2
 

NCC所掌事案

署内領収、還付金の充当等による税額の異動

滞納者等からの納付相談等の申入れ

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

 

3
 

⑮ 

（注）

他署での納付

電話番号の把握

NCC期限前納付指導対象事案

上記①～④のほか、次のとおりである。

転出

保留データリスト等により収納を確認（実施期間の前日までに連絡情報機能により連絡）

預貯金口座振替依頼書の提出

死亡、休廃業、解散法人等の事実が判明

確定申告書等の返戻

納付指導に適さない事案（実施期間の前日までに連絡情報機能により連絡）

NCC督促前納付指導対象事案

上記①～④、⑥～⑨、⑫、⑭のほか、次のとおりである。

なお、連絡情報機能による連絡によらず、個別事案設定を実施した上で滞納整理事績に入力する。

局特整への引継見込事案

滞納者等に対しては、行き違いによりNCCから電話する場合があることを説明する。

⑤

⑥

⑦

⑧

 

督促取消し

科目更正処理

更正処理（減額）

納税義務の承継による完結

【参考】

NCC所掌事案 事案の内容等
連携（作業）内容

① ② ③ ④ 

催告対象事案 全件 ． 
-l -既滞納あり ． 

期限前納付指苓事案 -. -j-
既滞納なし ． ． I 

督促前納付指導事案 納付指導期間中 ． ● | 
（※） うち、納壱未取得者 ● - |. 

NCCとの連携（作業）内容

① 徴収ステムに滞納整理事績記事を入力

② 連絡情報機能により NCCへ連絡

③ 個別字案設定の実施

④ 仮滞納者・仮口座の登録

※督促実施月の11稼働日目までに仮滞納者・仮口座を登録した事案は、納付指尊対象から除外される。
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1 差押財産の換価

(1) 換価の意義

滞納処分による換価とは、差押えに係る国税を徴収するため、債権者である国が、差し押さえた

財産を強制的に金銭に換える手続である。

よよ） ~ II 
動産等の売却

（狭義の換価）

権等 の 取 立 て 1
＼ 

（注） 以下、「換価」とは「狭義の換価」をいう。

(2) 換価の対象となる財産

差し押さえた財産は、次に掲げるものを除き、これを売却して金銭に換えなければならない。

差

押

財

産

換価する財産 下記以外の差押財産（徴89(!))

金銭（徴56③)

債権（弁済期限が取立てをしようとする時から

6か月以内に到来しないもの等である場合には

換価できる） （徴67①③、 89@)

換価の対象とならない財産
取立てすべき有価証券（徴57)

取立てすべき無体財産権等（徴73⑤)

取立てすべき振替社債等（徴73の2④)
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(3) 換価の方法

差押財産を換価するときは、原則として公売（入札、又は競り売り）に付さなければならない

（徴94)。

公売に付すことが適当でないと認められるとき等、一定の要件に該当する場合は、公売に代えて、

随意契約による売却（徴109)及び国による買入れ（徴110)をすることができる。

差押財産の換価

イ 公売による方法

区分

入札

期日入札

~) 

随意契約による売却

（徴109)

国による買入れ

（徴110)

金銭による取立て

の方法による換価

I 
（徴57、67、73、73の2)

意義

入札（徴101)

競り売り（徴103)

入札者が他の入札者の入札価額を知り得ない状況の下、その財産の入札

者に必要な事項を記載した入札書を提出させ、見積価額以上でかつ最高価

額の入札者に売却する方法（徴基通94-2)

1日のうちの入札期間内において入札書の提出を行わせた後、同日中に

開札を行う入札（徴基通94-3(1)) ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．▲～9................ ・ • •一·...................... . ... .. . ...... .. .. .- .....................

期間入札

競り売り

2日以上の連続した入札期間内において入札書の提出を行わせた後、開

札期日に開札を行う入札（徴基通94-3(2)) 

買受申込者が他の買受申込者の買受申込価額を知り得る状況の下、その

財産の買受申込者に、口頭等で順次高価な買受申込みをさせ、見積価額以

上でかつ最高価額の買受申込者に売却する方法（徴基通94-4)- ・・ 
期 日 買受申込みをすることができる始期を定めて、 1日のうちに順次買受申

競り売り 込みを行わせる競り売り（徴基通94-5(1)) .. .  

期間
2日以上の連続した競り売り期間内において、順次買受申込みを行わせ

競り売り
る競り売り（徴基通94-5(2)) 

（例）インターネット公売
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ロ 随意契約による売却
（イ） 意義

随意契約とは、差押財産の換価に当たり、入札や競り売りの方法によることなく、税務署長

が、買受人及び価額を決定して売却する契約のことをいう（徴基通109-1)。

(O) 要件

次の区分のいずれかに該当する場合は、随意契約による売却をすることができる。

区分 要 件

〇 法令の規定により、公売財産を買い受けることができる者が1人で

法令の規制を受
あるとき

〇 法令の規定により、その財産の最高価額が定められている場合にお
ける財産等

いて、そ⑬面額により売却するとき

〇 その他公売に付することが公益上適当でないと認められるとき

取引所の相場が
〇 その日の相場で売却するとき

ある財産

〇 公売に付しても入札又は競り売りに係る買受けの申込み（以下「入

買受希望者のな
札等」とする。）がないとき

〇 入札等の価額が見積価額に達しないとき
い財産等

〇 買受人が買受代金をその納付の期限までに納付しないため税務署長

が売却決定を取り消したとき

（／＼） 手続

最高価額が定められている財産をその価額で売却するとき及び取引所

見積価額の決定 1の相場がある財産をその日の相場で売却するときを除き、その財産の見

積価額を決定する（徴109②)。【公告は不要】

売却の通知

旦
随意契約による売却をする日の7日前までに、

①滞納者

②利害関係人のうち知れている者

に対して随意契約によって売却する旨を通知する（徴109④)。

｛ 
買受人となるべ 売却財産が不動産等の場合は、買受人となるべき者の決定の通知を滞

き者の決定の通納者及び利害関係人のうち知れている者に対して行うとともに公告を行

知等 う（徴109④)。
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ハ広告によって行う随意契約による売却
広告によって行う随意契約（以下 「広告随契」という。）による売却とは、随意契約による売

却の一方法として、直前の公売における見積価額以上の価額で、一定の期間内に、差押財産を随

意契約により売却する旨を広告し、最初の買受申込者に売却する方法のことをいう。

なお、この広告随契による売却は、差押財産を再公売に付しても売却できない場合に、それを

補完する目的で行う。

（参考）公売と広告随契による売却の対比

項 目 公 売 広告随契による売却

当該売却方法
差押財産を再公売に付しても売却

によるための 特に無し
できないとき

要件

． 公売公告（公売の日の少なくと
も10日前までに、公売を実施する

随意契約による売却をする旨の広
国税局又は税務署の掲示場等に掲

告（見積価額（売却価額）等を示
示。日刊新聞紙に掲げる方法等を

公売公告等 し、売却実施期間の始期までに、広
あわせて用いてもよい。） し

告随契による売却を実施する国税局
・ 見積価額の公告（不動産等の

又は税務署の掲示場に掲示。）
場合は公売の日から 3日前の日

までに公告）

売却価額
見積価額以上で、かつ、入札等の 直前の公売における見積価額以上

価額の中で最も高い価額 の価額

買受人の決定
入札又は競り売りの方法により決定

売却実施期間内における、最初の

方法 買受申込者に決定

公売保証金の
原則、必要 不要

有無

不動産等：公売期日等から起算して 不動産等：買受人となるべき者を決

7日を経過した日 定した日から起算して 7

売却決定の日 日を経過した日

動産等：公売をする日 動産等：買受人となるべき者を決

定した日

買受代金の納付 売却決定の日 同左

所有権の移転 買受代金の納付の時 同左
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2 換価に当たっての基本的な考え方

差押財産の換価は、国が差し押さえた滞納者の財産を売却し、その売却代金をもって滞納国税を早

期かつ確実に徴収することを最終の目的として実施するものである。

その一方で、滞納者にとっては、自己の意思にかかわらず、強制的に財産を売却されることになり、

また、その財産の上に抵当権、貸借権などを有する権利者にとっては、それらの権利が換価によって

消滅することとなるなど、これらの者の権利•利益に法律上及び事実上の重大な影響を及ぼす効果を

有している。

したがって、このような性格及び効果を有する換価の重要性に鑑み、次に掲げる点の碁本的な考え

方を踏まえ、その事務を適切に実施しなければならない。

換価は、国税債権を確保する最終的な措置であるため、迅速な執行が必要

i............................."....................................................................」.............................................................................................. : 
i 

—•一・ー・ー・寛＿ •一 ・ 一 ・ ー ・ ー・...一・ー・一•一・ー・一・一・ー・ー・ .-·一・ー・一・一・一•ー・ー・一・一•一・一 ・ ー・一・ー・ウ．ー・ー・ー・一・
' ： 〔醗者〕 ， ： 〔差押財産上の権利者〕 i 

i 自己の意思にかかわらず、強制的i i 換価による権利の消滅など、法律i
iに財産を売却 ！ i上及び事実上の重大な影響 ！ 
L. 一・一・ー・ー・ー・一・一・-·一・一・ー・一•一•一・ー・一・一•一・一・＇ L. 一•一・一•一・ー ・ 一・一 ・ 一•一•一・ー・一 ・ 一・一•一•一・ー・一 ・ ー・1

くこン
．．．．．．．．．．．．．＜某本的な考え方＞..........................................:..................................................................................................................., 

差押財産の換価は、一連の滞納処分の締めくくりとして

実施するものであるが、滞納者などの権利•利益に重大な

①対象事案の適切な選定
影響を及ぼすことから、他に適切な滞納整理の方法がある

場合にはその方法によるべきであり、換価に当たっては、

画ー的に実施するのではなく、滞納者の個々の実情を踏ま

えた上で、対象事案を適切に選定する必要がある。

差押財産の換価は、強制的に行う処分であり、滞納者な

どの権利•利益に重大な影響を及ぼすことから、円滑に実

②手続の適正性の確保 施するためには、一連の手続において適正性を確保しなけ

ればならず、法令の規定に基づいて適切な手続により実施

する必要がある。

差押財産の換価は、その売却代金をもって滞納国税を徴

収するために行うものであり、滞納者の意思にかかわらず

③高価有利な売却
売却する以上は、可能な限り高価有利に売却するよう努め

なければならず、換価に当たっては、可能な限り多くの人

が公売に参加できる環境を整備し、公売市場の拡充に努め

る必要がある。
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3 超過換価の制限等

次に掲げる場合は、超過差押え及び無益な差押えを禁止する国税徴収法第48条の趣旨から、換価が

制限されることになる。

換価が制限される場合 制限及び措置

換価しようとする財産の見積価額が、その財産から その財産が不可分物であるときを

徴収しようとする国税の額（その財産の換価代金から 除き、その超過する部分に対応する

配当すべき他の国税、地方税、公課その他の債権があ 財産は、換価せず、差押えを解除

るときは、それらの額を含む）を著しく超える場合 （徴48①)

換価手続を開始した後、差押財産の価額がその差押

えに係る滞納処分費及び差押えに係る国税に優先する 換価を中止し、差押えを解除（徴

ほかの国税、地方税等の合計額を超える見込みがなく 48②) 

なった場合

4 買受人の制限

次に掲げる者は、買受人となることができない。

買受人となることができない者

滞納者は、換価の目的となった自己の財産（徴24③の譲渡担保財産を除く。）

滞納者 を、直接であると間接であるとを問わず（※）、買い受けることができない（徴

92)。

国税庁、国税局、税務署又は税関に所属する職員で国税に関する事務に従事

税務職員 する職員は、換価の目的となった財産を、直接であると間接であるとを問わ

ず、買い受けることができない（徴92)。

※ 自己が直接買受人となることだけではなく、実際上自己が取得する目的のもとに自己の

計算において、他人を買受名義人とすることをいう（徴基通92-4)。

（注） 次に掲げる者は、買受人となることができることに留意する。

1 公売財産が担保物である場合における物上保証人（徴基通92-1 (1)) 

2 公売財産が連帯納付義務を負う者の所有物である場合における他の連帯納付義務を負う者

（徴基通92-1 (2)) 

3 公売財産が国税徴収法第24条第3項（譲渡担保財産に対する執行）の規定の適用を受ける

譲渡担保財産である場合における譲渡担保権者及び譲渡担保設定者（徴基通92-2)
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5 公売参加者の制限

税務署長は、次のいずれかに該当すると認められる事実がある者については、その事実があってか

ら2年間公売の場所に入ることを制限し、若しくはその場所から退場させ、又は入札をさせないこと

ができる。

また、その事実があった後2年を経過しない者を使用人その他の従業者として使用する者及びこれ

らの者を入札等の代理人とする者についても、同様となる（徴108①)。

疇 入札等をしようとする者（以下「入札者等」という）の公売への参加又は入

徴収法 札等を妨げた者（徴基通108-2、3)
-----------------------------------------—·--------------------------------------------.,.—-----------------------------------------------------------

第108条 最高価申込者又は次順位買受申込者（以下「最高価申込者等」という（徴

第1項 100①))の決定を妨げた者（徴基通108-4)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第1局 買受人の買受代金の納付を妨げた者（徴基通108-5) 

第2局
公売に際して不当に価額を引き下げる目的をもって連合した者（徴基通

108-6) 

第3号 偽りの名義で買受申込みをした者（徴某通108-7) 

裔 第4号
正当な理由がなく、買受代金の納付の期限までにその代金を納付しない買受

人（徴基通108-8) 

第5号 故意に公売財産を損傷し、その価額を減少させた者（徴基通108-9) 

第6号
上記に掲げる者のほか、公売又は随意契約による売却の実施を妨げる行為を

した者（徴韮通108-10)

※1 公売参加制限を受けた者の入札等又はその者を最高価申込者等とする決定については、税務

署長は、その入札がなかったものとし、又はその決定を取り消すことができる（徴108②)。

2 取消処分等を受けた者が納付した公売保証金があるときは、これを返還せず、その公売保証

金は国庫に帰属する（徴108③)。

3 税務署長は、公売参加者の制限に関し必要があると認めるときは、入札者等の身分に関する

証明を求めることができる（徴108④)。
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6 公売事務の流れ

(1) 公売日までの事務の流れ（不動産の場合）

［①事前囀庸

ロ 実施計画の策定等
・ 公売実施方法の選定

・ 公売場所の選定

・ 公売実施日程の計画

・ 公売財産の下見

• その他

ハ差押財産の見積価額評定（「見積価額評定調書」の作成）

|②公売疇等決議

イ 公売の実施決議（「公売実施等決議書」の作成）

・ 「公売公告」又は「公売公告兼見積価額公告」

・ 「滞納処分票」及びその関係書類

・ 「換価処分の適否検討表」

・ 「見積価額評定調書」及びその関係書類

・ 「換価事務進行状況表」

その他必要と認めら

口 「換価事禎整理簿」の作成

③ 公売公告、見積価額公告

］［芦言悶げ冒言ここ言ご‘99)

I④公売の通知

~[~.三疇三；言ょ（徴130)
一 ⑤ 公売日

q

・

 

-8 -



(2) 公売日以降の事務の流れ（不動産の場合）

①公売保証金の提供

‘‘,'/ 3
 

ーー徴（
 
定決却

定

売

決

る
の

す

者

対
込

に

出

申

者

提

定

受

込

の

決

買

申

書

の

位

価

札

者

匝

高

入

込

幻

最
申

定

．

価

．

決

．

札

高

却

入

最

売

じ

②
ロ
ロ
ロ
炒

③

□日
日
▽

④

n日
日
豆
＞

■

-

••••• 

期間入札の場合、①公売保証金の提供及び

②入札は、公売日以前（④公売の通知～⑤公

売日）に行う。

I ⑤ 買受代金の納付
U ・ 「売却決麟知書」の交付（徴118)
I⑥配当計算書の作成
U ・ 買受代金の納付日から 3日以内に送付（徴131)
⑦売却財産の権利移転手続

（登記嘱託）

U ・ 売却財産上の権利登記の抹消
［⑧換価代金等の交付

・ 配当計算書謄本を送付した日から起算して7日を経過した日（徴132)
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(3) 期間入札におけるカレンダーの例

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 

I公売公告 1く l

5 6 7 8 ， 10 11 

(10日前の日1で） 匝・船•国
f-E.---------

見積価額の

公告

12 13 14 15 16 17 18 

-------------------- I 
3日前の日まで） 田の他財南

入札期間 I 

見積価額の
Iムヽ牛ロ

19 20 21 22 23 24 25 

===--I 開札日 I （公売日起算7日を経過した日）
⑯ ⑥ 
売却決定と代 ------------------► 配当計算薔謄 ~----------
金納付期日 (3日以内） 本送付期日

26 27 28 29 30 31 
翌月 7日QH寸H

一R R 、--------、
売却決定と代 ｀ 配当計算書謄

ぅ►: R換価代 ：ク

起算7日を経過した日）

金釦期日 (3日以内） 本送付期日 ：金
l 
l 、--------、 1交付期日 l 

： ＠換価代：
... ________ ヽ

--------------- （速寸日起算7日を経過した日） ー―-- --------► ’I 金 ＇I 
I I 呑,(-;tj捐R

四 略称籍＝動産等（徴法111)、R＝不動産等（徴104の2①)

三＝不動産・船舶・航空機（徴99①-)

その他財 ＝1不・船・ 闘以外（徴99①二、三）
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(4) 期日入札におけるカレンダーの例

日 月 火 水 木 金 土

1 2 ？ 4 

I公売磁日 ＜ • 

5 6 7 8 ， 10 11 

匡・船•履 ` :—--------
見積価額の

公告

12 13 

詞
15 16 17 18 

--------------------
（公売日起算7日を経過した日）(3日前） Iその他財國

見積価額の ＠ ------------------► ⑥ 算
公告 売却決定と代 (3日以内） 配当計書謄

金納付期H 本送付期日 ----------

19 20 21 22 23 24 25 
R 

(3日以内）
R 

売却決定と代 配当計算苔謄

金納付期日 本送付期日
、--------、

--------► 
: R換価代：

--------------- （送付日起算7日を経過した日） ――-- ’I 金 ＇ I 
I I 

、交付期日 ， 
26 27 I 2s I 29 30 '31―------,--------、

OO寸日起算7日を経過した日） :R換価代：

＇ ＇金 ＇ 
＇ 

l̀ 交付期日--＇ I 

⑮ 略称＠＝動産等（徴法111)、R＝不動産等（徴104の2①)

口正層＝不動産・船舶・航空機（徴99①-)
その他財 ＝i不・船・刷以外（徴99①二、三）
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不動産換価事務マニュアル

（公売準備編）

令和元年 10月

大阪国税局

徴収部徴収課



参考3

「処分予定価額計算表」記載例



第 1 「不動産（土地・建物）の処分予定価額計算表」の記載要領

1 この計算表は、不動産（土地・建物）を差し押さえる場合に作成する。

なお、計算表は、差押調書の直後に編てつする。

2 この計算書の作成は、原則として財産差押前に現地確認の上行うものとし、権利関係が複重している

ため差押前に作成できないなどやむを得ない場合には、できる限り早い時期（おおむね差押後から 10日

以内）に物件の確認を行い、作成する。

3 換価の特殊性による調整率は、 30％以内とする。

なお、公売財産の種類、数量、性状等は財産によって異なるものであるから、具体的事情に適合した

妥当な範囲で減価するが、これらが不明の場合は 20％として差し支えない。

4 算出した処分予定価額に1,000円未満の端数が生じたときは、四捨五入する。

5 処分予定価額の種類別算出要領は次による。

(1) 土地

イ宅地

① 更地＝見込時価

② 貸地＝更地価額一借地権価額

③ 借地権価額＝更地価額x借地権割合

囲1 見込時価は、路線価X時価倍率、精通者意見、売買実例を基準として求める。

路線価・・・..財産評価基準書により算出した価額をいう。したがって、対象土地の地

形等を考慮して、奥行価格補正等各種画地調整を行った金額であることに

留意する。

時価倍率．．．•財産評価基準書により表示される路線価は、時価の 80％とされているこ

とから、路線価を時価にするために1.25を乗じる。

精通者意見・・・不動産鑑定士による鑑定評価額を採用する場合は、当局が鑑定依頼をし

た鑑定士による鑑定評価額のみを採用する。

また、地元不動産業者等の意見を採用する場合は、複数業者から意見を

聴取する。

売買実例・・・・収集する資料については、対象不動産と地域、面積等が類似の取引事例

を選ぶ

なお、使用する金額は、収集した資料による価額をそのまま使用するこ

となく、事情補正、時点修正を加えるなど取引事例比較法により算出した

金額とすることに留意する。

2 貸地とは、借地権の目的となっている土地又は建物が現存する土地をいう。

3 借地権割合は付近の慣行によるが、不明の場合は財産評価基準書又は路線価設定地図によ

る。

口農地

① 自作地＝更地に準ずる。

② 小作地＝自作地価額ー小作権価額



③ 小作権価額＝自作地価額x小作権割合

性） 小作権割合は付近の恨行によるが、不明の場合は財産評価基準書による。

ハ 山林＝宅地に準ずる。
二宅地見込地＝宅地に準ずる。

囲 宅地見込地とは、宅地以外の上地であって、将来、宅地として使用又は収益することが客観

的に見て経済的合理性に合うと見込まれる士地をいう。

(2) 建物

イ空家

① 建物自体の価額＝復成現価

② 借地権付空家＝建物自体の価額＋借地権価額

③ 宅地付空家＝更地価額＋建物自体の価額

口貸家

① 借地権付貸家＝借地権付空家価額一借家権価額

② 宅地付貸家＝宅地付空家価額一借家権価額

③ 借家権価額＝借地権付空家価額x借家権割合

ハ 自用建物
① 借地権付自用建物＝借地権付空家価額一占有排除に要する費用

② 宅地付自用建物＝宅地付空家価額一占有排除に要する費用

ニマンション

① 自用マンション＝宅地付空家価額一占有排除に要する費用

② 貸マンション＝宅地付空家価額一借家権価額

性） 1 復成現価は、固定資産税評価額X1. 0とする。

なお、著しく破損減耗し、又は陳腐化（建物の構造、様式その他が時代遅れとなって、著し

＜価値が減少している場合をいう。）しているなどの事情があるものについては、その現況に応

じ相当と認める価格を減価修正して差し支えない。

2 借家権割合は付近の憫行によるが、大阪国税局管内全域30％となっている。

3 占有排除に要する費用は、借地権付空家価額の 20％と 300万円のいずれか低い方の価額とする。



第 1 更地の場合
年 月 8 

不闘産（土池・蘊物）の処分予定価額計算裏 特官・統括官 担当者

⑲ ⑲ 
滞納国税額 l 30000、000 l'I 

所在地 ・ 地目・家屋番号・ 穫類 等

実施年月日 令和年月日

差 （土地の表示） 確

押 所在大阪市中央区00町1T目 地番 3番 地目宅地 地積 1,20500ポ
毘現地間査物

件 遠隔地 ・ 物件多数

の 罰
省 洛

表

［ 
（注）路線価図から、警通住宅地区で奥行

価格補正率1D0の物件とす＆ 査 その他（ ） 示

公図及び住宅地図 R 慧

物件写真 R 焦

評定事項 ＼ 
更地

金額・面積・割合 金額 ・面積 ・割合 金額 ・面積 ・割合
評定上参考となる事項

更 1 ボ当たりの金額 ① 55000円 F1 F ,. --・ 00署見込崎緬

土 面 積 ② 1 205 00 rr F・ ” 罰騒僅 困は圃x且ほ量闘日正墨 路線価X1 25 
円

地 更地価額 ① X ② ③ 66.:275 000円 0円 0 0 卓 0_00円／dx 1 00 44ooonIm 

滑地 借 地 樗 割 合 ④ ー・'na.HI' ."“mx1.:2.5 固定資産税評価額

借地権価額 ③ X ④ ⑤ n o 44000円／rrlx1.25=55000円瓜
土

48,000,000円地 這 p 0. 

貸地価額 ③ ⑤ ⑥ 円 0円

゜
|'2''公頃襄示r-j-み .. 円

姓 1 rrl当たりの復成僅額 ⑦ 円 F 
家

P 

物
面 積 ⑧ n・ 戸 ． .. に1

建 復成伍額 ⑦ x ⑧ ⑨ 0. 0円 0円 賃惜権葛の内容

自 現僅率 l酎用年数 1 経過隼数 ⑩ l 』 .. I 筆 ・ l 』 電

体 復成親 II ⑨ X ⑩ ⑪ 0 Fl 0' 0円

物 僧地檀付空家緬額 ⑤ 十 ⑪ ⑫ 0円 0円 0 Pl 
ffl 僧 家 権 割合 ⑪ 
凛
f11家権鑑額 ⑰ x ⑬ ⑭ lftt,000 II 円 0円 0円

借地樗付貸家価額 ⑰ 一⑭ ⑮ 0円 0円 0円直“生曹よ"•n

宅地付空家僅額 ③ 十 ⑪ ⑯ Fl 0円 0円 ffl5 9R f+..置...11 

宅地付貸家価 額⑮ ー ⑭ ⑪ F 0 ~ 0.  11高嶋II費：樟寸金9i002行

換 価 の 特 殊 性 ⑱ 20% 13 255,000 ~ 0 p 0 rt 四 ”`' 25000 000円

処分予定lili額③⑥⑫⑮⑮⑪ー⑭ ⑲ 53 010000円 0. 0 江 l...a,:icn 25000000Pl ＇傘^ ＾＾m mヽ

充足 国税に優先する債櫓の額 ⑳ 15 000000円 p ロ

判定 国税充足見込 碩⑲ 一 ⑳ ⑪ 28.020000円 o p O に

（注） 評定上参考となる事項欄には書号を付し採用した櫃基を簡記する。 （徴 1306)

第2 貸地の場合
年 月 日

不闘産（土地・璽物）の処分予定価額計算裏 特官・統括官 担当者

R R 
滞約国税額 1 ぅ0000000 "' 

所在地 ・ 地目・家屋番号・ 種類 疇

実施年月日 令和年月日

差 （土地の表示） 確

押 所在大阪市中央区OOIIJ1丁目 地養 3薔 地目宅地 地積 1,205,00ボ
窮現地開査物

件 遠院地 ・ 物件多数

の

｛ （注）路線価図から、警通住宅地区で奥行
訊 省 略

表
価格補正率1.00の物件とする。 その他（ ） 示 査

公図及び住宅地図

゜
慧

物件 写真 8 撫

＼ 貸地 評定上参考となる事項評定 事 項
金額・面積・割合 金頷 ・面積 ・割合 金額• Iii積 ・割合

更 , rri当た りの金額 ① "000 s P3 円汀3；覺込綱儡をll!lllrる． 00署見込吟価

土 iii 積 ② 1905.00 d ポ d ーー ・“molx. i,..盲..て亨 " 路線僅X1 25 
地 更地価額 ① x ② ③ 66.275 000 IL 0 " 0 " 44000円／ボX100 44000円／m
借 借 地 橙 割 合 ④ §9& .,｀心...-.....皿x1.95 固定資産税評価額

地 遍地 惜地権福額 ③ x ④ ⑤ nロ 44000円Inix195 :99000円／ボ 土
48,000,000円39.765.000 !'! 0円

貸地価額 ③ ⑤ ⑧ .,6 510 000 i,: n, O Fi |ウ9公置豊素Iこよる、 .. Fl 

建 1 rrl当たりの復成伍額 ⑦ F ロ
家 円

物
面 積 ⑧ 

＂ 
ポ dほ） ・ 1：上る ・ロ ロ

建 復成 11 額 ⑦ x ⑧ ⑨ nロ 0円 0円 賃僅権鱗の内容

自 現饉犀 Imm数 1経過年数 ⑩ ) 』 年 I ・I 隼 l 』 、配

体 復成現価 ⑨ x R ⑪ 0 m 0円 0円 賃惜人馘 0000

物 ffl地権付空家1ili額⑤ 十 ⑪ ⑫ 円 n " 0 C 1ヶ月の賃料50万円で
債 借 家 権 割合 ⑪ 平成0年0月0日より： 借家権僅 額 ⑫ x ⑪ ⑭ m 

n " 0 " 心 '0_00円未漏1!1n下｝ 賃貸中

借地橙付貸家葡顎 ⑫ ー ⑭ ⑮ n m 0. n m 
巫最9'fるt"’’日

宅地付空家価額 ③ 十 ⑪ ⑭ m 
n " 0円 皿尺'1.18"糟．悽邑檜

宅地付貸家僅額 ⑯ ⑭ ⑪ Fi 0. 0 " ▲・ー・C .・一

換 価 の 特 殊 性 ⑪ 20% 5302 000 • 0 " 0 " 輝 ”“ 25 000000円

処分予定価額③⑥⑰⑮⑯⑰ 一⑱ ⑲ 91.908OOOに n • nロ ”..〒士99 ,̂ .̂̂̂ oolll'l＇こ＾＾Q塁Ci
充足 国税に優先する債権の 額 ⑳ 10000 000円 円 ロ

判定 国税充足JI.込額 ⑲ ⑳ ＠ 11.208-000ロ 0. 0 R 

（注） 評定上参考となる事項欄には壽号を付し採用した帳基を簡記する。 （徴 1306)



年 月 B 

第3 宅地付自用建物の場合
不動産（土地・建物）の処分予定価額計算襄 特富・籟括官 担当者

滞納国税額 l 4500000 円l
R 哩

所在地，地目・家 屋 番号・種類簿

実施年月日 令和年月日

差 （土地の衷示） 確

押 所在大阪市中央区00町3T目 地番 4番 地目宅地地租 5231パ
紹現地開 査物

件 遠隔地 ・ 物件多数

の （娃物の表示） t1l 省 略
表

所在大阪市中央区00町3T目4番地 家昼番号 5番 居宅 木造瓦葺2陪建 1階 3766d2階 3523d
その他（ ） 示 査

｛ 因）土地について、着通住宅地区で奥行flj格襦正率1.00の物l @ 件とする．また、ft1地権割合を60%とする。 公図及び住宅地図 懸

物件写立 （吋 懸

評定事項 ＼ 宅地付自用建物金額 ・111i栢 ・割合 金額・面積・訂合 金額・面積・割合
評定上参考となる事項

更 9 ボ当たりの金額 ① 118 750円 F1 ,I,,冨璽込韓面亨fj'JIIす9 00署見込時値i
土 面 積 ② 52 3 1 n ． ー••~ “...-x嶋行櫨バが賓正`

路線値X1 25 F 

地 更地価額 ① x ② ③ 6211813円 0円 0 ~ 95000円／rrix1,00 950001'1/m 
借 ffl 地 権 割 合 ④ 60% • • I -,:a:="‘“冨X1 ~~ 固定資産税評価額
地
借地権価額③ x ④ ⑤ 95000円／rrix115-118950m/rri

土
7,000,000円地 、II 37l7.088 • 0円 O F 

貸地価額 ③―⑤  ⑥ 2484 725門 0 " 0. 、や公日欝示によ6 庫

建 1 m 当たりの復成価額 ⑦ 円 円 F 家 6,986,070円

物
1111 積 ⑧ 内 "lfl」1i!1宮●資口“"X10 ~ 円

建 復成価額 ⑦ x ⑧ ⑨ O F 〇 下 0. 6986070X10 6966070円 賃借権等の内容

自 硯僅率 1耐用年数 1経過年数 ⑭ I ..I 』
| J ． I .、1 竺 ’ItA濯r`..(1)O繹＇

体 復成現1ili ⑨ x ⑩ ⑪ 6 986070円 0円 0' （汗）よ三1...の• II! は湛 の20%1:
物 借地権付空家僅額⑤十⑪ ⑫ "》713158 F 0 .. 0. ..̀ ――…一、ずK州濯1直 目とTi
II 債 家 権 割合 ⑬ 11・ x 10% 10 713 158>< 10%=, 142 812 

家鵡l 倍家権11i額 ⑫ X ⑬ ⑭ 2142632円 0. 
0 " 

’°”‘ “̂"n‘’＇亀疇 e'“'1

倍地権付貸家価額 ⑫ ⑭ ⑮ 円 0円

゜
、111000円争冨四捻五入

宅地付空家価額③十⑪ ⑯ 13197883 
0 " 

0円

宅地付貸家iii額⑯ー⑭ ⑰ 11055251 円 0 "' O F xf11先す刹員良鼠
換 価 の 特 殊 性 ⑱ 20% 1211050円 0円 0. 平10-210M籠過槽

処分予定価額③⑥⑫⑮⑯⑰ ⑱ ⑲ 8 844000円 0円 o e 正出”者：株式会社△△詣行
充足 国税に優先する債樗の額 ⑳ ` 393 120円 ド ロ “... =+m-• ^ ー^―-一 、桑 ＾＾ ^  m宣 ヽ

判定 国税充足l!.込額⑲ ⑳ ⑪ 3 450280 ~ 0円 0 ~ 

（注） 評定上参考となる事項櫂には番号を付し採用した根基を簡記する． （徴 1306)

第4 宅地付貸家の場合 年 月 B 

不動産（土地・建籾）の処分予定価額計算景 特官 ・統括官 担当者

R @ 
滞納国税額 1 4 500000 円

所在地・地目・家昼番号・種 類 等

実抱年月日 令和年月日

差 （土地の表示） 確

押 所在大阪市中央区00町3T目 地番 4番 地目宅地 地積 S2.31ni 
認現地訊査物

件 遠隔地 ・ 物件多数

の （建物の表示） 紐
省 略

表
所在大阪市中央区OOIIT3丁目4番地 家置詈号 5番 居宅 木造瓦葺2階競 1階 37.66ボ 2階 3523ポ

その他（ ） 示 査

I （注）土地について、普通住宅地区で奥行価格視正亭1.00の物件とする。 I 
公llll及び住宅地図 R 織

怜件写真 8) 禰

評定事項 八
宅地付貸家

金額・面積 ・割 合 金額・面積・割合 金額・面積・割合
評定上参考となる事項

更 , rrl 当たりの金額 ① 1 19 750 p F9 F止置見込闘値引召用すや 00署見込時価
土 面 積 ② 52.3 1 " , -••皿 4関M層x Jil行価閂隕在亭

路線filix1 25 
円

地 更地価額 ① x ② ③ 6 21 1,813 0円 0円 95 OOOPl/rrix 1.00=95 OOOPI/ボ
惜 倍 地 権 割 合 ④ 60% ー•,~- -鳳..-)(1-2, 固定資産税評価額
地
ffl地椛価額③ X ④ ⑤ 950001'1ハ,Ix1.25-118 750Pl/ni 

土
7,000,000円地”

9 999 n99 p n p O F 

貸地価額 ③ ⑤ ⑥ '484 725 O Fl 0. 1,->a直Ill."潰1こ― 嶋 P9 

建 1ボ当たりの復成価額 ⑦ p 円 ． 家
6,986,070円

物
園 積 ⑧ ”IIA -・ 后 s: 

建 復成1ili額 ⑦ x ⑧ ⑨ 0. 
0 " n " "’―  x1n 賃ff1権等の内容

自 現価率 Iiii!用年数 1経過年数 ⑩ I J ヨヽ
| ` ． I J 4 6 9 6 070 X 1.0 6 986.070円

体 復成現緬 ⑨ x ⑩ ⑪ 6 986070 "' 0円 0 ~ 賃f11人0000
物 僅地権付空家饉額⑤十⑪ ⑰ "、999158 に n n Pl 1 ~1相＂8!I直i基環衝こよる 1ヶ月の賃料10万円で
II 借 家 権 割合 ⑬ ^̂“ 平成0年0月0日より
II 家 借家樗価額 ⑰ x ⑬ ⑭ 3 213 947, 〇 下 oェl.111OO!lJ!I紐四恰五 賃貸中

借地樗付貸家価額 ⑰ ⑭ ⑮ 0円 0に1直先す“""!l

宅地付空家僅額③十⑪ ⑯ 1 3 1 97 993 0 ~ n • ョ1只｀9 90 11 臼力§•

宅地付貸家価額⑯ ⑭ ⑪ 9 983 935 .. 0 ~ n " `山-..→今“△△“行

換 僅 の 特 殊 性 ⑱ '"'1,998 787' 0円 0円 mこー一丘 5393,720円 Iヽ nnnm万9

処分予寛価額③⑥⑰⑮⑯⑰ ⑬ ⑲ 7 987000 0円 O F 

充足 国税に優先する債権の額 ⑳ .,^’~•n, F ロ

判定 国税充足見込額⑲ ⑳ ＠ 593, 80 P 0円 0円

（注） 評定上参考となる事項襴には番号を付し採用した根基を簡記する． （徴 1306)



借地権付空家の場合
年 月 B 

第5
不動産（土地・建物）の処分予定値襲計算裏 特官・統括官 担当呑

＠ ＠ 
澤納国税額 l e ooo ooo 円

所在地・地目・家屋番号・種類簿

実施年月日 令和年月日

差 （建物の表示） 確

押 所在大阪市中央区00町2丁目13蓄地 家昼番号 13番 居宅 木造瓦葺2陪建 1陪 30.oOm 2階 ao.oom
認現地訊査

物

件 遠隔地 ・ 物件多数

の （参考底地） 闘 省 略
表

所在大阪市中央区OOIIT2丁目 地番 13醤 地目宅地 地積 4165ポ 所賓呑 0000
その他｛ ） 示 査

｛ （注）土地について、警通住宅地区で奥行僅格補正寧1血の枷とする． l 公図及び住宅地図 @ 無

物件写真 e 撫

評定事項 I¥ 
借地権付空家

金額・面積・割合 金顎 ．l1!積 ・割合 金額 ・面積 ・割合
評定上参考となる事項

更 1 ボ当たりの金額 ① 52岱 0円 ， p行『云璽｀ ••一，·-一置 00詈見込崎緬

土 面 積 ② 4165 .. • tt..m=....llixl!!行國＂＂こ E拿
路線価X1 26 

円

地 更地価顎 ① x ② ③ 21 762125 R 0 f 0円 4180001'1/rrlx 1.00 418.o001'1/rrl 
借 借 地 権 割 合 ④ 709 ■ ;xコニー”“l”’xl 9C 固定資産税評価額
地
借地樗価額 ③ x ④ ⑤ 418000円バTIX125=5""500円／ボ

土
地 這 15 2.33 488 F'l 

゜
O F 15,600,000円

貸地価頷 ③ ⑤ ⑥ F 0 9 0円9 ヽゞ漏喪飛によと .. 
廷 1而当たりの復成価 額 ⑦ F ， 円 家 3.O62,000円

物
面 積 ⑧ ” ” ヽi こよる

｀ 
円

建 復成11i額 ⑦ x ⑧ ⑨ 
0 " 0 ~ 0円 賃借権等の内容

自 現僅率 1耐用年数 1経過年数 ⑩ I 』 ク・ I 零I ． | 箪I 分； 賃貸人0000

体 復成現価 ⑨ x ⑭ ⑪ J 062000 "' 0 m 0 f'l Ill蘊"’・虐R鐸ilillx1.0 平成0年0月0日から

物 惜地権付空家価額⑤十⑪ ⑫ 18.295 488 "' o p O Fl "‘Q2Q2!iiX l9-3g62̂ n̂m 月額so万円で賃僧中
II 借 家 橙 割合 ⑬ 

＇ 檜家 借家橙層額 ⑫ X ⑬ ⑭ 〇エ o p・ 0 にl川 1000円東滋四檜五

憎地権付貸家緬額 ⑫ ー ⑭ ⑮ F n f'l O F llli積兜ずる直樗n
宅地付空家価額③十⑪ ⑮ 円 0円 0円 澪s11.28付績慢当檀

宅地付貸家価額⑯一⑭ ⑰ 0. 0.  0 " ..江““・：憬式金9“ool1it9

換 価 の 特 殊 性 ⑪ 20% 3 659 098円 0 ~ 0円 ＇ヨ虐．＇， 25 000000円

処分予定価額③⑥⑫⑮⑯⑪ 一⑱ ⑬ 14.636000円 0円 0円 』●這＝＊“ 10000000円 （脅OOOtf!朽＼

充足 国税に優先する債権の額 ⑳ 1 O,QOO tlOO ii" に 円

判定 国税充足見込額 ⑪ 一 ⑳ ＠ 4 636 000円 0 " O F 

（注） 評定上参考となる事項襴には蓄暑を付し採用した根基を簡記する． （徴 1306)

第6 自用マンションの場ロ^
年 月 E] 

不動産（土嬉・建物）の処分予定髄額計算裏 特官・統括官 担当者

R ＠ 
滞納国税額 l 10 000 000 P< 

所 在地 ・ 地目・家呈番号・ 種類箪

（一棟の建物の表示） ［ ］ 実施年月日 令和年月日

羞
所在大阪市中央区OOIITST目5番地 建物の名称 00マンション （注）土地について、警通住宅地区で奥

確行価格捕正卒1.00の物件とする．
押 （敷地権の目的である土地の表示）

毘現地 飩査物
土地の符号 1大阪市中央区00町5T目5番 宅地 7130 19nl 

件 遠隔地 ・ 物件多数

の （専有部分の建物の表示） 翡
省 略

表
家屋蓄号 00町5薔の606 建物の番号 606 居宅鉄骨鉄筋コンクリート造1障建 6閉部分 3s1on1 

その他（；；； 査 ） 

（敷地権の表示）

土地の符号 1 敷地権の種類所賓樗 敷地権の割合 1億分の183,000 公11!1及び住宅地図 ⑨ 慧

物件写真 8 撫

評定事項 ＼ 
自用マンション

金額，面積・割合 金額・面積・割合 金額 ・面積・割合
評定上参考となる事項

ll! 1,,; 当たりの金額 ① 1 056,250 Pl 円 円tTII覺・，崎饂を涅閉する 00署JI.込時fili

土 面 積 ② 13.05 rrl 付 ' ti‘“冨＝吐止応x奥行価額補正寧 円
路線価 X1 25 

地 更地価額 ① x ② R 13 784,063円 0 " 0円 -845 000円 MX 1~0 ー,.,nnn.,、d
ti 借 地 権 割 合 ④ 60% ．凸濾霞＝nに編,>< 1.25 固定資産税評価顎
地
借地権価 額 ③ x ④ 土

地 ” ⑤ 97n 49R F n ● n ＂に ()00円/,rl)(1?5= ¥a:R 、.... . 円

貸地 Ill 額 ③—⑤ ⑥ F O F O F 麟＇ 円

建 1 rrl当たりの復成 11額 ⑦ 円 p: Fぽ、紐地権の且的である土地の＇｝ 傭i119負に“地帽n合を戴じ＿て 家 11,134,000円

物
園 積 ⑧ n~ 

｀ 

6 ●出l- 一 円

建 復成 11 額 ⑦ x ⑧ ⑨ 0円 O F・ 0 F 賃僅橙等の内容

自 現饉率 1酎用年数 1経過隼数 ⑩ |..J 量 | 霞I ． | 』 雪

体 復成現鍾 ⑨ x ⑭ ⑪ 11134000円

゜ ゜
d 占濯『疇撃'"'●厚

物 f11地権付空家緬額 ⑤ 十 ⑪ ⑫ 1940 38円 n p 0 F U全)Z*'"仝m-..,＋ 層 ＂重- 0％と

憎 借 家 権 割合 ⑬ 300万円とのいずれか鑢い轟11とする： 借家権僅額 ⑫ X ⑬ ⑭ 3 000 000円

゜
n x 20%-1 ,tn,t 38 x 20% 3 880 887 

憎地権付貸家価額 ⑫一⑭ ⑮ ロ n P 

゜
1000.0●0円<,..n●●9m 

宅地付空家価 ，額③ 十 ⑪ ⑯ 14 918063円 0' 

゜
●● 

宅地付貸家価額⑮一⑭ ⑰ ?1.!:118063 pc D • 

゜
ユ勺 128付璽涎贈槽

換 価 の 特 殊 性 ⑪ 20% 4383613 ~ n 0 p 糧憬儡壇宅ト・

処分予定価額③⑥⑰⑮⑯⑰ー⑱ ⑪ 17 534000円 0 F O F ..”.. 15 000000円

充足 国税に優先する債樗の額 ⑳ 10000000 e F m繹""'"'"'1.00001>00円 ，傘＾＾＾TDなヽ

祠定 国税充足見込額 ⑲ 一 ⑳ ＠ 7.534.000 Fl 0 " 0円

（注） 詳定上参考となる事項様には薔号を付し採用した橙基を簡記する。 （徴 1306)



第7 自用マンション（売買実例を使用）の場合
年 月 El 

¥分予定価額計算表 特官・統括官 担当者

滞納国税額 1 5000000 Pl I 
＠ ＠ 

所在地・地目・家屋番号・種類等

（一棟の建物の表示）
実施年月日 令和年月日

差 所在大阪市中央区00町6丁目6番地 建物の名称 00マンション I （注）土地について、普通住宅地区で奥］ 確
押 （敷地樗の目的である土地の表示） 行価格補正率1.00の物件とする。

詔現地詞査物
土地の符号 1 大阪市中央区00町6丁目6番 宅地 74,394ボ

件 遠院地 ・ 物件多数

の （専有部分の建物の表示） 罰 省 略
表

家屋番号 00町6番の707 建物の番号 707 居宅鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 7階部分 60 73 rri 
その他（ ） 示 査

（敷地権の表示）

土地の符号 1 敷地樗の種類所有権 敷地権の割合 1225分の1 公図及び住宅地図 R 無

物件写真 （荀 無

I¥ 自用マンション評定事項
金額・面積・割合 金額・面積・割合 金額・面積・割合

評定上参考となる事項

更 1 ボ当たりの金額 ① 円 円 円l<TT署疇 ｀ ーそ 00署見込時価

土 面 積 ② ポ -hの針霊畜件の他の号宣の売涵本』準に鼻出した 円
105,400 

地 更地価額 ① x ② ③ 0,“ 0 " n円 マン_._.... 105400 ni 

II 借 地 権 割 合 ④ 105 ~OQ屯:i x 60 73 6 ~00 9Hm  固定資産税評価額

地地II 借地権栖額③ X ④ ⑤ 土
円0円 0円 O F 

貸地価額 ③ ⑤ ⑥ 0円 0円 0 F 縫 円

建 1 rri当たりの復成価額 ⑦ Fi 円 p 家 5,000,000円

物
面 積 ⑧ r「 nイ nl ロ R 

建 復成価額 ⑦ x ⑧ ⑨ 0円 0円 n 賃借権筆の内容

自 現価率 1 耐用年数 1 経過年数 ⑩ 7 』 年 I 年1 年 I 年1

｀ 体 復成現価 ⑨ x ⑩ ⑪ 6 400 94 円 0 Pl 

゜
鼻‘＇ ぶ事穐口のll用

物 借地権付空家価頷⑪ ⑥ ⑫ 6-400942円 0円 0円 “=1占舅庫誌の●用,.這`..“-二..のl0%I:
II 借 家 権 割合 ⑬ 30% 300万円パの1ヽず h団 0,儡..ルょ
家.. 借家権価額 ⑫ x ⑪ ⑭ 1 920.183円 O F 0円 虐ゆ紐いウ宣ュロ x20% 6.̀oo』942X20% 1.9l0.283 

借地樗付貸家佃額 ⑫ ⑭ ⑮ 円 O F n Fi . ,,..,... ,'",...-ni.m 

宅地付空家僅額③十⑪ ⑯ 6400942円 0円 0 p 

宅地付貸家価額⑯ ⑭ ⑰ 4.480.659円 0円 O F 

換 価 の 特 殊 性 ⑭ oヽ 396 139 P!l n • 

゜処分予定価顎③⑥⑫⑮⑯⑰ ⑱ ⑬ 9 m.---Pl 0円 D 円 I ~,, nnoR宋汎四ほ五A

充足 国税に優先する債権の額 ⑳ 円 Pl F 

判定 国税充足見込額⑲ ⑳ ＠ 3 585000円 0円 O F] 

（注） 評定上参考となる事項欄には番号を付し採用した根基を簡記する。 （徴 1306)

第8 共同担保財産（一方の財産のみ公売）の場ロ^
年 月 日

け分予定価額計算豪 特官・統括官 担当者

滞納国税額 l 100 000,000 円 1

⑲ ＠ 

所在地・地目・家屋番号・種類等 | 

① （土地の表示）

［ ①の財産のみで公売する場合 l 実施年月日 令和年月日

差 所在大阪市中央区001Bf7T目 池蓄 47番地目宅地地積 500rrl'

押 （建物の表示）
毘現地訓査物

件
所在大阪市中央区00町7T目47番地 家屋番号 4項i 居宅 木造瓦葺2階建 1隋 150.00が 2階150.00対

遠院地 • 物件多数
の 訓

省 略
表
② （土地の表示）

その他（ ） 示 査
所在大阪市中央区00町8T目 地番勺晉地目宅地地積 600,OOrrl'

（追抄m表示） 公図及び住宅地図 ＾ l 
所在大阪市中央区00町8T目4番地 家歴番号付量居宅 木造瓦葺2陪建 1臨 15000ポ 2踏 15000ポ

物 件 写 真 1 （注）土地について、着通住宅地区で奥行価格補正率1.00の物

＼ 
宅地付自用建物((i)) 宅地付自用建物（②）

l 件とする。また、借地樗割合を60％とする。
評定事項 評

金額・面積・割合 金額・面積・割合 金額・面積・割合

更 1 rrl当たりの金額 ① 150000円 150 000円 引f喧見込腱儡を搾用する 00署見込時価

土 面 積 ② 50000~ 600.00 rrl 1'111員ii一路9JIlilix臭行饉額補正率
路線価 X1 25 

F 

地 更地価額 ① x ② ③ 75.000000円 90 000 000円 0円 110000円／ポX1 00 1jMQREjLJI! 

＂ 惜 地 権 割 合 ④ 60% 60% ・ ヽ9⇒Ill＝以 99□X125 固定資産税評価額

地地” 借地権僅額③ X ④ ⑤ 、 しnnnnnn ● ~· ....^ OO{) U n μ 逗 0_j)年 ,rrixU5'".00.0Q円 ぶ
土

①60,000,000円

貸地僅額 ③ ⑤ ⑥ 30 000.000 "' " 00'00 ロ O F lt9！公蹟叢示によ と 紬 2110 000 000円

建 1 ni当たりの復成価額 ⑦ F 円 F 
家

①8,000,000円

物
面 積 ⑧ "' ポ .. ,,_ 13 000 000円

廷 復成価頷 ⑦ x ⑧ ⑨ 0円 0円

゜
<111同宕畜白柑印Iii騒X1.0 賃借権箸の内容

自 現価率 1 耐用年数 1 経過年数 ⑩ | 膏I 夕
| 
年1

｀ 
I El .. 8 000 000 X 10 8 000 000円

体 復成現値i ⑨ x ⑩ ⑪ 0 000_000エ 13 000 000円

゜
n，占買徘鯰に薔する1l用

物 借地権付空家価額⑤十⑪ ⑫ 53 000.000円 67 000.000円 0円 ｛注l •←~-＾ー一ー 止しこ 、 0％と
借 借 家 権 割合 ⑬ 300万円 ー.'Lil,ーカ＿返い緬匹,.,,.

.. 家 借家権値額 ⑫ x ⑬ ⑭ 3 000000円 3 000.000 

゜
湿山口“つ一皿口X2.0% 53 000 000X 2-0% 10 600.000 

借地権付貸家価額 ⑫ ⑭ ⑮ 円 円 0円 ‘̂ ^̂  ̂^"'冒',... 、~^'---

宅地付空家値額③十⑪ ⑯ ° ̂ ^̂ ^̂  ̂n 103 000,000 e 0円1111 nnnm土•~血し＝コ

宅地付貸家値額⑯ ⑭ ⑰ 80 000000円 100 000.000円 0円l~1・ 心ー・●冨心..

換 価 の 特 殊 性 ⑩ 0% 16 000.000円 20, 20 000 000 

゜
皿610.!3け紐公疇I羹11!1蔭益9

処分予定価額③⑥⑫⑮⑯⑰ ⑱ ⑲ 

ー^ ＾^ ＾^ ＾

on 000_00_0 e n --;....、ヽ ヘ層疇2 虐

充足 国税に優先する債権の額 ⑳ 45,000000円 O F 円 偵樗元本且 45 ,000 ,00Q日 ＇ ＾＾＾＾m~ I

判定 国税充足見込額⑲ ⑳ ＠ 19 000.000 Fl 80 000000円 0円

（注） 評定上参考となる事項憫には番号を付し採用した根基を箇記する。 （徴 1306)



第9 共同担保財産（両方の財産を公売）の場合
年月日

り分予定価額計算襄 特官・統括官 担当者

滞納国税額 I 100000000 円
R ⑮ 

所在地・地目・家屋番号 ・種類 疇

① （土地の表示） I ］ 実施年月日 令和年月 日

差 所在大阪市中央区00町7T目地書り書池B蕊頑匹パ ①との両方を公売する場合

押 （建物の表示） 認 現地開査

： 所在這市中央区00町7T目4噴地釦置書号 4濯居宅お証；葺2階建 1限 150.00バ囀 150,OOポ 遠隔地，物件多数

の 関 省略

： ゆ（土の表示） 査 その他（ ） 

所在大年中央区00町8T目 地壽q、・地8宅地馳積 aoooorrl

直書の表示） 公図及び住宅地図 ― - ］ 
物 件 写 真l（注）土地について．警通住宅地区で奥行偏格捐正寧1000)物

己で 大阪T中央区〇""'●1日ー惰撓蒙墨書号 宅木壼瓦葺2階蘊 9,.1..00ポ2腎 9moo"' 件とする。また、借地樗割合を60％とする．

＼ 
宅地付自用建物((j)) 宅地付自用猛物（②） 評 I 

評定事項 ～ー一 一一下 一
金額・面積・割合 金額・面積 ・割 合 金額・面積・割合

更 1 rri当たりの金額 ① 150.000円 150000 F 円1,T"ヽ 00署見込時価

土 面 積 ② 500 00 • 600.00 n H・・＝：路絨儡XIi行ば正,. "路"線・・価-X.1 2.. 5 ~ 
地 更地価額① x ② ③ 75 000 000円 90000,000 O円 120 000円／nlx1.oo 120000円／ni

II 借 地 権 割 合 ④ 60% 80％ 見込鴨國 —o ．．ー x12 5 11!1定資産税評価額

地: fff地権価頷 ③ x ④ ⑤ 45 000 000円 54JlDO.D<l0 • n = 1？函0円14x195 1500001'1/rrl ± G)6o.000,000円
貸地iii額 ③ ⑤ ⑥ 30 000 000円 36000000 0円112,公9売示による 曲 1'170000000円

建 1ポ当たりの復成 11額 ⑦ 円 P 円ldl ― •一 XI.0 家 (i)8.000,000円

物面 積 ⑧ ． " ,nnnnnnx 10;8凶 0000円 四 '13000000"I 

建 復成価額 ⑦ x ⑧ ⑨ 0 Pl O • 0 13000000X 1.0-13000000円 賃僅権嶋の内容

自 衷Iii率 Im年数 1経過年数 ⑱ 1 』 • I J • I ..l l.n占和鳩鯰に贄する貫"'

体 復成現価 ⑨ x ⑩ ⑭ 8000000円 13000.000円 0 叩占青II飩旦罠即L且生慣付マ鵞轟閃の90％と

物 饉地権付空家樋額 ⑤ 十⑪ ⑰ 53 000000円 67 000 000 0 300万円とのい情’れか籠い儡闘とr6

借 借 家 権 割合 ⑬ f1地帽付空冨11証X20%=53 000 000 X 20%-10 600 000 

家這 借家権僅額 ⑫ x ⑬ ⑭ '000000 ~ 3000.000 • 0 3000000円 <1-O600.000円

借地権付貸家価額 ⑫一⑭ ⑮ ~ e o --·- ~ --~-X 20%=67 000 000 X >0% 13 400 000 

宅地付空家価額 ③ 十⑪ ⑯ 930印 叩0円 103 000 000 • 0円ヽ ， ＾＾ ＾mm ノ 9 9 •oollOom , 

宅地付貸家価額 ⑯ー⑭ ⑰ 80 000 000 • 100.000.000 • 0 円 1~1000円未潤llll 捨五人

換僅の特殊往⑩ 10% 16 000 000円 20% 20 000.000 F 0_|心.....ず ,.“・ロ

処分予定価額③⑥⑰⑮⑩⑰ ー⑩ ⑲ 64 000 000円 80000 000 • 0円 平610.!3付If呉疇hf+r1兵閲紐“I

充足 国税に優先する債権の額 ⑳ on 000 000 • 25 000 000 • 円 と山..ー＾＾償麟幽Ill

判定 国税充足見込額 ⑲ ～ ⑳ ＠ 44 000 000円 55000000 • 0円 債檀元亭騒 45000000円（令0.0.0硯在）



自動車 ・動産等換価事務マニュアル

平成 30年 6月

大 阪国税局

徴収部徴収課
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第 2章自動車

第2章は、自動車に係る謂査から引楊動産等の壱理までの流れや手続を示したものである。
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第2 事前検討事項

自動車の差押えに当たっては、署において次の事項等を事前に把握・検討した上で、局徴収課（指導

第三係）にその検討結果を連絡する。

1 保管施設の検討

差押えを実施した後、滞納者又は保管業者に保管させるのか、署又は局に搬出して保管するのかを

検討する。

なお、署又は局等において保管する場合は、保管施設（駐車場等）が自動車の高さ、幅、長さ等に

問題がないか確認する。

2 運行を制限するための備品の手配

滞納者等に保管させた場合は、その運行を許可する場合を除き、その運行をさせないための適当な

措置を講じなければならない（徴71⑤)ことから、ハンドルロックやタイヤロックを事前に手配して

おく必要がある。

なお、ハンドルロックを使用する場合は所轄の特整特官、タイヤロックを使用する場合は局徴収課

（指導第三係）へ連絡する。

3 搬出費用の見積り

搬出業者により搬出させることを検討している場合は、搬出費用を見積もる必要がある。

なお、搬出費用の見積りに当たっては、最低2社から見積りを徴取することに留意する。

おって、搬出業者の手配に当たっては、インターネット等を活用して搬出業者を把握する。

4 処分予定価額の算定

換価価値の有無を判断するため、現地調査時に把握した事項を基にインターネット等を活用して処

分予定価額を算定する。
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第3 差押え

自動車の差押えを行う場合は、

達により行う（徴71①)。

自動車を差し押さえたときは、その自動車の本拠の所在地を管轄する運輸支局等に差押えの登

録を嘱託しなければならない（徴71①、徴基通71-4~6)。

また、差押えの登録を嘱託する場合は、「登録嘱託書（第6号様式）」、

因証明書（差押調書謄本）」を添付し、運輸支局等に送達する。

「登録嘱託書（第6号様式）」が不足する場合は、局徴収課（指導第三係）

「差押調書（不動産等用）」 を作成し、滞納者に対して 「差押書」 の送

なお、

「登録の目的等」及び「登記原

おって、

（注） 自動車の差押えは運輸支局等に差押えの登録を行う必要があるため、「差押調書（不動産等用）」を使用する。

【「差押調書」、 「差押書」、 「差押調書證本」及び「別紙財産目録」の例】
l 

1 | 1. | 9 —• . ".. ー

ぶ．． ＃．．．：：＇：むぺ，’わ1芯‘:• ：ー：五·＇ょ·ヽ•‘• ,::-9
i•: • 9' ., L-

□三三1．丑吋缶加：：：•:：：5：：●：：．：：：i:：：．：：：：．．．＂ー．．
i• : :::::::2::: :~:;::: ::::: ;~-::.::::::.::-:::..."' 
、q•…59—’~ ←ゴ～29竺血，，ユえ

＂ ． 眉 ・~.T.':.;：：らヤ'.m.f•9.7出直

ロ［言
□ ・ 贄褥■● ● ＊ 

．．  ＿
 

禄

..., は

財産目

白饂韻翡 這 33 3さ12 3 4 
......................................................... 
稟台誉号 AAAll-1111111 
............................. 
直名 ．．．． 
.............................. ・ ・........... 
皿 1

............................................................... 
塑式 BBー123459 

.......................................................... 
輯蜘 l23 
........................................ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・............................. 
自動置往琶ill通梗21目及び自動竃搭黙百償畳ほ保険田nを1述を町り上げる．

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

以余白
.............. 

＂見（

【「登録嘱託書（第6号様式）」、 「登録の目的等」の記載例】

ー

戸 鬱 ＿l
I 四•「ii丁il l | LU | | lll------lJ 
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大 分 類共通（研修関係）

中 分 類講習、研修関係曹類

名称（小分顆）研 修 資 料

保存期間（満了日） 会3年（令和 10年3月末）

I ：収：務新第任者：Jf修』 l

演習問題

大阪国税局

徴収部 徴収課

令和 6 年 9 月 3 0 日



〔演習問題 1〕

次の内容を基に、処分予定価額計算表を作成しなさい。

1 差押物件

(1) 所在

地番

地目

地積

00市xx町

567番8

宅地

303. 30 rri 

2 参考事項

3 

(1) 路線価 65,000円

(2) 固定資産税評価額土地 12, 000, 000円

(3) 奥行価格補正率 l. 0 

(4) 差押物件上に建物は存在しない。

充足判定の参考となる事項

(1) 大阪税務署差押対象国税 5, 000, 000円

差押年月日 平成 25年1月10日

法定納期限等 平成 22年3月15日

(2) A銀行 抵当権設定 20,000,000円

抵当権設定登記 平成 18年1月25日

現在債権額 13, 000, 000円

(3) B金融 根抵当権設定 20,000,000円

根抵当権設定登記平成 23年6月1日

現在債権額 17, 850, 000円



〔演習問題2〕

次の内容を基に、処分予定価額計算表を作成しなさい。

1 差押物件

(1) 所在 口口市△△町

地番 1番 1

地目 宅地

地積 320. 01 rrl 

(2) 所在 口口市△△町 1番地1、1番地2

家屋番号 1番 1

種類 店舗

構造 木・鉄筋コンクリート造スレート葺2階建

床面積 1階 176.0lrri 2階 157.11 m' 

2 参考事項

3 

(1) 路線価 15, 000円

(2) 借地権割合 60% 

(3) 固定資産税評価額土地 3,500, 000円

建物 3, 000, 000円

(4) 建物解体工事費 16, 000円／m2

(5) 建ぺい率 60% 

(6) 容積率 200% 

(7) 奥行価格補正率 1.0 

(8) 滞納者及びその親族が居住している。

充足判定の参考となる事項

(1) 大阪税務署差押対象国税 6,000,000円

差押年月日 平成24年3月5日

法定納期限等 平成23年 11月17日

(2) C銀行 抵当権設定 20, 000, 000円

抵当権設定登記 平成 10年2月20日

現在債権額 5, 500, 000円

(3) D市 対象地方税 900,000円

参加差押年月日 平成25年3月27日

法定納期限等 平成24年 10月11日



大 分 類共通（研修関係）

中 分 類講習、研修関係書類

名称（小分類）研 修 資 料

保存期間（満了日） 会3年（令和 10年3月末）

l：収：斗務新第任者：Jf/：］［
令和 6 年 9 月 3 O B 

演習問題回答用紙

大阪国税局

徴収部 徴収課



令和年月 日

特官・統括官 1 担当者

不動産（土地・建物）の処分予定価額計算表

整理番号 1 | 氏名 I （名称） I 碕誓地） I 滞納額 I 5. ooo. ooo円
所在地・地目・家屋番号・種類等

実施
差 （土地の表示）

年月日
令和 年 月 日

押 所在 00市xx町 地番 567番8 地目宅地 地積 303. 30吋 確 現地調査物

件
認 遠隔地 ． 物件多数
調 省略の
査 その他（ ） 表

ホ 公図及び住宅地図 有 ． 無
物件写真 有・ 細‘‘‘ 

評定事項 ＼ 金額・面積・割合 金額・面積・割合 金額・面積・割合 評定上参考となる事項

lm'当たりの金額 ① 円 円 円① 署見込時価を採用する。 署見込時価
更

面積 ② 路線価＝路線価x奥行価格補正率
地 rri ni m̀ 

路線価X1. 25 円
土 更地価額 ①x② ③ 円 Fl 円

地 借 借地権割合 ④ ％ ％ ％ 固定資産税評価額
地
権 借地権価額 ③x④ ⑤ 円 円 円 土 円

貸地価額 ③―⑤ ⑥ 円 円 円 地 円

lm'当たりの復成価額 ⑦ 円 円 円 家 円

建 面積 ⑧ rri m' rri 屋 円
物

復成価額 ⑦x⑧ ⑨ 賃借権等の内容
自 円 円 円

建 体 現価率 I耐用年数 I経過年数 ⑩ I 年 1 年 I 年 1 年 年 II 年

物 復成現価 ⑨x⑩ ⑪ P1 円 Pl 

借地権付空家価額 ⑤十⑪ ⑫ 円 円 円

塁 借家権割合 ⑬ ％ ％ ％ 

権 借家権価額 ⑫x⑬ ⑭ 円 円 円

借地権付貸家価額 ⑫―⑭ ⑮ 円 円 円

宅地付空家価額 ③十⑪ ⑯ 円 円 円⑲I.000円未満四捨五入
宅地付貸家価額 ⑯―⑭ ⑰ 円 円 円⑳優先する債権額

換価の特殊性 ⑱ ％ 円 ％ 円 ％ 円

処分予定価額 ③—⑱ ⑲ 円 円 円

充足 国税に優先する債権の額 ⑳ 円 円 円
判定 国税充足見込額 ⑲—⑳ ⑳ 円 円 円



令和年月 日

特官・統括官I 担当者

不動産（土地・建物）の処分予定価額計算表

整理番号 1
I 

氏名 I 
（名称） I 心冒也） I 

滞納額 I 6. ooo. ooo円

所在地・地目・家屋番号・種類等
実施

差 （士地の表示）
年月日

令和 年 月 日

押 所在 □口市△△町 地番 1番1 地目宅地 地積 320.0lnf 確 現地調査物
件

認 遠隔地 物件多数

の （建物の表示） 調 省略

表 所在 □口市△△町 1番地1、 1番地2 家屋番号 1番1 種類店舗 査 その他（ ） 

ホ 構造 木・鉄筋コンクリート造ストレー ト葺2階建 公図及び住宅地図 有 佃し‘‘

床面積 1階 176.01面 2階 157.llrrr 物件写真 有
価’‘‘‘ 

評定事項 ＼ 金額・面積・割合 金額 ・面積 ・割合 金額 ・面積・割合 評定上参考となる事項

lm当たりの金額 ① 円 円 円① 署見込時価を採用する。 署見込時価
更

面積 ② 路線価＝路線価x奥行価格補正率
地

m• ni m' 
路線価Xl. 25 円

土 更地価額 ①x② ③ 円 円 円

地 借 借地権割合 ④ ％ ％ ％ 固定資産税評価額
地

⑤ 権 借地権価額 ③x④ 円 円 円 上 円＿＿＿  

貸地価額 ③―⑤ ⑥ 円 Pl 円 地 円

1面当たりの復成価額 ⑦ 円 円 円 家 円

建 面積 ⑧ ni m' rri 屋 円
物

復成価額 ⑦x⑧ ⑨ 賃借権等の内容
自 円 円 円

建 体 現価率 I耐用年数I経過年数 ⑩ I 年 1 年 I 年 1 年 年 1 年

物 復成現価 ⑨x⑩ ⑪ 円 円 円

借地権付空家価額 ⑤十⑪ ⑫ 円 円 円
借 借家権割合 ⑬ ％ ％ ％ 
家

⑫x⑬ ⑭ 権 借家権価額 円 円 円

借地権付貸家価額 ⑫―⑭ ⑮ 円 円 円

宅地付空家価額 ③十⑪ ⑯ 円 円 円

宅地付貸家価額 ⑯―⑭ ⑰ 円 円 円⑲l,000円未満四捨五入
換価の特殊性 ⑱ ％ 円 ％ 円 ％ 円⑳優先する債権額

処分予定価額 ③—⑱ ⑲ 円 円 円

充足 国税に優先する債権の額 ⑳ 円 円 円

判定 国税充足見込額 ⑲—⑳ ⑳ 円 円 円



大 分 類共通（研修関係）

中 分 類講習 、研修関係書類

名称（小分類）研 修 資 料

保存期間（満了日） 会3年（令和 10年3月末）

I ：収：斗務新第任者:修]| 
令和 6 年 9 月 3 0 日

演習問題解答

大阪国税局

徴収部 徴収課



日

〔演習問題1〕

不動産（土地・建物）の処分予定価額計算表
整理番号 l I氏名・名称 I住所（所在） I 滞納額 5, 000, 000 a 

所 在 地 . 地 目 ． 家 屋 番 号 種 類 等

差 （土地の表示）
実施

令和 年 月 日
年月日

押 所在 00市xx町 地番 567番 8 地目宅地 地積 303. 30吋 確 現地調査物
件

吾ロ刃心 遠隔地・物件多数
調 省略の
査 その他（ ） 表

示 公図及び住宅地図 有 . 無
物件写真 有 . 無

評 定 事 項 ＼ 更地 評 定 上 参 考 と な る 事 項
金額・面積・割合 金額・面積・割合 金額・面積・割合

更
, ni当たりの金額 ① 81, 250 F'l 円 円① 署見込時価を採用する。 署見込時価

土
面 積 ② 303. 30ボ ボ ボ 路線価＝路線価x奥行価格補正率

路線価X1. 25 地
更地価額 ① X ② ③ 24, 643, l 25円 65, 000円／m次l.0=65, 000円／m円 円 円

借 借地権 割 合 ④ ％ 見込時価＝路線価Xl. 25 固定資産税評価額
地 地
借地権価額 ③ x ④ ⑤ 65,000円／nix1. 25=81, 250円／m' 土 12, 000, 000円権 円 円 円

貸地価額 ③―⑤  ⑥ 円 円 円② 公簿表示による。 地 円

建
1 ni当たりの復成価額 ⑦ 円 円 円 家 円

建 物
面積 ⑧ rri ボ m 屋 円

復成価額 ⑦ X ⑧ ⑨ 円 円 円 賃借権等の内容
自
現価率l耐用年劇⑨経過年数 ⑩ I 年1 I 叫 | 年1年 年 年

体 復成現価 X ⑩ ⑪ 円 円円

物 借地権付空家価額⑤十⑪ ⑫ 円 円 円
借 借家権 割 合 ⑬ ％ 

権家 借家権価額 ⑫ X ⑬ ⑭ 円 円 円

借地権付貸家価額 ⑫―⑭  ⑮ 円 円 円

宅地付空家価額 ③十⑪ ⑯ 円 円 円⑲ 1. 000円未満四捨五入
宅地付貸家価額 ⑯―⑭  ⑰ 円 円 円⑳ 優先する債権額

換 価 の 特 殊 性 ⑱ 20 % 4, 928, 625円 ％ 円 ％ 円 平18.1. 25付抵当権
処分予定価額 ③⑥⑫⑮⑯⑰—⑱ ⑲ 19,715,000円 円 円 抵当権者： A銀行

充足 国税に優先する債権の額 ⑳ 13,000,000円 円 円 現在債権額： 13,000, 000円
判定 国税充足見込額 ⑲―⑳  ⑪ 6, 715, 000円 円 円



〔演習問題2〕

不動産（土地・建物）の処分予定価額計算表
整理番号 l I氏名・名称 ［住所（所在）［ 滞納額 6, 000, 000 a 

所 在 地 . 地 目 • 家 屋 番 号 ． 種 類 等
差 （土地の表示）

実施
令和 年 月 日

年月日
押 所在 □口市△△町 地番 1番 1 地目宅地 地積 320. 01吋 確 現地調査物
件

吾口刃9b 遠隔地・物件多数

の
（建物の表示） 調 省略

表 所在 □口市△△町 1番地1、1番地2 家屋番号 1番 1 種類店舗 査 その他（ ） 

ホ 構造 木・鉄筋コンクリート造ストレート葺2階建 公図及び住宅地図 有 • 無
床面積 1階 176. O 1吋 2階 157. 11面 物件写真 有 • 無

評 定 事 項 ＼ 
宅地付自用建物

評 定 上 参 考 と な る 事 項
金額・面積・割合 金額・面積・割合 金額・面積・割合

更
1ポ当たりの金額 ① 18, 750円 円 円① 署見込時価を採用する。 署見込時価

土 地
面 積 ② 320. 01が ボ ボ 路線価＝路線価x奥行価格補正率

路線価X1. 25 
更地価額 ① X ② ③ 6, 000, 188円 円 円 15, 000円／nix1. O= 15, 000円／m2 円

借 借地権 割 合 ④ 60 % 見込時価＝路線価X1. 25 固定資産税評価額
地 地
借地権価額 ③ x ④ ⑤ 3,600, 113円 15, 000円／m次l.25=18, 750円／m' 土 3, 500, 000円権 円 円

貸地価額 ③―⑤  ⑥ 2,400,075円 円 円② 公簿表示による。 地 円

建
1ポ当たりの復成価額 ⑦ 円 円 円 家 3, 000, 000円

物
面積 ⑧ ボ 対 rri 屋 円

建
自
復成価額 ⑦ x ⑧ ⑨ぃ 円 円 円 賃借権等の内容

現価率 I耐用年数⑨l経過年数 ⑩ | 叫 年 | 叫 年 | 年 1 年

体 復成現価 X ⑩ ⑪ 3, 000, 000円 円⑪ 固定資産税評価額X1. 0 円

物 借地権付空家価額⑤十⑪ ⑫ 6, 600, 113円 円 円 3,000,000円X1. 0=3, 000, 000円
借 借家権 割 合 ⑬ 
権家 借家権価額

％ 

⑫ X ⑬ ⑭ 1, 320, 023円 円 円⑭ 占有排除の費用

借地権付貸家価額 ⑫―⑭  ⑮ 円 円 円 ⑫X 20% = 1, 320, 023円

宅地付空家価額 ③十⑪ ⑯ 9, 000, 188円 円 円 1. 320, 023 円 ~3. 000, 000円
百 也付貸家価額 ⑯—⑭ ⑰ 7, 680, 165円 円 円⑲ 1, 000円未満四捨五入
換 価 の 特 殊 性 ⑱ 20 % 1, 536, 033円 ％ 円 ％ 円⑳ 優先する債権額

処分予定価額 ③⑥⑫⑮⑯⑰―⑱ ⑲ 6, 144, 000円 円 円 平10.2.20付抵当権

充足 国税に優先する債権の額 ⑳ 5, 500, 000円 円 円 抵当権者： C銀行
判定 国税充足見込額 ⑲—⑳ ⑪ 644,000円 円 円 現在債権額： 5,500,000円



大 分 類共通（研修関係）

中 分 類講習、研修関係書類

名称（小分類）研 修 資 料

保存期間（満了日） 会3年（令和 10年3月末）

I ：収］斗務新第任者,修]| 
令和 6 年 9 月 3 0 日

公 売 事 例 紹 介

大阪国税局

徴収部 特別整理総括第二課



公売事例紹介

1 はじめに

2 公売制度概要

(1) 入札（期日、期間）

(2) 競り売り（期日、期間（インターネット公売））

3 公売実施に向けた調査事項

(1) 動産

精通者意見の聴取

(2} 不動産

イ 鑑定士への鑑定依頼

口 各種調査（事前調査、官公庁調査、現地調査、その他）

4 大切な買受勧奨

5 公売事例紹介

6 まとめ



国叩豆召

•不動産

主に期間入札にて実施
I 

主にインターネット公亮にて実施

令和6年5月29B開札分

Z'7区分命 ち、1U区分が亮却

→亮却率 409% 
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會租5事罷年虐累計夷却率
459%(63区分／1:3-区分）

競り亮91期間令和6年2月5日～78

4区分0うち、四が亮却
→亮却率 100.0% 

（参考）

會和5事霧年虐暴計亮却率

100.0%(7区分／7区分）
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l 公亮実施した物件の紹介

六薦荘町0物件

見積饉額

63.979.000円
↓ 

亮却価額

80.100.000円

925.2％上昇I

”しティエの時計

見積僅額

4.900.000円
↓ 

亮却価額

8.111.000円

165.5％上昇！ ！ 

東京ベイコート倶楽部
見積鍾額

1.787.000円
↓ 

亮却価額

Z.444.100円

136.8％上昇！

メIUコテス・ベンツ
見積価額

3.640.000円

亮却価額↓ J‘’ 

5.532.111円

152.0%.1:昇！ ！ 



令和6事務年度 公売スケジュール表

公売方法 実施年月 I広報原稿締切日 公売公告 I 入札期間 I 開札日 売却決定日※1I 充当日※2
農地 令6. 4. 26（金） 令6. 6. 6（木） 令6. 8. 23（金）

① I令6. 9. 3（火）
期間 令6. 9 令6. 9. 3（火） ｛ l |令6. 9. 10（火）

～令6. 8. 30（金）ー船令6. 6. 7（金） 令6. 8. 1（木） 13|令6. 9 24（火）

農地 令6. 6. 7（金） 令6 7. 4（木） 令6. 9. 27（金）
Q 1令6 10. 8（火）

期間 令6 10 令6.10. 8（火） g 令6 10. 15（火）
～令6.10. 4（金）一般 令6. 6. 21（金） 令6. 9. 5（木） ＠ ，令6.10. 29（火）

農地 令6. 6. 7（金） 令6. 8. 1（木） 令6.11. 8（金）
(1 令6 11.19（火）

期間 令6.11 令6.11. 19（火） ② 令6.11. 26（火）
～令6.11. 15（金）一般 令6. 9. 6（金） 令6.10. 10（木） (3 令6.12. 10（火）

農地 令6. 9. 6（金）令6.10. 10（木） 令7. 1. 10（金）
(1) 令7. 1. 21（火）

期間令7. 1 令7. 1. 21（火） 迄）令7. 1 28（火）
令6.11. 1（金） I 令6.12. 5（木） ～令7. 1. 17（金）一般 ＠ 令7. 2 10（月）

農地 令6.10. 4（金） 令6 11. 7（木） 令7.2. 7（金）
① 令7. 2 18（火）

期間 令7. 2 令7. 2. 18（火） ② 令7. 2. 25（火）～令7. 2. 14（金）一般 令6.12. 6（金） 令7. 1. 16（木） ③ 令7 3. 11（火）

農地 令6.11. 1（金） 令6.12. 5（木） 令7. 3. 7（金）
① 令7 3. 18（火）

期間 令7. 3 令7. 3. 18（火） ② 令7. 3. 25（火）
～令7. 3. 14（金）一般 令7. 1. 17（金） 令7. 2. 13（木） ③ 令7. 4. 8（火）

令7. 5 1農地
令7. 1. 17（金） 令7. 2. 13（木） 令7. 5. 9（金）

Q) 令7. 5. 20（火）
期間 令7. 5. 20（火） @ 令7. 5. 27（火）

～令7. 5. 16（金）一般 令7. 2. 21（金） 令7. 3. 27（木） (_3) 令7. 6. 1 0（火）
※1 ①動産、有価証券、電話加入権②船腑、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権又は電話加入権以外の無体財産権等③不動産

※2 公売財産が動産の場合、買受人の代金納付日によっては、充当日が変更となる場合がある。

※3 公売会場または開札の場所を表示している。

【インターネット公売】

実施年月 広報原稿締切日 公売公告 買受申込（入札）期間 1 売却決定日※1

① 令6. 9. 6（金）

令6.9 令6. 6. 7（金） 令6. 8. 8（木） 令6. 9. 2（月）
～令6. 9. 4（水）

② 令6. 9. 13（金）

③ 令6. 9. 27（金）

① 令6.11. 15（金）
令6.11. 11（月）

令6.11 令6. 9. 6（金） 令6 10. 15（火）
～令6.11. 1 3（水）

② 令6.11. 22（金）

③ 令6.12. 6（金）

① 令7. 2. 10（月）

令7.2 令6.12. 6（金） 令7. 1. 9（木）
令7. 2. 4（火）

令7. 2. 17（月）
～令7. 2. 6（木）

② 

③ 令7. 2. 28（金）

I 

令7 5 

［ 未 定
※1 ①動産、有価証券、電話加入権②船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶、債権又は電話加入権以外の無体財産権等③不動産

1令6. 9. 20（金）
1令6. 9. 20（金）
令6.10. 4（金）
令6.10. 25（金）
令6.10. 25（金）
令6.11. 8（金）

1令6.12. 6取（釜金了） 
1令6.12. 
1令6.12. 20（金）
1令7. 2. 7（金）
1令7. 2. 7（金）
1令7. 2. 20（木）
1令7 3. 7（金）
令7. 3. 7（金）
令7. 3. 21（金）
令7. 4. 4(金）

令7 • 4 • 1 48 （（ 金金） ） 
令7. 4. 
令7. 6. 6（金）
令7. 6. 6（金）
令7. 6. 20（金）

1買受代金納付期颯

令6. 9. 17（火）

令6. 9. 30（月）

令6.11. 26（火）

令6.12. 9（月）

令7. 2. 18（火）

令7. 3. 3（月）

I 

特別整理総括第二課

追加入札 I 備考※3

令6.10. 21（月）
15階第2会議室

～令6.10 25（金）

15階第1会議室
令7. 1. 20（月）
～令7. 1. 24（金）

15階第1会議室

15階第1会謙室
令7. 4. 7（月）
～令7. 4. 11（金）

15階第1会議室

15階第1会議室
令7. 6. 16（月）
～令7. 6. 20（金）

15階第1会議室

充当日 備考

令6. 9. 27（金）

令6.10. 10（木）

令6.12. 6（金）

令6.12. 19（木）

令7. 2. 28（金）

令7. 3. 13（木）

］ 



別紙

令和 6年度インターネット公売実施日程表

手 続 等 第1回 第2回 第3回 第4回

実施期間
令和 6年4月上旬 令和 6年7月上旬 令和 6年9月中旬 令和 6年11月下旬
.~ ～ ～ ～ （公売に係る作業開始から終了まで）

令和 6年6月下旬 令和 6年10月上旬 令和 6年12月下旬 令和 7年3月中旬

オークションサイトヘの
令和 6年4月上旬 令和 6年7月上旬 令和 6年9月中旬 令和 6年11月下旬

参
公売財産情報等の登録可能期間 ～ ～ ～ ～ 

開加 令和 6年4月24日（水） 令和 6年8月9日（金） 令和 6年10月16日（水） 令和 7年 1月to日（金）
始申
前込 公売公告及び見積価額公告 4月23日（火） 8月8日（木） 10月15日（火） 1月9日（木）

4月24日（水）午後 1時 8月9日（金）午後 1時 10月16日（水）午後 1時 1月10日（金）午後 1時
※公売参加申込みの受付期間 ～ ～ ～ ～ 

5月8日（水）午後5時 8月23日（金）午後5時 10月30日（水）午後5時 1月24日（金）午後5時

買参 ※現金等による公売保証金の提供期限 5月16日（木）午後2時 8月29日（木）午後2時 11月7日（木）午後2時 1月31日（金）午後2時
受加
申申 ※公売参加申込みに当たって必要な書頚（本人確

5月16日（木）午後5時 8月29日（木）午後5時 11月7日（木）午後5時 1月31日（金）午後5時込込 認書類等）の提出期限
終開
了始
参加申込者の確定（本申込登録処理） 5月17日（金）午後5時 8月30日（金）午後5時 11月8日（金）午後5時 2月3日（月）午後5時！ 

5月20日（月）午後 1時 9月2日（月）午後 1時 11月11日（月）午後 1時 2月4日（火）午後 1時
※買受申込期間 ～ ～ ~ ～ 

5月22日（水）午後 1時 9月4日（水）午後 1時 11月13日（水）午後 1時 2月6日（木）午後 1時

最高額買受申込者の庁報告 5月23日（木）正午 9月5日（木）正午 11月14日（木）正午 2月7日（金）正午

最高価申込者の決定
※ （公売情報HPでの告知） 5月24日（金）午前10時 9月6日（金）午前10時 11月15日（金）午前10時 2月10日（月）午前10時

入札終了ボタン押下 5月24日（金）午前10時～正午 9月6日（金）午前10時～正午 11月15日（金）午前10時～正午 2月10日（月）午前10時～正午

買
i受
※売却決定（動産等） 5月24日（金）午前11時 9月6日（金）午前11時 11月15日（金）午前11時 2月10日（月）午前11時代申

金込
納終
※売却決定（不動産以外の不動産等） 5月31日（金）午前10時 9月13日（金）午前10時 11月22日（金）午前10時 2月17日（月）午前10時

付了
後

※売却決定（不動産） 6月14日（金）午前10時 9月27日（金）午前10時 12月6日（金）午前10時 2月28日（金）午前10時

※買受代金の納付期限（不動産以外） 6月4日（火）午後2時 9月17日（火）午後2時 11月26日（火）午後2時 2月18日（火）午後2時

※買受代金の納付期限（不動産） 6月17日（月）午後2時 9月30日（月）午後2時 12月9日（月）午後2時 3月3日（月）午後2時

入札確定処理期限 6月18日（火）午後5時 10月1日（火）午後5時 12月10日（火）午後5時 3月4日（火）午後5時

公売保証金納付の請求期限
6月25日（火） 10月8日（火） 12月17日（火） 3月11日（火）（オークションサイト業者へ必着）

（注） ※印は、公売公告事項を表す。



令和6年度第1回インターネット公売の実施日程

B付 1 1 峙塑 手 続

令和6年
4月上旬

公売情報HP・オークションサイトヘのアップロード作業開始

ご
8

⑤
篇
四
ふ
8

竺
屈
g
g
g
白
面
四
函
g

疇
量
疇
[-目
―皇
ーニ
髯
三
冒
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13:00 

公売（見租価額）公告、公売情報HP公開日

オークションサイト公開（参加申込・保証金受付開始）

参
加
申
込
・
下
見
会
開
催
期
間

17:00 公売参加申込み受付終了

5月17日 1（金）

14:00 

17:00 

(17:00) 

公売保証金の提供期限

本人確認書類・委任状等の提出期限

公売参加申込者ーの確定（本申込登録処理期限）

13:00 買受申込み受付開始

13:00 

旦
(12:00) 

10:00 

(10:05) 

11:00 

買受申込み受付終了（呼び上げボタン押下）

最高額買受申込者の確定

最高額買受申込者の報告（最高価申込者告知一覧表）

最高lilli申込者の決定（動産等）

最高価申込者の決定（不動産等、要公告・通知）

最高価申込者の氏名等の告知(5分間公売情報HP上に公開）

競り売り終了の告知(5分間公売情報HP上に公開）

売却決定（動産等）

10:00 売却決定（不動産以外の不動産等）

14:00 

(17:00) 

貫受代金の納付期限（動産及び不動産以外の不動産等）

引渡方法等の登録期限

公売財産の引渡し（直接引渡し、運送業者等）

滞納処分費の確定（徴収の決議）

［動】配当日は配当計算書発送の一週間後の日(6月10日～13日）

⑨

9

閲
g
喜
6月12日 1（水）

g
②
g
⑤
 
言

10:00 売却決定（不動産）

14:00 

(17:00) 

買受代金の納付期限（不動産）

オークションサイト業者へ公売保証金納付の請求

オークションサイト業者へ証明書類の返逗

滞納処分費の確定（徴収の決議）

入札確定処理期限（入札取消ボタン押下期限）

【不］配当日は配当計算書発送の一週間後の日(6月24日～27日）

※時刻で（）書きしているものは、公売公告に記意しないことに留意する．

※配当計算書に係る記載については、買受代金納付躙裏に領収手絞を行った場合の記章である。



令和6年度第2回インターネット公売の実施日程

日付 1 1 時刻 手 餞

令和6年
7月上旬

公売情報HP・オークションサイトヘのアップロード作業開始

8月8日

8月9日

8月10日

8月11日

8月12日

8月13日

8月14日

8月15日

8月16日

8月17日

8月18日

8月19日

8月20日

8月21日

8月22日

8月23日

8月24日

8月25日

8月26日

8月27日

8月28日

g

-ag―⑧一⑤
一g
-g
-
8
面
一
9
一
⑨
而
歪
g
-
g

-ag
面
一
⑤
＿凶
g

13:00 

公売（見積価額）公告、公売情報HP公開日

オークションサイト公開（参加申込・保証金受付開始）

参
加
申
込
・
下
見
会
開
催
期
間

17:00 公売参加申込み受付終了

8月29日 1（木）

8月30日 1（金）

14:00 

17:00 

(17:00) 

公売保証金の提供期限

本人確認書類・委任状等の提出期限

公売参加申込者の確定（本申込登録処理期限）

13:00 買受申込み受付開始

13:00 

(14:00) 

(12:00) 

10:00 

9月6日 （金）
買
受
人
（

予

定

）

の

説

明

(10:05) 

11:00 

買受申込み受付終了（呼び上げボタン押下）

最嵩額買受申込者の確定

最為額買受申込者の報告（最高価申込者告知一覧表）

最高価申込者の決定（動産等）

最高価申込者の決定（不動産等、要公告・通知）

最高価申込者の氏名等の告知(5分間公売情報HP上に公開）

競り売り終了の告知(5分間公売情報HP上に公開）

売却決定（動産等）

g

閲

8

⑨
9

閲

言
冒

10:00 売却決定（不動産以外の不動産等）

14:00 

(17:00) 

買受代金の納付期限（動産及び不勁産以外の不動産等）

引渡方法等の登録期限

公売財産の引渡し（直接引渡し、運送棠者等）

滞納処分費の確定（徴収の決議）

【動】配当日は配当計算書発送の一週間後の日(9月24日～27日）

g
閲
g
g
g
⑨
g
⑤

言 10:00 売却決定（不動産）

14:00 

(17:00) 

買受代金の納付期限（不動産）

オークションサイト業者へ公売保証金納付の穎求

オークションサイト業者へ証明書類の返還

滞納処分費の確定（徴収の決議）

入札確定処理期限（入札取消ボタン押下期限）

【不］配当日は配当計算書発送の一週間後の日(10月7日～10日）

※ 時刻で（ ）書きしているものは、公売公告に記載しないことに留意する。

※ 配当計算書に係る記載については、買受代金納付期限に領収手紐を行った場合の記載である。



令和6年度第3回インターネット公売の実施日程

日付 1 1 時刻 手 絞

令和6年
9月中旬

公売情報HP・オークションサイトヘのアップロード作業開始

登
録
期
間

g
g
g
②

9

閲
g
g
g
②

9

閲
g
g
g
②

9

（

口

g

鱈

＿疇
宣
言
疇
―』-』
-』
-
』
疇
言
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13:00 

公売（見積価額）公告、公売情報HP公開日

オークションサイト公開（参加申込・保証金受付開始）

参
加
申
込
・
下
見
会
開
催
期
問

17:00 公売参加申込み受付終了

11月7日l（木）

11月8日l（金）

14:00 

17:00 

(17:00) 

公売保証金の提供期限

本人確認書類・委任状等の提出期限

公売参加申込者の確定（本申込登録処理期限）

1閑詞）
13:00 買受申込み受付開始

13:00 

旦
(12:00) 

10:00 

11月15日1（金）

予
定
）
の
説
明

(10:05) 

11:00 

買受申込み受付終了（呼び上げボタン押下）

最高額買受申込者の確定

棗高額買受申込者の報告（最高価申込者告知一覧表）

最高価申込者の決定（動産等）

最高価申込者の決定（不動産等、要公告・通知）

最高価申込者の氏名等の告知(5分間公売悦軽HP上に公開）

競り売り終了の告知(5分間公売情報HP上に公開）

売却決定（動産等）

冒
10:00 売却決定（不動産以外の不動産等）

14:00 

(17:00) 

買受代金の納付期限（動産及び不動産以外の不動産等）

弓1渡方法等の登録期限

公売財産の引渡し（直接引渡し、運送業者等）

滞納処分費の確定（徴収の決議）

［動l配当日は配当計算書発送の一週間後の日(12月2日～5日）

②

5

閲

g

g

g

②

孟

ー
10:00 売却決定（不動産）

14:00 

(17:00) 

買受代金の納付期限（不動産）

ォークションサイト業者へ公売保証金納付の請求

ォークションサイト業者へ証明書類の返逗

滞納処分費の確定（徴収の決議）

入札確定処理期限（入札取消ボタン押下期限）

［不】配当日は配当計算書発送の一週間後の日(12月16日～19日）
※時刻で（）書きしているものは．公売公告に記霰しないことに11'1意する。

※配当計算書に係る記絨については、買受代金納付期限に領収手続を行った場合の記載である。



令和6年度第4回インターネット公売の実施日程

日付 1 1 時則 手

公売情報HP・オークションサイトヘのアップロード作業開始

g
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g
閲
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g
g
②
9

閲
g
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g
⑨
9
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g

g

星
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13:00 

公売（見積価額）公告、公売情報HP公開日

オークションサイト公開（参加申込・保証金受付開始）

参
加
申
込
・
下
見
会
開
催
期
問

17:00 公売参加申込み受付終了

1月31日 1（金）
14:00 

17:00 

公売保証金の提供期限

本人確認書類・委任状等の提出期限

2月1日

2月2日
g
-⑥
 2月3日 （月）

(17:00) 公売参加申込者の確定（本申込登録処理期限）

13:00 買受申込み受付開始

13:00 

(14:00) 

(12:00) 

買受申込み受付終了（呼び上げポタン押下）

最高額買受申込者の確定

最高額買受申込者の報告（最高価申込者告知一覧表）

10:00 

2月10日l（月）
出
11:00 

最高価申込者の決定（動産等）

最高価申込者の決定（不動産等、要公告・通知）

最高価申込者の氏名等の告知(5分間公売情報HP上に公開）

競り売り終了の告知(5分間公売情報HP上に公開）

売却決定（動産等）

ご
g
②
g
(
(
言 10:00 

14:00 

(17:00) 

売却決定（不動産以外の不動産等）

買受代金の納付期限（動産及び不動産以外の不動産等）

引渡方法等の登録期限

公売財産の引渡し（直接引渡し、運送業者等）

滞納処分費の確定（徴収の決議）

【動】配当日は配当計算書発送の一週間後の日 (2月25日～28日）

9CBl
⑤
g
g
8

⑤
g
⑨
 `

 
10:00 売却決定（不動産）

14:00 

(17:00) 

買受代金の納付期限（不動産）

オークションサイト業者へ公売保証金納付の請求

オークションサイト業者へ証明書類の返遠

滞納処分質の確定（徴収の決議）

入札確定処理期限（入札取消ボタン押下期限）

【不】配当日は配当計算書発送の一週間後の日(3月10日～13日）

※ 吟刻で（）書きしているものは、公売公告に記載しないことに留意する。

※配当計算含に係る記載については、貫受代金納付期限に領収手続を行った場合の記載である。
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1国際徴収（徴収共助）とは
滞納者が、財産を外国に移転させてしまい、国内財産について徴
収方途を尽くしても、徴収不足の状態です。
外国にある財産を滞納処分（差押え・換価）できれば・・・

□ 
皐

l納滞

ロ

滞納者

|国際徴収（徴収共助）とは I 

租税信権を徴収するための強制的な公権力の行使が自国領域内に
制限される（執行管轄権）という制約がある中で、各国の税務当局
が互いに相手国の租税を徴収する租税条約上の枠組みです。

ロ
皇ー一国税庁

滞納者

外国税務当局

＇易

□ 



1 租税条約（二国間条約） | 

2つの国の間で締結する条約

所得税等の二重課税の防止に関する二国間租税条約に、一般的な徴

収共助の規定を追加する条約改正が順次行われており、課税期間の制

限なく徴収共助の要請かできる国は、 IIIID.欠増加しています。

共助要諸

日本

＇ ＇ 
ラトビア

二国間条約は徴収共助の要請を行うにあたり、対
象税目や課税期間に制限がないものが多いです！ ！ 

租税条約（マルチ条約①） I 
「租税に関する相互行政支援に関する条約」

Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters 

条約の参加国間で租税に関する3種類（徴収共助、情報交換、
送達共助）の行政支援を相互に行ラことを目的としています。
徴収共助事務提要上は、 「税務行政執行共助条約」 （以下「マ

ルチ条約」といラ。）と定義しています。

一
一 一 一【送達共助】
租税に関する文書の名宛人が他の締約国にいる場合、他の締約国にその文
書の送達を依頼すること。



1 租税条約（マルチ条約②） I 

【マルチ条約イメージ図】

「加盟

日本 I l アンティグア.)¥‘ーブーダ

1 I 
グレナダ I ， ニウエ

徴収共助要謂等租税に関する行政支援

1 租税条約（マルチ条約③） I 

0 日本のマルチ条約への参加時期 • 「条約発効の流れ」

年発効日平成25年10月1日 ［門計言喜冒［署名】 ⇒
※ 条約の効力が発生

条約に署名済の国

フィリピン、ガボンなど ___  ¥ 

発効済みの国 •~ 



I徴収共助の要件R | 
① 税目が条約の適用対象となつていること。

〇 所得税（復興特別所得税を含む。）

〇 法人税（復興特別法人税、地方法人税を含む。）

〇 相続税 〇 贈与税 〇 消費税（地方消費税を除く。）

※ 二国間条約の場合、地方消費税を含む場合あり

徴収共助の要件② I 



徴収共助の具体例 I 

A国本社

口 ③A(国に帰国 立
①A国本社の日本子会社勤務

申告書で国外財産であ
る預金、不動産を把握

請要助

¥
l
|

4
 
収徴⑤
 

ぞrll・ 

、滞納者が

国税庁

徴収不足
⑧A国：り送金

A国税務当局

I情報交換制度 ］ 
情報交換とは、租税条約等の規定に基づき、租税条約相手国の税務当局と
特定の事案に関連する情報を交換する仕組みです。

【情報交換の類型】

〇 要請に基づく情報交換

個別の納税者に対する調査・徴収において、国内で入手できる情報だけで
は事実関係を十分に解明できない場合に、条約相手国等の税務当局に必要な
情報の収隼・提供を求めるもの（以下「情報提供要請」という）。

0 自発的情報交換

自国の納税者に対する調査・徴収等の際に入手した情報で外国税務当局に
とって有益と認められる情報を自発的に提供するもの。

0 自動的情報交換

法定調書等から把握した非居住者への支払等に関する情報を、支払国等の
税務当周が、受領国の税務当局に一括して提供するもの (CRS情報など）。



I情報提供要請 I 

【情報提供要請のイメージ図】

ー ：一一： こ租税条約等

①情報提＼供を要請

O 贔
【国税庁】 ③収集した情報を回答 【外国税務当局】

滞納発生
I ヽ I ②情報収集

鵞
/ 

： 
＼） 【滞納者】

（＇ 【金融機関等】

1 情報提供要請の要件 I 

① 対象税目・課税年度

滞納国税が租税条約等の情報交換規定の対象税目、課税年度に該当する。

② 要請の目的

次のいすれかに該当する。
・ 徴収の共助要請の検討のために必要
• 国内の滞納処分の手続のために必要
• 第二次納税義務の検討、日本国内への資金還流、第三国に所在する財産の
追及等のために必要





|海外関連事案の定義 I 

II 海外関連事案の端緒（国外送金等調書・ CRS)①

0 国外送金等調書とは？

国外送金等調書とは、 1回100万円を超える国外送金（国外からの送金
を含む。）があった場合に、金融機関から提出される法定調書です。

0 CRSとは？

外国の金融機関口座を利用した国際的脱税・租税回避に対処するため、 0
ECD（経済協力開発機構）が非居住者の金融口座情報を各国の税務当局間
で効率的に交換できるよう策定した国際基準です。

【提供される情報とは？】
外国の金融機関に口座を有する日本居住者及び内国法人等の氏名、住所、
居住地国、生年月日、口座番号、年末の口座残萬、利子・配当等の年間受取
総額等





喩

I海外関連事案の筐理 I 



国外財産等の調査（金融機関）①

0 金融機関調査

国外送金等調書で,~尋られない情報を入手できるかも！

，
 

金融機関では、 SWIFT（スイフト）という国際通信手段を

用いて国外との送受金を行っています。



1 国外財産等の調査（インターネット） I 

国外財産等の調査（レキネキ・ダンレポ）

〇 民間企業情報を活用した情報収集 1 これらを活用する場合は
聞国際租当へ遍鰭して下さ

取引先、勤務先、関係会社等の概要を把握した場合に活用 い．

レクシスネクシス インターネット上のリサーチデータベースのプロバイダ
（レキネキ） ＞ 世界各国の簡易な企業情報（企業名や所在地等）、米国の不動

産情報等について把握可能

ダンレポート 海外企業の信用調査レポート
（ダンレポ） ＞ 世界各国の詳細な企業情報（企業概要や財務情報等）について

把握可能

ー匿-- -ユm号圧ーロ‘?-べ‘"
9 「tべ9,K9'9..`  r，｀ふ ，

1...---=-l ,...., 

星＝［コ三］
'”’’’す・~ ー ・ ~ l此 99,9● ~ 凸

＇ー•9-, "‘’ 吐一．―-一・ ・taニて：一』 `•細9
荘：←" ：：：：：・,,:., 

,9S しよごょー：—^ ユこさら

「滞納者が海外企業の役員欄に

記載されている！」などの事実

が確認できるかも・・・

ます（諏得してみましよう！
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国税徴収法第 142条「捜索」について

大阪国税局

徴限部 特別整理総括第一課



1 捜索の性質

徴収法 142条の捜索は、滞納処分という行政手続の一環として行わわるものであっ

て、犯則事件の調査のための捜索、差押え（通 132)等のように犯罪捜査を目的とする

ものではないことから、裁判所の許可状（令状）は必要ない。

したがって、捜索を受ける者の意思に拘束されない強制調査であり、極めて強力な

権限であることから、滞納者が質問に応じないために財産の所在等が明らかにならな

い場合など、滞納処分のため必要があるときに行う。

2 捜索ができる場合

徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者又は特定の第三者の物又は

住居その他の場所について捜索することができる（徴 142①、②)。

【捜索の相手方】

I滞納者（徴 142①)

滞納者の財産を所持する

第三者（徴 142②-)

滞納者の親族

その他の特殊関係者

（徴 142②二） i 

【要件】

滞納処分のため必要があるとき（注） 1

次のいずれにも該当する場合

滞納処分のため必要があるとき

． 滞納者の財産の引渡しをしないとき（注）2

次のいずれにも該当する場合

． 滞納処分のため必要があるとき
． 滞納者の財産を所持すると認めるに足りる担
当の理由がある場合（注）3

． 滞納者の財産の引渡しをしないとき（注）2

（注） 1 「滞納処分のため必要があるとき」とは、徴収法第5章（滞納処分）の規定による滞

納処分を行うために捜索が不可欠なときをいい、差押財産の引揚げや見積価額の評定

等のため必要があるときも含まれる（徴基通 142-1)。

2 「引渡しをしないとき」とは、滞納者の財産を所持している者が、その財産を現実に

引き渡さないときをいう（徴基通 142-3)。

3 「相当の理由があるとき」とは、滞納者等の陳述、帳簿書類の調査、伝聞調査等に財

産を所持していると認められる場合（疑うに足りる客観的事実がある場合）等をいう（徴

基通142-4)。

L※ 捜索の可否については、別紙1 「捜索の可否フローチャート」をご活用ください。



3 捜索の立会人

捜索の実施に当たっては、滞納者若しくは第三者又はその同居の親族若しくは使用

人その他の従業者を立ち会わせなければならない（徴 144)。

なお、滞納者等が立会いを拒絶した場合において、地方公共団体の職員又は警察官

の立会いを求めるときは、統括官等を通じて総務課長に調整を依頼する。

また、これまでの滞納整理事績等から、滞納者等が立会いを拒絶することが想定さ

れるときは、あらかじめ、警察官等に立会いを依頼する。

【捜索の立会人】

． 捜索を受ける滞納者又は第三者
． 捜索を受ける滞納者又は第三者の同居の親族で相当のわきまえのある者
． 捜索を受ける滞納者又は第三者の使用人その他の従業者で相当のわきまえのある者

不在である時⑰ヽに応じない時

成年に達した者2人以上又は地方公共団体の職員若しくは警察官

（沿1 徴収法第 142条第1項の捜索の場合の立会人は、滞納者又は滞納者の同居の親族若し

くは滞納者の使用人その他の従業者をいい、同条第2項の捜索の場合の立会人は、第三

者又はその第三者の同居の親族若しくはその第三者の使用人その他の従業者をいう（徴

基通 144-2)。

2 「同居の親族」とは、滞納者又は第三者と同居する親族をいい、生計を一にするかど

うかを問わない。 （徴基通 144-3)

3 「相当のわきまえのある者」とは、捜索の立会いの趣旨を理解することができる相当

の能力を有する者であり、成年に達した者であることを要しない。 （徴基通 144-5)

4 「地方公共団体の職員」は、捜索する場所を管轄する市町村（特別区含む）の職員を

いい、都道府県職員も該当する。 （徴基通 144-6)

5 「警察官」は、捜索をする場所を管轄する警察署の警察官とする。 （徴基通 144-7)

4 捜索ができる場所等

捜索ができる場所等は、滞納者又は滞納者の財産を所持する第三者若しくは滞納者

の親族その他特殊関係人（本項において「親族等」といい、滞納者及び第三者と併せ

て「滞納者等」という。）の住居、事務所、営業所、工場、倉庫等の建物、間借り、宿

泊中の旅館の部屋等の場所のほか、滞納者等が使用し又は使用していると認められる

金庫、貸金庫、たんす、書箱、かばん、戸棚、衣装ケース、封筒等の物がある（徴基通

142-5、6)。



～ 第三者又は親族等の住居等を捜索することができる場合 ～ 

第三者が滞納者の財産の引渡しをしないとき又は親族等が滞納者の財産を所持すると認

めるに足りる相当の理由がある場合で、その引渡しをしないときに限られます。

したがって、これらの者が滞納者の財産を任意に徴収職員に提供し、当該財産を差し押さえ

ることができる場合は、捜索はできません。

特に、「第三者」については、滞納者の財産を所持している「疑い」がある場合でも、所持し

ている財産を徴収職員が特定していない場合には、捜索ができません。

～ 滞納法人の代表者を相手方とする捜索について ～ 

滞納法人代表者の自宅を捜索する場合、代表者は滞納者でなく、かつ「滞納者の親族その他

の特殊関係者」に該当しない（徴令 13①二、四の特殊関係者に該当する場合を除く）ことから、

捜索の相手方としては「第三者」に該当します。

したがって、代表者を相手方として捜索を行う場合は、滞納法人の財産を所持している場合

（財産を特定している場合）で、徴収職員の任意提供の求めに応じず、その財産の引渡しを拒

んだ場合にしかできません。

～ 貸金庫の捜索について ～ 

貸金庫の内容物に対しては、滞納者と銀行がともに占有を有しているので、①滞納者を

相手とする捜索、②滞納者の財産を所持する第三者として銀行を相手とする捜索のいずれ

も可能である。

戸手[ |銀行：：て可） 1 : ：只

5 捜索を行う時間

捜索は、日没後から日出前までの間はすることはできないが、日没前に着手した捜

索は、日没以降も継続することができる（徴 143①)。

(1) 捜索の時間制限の例外（次のいずれにも該当する場合） （徴 143②)

・ 飲食店等夜間のみ営業している場合は、日没後も捜索可（徴基通 143-4)

． 滞納処分の執行のためやむを得ない必要があると認めるに足りる相当の理由が
あること（徴基通 143-5)。

(2) 休日等の捜索

休日等において個人の住居に立ち入って行う捜索については、特に必要があると

認められる場合のほかは、行わないものとする。（徴基通 143-3)



6 捜索の実施

(1) 戸、金庫等の開扉

閉鎖してある戸、扉、金庫等を開かせなければその目的を達することができない

場合は、滞納者等に開かせ、又は自ら開くため錠の除去等必要な処分をすることが

できる（徴 142③)。

なお、開扉に応じないとき、不在のときなどやむを得ない場合は、自ら又は鍵屋

等の専門家に依頼して、開扉することができる（徴基通 142-7)。

(2) 出入禁止

捜索、差押え及び財産の搬出等を執行する上で、支障があると認められるときは、

これらの処分に関係する者以外の出入りを禁止することができる（徴 145)。

(3) 捜索調書の作成

担当者は、捜索を実施したときは、捜索調書を作成し、その謄本を捜索を受けた滞

納者又は第三者及びこれらの者以外の立会人がいるときは、その立会人に交付しな

ければならない。

なお、捜索により差押調書を作成した場合には捜索調書の作成を要しないが、差

押調書謄本を滞納者等及び立会人に交付する（徴 146)。

I徴収職員I

：三ご□竺王三：の立会人
：索 ③ 署名

もク

羞 シ
I立会人 1

捜索調書を作成

例外 → 財産（動産）を差し押さえた場合には、

差押調書（動産・有価証券用）を作成

,_ --------------------------------------------------------------
※ 捜索調書の記載例 … 別紙2 「捜索調害（その 1)記載例」

※ 捜索調書謄本の交付先等 …別紙3「捜索調書の受領欄記載・捜索調書謄本の交付先」



（別紙 1)

捜索の可否フローチャート
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捜索の可否
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滞納者の財産の引渡しに応じない

滞納者又は捜索の相手方となる第三者が使用し、若しくは使用していると認められる

住居、事務所、営業所、エ湯、倉庫等の建物、間借り又は宿泊中の旅館の部屋等に

該当するか

捜索可

-----------------, I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

’ ’  ’’  I I 

’ ’  

口
※弓9渡命令吝行うには、財産吝特定しておく必要がありますp



（別紙2)

● 捜索調書（その 1) 記載例

（住所又は所在蛇）

大闊、市中央こ大手前 1 捜索調書（その 1)

令和 0 年 7 月 1 日

（氏名又は名称） ＊以 税務暑

財務事務官 徴収ネ祁 R 
国税興索 株式会社 殿 下記の滞納国税 ・地方消費税及び滞納処分費につき、滞納

•~」 処分のため、下記のとおり捜索しましたので、国税徴収法
第146条第 1項の規定により、この調書を作ります。

．．．．．ー ••...—ー ・-・ •-·.. ..... -・ ・・--- "・・・・・・`二 ●●一• •••• .. 

滞納者 住（居）所 ii 大扱市ヤ央こ大手前 1

．．． 似：名且 ・・・-・・-・・一
国我輿索株式会社

滞 年度 税 目 納期限 本 税 加算税 l廷滞税 利子税 滞納処分費 法定納期限等！ 備 考

侑費就及び 円 円「津；こよる金額円 Fl 法津による金額円 令和6I I~ 
納 5 地す侑責就 令和62 28 8,000,000 一 妻す 令和62 28 令和612.31 

国 以下令白 ！ I 

税
I 

i I 
等

| l ! 

捜索 し竺時 令ャ0年 9月 興茅株式会社事務祈内場所又は

捜索した日 1日 I’l llU ―＋ 午後 2時 00分から -'fllij・午後3時 30分まで

J:.記事晶所内を杖索したが、差押えす べさ財表がなかったこどから ．差押えは見合わせた。

備

考

上記の捜索に立ち会い、捜索調書謄本を受領しました。 l l 捜索調書謄本 （捜索を受けた者あて）を受領しました。
・ 令和年月日

（代表取締役） 神戸 ネ郎 （ ） 

（連絡先徴収部門鼈話 06-1234-5678 担当徴也＊郎 J （徴 1081) 

備考 1 この捜索詞書は、国税徴収法第142条の規定により滞納者又は第三者の物又は住居その他の場所を捜索した場合
に作成するものです。
2 捜索を受けた滞納者に対しては捜索調密の謄本を交付します。
3 財産を差し押さえたときは、溝納者に対して．差押苔又は差押詞蓄謄本を交付します。

【作成目的】

この捜索調書は、徴収法 142条第 1項及び第2項の規定により、滞納者及び第三者の物又は住所そ

の他の場所を捜索した場合に作成する。

【記載要領】

1 「延滞税」欄は、延滞税が確定しているときはその金額を、未確定のときは「要す」と記載する。

2 「捜索した場所又は物」欄には、捜索した物又は場所をできるだけ詳しく記載する。

3 「備考」欄には、捜索のてん末、第三者を相手方とする捜索を行った理由等を必要に応じ記入す

る。

4 「上記の捜索に立ち会い捜索調書謄本を受領しました。」欄には立会人の署名を受ける（署名を

拒否されたときは、その旨記載し、末尾に徴収職員が署名する。）。

なお、かっこ内は捜索を受けた者と、捜索に立ち会い「捜索調書謄本（立会人用）」を受領した

者との続柄又は関係を記載する。

5 「捜索調書謄本（捜索を受けた者あて）を受領しました。」欄には、捜索に立ち会った者と捜索

を受ける者が異なる場合に、「捜索調書謄本（滞納者用）」を受領した者の署名を受ける。

なお、かっこ内には、捜索を受けた者と「捜索調書謄本（滞納者用）」を受領した者との続柄又

は関係を記載する。

（注） 「捜索調書謄本（滞納者用）」を滞納者へ郵送する場合は、当該受領欄への署名を求める必

要はない。



（別紙3)
捜索調書の受領欄記載・捜索調書謄本の交付先

【滞納者が個人の場合】

捜索調書の
捜索調書謄本の交付先

受領欄記載
捜索場所 立会人 送達適用条文

左受領欄 右受領欄 滞納者宛 立会人宛

本人

゜
X 滞納者 イ聾 通12④

（滞納者）

配偶者 配偶者 配偶者 通12①

゜同居の親族

゜
同居の親族 同居の親族 通 12⑤—

（注 1)

滞納者の
従業員

゜
従業員 従業員 II 

住所地等

市町村職員

゜
滞納者へ郵送

市町村職員
警察官 警察官 通12①

X 
※送達すべき相手方
ではないため、補充

成人 2名

゜
滞納者へ郵送

各立会人 送達 ・差置送達不可

（注 2)

【滞納者が法人の場合】

捜索調書の
捜索調書（謄本）の交付先

受領欄記載
捜索場所 立会人 送達適用条文

左受領欄 右受領欄 滞納法人宛 立会人宛

代表者

゜
X 代表者 不要 通12④

゜
通12①

役員・従業員

゜
（注 1)

役員・従業員 役員 ・従業員

通12⑤-
本店

市町村職員

゜
市町村職員

警察官 警察官 通12①

X 滞納法人へ郵送
※送達すべき相手方
ではないため、補充

成人2名

゜
各立会人 送達 ・差置送達不可

（注 2)

代表者

゜
X 代表者 不屡 通12④但書

役員・従業員

゜
役員・従業員

支店等
通］2①

市町村職員

゜
X 滞納法人へ郵送

市町村職員 ※送達すべき場所で
警察官 警察官 はないため、補充送

達・差置送達不可

成人2名

゜
各立会人
（注2)

※ 捜索調書謄本の受領を拒否された場合には、差置送達を行い、その旨を受領欄に記載する。
捜索調書謄本を受領したが、署名押印を拒否された場合には、その旨を受領欄に記載する。
捜索調書謄本を滞納者へ郵送する場合は、時効中断の関係上（通基通73-2)差押調書謄本の送達に
準じて送付する必要がある。

※ 「滞納者の財産を占有する第三者Jを相手方とする捜索を実施した場合には、その相手方、立会人に
対し、上の表に準じて捜索調書謄本を交付するとともに、滞納者に対しても捜索調書謄本を交付する必
要がある。

（注 1) 滞納者・滞納法人に郵送する場合、右受領欄への署名・押印は求める必要はない。
（注2) 捜索調書膳本を別途1部作成



大 分 類共通（研修関係）

中 分 類講習、研修関係書領

名称（小分類）研 修 資 料

保存期間（満了B) 会3年（令和 10年3月末）

I ：収：務第新任 1者門修]|

令和 6 年 1 0 月 1 日

捜 志
糸 実 習

大阪国税局

徴収部 徴収課



捜索実習（その 1)

① 滞納発生以降、代表者とはたびたび接触しているが、「金がないので払えない。」「倒産

するしかない。」との申出のみであり、納付事績はない。

なお、土木業を営んでいるが、詳しい情報を聴取できていない。

② 令和6年9月25日、大阪北弁護士事務所から受任通知が届く。

③ 事務所、代表者に架電したが応答はなかった。

④ 租税債権回収のため、臨場することとした。

● 滞納者の概要

名称 国税興業株式会社

業種 土木建築業

所在地 大阪市中央区大手前1

代表者 国税太郎

従業員 経理担当者1名 外従業員2名

滞納税金
消費税及び地方消費税（令和5.1. 1～令和5.12. 31) 

700, 000円 督促日令和6.4. 25 

● 公表財産等

金紬機関
大手前銀行 大手前支店（店番77 7) 普通 1234567 

※ 反対債権過多である。

所有不動産
大阪市中央区谷町の士地及び建物

※ 国税に優先する抵当権が設定されている。

取引先 株式会社国税建設



【捜索実習（その 1)】

滞納者概況票

整理番号 00111111 | 
名称 国税興業 （株）

業種 土木建築業

所在地 大阪市中央区大手前1 TEL 06 -1234-9999 

代表者 国税 太郎

（単位：人、千円）

資本金 10, 000 
申
令和2年 12月 （売上） 74, 000（所得）

゜同非区分 同族 告 令和3年 12月 （売上） 67,000（所得） -8, 500 

青白区分 白
状
令和4年 12月 （売上） 43,000（所得）ー17,890 況

従業員数 3 令和5年 12月 （売上） 23,000（所得）ー20,000

異動状況

年月日 摘要 発生額 収納済額 収納未済額

6. 4. 25 滞納発生 700,-ooo円 700, 000円







捜索実習（その2)

① 滞納発生以降、「金ができたら納付する。」等の発言を繰り返しており、誠意がない。

② 署内面接にて納付計画を立てるよう指示したが、指定日までに連絡等がなかったため、

差押予告書を配達証明郵便で送付した。

※ 出署指定日時 9月25日午前 10時

③ 差押予告書を受け取った代表者が出署したが、具体的な納付計画の提示がなかったため、

差押処分を行うことを説明した。

④ 徴収部門―C -を立ち上げ、 事業所の捜索に着手することとした。

捜索に当たっては、代表者と納付折衝を図るほか、公表外財産の把握に努めるc

● 滞納者の概要

名称 国税興業株式会社

業種 解体業

所在地 大阪市中央区大手前1

代表者 国税太郎

従業員 経理担当者1名 外従業員2名

滞納税金
消費税及び地方消費税（令和5.1. 1～令和5.12. 31) 

8, 000, 000円督促日令和6.4. 25 

● 公表財産等

金融機関
財務銀行税大支店（店番22 2) 普通 987654321 

※ 反対債権過多である。

株式会社天満組
●..........  _ ..  ..............................,..........―......-・---・・・・・・・・・・・-・・・・・・・・・・ ---- --·----,.............—·,.... 

株式会社京橋不動産

取引先 .............-- ........そ響-・・・・・・・・ー・ •••• •••••• .......................ー．．．．．．．響響争隼~．．．．．臀響•--······-···· ..."-·-•一···”-• ----・・・・・・・......... •••• ••••• __....... •••••••••••••••••••••••••• ・・ー．．．．．．．．．．． ー・・ •••••••• 

株式会社北浜土木
．．▼.．．．．．．噸..口•口．．．．．．． ． •一 ・ ・・• • •止贔~贔..□ 幽● ●●止幽--・・ - ••••• 雫響幽←•• 一 ．・・・・・・・ •-- •• - • •• • - -• ←.." ••• m ""や•”“ゃ←ャ．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．-・- .... ・- ・-・・・- .... 

株式会社淀屋橋建築

所有不動産
大阪市中央区谷町の土地及び建物

※ 国税に優先する抵当権が設定されている。



【捜索実習（その 2)】

滞納者概況票

整理番号 | 00111111 I 
名称 国税興業（株）

業種 解体業

所在地 大阪市中央区大手前1 TEL 06 -1234-9999 

代表者 国税太郎

（単位：人、千円）

資本金 10, 000 
申
令和2年 12月 （売上） 174,000（所得） 1, 200 

同非区分 同族 告 令和3年 12月 （売上） 193,000（所得） 3, 530 

青白区分 白
状
令和4年 12月 （売上） 201,000（所得） 5, 000 況

従業員数 3 令和5年 12月 （売上） 300,000（所得） 8, 000 

異動状況

年月日 摘要 発生額 収納済額 収納未済額

6. 4. 25 滞納発生 8,000,000円 8, 000, 000円









捜索実習（その3)

① 滞納発生以降、滞納者との接触を図るため、居住地への臨場及び電話連絡を行ったが、

滞納者は常に不在で接触することができず、経理担当者である妻が対応している。

② 妻は、「税金についての話は私ではすることができない。連絡があったことは夫に伝え

る。」と申し立てるのみで要を得ない。また、滞納者からの連絡も一切ない。

③ 滞納者に納税に対する誠意が見受けられないことから、財産調査の上滞納処分へ移行す

ることとし、「差押予告通知書」を発送した。

※ 出署指定日時 9月25日 午前 10時

④ 課税資料等により把握した財産について調査を実施するも、徴収上有効な情報を得るこ

とができなかった。

また、「差押予告通知書」の指定日までに滞納者からの連絡がなかったことから、徴収部

門で一を立ち上げ、居所兼事務所の捜索に着手することとした。

⑤ 捜索に当たっては、滞納者と納付折衝を図るほか、滞納者の現況や動産の差押えに努め

る。

● 滞納者の概要

業種 内装工事業

所在地 大阪市中央区大手前2

滞納者 天満次郎

従業員 経理担当者1名外従業員2名

滞納税金
消費税及び地方消費税（令和5.1. 1～令和5.'12.31) 

3, 000, 000円督促日令和6.4. 25 

● 公表財産等

金融機関
財務銀行税大支店（店番22 2) 普通 9431585 

※ 反対債権過多である。

株式会社東梅田住建
.............., ．．． ......... -... ・・・・・・・・・・・・- ............、------------------------........、.....................................................................................

株式会社堺筋配管

取引先 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

株式会社南森町土木
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-.........................................,... ......................... _ 

株式会社 中津地所

所有不動産
大阪市中央区谷町の士地及び建物

※ 国税に優先する抵当権が設定されている。



【捜索実習（その 3)】

滞納者概況票

整理番号 1234567 I 
滞納者 天満次郎 (48歳）

業種 内装工事業

所在地 大阪市中央区大手前2 TEL 06-1234-9999 

（単位；千円）

申
令和2年 （売上） 74,000（所得） 5, 200 

告 令和3年 （売上） 93,000（所得） 8, 530 
状
令和4年 （売上） 10,000（所得） 2, 700 況

令和5年 （売上） 75,000（所得） 8, 000 

異動状況

年月日 摘要 発生額 収納済額 収納未済額

6. 4. 25 滞納発生 3,000,000円 3,000,000円








